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本会議開会 

 

開  議    平成２８年２月２４日 午前９時１０分 

議  長    おはようございます。町当局並びに議員各位におかれましては大変ご苦労さまです。こ

れから平成２８年３月飯島町議会定例会を開会します。 

ここで議長から申し上げます。町当局から、下平町長はインフルエンザ感染により本日

の会議への出席は困難な状況にあり、欠席との連絡がありました。 

本定例会は、平成２８年度各会計予算をはじめ重要な案件の審議が予定されていること

に鑑み、急きょ、本定例会の運営に関して議会運営委員会に諮り、当初予定しておりまし

た本日の議事日程を変更し、会議を進行することとしましたので報告します。 

併せて、議員各位には会期中の本会議及び委員会審査を通じ、慎重かつ精力的にご審議

をいただくとともに、円滑な議事運営にご協力いただきますようお願いを申し上げます。 

それではこれから本日の会議を開きます。先程触れました本日の議事日程はお手元に配

布のとおりです。開会にあたり副町長からごあいさつをいただきます。 

副町長     おはようございます。冒頭、議長さんのごあいさつにもありましたように、下平町長が

本会議を欠席させていただいておりますので、下平町長に代わりまして私から、平成２８

年３月定例議会の招集にあたりまして一言ごあいさつを申し上げます。平成２８年２月１

７日付飯島町告示第７号をもって、平成２８年３月飯島町議会定例会を招集しましたとこ

ろ、議員各位には時節柄ご多忙中にもかかわらずご出席を賜り、心から厚くお礼申し上げ

ます。また橋場代表監査委員さん、下島教育委員長さん、森本農業委員会長さんにおかれ

ましては、ご多忙中のところご臨席賜りまして誠にありがとうございます。 

        さて、この冬は暖冬傾向の中、暖かく穏やかな天候で推移しておりましてけれども、１

月半ば以降に寒波の到来とともに連日にわたり除雪や凍結防止対応に追われてまいりまし

た。関係機関の迅速な対応と町民の皆様のご協力によりまして、日常生活や交通に大きな

影響の及ぶことなく対処ができましたことに感謝を申し上げる次第でございます。南信州

には「寒明け七節」という言葉がございますが、今後予想される降雪にも引き続き気を引

き締めて対応してまいります。立春、雨水を過ぎまして早いもので２月も数日を残すのみ

となりました。気温変動の激しい時期ではありますが日射は一層強さを増してきており、

温暖の力は桜の便りも聞かれる季節となってまいりました。先ごろ発表されました本県の

桜の開花も例年より早めという予報が出ておりまして、春の到来が待ち遠しいところでご

ざいます。 

        さて、先ごろ内閣府より、昨年１０月から１２月期のＧＤＰ速報値の発表がありました。

実質で前期比マイナス０．４％、年率換算でマイナス１．４％、マイナス成長は２四半期

ぶりとのことでございます。暖冬による冬物衣料の売り上げ不振、また個人消費が低迷し

たことが主な要因として挙げられていますけれども、景気回復の足踏み状態、それから景

気の停滞感が一層鮮明となってきたことで、その影響が心配されるところでございます。

こうした中、日銀は追加の金融緩和施策として異例のマイナス金利を導入しました。加え

て消費者物価指数２％上昇の達成時期を平成２９年度前半ごろに先送りしました。日銀は

マイナス金利政策によって企業投資や家計消費を喚起しようとしていますが、劇薬となり
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得るとも言われるこの施策によって経済や暮らしへの影響が大変心配されるところでござ

います。これまでの日本経済は当初のアベノミクスの３本の矢の内、その屋台骨でありま

す日銀の量的質的金融緩和による低金利、円安、株価上昇に支えられてきた感はあります

けれども、金融緩和と積極財政にはおのずと限界と弊害もあり、当初の３本の矢の戦略が

揺らいでいるとの指摘が多くの識者から聞かれるところであります。また来年４月の消費

税１０％の引き上げや地方経済・財政への影響が大変心配されるところでございます。 

        一方、通常国会開会中の国政では、安倍総理は施政方針演説で、今国会を未来へ挑戦す

る国会と位置付け４つの分野への挑戦を掲げました。１つとして世界経済の新しい成長軌

道への挑戦、２つとして地方創生への挑戦、３つとして １億総活躍社会への挑戦、４つ

としてよりよい世界への挑戦を掲げ、この４つの分野に逃げることなく果敢に挑戦し続け

る姿勢を力強く表明しております。とりわけ、１億総活躍社会への挑戦に関しましては非

正規労働者への処遇向上や正規化を後押し、雇用形態で賃金に差をつけない同一労働同一

賃金の実現に挑戦するとしたことは、政権としての新たな取り組みであり、注目される施

策と思われます。また憲法改正につきましては逃げることなく答えを出していくと、強い

口調で表明していることから、今後の成り行きを注視していく必要があります。 

        さて、今議会には当町の新年度予算を上程いたしますが、この予算は下平町長として編

成した最初の通年予算であります。加えて第５次総合計画後期計画及び地方創生総合戦略

のスタートの年となる予算でございます。当町は様々な課題に直面しておりますけれども、

これらの課題を乗り越え、町民の皆様が生きがいを持って安心して暮らせるまちづくり、

豊かさと幸せ、希望を実感できるまちづくりを積極的に進めてまいります。現在町財政は

依然として厳しい状況が続いておりますが、町民の皆様の要望も可能な限り踏まえたうえ

で、町民の皆様の負託に応えられますように、行政の究極の目標であります「みんなが安

心して暮らせる豊かな町」を目指しまして、第５次総合計画後期計画及び地方創生総合戦

略の基本路線に沿って３つの重点プロジェクト、それから８つの進むべき方向、それから

それに伴います５０の施策に対応した事業を厳選しまして、これを実現する具体策としま

して３本の柱を位置付けまして新年度予算を編成したところでございます。民間からの風

と行政からの風の２つの新しい風が吹く中で、この風をしっかりと受け止め、風通しのい

い行政へのチャレンジ、儲かる飯島町へのチャレンジ、田舎暮らしランキング日本一への

チャレンジ、の三本柱を据えましてチャレンジする予算として新年度予算を位置付けたと

ころでございます。これらのチャレンジは、１２月議会定例会におきまして下平町長の所

信表明の中で申し上げた三本柱でございますが、たまたま安倍総理も所信表明演説の中で

４分野への挑戦を掲げておりまして、国政の挑戦に負けないように固い決意を持ち、町民

の皆様とともに全身全霊でチャレンジしてまいる所存でございます。 

チャレンジする予算の三本柱につきましてその概要を申し上げますが、第一の柱であり

ます「風通しのいい行政のチャレンジ」に関しましては、これまでの子育て支援策の更な

る充実に加えまして子育て支援センターの移転新築、ファミリーサポート事業の新設、七

久保放課後児童クラブの新設、地域未来塾・土曜塾の新設など、新たな子育て支援事業を

思い切って展開することによって、妊娠から思春期までの切れ目のない子育て支援策、こ

れは「飯島版ネウボラ＋」といいますけれども、これを展開してまいります。ネウボラと

はフィンランドで展開されております妊娠期から就学前までの子育て支援策を言いますけ



 - 5 - 

れども、飯島ではそれに加えまして思春期まで、高校までの切れ目のない子育て支援を展

開していくということでございます。第二の柱であります「儲かる飯島町へのチャレン

ジ」に関しましては、官民共同でマーケッティング戦略やブランドづくりを進める「飯島

町営業部」を発足してまいります。この組織を中心にアルプスのお花畑や農地付き格安住

宅の実現に向けて、事業の研究を進めてまいりますと共に、既存の施設や機関との連携、

それから地域資源の活用を図る中で「道の駅田切の里」や「中田切公園水の駅」などの新

たな観光振興施策によって活気や賑い、楽しみを取り戻し、元気なまちづくりを目指して

まいります。第三の柱であります「田舎暮らしにランキング日本一へのチャレンジ」に関

しましては、これまでの定住促進施策や婚活施策を拡充しまして、観光振興策や地域振興

策と合わせたダイナミックな展開を図る中で強力に推進してまいりたいと思います。世界

一のステージ信州飯島町の魅力を前面に押し出し、都市との交流、対流による移住・定住

を促進し、田舎暮らしランキング日本一を目指してまいります。 

加えまして新年度は飯島町発足６０周年の節目の年を迎えます。先人の皆様が作り上げ

た歴史を振り返りながら町の還暦を祝うとともに、町民の皆様が町の魅力を再認識し、町

の魅力を外に向けて発信する機会となるような事業や、大勢の町民の皆様が参加すること

で町全体の一体感が醸成でき、未来に向けて元気の出るような事業を一年を通じて計画し、

秋にはとりわけ大きな事業を計画してまいります。大勢の町民の皆様の参加によりまして

活気や賑いを作り出し、将来に向けて勢いをつけてまいりたいと思います。ただいま概要

を申し上げました三本のチャレンジの細部につきましては、後刻、下平町長より改めて新

年度予算提案の中で施政方針として申し上げてまいります。 

さて、３月議会定例会にご提案申し上げます議案につきましては、人事案件３件、条例

案件７件、新年度予算を含む予算案件１４件、その他案件３５件の計５９案件でございま

す。本日はそのうち、人事院勧告に関わります条例案件３件、一般会計補正予算を含む予

算案件７件、計１０案件を提案させていただきます。いずれも重要な案件でありますので、

なにとぞ慎重なご審議をいただき、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げまして

議会招集のごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。 

 

議  長    日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２２条の規定により、２番 滝本登喜子 

議員、３番 久保島 巌 議員を指名します。 

 

議  長    日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

本定例会の会期につきましては議会運営委員会において協議をしておりますので、議会

運営委員会副委員長の報告を求めます。 

          久保島議会運営副委員長。 

議会運営 

副委員長     それでは議会運営委員会から報告いたします。坂本委員長が本日会議を欠席しており

ますので副委員長、私から議会運営委員会の報告をいたします。本日２月２４日召集され

ました３月定例会の運営につきまして、去る２月１８日午前９時１０分より、町側から町

長、副町長、総務課長、企画政策課長に出席をいただき、議長、副議長立ち会いのもと議
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会運営委員会を開催いたしました。初めに会期について申し上げます。本定例会に提出さ

れました案件は、ただいま副町長からお話がありましたように、人事案件３件、条例案件

７件、補正予算案件７件、新年度予算案件７件、公共施設の指定管理者の指定等の一般案

件が３５件、計５９件であります。請願・陳情の受理は５件であります。案件の内容から

しまして、会期は本日２月２４日から３月１５日までの２１日間が適当であると決しまし

た。さらに審議方法につきまして申し上げます。第１号議案から第３号議案、第６号議案

から第１０号議案、及び第２１号議案、第２６号議案、第３１号議案はそれぞれ単独で、

第１１号議案から第１７号議案、第２７号議案から第３０号議案、及び第３２号議案から

第５９号議案までは一括して上程し、上程日の即決と決しました。第４号議案、第５号議

案を単独で、第１８号議案から第２４号議案は一括して上程し、総括質疑の後、委員会へ

付託し、最終日１５日に委員長報告の後、採決をするということに決しました。陳情・請

願案件のうち３件は文書配布、２件は委員会に付託することといたしました。 

以上を２月１８日の議会運営委員会で決定したところでございますけれども、昨日、松

下議長から町長が本日の会議出席が困難であるという理由から、急きょ審議日程につきま

して再調整が指示され、本日午前８時３０分から急きょ審議日程について再調整を行いま

した。出席者は前回出席の者によるものでございます。その結果について報告いたします。

本日の会議においては町長が不在でありますが、しかし業務執行上の理由から申しまして

町の要請がありまして、第７号から第９号まで、及び第１１号から第１７号までの議案に

つきましては本日上程し、前回決定のとおり即決をするということで決しました。さらに

ですね人事案件、新年度予算案件、それ以外の議案につきましては２月２９日に議案の上

程審議のための本会議を開催するという日程に追加することにいたしました。なお会期及

びその他の議案の審査方法につきましては変更はございません。なお議案の上程日、日程

がですね変更になったために、議案書の提出日に関わる文書訂正につきまして、今回特殊

事情であるということから町側の要請もありまして、議案書すべてをですね差し替えるこ

ともできませんということで、議員自らご訂正を願うということにいたしました。従いま

して２９日提出上程に変更になりました議案の上程日をですね、２月２４日から２月２９

日に各自でご訂正をいただきたいというふうに思います。議員各位におかれましては以上

ご理解の上ご協力賜りますようにお願い申し上げ委員会報告とさせていただきます。 

議  長    お諮りします。ただいまの副委員長報告のとおり、本定例会の会期は、本日から３月１

５日までの２１日間、案件の審議方法は副委員長の報告のとおりとしたいと思いますがこ

れにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って会期は本日から３月１５日までの２１日間とすることに決

定しました。また各案件の審議方法は副委員長の報告のとおりとします。 

久保島副委員長自席へお戻りください。会期の日程は事務局長から申し上げます。 

宮下事務局長。 

事務局長    （会期日程説明） 

 

議  長    日程第３ 諸般の報告を行います。 

議長から申し上げます。最初に請願・陳情等の受理について報告します。本日までに受
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理した請願・陳情等はお手元の請願・陳情等文書表のとおりであり、会議規則第８９条及

び第９２条の規定により所管の常任委員会に審査を付託します。 

次に、例月出納検査結果について報告します。１２月から２月における例月出納検査の

結果、特に指摘事項はありません。 

次に、議員から欠席の通告がありましたので報告します。坂本議員からインフルエンザ

感染により欠席の通告がありました。三浦議員から一身上の都合による欠席の通告があり

ました。 

次に、本会議に説明員として出席を求めた方は別紙のとおりであります。また予算議会

でありますので企画政策課財政係長に出席を願うこととしました。 

次に、町当局からの報告を求めます。 

副町長     それでは３件についてご報告を申し上げます。初めに飯島町土地開発公社の平成２８年

度事業計画及び予算について申し上げます。飯島町土地開発公社の平成２８年度事業計画

及び予算につきましては、去る２月１２日の理事会において審議をお願いし、ご議決をい

ただきましたので、その概要を地方自治法の規定によりましてご報告申し上げます。初め

に大変長い時間を費やしまして分譲・売却することができました柏木工業団地造成事業で

ございますが、現在、進出企業による工場建設も進められておりまして、今年秋には工場

棟１棟、及び管理棟が完成し操業の運びとなる予定でございます。地元雇用などを期待す

るところは大きく、第二期の工場棟の建設も早期に着工いただくようお願いしてまいりた

いと考えております。さて平成２８年度の事業計画では公有土地取得事業としまして、平

成２７年度から実施しております久根平工業団地から中田切グリーン工業団地排水路まで

の専用排水路敷設工事に関わります道路舗装復旧費などの経費と、陣馬工場団地の造成工

事に関わる経費を計上いたしました。土地の処分計画では久根平工業団地専用排水路、陣

馬工業団地及び新田工業団地の売却を進めてまいります。また未販売の分譲宅地につきま

しても定住促進事業との連携や住宅メーカーへの働きかけ、パンフレットやホームページ

などを活用した販売促進に努めてまいります。次に予算概要について申し上げます。主な

収入見込みとしましては代行取得用地及び工業団地、住宅分譲地等の売却による土地造成

事業収益などにより、収入合計で約 252,000,000 円を予定しております。これに対し、支

出見込みとしましては、土地造成事業原価など事業支出約 239,000,000 円を予定しており、

この結果、単年度収支では約 13,000,000 円の黒字を見込む予算であります。詳しくはお

手元の事業計画及び予算書のとおりでございますので後刻お目通しをいただきたいと思い

ます。 

        続きまして、一般財団法人「まちづくりセンターいいじま」の平成２８年度事業執行計

画について申し上げます。平成２８年度一般財団法人「まちづくりセンターいいじま」の

業務執行計画につきましては、去る２月１９日開催の理事会におきまして審議、ご決議を

いただきましたので、その概要を地方自治法の規定によりご報告申し上げます。平成２８

年度の一般財団法人「まちづくりセンターいいじま」の事業は設立し第５期目を迎えます。

指定管理業務につきましては本郷道の駅「産地形成促進施設指定管理業務」、千人塚公園

指定管理業務、与田切公園指定管理業務に飯島町文化館指定管理業務を加えた４事業と、

受託事業としまして山岳施設管理業務、道の駅本郷管理業務、観光業務、観光協会事務局

業務、信州いいじま桜守事務局業務を、また東京都三鷹市においてアンテナショップ「信
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州いいじまマルシェ」の管理運営業務を実施いたします。また収益事業としましてマレッ

トゴルフ、釣り、各種イベントへの参加及びホームページでの情報発信を行います。これ

らを行う業務執行の概要についてですが、主な収入は指定管理収入、施設利用料収入、委

託料収入、マレットゴルフ事業収入、信州いいじまマルシェ販売収入など総額で約

65,000,000 円となります。また支出につきましては事業費として、先ほど申し上げました

指定管理業務を中心とする受託事業支出が 56,000,000 円、これに一般管理及び収益事業

支出など約 9,000,000 円を加えまして、収入予算と同額 65,000,000 円となります。事業

費総額を前年度と比べますと、約 9,000,000 円の減額となります。各種管理業務の履行は

もとより、今後も更なるサービスの向上を図り、一般財団法人「まちづくりセンターいい

じま」の目的達成のため努力をしてまいります。詳しくはお手元の業務執行計画のとおり

でございますので後刻お目通しをいただきたいと思います。 

        最後に、株式会社エコーシティ駒ケ岳の平成２８年度の事業計画及び予算計画について

申し上げます。株式会社エコーシティ駒ケ岳の平成２８年度の事業計画及び予算計画につ

きましては、去る２月１７日開催の同社の取締役会におきまして承認されておりますので、

地方自治法の規定によりその概要をご報告申し上げます。初めに平成２７年度の事業実施

の状況等につきましてご報告申し上げます。管内全域での加入者数に大きな変動はありま

せんけれども、先ごろ完成しました宮田村エリアにおいて伝送路高度化事業が実施された

ことによりまして、宮田村エリアを中心に個別契約が大きく伸びており、管内全域ではイ

ンターネット、ケーブルプラス電話の加入契約がそれぞれ増加しております。本年度の大

きな事業であります光化に伴う行政チャンネルのデジタル化工事が完了し、この２月から

は加入全世帯が地上デジタル１１チャンネルで行政番組をご覧いただけるようになりまし

た。本年度も伝送路高度化事業や行政チャンネルのデジタル化工事など、大規模事業を行

ってきたことから本年度末におけます決算はおよそ 20,000,000 円の赤字が見込まれてお

ります。次に平成２８年度の事業計画及び予算計画についてご説明申し上げます。基本方

針及び運営方針につきましては平成２７年度と同様でございます。主な事業計画としまし

て、本年度に行いました本局の局舎の耐震診断結果を踏まえまして、局舎の耐震工事が実

施される予定でございます。設備関係ではインターネット設備の増強、インターネット上

位回線の二重化によります確実で安心な放送通信関係の整備が計画されております。また

新規加入者獲得に向けた営業活動に力を注ぐとともに、加入者管理システムの改修を行い

利用料の支払いの利便性向上を図ることとしています。さらに次世代サービスとしまして、

より高精細なテレビ画像であります４Ｋ対応が必要となってきており、このための一部設

備について予算化し、技術研究を進めることとしております。またテレビ、インターネッ

ト、ケーブルプラス電話に続く事業として、携帯端末等に関わります無線環境に関する研

究を進めることとしております。なお宮田村エリアでの伝送路設備高度化事業につきまし

ては平成２９年度に実施に向けて、１年かけて検討をされる予定でございます。予算計画

としましては売上高を 667,000,000 円余りと見込んでおり、様々な諸経費を差し引いた後

の損益は 8,000,000 円の黒字を見込んでおります。詳しくはお手元の事業計画及び予算計

画のとおりでございますので後刻お目通しをいただきたいと思います。 

        以上３件につきましてご報告を申し上げました。よろしくお願いいたします。 

議  長    ただ今、報告のありました３件につきましては、最終日の議会全員協議会において質疑
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を受けることとします。 

以上で諸般の報告を終わります。 

 

議  長    日程第４ 第７号議案「飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条

例」を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第７号議案「飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例」につい

て提案理由の説明を申し上げます。平成２７年度人事院勧告に基づき、国家公務員に関す

る給与法の一部改正が行われたことに伴いまして、これに準じて常勤特別職及び議会議員

の期末手当て支給月額を０．０５月分引き上げるよう改定するものでございます。実施時

期につきましては平成２７年４月１日に遡って行うものでございます。細部につきまして

は担当課長から説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご議決を賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

総務課長    （補足説明） 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

(なしの声) 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから第７号議案「飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条

例」を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

          (異議なしの声) 

議  長    異議なしと認めます。従って第７号議案は原案のとおり可決されました。 

         

議  長    日程第５ 第８号議案「飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第８号議案「飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について

提案理由の説明を申し上げます。平成２７年度人事院勧告に基づき、国家公務員に関する

給与法の一部改正が行われたことに伴いまして、国に準じた改正を行うものでございます。

今回の改正は民間給与との格差等に基づく平成２７年の給与に関わる改定となっておりま

す。平成２７年の官民給与の格差を解消するため、給料月額を平均０．４％、期末勤勉手

当を０．１月分それぞれ引き上げを行うものでございます。実施期間につきましては給料

表、期末勤勉手当てとも平成２７年４月１日に遡って行うものでございます。また地方公

務員法の改正に伴い、等級別基準職務表を条例で定める必要がございますので、規則の中

で定めておりました等級別基準職務表を条例で定めるよう改正し、併せて行政不服審査法

の改正に伴い必要な整備を行うものでございます。細部につきましては担当課長から説明

を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げます。 

総務課長    （補足説明） 
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議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

(なしの声) 

議    長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第８号議案「飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」

を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

(異議なしの声) 

議  長    異議なしと認めます。従って第８号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第６ 第９号議案「飯島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第９号議案「飯島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

の一部を改正する条例」について提案理由の説明を申し上げます。改正の内容は平成２７

年度人事院勧告に基づき国家公務員に関する給与法の一部改正が行われたことに伴いまし

て、これに準じて教育長の期末手当支給月数を０．０５月分引き上げるよう改正するもの

でございます。改正内容は先程第７号議案飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の一

部を改正する条例と同様でございますので、内容説明は省略させていただきます。細部に

つきましては質問により担当課長から説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご

議決を賜りますようお願いいたします。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第９号議案「飯島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関

する条例の一部を改正する条例」を採決します。 

        お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第９号議案は原案のとおり可決されました。 

議  長    ここで議事進行についてお願いをいたします。 

        これから提案になります第１１号議案から第１７号議案までの７議案については、いず

れも２７年度補正予算に係る案件であり、一般会計から各特別会計への繰出金の計上や、

人件費に関わるもので関連がありますので、先ほどの議会運営委員会副委員長から報告の

ありましたとおり、一括して提案理由の説明を求め、それぞれの案件ごとに質疑、討論、

採決を行うこととします。 
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議  長    日程第 ７ 第１１号議案 平成２７年度飯島町一般会計補正予算（第７号） 

        日程第 ８ 第１２号議案 平成２７年度飯島町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号） 

        日程第 ９ 第１３号議案 平成２７年度飯島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号） 

        日程第１０ 第１４号議案 平成２７年度飯島町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

        日程第１１ 第１５号議案 平成２７年度飯島町公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号） 

        日程第１２ 第１６号議案 平成２７年度飯島町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第３号） 

日程第１３ 第１７号議案 平成２７年度飯島町水道事業会計補正予算（第３号） 

         以上第１１号議案から第１７号議案までの７議案について提案理由の説明を求めます 

副町長     第１１号議案から第１７号議案について一括して提案理由の説明を申し上げます。まず

第１１号議案平成２７年度一般会計の補正予算案（第７号）について申し上げます。予算

の規模につきましては歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 10,247,000 円を追加し、

歳入歳出それぞれ 4,865,963,000 円とするものであります。今回の補正につきましては急

を要する経費及び特別会計と連動する経費について予算措置を行うものです。歳入の内容

としましては、国民健康保険の基盤安定のための国県負担金、合わせておよそ 10,000,000

円を計上いたしました。主な歳出の内容としましては、人事院勧告に基づき国に準じて実

施する給与等の増額補正を計上いたしました。その他特別会計の繰出金に国民健康保険、

介護保険特別会計合わせておよそ 14,000,000 円、除雪に関する経費に 13,000,000 円等を

計上いたしました。 

続きまして、第１２号議案平成２７年度国民健康保険特別会計の補正予算（第３号）に

ついて提案理由を申し上げます。予算の規模につきましては、歳入歳出予算の総額から

15,447,000円を減額し、歳入歳出それぞれ 1,146,891,000円とするものでございます。保

険給付費の決算見込み、共同事業、保健基盤安定負担金の額の確定、及び人件費の変更等

による歳入歳出補正をするものでございます。歳入では県支出金、特別調整交付金を

6,367,000 円、一般会計からの繰入金を 13,843,000 円増額し、療養給付費交付金を

24,244,000 円、共同事業交付金を 11,413,000 円、それぞれ減額し、歳出では総務費を

176,000 円、共同事業拠出金を 1,700,000 円増額し、保険給付費の状況により一般被保険

者療養給付費 15,000,000 円、退職被保険者療養費 500,000 円及び一般被保険者高額療養

費 8,000,000 円を増額し、退職被保険者療養給付費 20,000,000 円及び退職被保険者高額

療養費 3,500,000 円をそれぞれ減額し、歳入歳出差額について予備費を 17,323,000 円減

額するものでございます。 

続きまして、第１３号議案平成２７年度後期高齢者医療特別会計の補正予算（第３号）

について提案理由の説明を申し上げます。予算規模につきましては歳入歳出予算の総額に

1,500,000 円を追加し、歳入歳出それぞれ 121,140,000 円とするものであります。今回の

補正は後期高齢者保険料の賦課状況により歳入歳出増額補正を行うものです。歳入では後

期高齢者保険料普通徴収分を 1,500,000 円増額し、歳出では長野県後期高齢者医療広域連

合納付金を1,500,000円増額するものでございます。 
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続きまして、第１４号議案平成２７年度介護保険特別会計の補正予算（第３号）につい

て提案理由の説明を申し上げます。予算規模につきましては歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ 155,000 円を追加し、歳入歳出それぞれ 1,054,369,000 円とするものでありま

す。歳入につきましては地域支援事業における職員人件費に係る国庫金 39,000 円、県支

出金 19,000 円、一般会計繰入金 97,000 円の増額補正を行うものです。歳出につきまして

は総務費の一般管理費の人件費を 78,000円増額し、地域支援事業に係る人件費を 101,000

円増額し、予備費を24,000円減額するものでございます。 

続きまして、第１５号議案平成２７年度飯島町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）について提案理由の説明を申し上げます。今回の補正につきましては総額

404,848,000 円は変わらず、歳出内容の補正をするものであります。歳入につきましては

変更はございません。歳出につきましては給与改定に伴う人件費を 120,000 円増額し、予

備費で調整を行うものでございます。 

続きまして、第１６号議案平成２７年度飯島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

３号）について提案理由の説明を申し上げます。今回の補正につきましては、総額は

290,383,000 円と変わらず、歳出内容の補正を行うものでございます。歳入につきまして

は変更はございません。歳出につきましては給与改定に伴う人件費を 156,000 円増額し、

予備費で調整を行うものでございます。 

続きまして、第１７号議案平成２７年度飯島町水道事業会計補正予算（第３号）につい

て提案理由の説明を申し上げます。今回の補正につきましては収益的収入に関する補正で

ございます。収入につきましては変更はありません。支出としまして漏水修理等の増加に

伴う修繕費で 900,000 円、給与改定に伴う人件費を 168,000 円増額し、支出総額を

216,245,000円とするものでございます。 

その他細部につきましては第１１号議案の一般会計と第１２号議案の国民健康保険特別

会計につきましては担当課長からそれぞれ説明申し上げ、第１３号議案から１７号議案の

特別会計につきましてはご質問により説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご議

決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

議  長    引き続き一般会計について各課長から補足説明を求めます。 

企画政策課長  （補足説明） 

総務課長    （補足説明） 

住民税務課長  （補足説明） 

健康福祉課長  （補足説明） 

産業振興課長  （補足説明） 

建設水道課長  （補足説明） 

教育次長    （補足説明） 

議  長    続いて、特別会計について担当課長から補足説明を求めます。 

健康福祉課長  （国民健康保険特別会計補足説明） 

 

議  長    ここで休憩といたします。再開時刻を１０時４５分といたします。休憩。 

 

         午前１０時３２分 休憩 
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         午前１０時４５分 再開 

 

議  長    休憩を解き会議を再開いたします。提案理由の説明がありました。 

初めに、第１１号議案平成２７年度飯島町一般会計補正予算（第７号）の質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

９番 

中村議員    それでは質問いたします。１３ページ２８５３健康増進事業の中で伺います。この中で

マイナス 1,500,000 になっております、がん関連及び健康増進法検診・健診の内容におき

まして、マイナス要因の詳細をお聞きいたします。 

健康福祉課長  検診の肝炎、それから骨量、それからまあがん関連でございますので大腸がん、それか

ら胃がん、そういうものの検診の委託をしておりますけれども、そういうものにつきまし

て利用者がいなかったというわけではなくて、まああの予定したより少なかったというこ

とで、精査をした段階でマイナス 1,500,000 ということで、検診が少ないというわけでは

ございませんので、そんな向にお考えをいただきたいというふうに思います。で、その分

を他の検診のところへまあ振り向けるということはおかしいですが、まあ 500,000 だけ振

り向けて総額でマイナス 1,000,000 と相殺させていただいたということございますので、

追加のある部分と、それから少なかった部分を精査してマイナス 1,000,000 の補正をさせ

ていただいたということでございますのでよろしくお願いします。以上でございます。 

議  長    他にありませんか。 

３番 

久保島議員   ２点お伺いいたします。１３ページの２８１１、保健衛生総務費ですね。開業医支援の

関係なんですが、ここで増えているということで、もう少し詳しくお話をいただけたらな

あと。可能性が出てきたのか、それとも何か違う費用等が必要になったのか、その辺をお

話いただきたい。それからもう１点、１７ページ４３２２の河川修理の関係なんですが、

どういった修理になるのか、この辺のお話をいただきたいというふうに思います。以上で

す。 

健康福祉課長  実はあの１月の開業医支援の説明会を実施しましたところ、１名来ていただいた先生が

ございまして、詳しくは申し上げられませんけれども、それにつきまして資金関係でござ

いますとか、そういうものを改めて精査をしてお出しすることができればという、そうい

う感触を得ているものでございますので、そういう関係で委託をやり直し、それからいろ

いろのものを作って持っていきたいというふうに思っておりまして、まだその完全にこち

らへ来ていただけるということではございませんので、誤解のないようによろしくお願い

をしたいというふうに思います。以上でございます。 

建設水道課長  続きまして河川改修事業関係の修理の内容関係ということであります。大井川の河川護

岸改修ということでありまして、現状の護岸をコンクリートの重力擁壁で両岸を工事する

という内容であります。延長については１４．５メートルということでありまして、河川

断面は確保し、護岸改修を行うということでございます。 

議  長    はい他にありませんか。 

（なしの声） 

議  長    それでは質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第１１号議案平成２７年度飯島町一般会計補正予算（第７号）を採決いたしま

す。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第１１号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    次に、第１２号議案平成２７年度飯島町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の質

疑を行います。質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第１２号議案平成２７年度飯島町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を

採決いたします。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第１２号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    続いて第１３号議案平成２７年度飯島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第１３号議案平成２７年度飯島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第１３号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    次に、第１４号議案平成２７年度飯島町介護保険特別会計補正予算（第３号）の質疑を

行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第１４号議案平成２７年度飯島町介護保険特別会計補正予算（第３号）を採決
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します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第１４号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    続いて、第１５号議案平成２７年度飯島町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

の質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第１５号議案平成２７年度飯島町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第１５号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    次に、第１６号議案平成２７年度飯島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

の質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第１６号議案平成２７年度飯島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第１６号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    次に、第１７号議案平成２７年度飯島町水道事業会計補正予算（第３号）の質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

６番 

堀内議員    あのちょっと話を変えて質問をしたいと思いますが、今、北河原地籍で水道の配水管工

事がやられておりまして、総延長じゃ２キロメートル近いんですかね？ 相当の改修が実

施されて、仮設でやられておる部分があるんですが、その下流部分に石綿管の部分があっ

て、私の知っておるだけでも去年の暮れから補修やっている間に３回くらいかな、石綿管

の部分の破損の修理がやられたところがあったんですが、一番ひどいときは１２月３１日

の夜中ということもありましたが、そんな状況で石綿管の部分がどうも相当老朽化しても

ろくなっているんじゃないかなと、そんなように思いますので、この補修の関係につきま

してはどんなようなところが補修対象として予算計上されたのかお伺いしたいと思います。 
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建設水道課長  それではあのお答えをします。その前にそれぞれあの安定供給をしているわけでありま

すけれども、それぞれ断水等で住民の皆様にはご迷惑をおかけした点につきましてはお詫

びを申し上げます。この漏水関係でありますけれども、今回あの修繕費としてお願いする

部分につきましては、減圧弁の修繕を補正をさせていただくということであります。前後

しますけれども、漏水工事等がやはり今年は多かった関係で、ただいまの減圧弁に係る修

繕費が不足した分、今回補正ということでお願いを申し上げます。以上です。 

議  長    はい堀内克美議員。 

６番 

堀内議員    その漏水工事が多かった中で、管種でみるとどういうものが多かったんだか、その点を

お伺いしたいと思います。 

建設水道課長  主には石綿管の漏水が主な要因であります。ただ一部、ＶＰの継ぎ手という部分もござ

いますけれども、ただ今申し上げたとおりでございます。 

議  長    はい他にありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第１７号議案平成２７年度飯島町水道事業会計補正予算（第３号）を採決しま

す。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第１７号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    以上で本日の日程は全部終了しました。 

        本日の会議を閉じ、これで散会とします。ご苦労様でした。 

 

 

午前１１時００分 散会 
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平成２８年３月飯島町議会定例会議事日程（第２号） 

平成２８年２月２９日 午前９時１０分開議 

 

１ 開議宣告 

 

１ 議事日程の報告 

 

日程第 １ 第 １号議案 教育委員会委員の任命について 

日程第 ２ 第 ２号議案 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第 ３ 第 ３号議案 飯島町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第 ４ 第 ４号議案 飯島町行政不服審査条例 

日程第 ５ 第 ５号議案 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

日程第 ６ 第 ６号議案 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条例 

日程第 ７ 第１０号議案 飯島町税条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 第１８号議案 平成２８年度飯島町一般会計予算 

日程第 ９ 第１９号議案 平成２８年度飯島町国民健康保険特別会計予算 

日程第１０ 第２０号議案 平成２８年度飯島町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第１１ 第２１号議案 平成２８年度飯島町介護保険特別会計予算 

日程第１２ 第２２号議案 平成２８年度飯島町公共下水道事業特別会計予算 

日程第１３ 第２３号議案 平成２８年度飯島町農業集落排水事業特別会計予算 

日程第１４ 第２４号議案 平成２８年度飯島町水道事業会計予算 

日程第１５ 第２５号議案 飯島町農業農村活性化施設の設置に関する条例に基づく道の駅田切の里

の指定管理者の指定について 

日程第１６ 第２６号議案 飯島町農業農村活性化施設の設置に関する条例に基づく道の駅花の里い

いじまの指定管理者の指定について 

日程第１７ 第２７号議案 飯島町農業農村活性化施設の設置に関する条例に基づく道の駅本郷の指

定管理者の指定について 

日程第１８ 第２８号議案 千人塚公園の指定管理者の指定について 

日程第１９ 第２９号議案 飯島町都市公園条例に基づく与田切公園及び飯島町公園条例に基づく与

田切公園の指定管理者の指定について 

日程第２０ 第３０号議案 飯島町文化館の指定管理者の指定について 

日程第２１ 第３１号議案 飯島町滝ヶ原地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第２２ 第３２号議案 上ノ原地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第２３ 第３３号議案 北町地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第２４ 第３４号議案 中町地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第２５ 第３５号議案 豊岡地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第２６ 第３６号議案 山久地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第２７ 第３７号議案 石曽根地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第２８ 第３８号議案 鳥居原地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第２９ 第３９号議案 日曽利地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第３０ 第４０号議案 飯島町地域交流センター赤坂グリーンヒル集会所の指定管理者の指定に
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ついて 

日程第３１ 第４１号議案 春日平地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第３２ 第４２号議案 飯島町地域交流センター追引公会所の指定管理者の指定について 

日程第３３ 第４３号議案 南割地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第３４ 第４４号議案 南田切地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第３５ 第４５号議案 飯島町天竜川地域伝承施設設置条例に基づく指定管理者の指定について 

日程第３６ 第４６号議案 北河原地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第３７ 第４７号議案 本郷第一地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第３８ 第４８号議案 本郷第五地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第３９ 第４９号議案 本郷第六地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第４０ 第５０号議案 高遠原地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第４１ 第５１号議案 飯島町地域交流センター新屋敷地域交流センターの指定管理者の指定に

ついて 

日程第４２ 第５２号議案 南街道地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第４３ 第５３号議案 北村地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第４４ 第５４号議案 柏木地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第４５ 第５５号議案 荒田地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第４６ 第５６号議案 新田地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第４７ 第５７号議案 針ヶ平地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第４８ 第５８号議案 飯島町道路線の廃止について 

日程第４９ 第５９号議案 飯島町道路線の変更について 
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本会議再開 

 

開  儀    平成２８年２月２９日  午前９時１０分 

議  長    おはようございます。これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程についてはお手元に配布のとおりです。 

 

議  長    日程第１ 第１号議案「教育委員会委員の任命について」を議題とします。 

        事務局長に議案を朗読させます。 

宮下事務局長。 

事務局長    （議案朗読） 

議  長    本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    おはようございます。冒頭、過日２４日の本会議には私インフルエンザにかかりまして、

本会議を欠席いたしました。大勢の方にご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません

でした。休養十分で体調万全でございますので、本会議にまたよろしくどうぞお願いいた

します。また皆様方も是非ご自愛くださいますようご祈念申し上げます。 

        それでは、第１号議案「教育委員会委員の任命について」提案理由の説明を申し上げま

す。このことにつきましては、現在、委員としてお勤めをいただいております、遠山 亨

さんがこの３月３１日をもって任期満了となります。任期満了後の委員として、山積する

多くの教育課題に対処していくために、また人格、見識とも最適任と考え、遠山 亨さん

を引き続き委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条

第１項の規定により議会の同意をお願いするものであります。なお任期につきましては教

育委員会制度における中立性、安定性、継続性確保のため、委員の交代の時期が重ならな

いようにするため、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの 1 年間といたし

ます。よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        本案は討論を省略し、これから第１号議案「教育委員会委員の任命について」を採決い

たします。この採決は起立によって行います。お諮りします。 

        本案はこれに同意することに賛成の方はご起立を願います。 

        ［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立全員です。よって第１号議案は原案のとおり同意することに決定

しました。 

        ここで暫時休憩といたします。そのままお待ちください。 

        ［遠山 亨 氏 入場］ 

議  長    会議を再開いたします。 

        ここで、ただいま任命に同意いたしました、遠山 亨さんからごあいさつをいただきま

す。遠山さんお願いいたします。 

［遠山 亨 氏 登壇あいさつ］ 
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遠山 亨 氏  皆さんおはようございます。本郷第五耕地の遠山 亨でございます。就任に当たりまし 

て一言ごあいさつを申し上げさせていただきます。ただいまは飯島町教育委員としてご承

認を賜り、引き続きその重責に携わさせていただくことに対しまして、大変身の引き締ま

る思いでございます。４年前、民間企業に勤め教育に関する特別な知識や経験がない私を、

教育委員という重責に任命いただきまして、今思えば教育の専門用語もわからない中で、

戸惑いながら何もできないまま、あっという間の４年間であったと正直、町の教育行政に

お役に立ったかどうか、今更ながら自問し反省する次第でございます。とはいえ、本日、

教育委員として再び再任いただきました限りは、子どもたちに軸足を置いて、町の将来を

担う子どもたちを地域全体が一体となって見守り、育て、そして子どもたちも保育園や学

校での生活はもちろんですけれども、地域の一員として地域の活動に関わり、確かな学力、

豊かな心、健やかな体を身につけるよう、人と人とは関わり合って育っていくという生き

る力が育まれるよう、微力ながら取り組んでいくつもりでおります。結びにあたりまして、

高い席からでございますけれども、町会議員の皆様には引き続きご指導ご鞭撻を頂戴して、

任期をまっとうしてまいりたいと思いますのでどうかよろしくお願いたします。本日は大

変ありがとうございました。 

議  長    遠山さんありがとうございました。 

        ここで暫時休憩とします。そのままお待ちください。 

        ［遠山 亨 氏退場］ 

 

議  長    会議を再開いたします。 

日程第２ 第２号議案「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題とします。 

        事務局長に議案を朗読させます。宮下事務局長。 

事務局長    （議案朗読） 

議  長    本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    第２号議案「人権擁護委員候補者の推薦について」人権擁護委員候補者の推薦について

意見を求めることについて提案理由の説明を申し上げます。人権擁護委員は法務大臣が任

命する任期３年の委員です。現在、吉川雅治氏、米山まつゑ氏、上原 保氏、高坂 彰氏

の４名が在任中ですが、米山まつゑ氏が平成２８年６月３０日で２期目の任期が満了とな

ります。任期満了後の後任の委員候補者として、本島佳代子氏を法務省に推薦するにあた

り、議会の意見を求めるものです。任期は平成２８年７月１日から３年間となります。な

お法務省の手続きは任命までに３から４カ月程度必要になりますので、今議会でご審議の

上、議決いただきますようお願い申し上げます。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        本案は討論を省略し、これより第２号議案「人権擁護委員候補者の推薦について」を採

決いたします。この採決は起立によって行います。お諮りします。本案はこれに同意する

ことに賛成の方はご起立を願います。 

        ［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立全員です。 
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       よって第２号議案は原案のとおり同意することに決定しました。 

 

議  長    日程第３ 第３号議案「飯島町固定資産評価審査委員会委員の選任について」を議題と

いたします。事務局長に議案を朗読させます。宮下事務局長。 

事務局長    （議案朗読） 

議  長    本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    第３号議案「飯島町固定資産評価審査委員会委員の選任について」同意を求めることに

ついて提案理由の説明を申し上げます。固定資産評価審査委員会委員は当該市町村の住民、

市町村税の納税義務者がある者、または固定資産の評価について学識経験を持つ者のうち

から、当該市町村の議会の同意を得て市町村長が選任すること。任期は３年とすることが

地方税法第４２３条第３項及び第６項に規定されております。現在、岩間耕地、堀越寿一

氏、本四耕地、片桐邦彦氏、南街道自治会、上原靖一氏の３名が在任中ですが、そのうち

の本四耕地、片桐邦彦氏が平成２８年３月３１日に任期満了となります。任期満了後の委

員として人格、見識とも最適任と考え、片桐邦彦氏を引き続き委員として選任いたしたく

議会の同意を求めるものです。よろしくご審議の上、議員全員のご同意を賜りますようお

願いいたします。 

町  長    議長、訂正があるんですけれど。 

議  長    はいどうぞ。 

町  長    先ほどは申し訳ございませんでした。朗読の中で本四耕地、片桐邦彦氏と申し上げまし

たが、本一耕地でございますので訂正お願いいたします。申し訳ございませんでした。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        本案は討論を省略し、これから第３号議案「飯島町固定資産評価審査委員会委員の選任

について」を採決いたします。この採決は起立によって行います。お諮りします。本案は

これに同意することに賛成の方はご起立を願います。 

        ［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立全員です。 

       従って第３号議案は原案のとおり同意することに決定しました。 

 

議  長    日程第４ 第４号議案「飯島町行政不服審査条例」を議題とします。 

        本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    第４号議案「飯島町行政不服審査条例」について提案理由の説明を申し上げます。本条

例は改正行政不服審査法及び関係法令が平成２８年４月一日に施行されるに伴い、行政不

服審査会の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、条例に基づく処

分に関わる審理手続き及び手数料等について必要な事項を定めるものでございます。細部

につきましては担当課長から説明申し上げますので、よろしくご審議の上、議決を賜りま

すようお願いいたします。 

総務課長    （補足説明） 

議  長    これから質疑を行います。なお本案は２４日の本会議における議会運営委員会の報告に
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より、総務産業委員会へ審査を付託することと決定しておりますので、ここでは総括的な

事項について質疑されるようお願いをいたします。 

        それでは質疑に入ります。質疑はありませんか。 

８番 

浜田議員    この条例が施行されますとですね、審査委員は自動的に情報公開審査会の構成員によっ

て構成されると。でこの審査会の委員はすでに存在している組織であると私は認識してい

るんですけれども、ついてはですね、これが審査委員の皆様がすでにどこかの場で公開さ

れているのか、ということと、それからあの具体的なお名前をお尋ねしたいと思います。 

議  長    もう１回ちょっと要点をお願いします。 

８番 

浜田議員    あの情報公開審査会がそのまま兼務するということになるはずです。で情報公開審査会

はすでに存在している組織だというふうに認識しています。ですので、その構成員のメン

バーをお知らせいただきたい。 

総務課長    情報公開審査会の委員も５名で組織をされておりまして、その内訳はですね、ボランテ

ィア団体の代表の方が１名入っていると思います。それから行政経験者が２名、元行政職

員でございます。２名含まれております。それから文書等の扱いに詳しい方が１名、それ

から過去に団体職員であった方で、やはり金融関係を扱っていた方が１名、以上５名でご

ざいます。 

８番 

浜田議員    先ほどあの教育委員会や人権擁護委員会についてはお名前のご紹介があったというふう

に思うんですけれども、この情報審査委員会については町長の直接の委嘱ということなん

ですけれども、その具体的なお名前を公表するわけにはいかないのでしょうか。 

総務課長    公表は構わないと思いますが。 

８番 

浜田議員    それでは具体的な公開をお願いいたします。 

総務課長    それではお名前を申し上げます。先ずあの５人のうちでですね、１人方、林 基司さん、

この方はあの元団体職員でございますが元民生委員もされていた方でございます。それか

らお２人目が北林正子さん、現在自営業でございますがボランティアセンターの運営委員

をされている方でございます。それから３人目竹澤綾子さん、この方は元行政職員といい

ますか地方公務員でございます。４人目が羽生昌弘さん、自営業でございます。それから

５人目丸山正敏さん、この方も元地方公務員でございます。 

議  長    はい他に。 

        （なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        第４号議案については総務産業委員会へ審査を付託します。 

 

議  長    日程第５ 第５号議案「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」を

議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第５号議案「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」について提案

理由の説明を申し上げます。本条例案は改正行政不服審査法及び関係法令が平成２８年４
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月１日に施行されることに伴い、改正が必要となる複数の条例について必要な整備を行う

ものでございます。細部につきましては担当課長から説明申し上げますので、よろしくご

審議の上、ご議決を賜りますようお願いいたします。 

総務課長    （補足説明） 

議  長    これから質疑を行います。なお、本案は第４号議案と同様に総務産業委員会へ審査を付

託することに決定しておりますので、ここでは総括的な事項について質疑されるようお願

いをいたします。 

        それでは質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        第５号議案については総務産業委員会へ審査を付託します。 

 

議  長    日程第６ 第６号議案「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条

例」を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第６号議案「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条例」につい

て提案理由の説明を申し上げます。地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正す

る法律が、平成２８年４月１日に施行されることに伴い、地方公務員法を参照している条

項番号について所要の改正を行うものでございます。また学校教育法等の一部改正する法

律が平成２８年４月１日に施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。

細部につきましては担当課長から説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご議決を

賜りますようお願い申し上げます。 

総務課長    （補足説明） 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから第６号議案「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条

例」を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第６号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第７ 第１０号議案「飯島町税条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

        本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第１０号議案「飯島町税条例の一部を改正する条例」について提案理由の説明を申し上

げます。本条例案は改正行政不服審査法が平成２８年４月１日から施行されることに伴い、

必要な改正を行うとともに、町税の減免申請期限を改めるため本条例の一部を改正を行う

ものでございます。条例の改正点は法律改正に併せ、不服申し立てを審査請求に一本化す
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る字句の訂正、及び町税の減免申請期限を「納期限前７日まで」を「納期限まで」に改め

るものであります。細部につきましてはご質問により担当課長から説明を申し上げますの

で、よろしくご審議の上、ご議決を賜りますようお願いいたします。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから第１０号議案「飯島町税条例の一部を改正する条例」を採決します。お諮りし

ます。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第１０号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    ここで議事進行についてお願いをいたします。これから提案になります第１８号議案か

ら第２４号議案までの７議案については、いずれも平成２８年度予算に係る案件でありま

す。案件の審議方法につきましては、先日２４日の本会議において決定しましたとおり、

これを一括議題とし、総括質疑の後、各常任委員会へ審査を付託することといたします。 

 

議  長    日程第 ８ 第１８号議案平成２８年度飯島町一般会計予算。 

        日程第 ９ 第１９号議案平成２８年度飯島町国民健康保険特別会計予算。 

        日程第１０ 第２０号議案平成２８年度飯島町後期高齢者医療特別会計予算。 

        日程第１１ 第２１号議案平成２８年度飯島町介護保険特別会計予算。 

日程第１２ 第２２号議案平成２８年度飯島町公共下水道事業特別会計予算。 

日程第１３ 第２３号議案平成２８年度飯島町農業集落排水事業特別会計予算。 

日程第１４ 第２４号議案平成２８年度飯島町水道事業会計予算。 

以上第１８号議案から第２４号議案までの平成２８年度予算７議案を一括議題といたし

ます。町長の施政方針並びに本７議案に関わる提案理由の説明を求めます。 

町  長    平成２８年３月議会定例会を招集し、平成２８年度の一般会計予算案をはじめ、特別会

計及び事業会計予算を含めた７議案を提出するにあたり、新年度の施策に関する私の所信

の一端と、これに基づく予算案の大綱について申し上げ、議員各位並びに町民の皆様のご

理解とご協力を賜りたいと思います。関係各議案及び、あらかじめ配布いたしました予算

概要書を併せてご覧いただければと思います。先ず初めに、わが国の政治情勢につきまし

て安倍総理は今国会の施政方針の中で、地方創生の挑戦、一億総活躍への挑戦、よりよい

世界への挑戦を掲げ、よりよい未来、よりよい世界を築く国際社会の挑戦に終わりはない

とし、未来へ挑戦し続ける姿勢を強く押し出しているところであります。一方、政治とカ

ネの問題、憲法改正、原発問題、経済再生、近隣諸国との外交問題など、様々な課題が山

積しており、わが国の政治情勢は混迷の度を極めております。いずれにしても安倍政権に

は十分な国民議論を重ね、国民本位の政治を進めるとともに、財政の健全化などの課題を

確実に乗り越えてほしいと期待するところであります。当町は少子高齢化、長引く景気低
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迷による厳しい財政運営など、まだまだ多くの課題を抱えておりますが、私は飯島町に暮

らす全ての町民の皆様が安心して日々の生活を営み、幸せと生きがいを感じることのでき

る地域づくり、また、子どもたちが夢や希望を感じられるまちづくりを行うことが使命で

あると思い、日々取り組んでおります。議員各位並びに町民の皆様に格段のご理解とご協

力を賜りますようお願い申し上げる次第であります。 

        経済情勢と国の予算編成について述べます。わが国の景気はこのところ一部に弱さもみ

られるが、穏やかな回復基調が続いているとして、先行きについては雇用、所得環境の改

善が続く中で、各種政策の効果もあって穏やかな回復に向かうことが期待される。ただし

アメリカの金融政策の正常化が進む中、中国をはじめとするアジア新興国の景気が下ブレ

し、わが国の景気が下押しされるリスクがある。こうした中で金融資本市場の変動の影響

に留意する必要がある。としていますが、先日発表された４半期のＧＤＰ速報値がマイナ

ス成長であったことや、１月の貿易統計が貿易赤字となったことなど、また世界経済の減

速もあり、景気の先行きが心配されるところです。こうした中において、平成２８年度の

国家予算は平成２７年度補正予算での対応と併せて、経済・財政再生計画の初年度にあた

ることから、デフレ脱却や経済再生への取り組みを加速させるとともに、改革工程表を十

分踏まえた上で歳出改革を着実に推進する予算として編成されました。その結果、一般会

計予算はおよそ 96 兆 7,000 億円、前年度比およそ 4,000 億円、率にして０．４％の増と

なり、当初予算としては過去最大となった平成２７年度を更に上回る規模となりました。

歳入については税収をプラス５．６％と大幅に見込み、一方、公債金を６．６％の減額と

しています。歳出については社会保障費関係経費が１．４％、およそ 4,000 億円の増とな

り、地方交付税交付金等は税収の伸びを反映し、およそ 3,000 億円１．６％の減となって

います。また、歳入に占める新規に発行する国債の割合は３５．６％と前年度より２．７

ポイント改善されたものの、依然として高い水準となっており、借入金頼みの財政運営に

変わりはありません。このような国家財政の状況を考えますと、今後ますます国民や地方

自治体の負担が増えることが予想されますので、国の動向に注視しながら地に足をつけた

まちづくり、また町民の皆さんが元気になるまちづくりに取り組んでいかなければならな

いと考えております。 

        地方財政について述べます。平成２８年度における国の地方財政計画を見てみますと、

歳入では地方税の増額を見込んだ分、地方交付税と地方債を減額しており、歳出では地方

の重点課題である高齢者支援や自治体情報システム改革等に取り組むために必要な経費と

して、重点課題対応分を創設するとともに、引き続き、まち・ひと・しごと創生事業費、

公共施設等最適化事業費、社会保障の充実、緊急防災・減災等の緊急課題への対応分を確

保しております。結果、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額につい

ては、前年の水準と同程度の額が確保された形となっております。また地方税が増収とな

る中で、赤字地方債である臨時財政対策債の発行を大幅に抑制することで、昨年度に引き

続き一般財源の質が改善されております。これらにより平成２８年度の地方財政計画の規

模は、総額およそ 85 兆 8,000 億円で、前年度と比べるとおよそ 500 億円、０．６％増と

なっており、東日本大震災の復旧・復興事業分としておよそ 1兆 8,000 億円、全国防災事

業分としておよそ 1,000 億円が別枠で確保される仕組みとなっております。このうち地方

交付税総額を見てみますと、およそ 16 兆 7,000 億円で、前年度に比べておよそ 500 億円、
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率にして０．３％の減額となっております。また関連する臨時財政対策債については、前

年度に比べ１６．３％、およそ 7,000 億円の減額となっており、この２つを合わせた実質

的な交付税総額はおよそ 7,500 億円の減額となり、地方財政への影響は避けられない状況

となっております。次に、長野県の平成２８年度当初予算案でありますが、「信州創生の

新展開予算」と位置付け、地方創生のフロントランナーとなるべく、信州創生を新展開す

る６つの柱に沿った施策と、来年度に加速化させる重点施策について、施策を構築する段

階から部局連携を強め、パッケージ化を図り編成されました。その額は国の平成２７年度

補正予算対応分を含め、総額でおよそ 8,800 億円となり、前年度を上回る規模の予算とな

っております。歳入面では県税収入は前年度に比べ４．８％の増、地方消費税の清算金は

１１．４％の増と見込んでおり、一方、地方交付税は１．５％、県債は５．６％の減額を

見込んでおります。歳出面では、人口定着・確かな暮らし実現総合戦略の施策の具体化、

社会資本の重点的な整備に取り組むほか、社会保障関係費や県税交付金等が増加しており

ます。 

        町の財政見通しについて述べます。飯島町の平成２６年度決算数値を見てみますと、経

常収支比率は人件費や扶助費の増、一般財源収入の減などにより１．６ポイント増加し、

７７．４％となりました。全基金の残額については前年度より 3,100 万円ほど減の、およ

そ 18 億 1,700 万円となったところであります。詳細に関係する指標である実質公債費比

率については、前年度より１．８ポイント減の１１.９％でありました。また、将来負担

比率については１３．２ポイント減の７８％となり、健全化判断比率の４つの指標からみ

ても当町は健全なレベルであると判断できます。歳入面を見てみますと、税収入が歳入全

体の４分の１程度に留まるなど、依然として自主財源の確保が難しい状況にあります。地

方消費税交付金を除く国からの譲与税や各種交付金については、年々減少傾向にあり、地

方交付税と臨時財政対策債についても、国の財政事情や方針、景気の状況によって変わっ

てまいりますので、自主財源の割合が少ない当町の財政状況は極めて厳しい状況が続くも

のと判断しております。歳出面でも、社会保障費の自然増などは抑えられない状況にあり、

上伊那広域連合への負担金の増や、インフラを含む公共施設の維持補修や長寿命化への経

費の増などが予測されることから、新たな事務事業に充てる財源確保は今後ますます厳し

くなると考えております。このように、当町の行財政運営につきましては、経済情勢は元

より、国の地方財政対策による地方交付税や、臨時財政対策債に頼る財政構造であるため、

その見通しは不透明な部分も多くありますので、引き続き情報収集と分析を行い、行財政

改革を進めるとともに堅実な行財政運営に努めてまいります。 

        予算編成の考え方とまちづくりの重点施策について述べます。平成２８年度予算は私が

町長となり初めての予算であります。民間からの風と行政からの風の２つの新しい風が吹

く中で、その風をしっかりと受け止め、政策実現に向けた第一歩を踏み出すために、「風

通しのいい行政へのチャレンジ」、「儲かる飯島町へのチャレンジ」、「田舎暮らしラン

キング日本一へのチャレンジ」を基本に、「第５次総合計画後期計画」や「まち・ひと・

しごと創生飯島町総合戦略」、そして行財政改革プランに基づき住民要望等を総合的に判

断する中で、各種補助事業を積極的に活用し、創意工夫しながら予算編成を行いました。 

        風通しのいい行政へのチャレンジについて述べます。当町は今までも他市町村に引けを

取らない子育て支援策を実施してきたと考えておりますが、少子高齢化の流れは止まらず、
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大きな課題を抱えています。今まで以上に子育て支援を充実するため、さらに思い切った

施策を実施することとし、妊娠期から思春期までの切れ目のない子育て支援を展開してま

いります。また社会保障関係の経費は自然増的に年々増えてまいりますが、町民の皆様が

健康で元気に暮らしていくことができるまちづくりを進めるため、予防事業や健康増進事

業等の充実を図ってまいります。地域医療の確保につきましては、変わらず切実な課題と

なっております。町民の皆様が安心して暮らすことができるよう、引き続き町内医師の確

保に向けた取り組みを進めてまいります。健康づくりや地域医療の充実とともに、安全で

安心して暮らすことができるまちづくりを進めることは、町の魅力向上につながってまい

ります。町はこれまでもハード、ソフト両面において防災対策事業に取り組んでいるとこ

ろでありますが、今後も道路交通網の整備や消防・防災緊急体制の充実、交通安全や防犯

対策を推進するなど安全で安心して暮らすことができるまちづくりのために、更なる諸事

業への取り組みを講じてまいります。 

        儲かる飯島町へのチャレンジについて述べます。現在の飯島町は一時期に比べ元気がな

いと感じております。活気・賑わい・楽しみを取り戻すため施策を展開をしてまいります。

豊かな町への魅力向上を目指して、まずは「飯島町営業部」を発足してまいります。まち

づくりの人材や核となる組織づくりのため、この営業部が中心となり笑顔あふれるオンリ

ーワンのまちづくりを目指してまいります。また元気のあるまちづくりのためには産業振

興が重要であります。それぞれの産業へ従事される皆さんの努力に対し支援をするために、

諸施策を講じ活力あるまちづくりを進めてまいります。 

        田舎暮らしランキング日本一へのチャレンジについて述べます。今年１月に発表された

宝島社「田舎暮らしの本」第４回日本「住みたい田舎」ランキングでは、全国総合第１０

位となったことや、人口の社会増減においては増加の結果が出ているところであり、設置

５年を経過した定住促進室を中心として取り組んできた定住促進策の一定の成果だと考え

ておりますが、さらに人口増に向けた取り組みを進めてまいります。まずは観光面での充

実を図り、都市との交流・対流を生み出すとともに、新たな取り組みによる移住・定住策

の充実を図り、田舎暮らしランキング日本一を目指してまいります。 

このほか特徴的なこととしましては、平成２８年度は飯島町発足６０周年を迎えます。

町が還暦を迎え今までの足跡を礎として、未来へ発展するための新たなステージへの出発

となる年とするため、１年を通じて飯島博覧会として６０周年記念事業を展開してまいり

ます。具体的には町民の皆様とともに検討してまいりますが、秋には飯島大博覧会を開催

し、活気・賑わい・楽しみを町民の皆様とともに分かち合いたいと思っております。また

基本計画に掲げた重点プロジェクトの推進、国県事業の促進に取り組むとともに、国の平

成２７年度補正予算と平成２８年度当初予算との連携による各施策についても対応してま

いります。以上が本予算での重点項目への取り組みについての考え方であります。 

予算規模の概要について述べます。それでは提案いたしました平成２８年度の各会計の

予算概要について総括的に説明を申し上げます。各会計の予算規模でありますが、一般会

計は 4,780,000,000 円で前年度に比べ７．２％の増、国民健康保険特別会計はおよそ

1,141,000,000 円で１．９％の増、後期高齢者医療特別会計はおよそ 126,000,000 円で８．

９％の増、介護保険特別会計はおよそ 1,066,000,000 円で２．６％の増、となっておりま

す。また公共下水道事業特別会計はおよそ 373,000,000 円で１．８％の減、農業集落排水



 - 12 - 

事業特別会計はおよそ 273,000,000 円で２．４％の増、水道事業会計はおよそ

367,000,000円で５．２％減であります。 

これら７会計の合計予算規模はおよそ 8,126,000,000 円で、前年度に比べ４．６％の増

として編成をいたしました。 

一般会計の当初予算は前年度に比べて増額としております。飯島町のこの世界一のステ

ージで「みんなが安心して暮らせる豊かなまち」を目指してチャレンジする予算といたし

ました。国民健康保険特別会計は平成２７年の医療費実績を勘案し、保険給付費について

増額を見込むとともに、共同事業の拡大もあり増額といたしました。後期高齢者医療特別

会計は保険料の増収による負担金の増などにより増額といたしました。介護保険特別会計

は平成２７年度の給付費実績を勘案し増額としております。また平成２９年度からスター

トする総合事業を見越して事業と予算の組み替えを行っております。また年々増える給付

費を抑制するため予防事業に力を入れてまいります。公共下水道事業特別会計は引き続き

維持管理経費が主な内容となっておりますが、起債の繰上償還の額の変動により減額とい

たしました。農業集落排水事業特別会計につきましても維持管理経費が主な内容でありま

すが、施設の補修等があり微増といたしました。また水道事業会計につきましては、平成

２７年度の民間の排水施設工事に伴う老朽管布設替工事がほぼ終了したこと、また浄水場

の設備改良工事が終了したため減額といたしました。 

一般会計の歳入の概要について述べます。それでは最初に一般会計の主な歳入について

説明を申し上げます。町税は前年度に比べ５．４％の増額を見込みました。内訳としまし

ては、前年度実績や制度改正などから固定資産税、軽自動車税については増額としたとこ

ろであります。一方で、個人町民税、法人町民税、たばこ税につきましては減額といたし

ました。次に地方譲与税と各交付金及び地方交付税につきましては、予算編成時における

国などからの情報や前年度までの交付実績などから推計し、それぞれ減額を見込んでおり

ます。中でも、地方消費税交付金につきましては、平成２７年度の実績や国勢調査人口の

減による影響などを勘案し、52,000,000円、４２．３％増の 175,000,000円を予算計上い

たしました。次に、普通交付税にあっては国勢調査人口の減による影響、各種補正等を積

算し、総合的に判断したうえで 20,000,000 円、１．３％減の 1,550,000,000 円を予算計

上いたしました。一方、特別交付税は地域おこし協力隊の増員分 28,000,000 円、45.1％

増の 90,000,000 円を計上いたしました。国庫支出金につきましては、社会資本整備総合

交付金を活用した道路関係事業や、臨時福祉給付金、社会保障・税番号制度等への取り組

みにより、前年度と比べおよそ 18,000,000 円、６．３％増額となりました。県支出金に

ついては前年度とほぼ同程度でありますが、若干減額となったところであります。繰入金

につきましては各種基金からそれぞれの事業への繰入金を計上いたしました。公共施設等

整備基金からは 29,000,000 円の繰り入れを計上し、各種施設の維持補修費に充当いたし

ました。次に繰越金につきましては前年度と同額を計上いたしました。最後に町債ですが、

道路、農道、用水路等の整備のほか、防災拠点施設を併設した子育て支援センターの新築、

指定避難所のトイレ改修工事等を計上したため、およそ 130,000,000 円、３６％増額とい

たしました。以上歳入について申し上げましたが、制度改正や景気の動向などにより不確

定な要素を含んでおりますので、現時点で得た情報を基に慎重に精査の上、それぞれ予算

計上したところであります。 
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施策の概要について述べます。次に歳出予算の概要について、基本構想に掲げておりま

す町の将来像実現のために進むべき方向に沿って説明を申し上げます。 

第１「ふれあいときずなを広げるまちづくり」について。 

町民の皆様や企業、行政が対等の立場で協力し、自助・共助・公助の実践によるふれあ

いときずなを広げるまちづくりを推進してまいります。先ず昨年、東京都三鷹市にオープ

ンしましたアンテナショップ「信州いいじまマルシェ」を継続して運営することとし、飯

島町産の安全安心な農産物や加工品等の販売を通じて、都市と農村との交流促進、情報発

信等を図ることといたしました。ふるさといいじま応援寄付金につきましては、平成２７

年度においてクレジット決済の導入や、お礼の品としている特産品をリニューアルするな

どし、制度を見直してきたところ、大勢の方にご寄付いただきました。平成２８年度にお

きましても特産品の種類や数を増やすなど制度をリニューアルしてまいります。次に、多

面的機能支払金を活用した水路等の整備につきましては、地元の組織による実践活動を展

開していただいているところでありますが、平成２８年度においても引き続き取り組むこ

ととしております。なお自主的活動に対する現物支給や除雪対策などについても例年どお

り支援してまいります。都市交流事業としましては、奈良県斑鳩町や三重県鳥羽市と引き

続き交流を深めるとともに、新たな交流についても検討してまいります。 

第２「誰もが健康と笑顔で暮らせるまちづくり」について。 

すべての方がお互いを助け合い、支え合い、健康で安心して生活できるよう健康寿命の

向上を目指して、健康・保健・医療・福祉の連携の下に各種事業を推進してまいります。

まず、地域医療の充実への取り組みとしまして、引き続き開業医を確保するため様々な施

策を実施してまいります。より一層、地域医療体制の安定拡大を図ってまいります。次に

母子保健事業において切れ目のない支援を実現するため、それぞれのライフステージに応

じた各種支援を継続してまいります。このほか各種事業につきましても、平成２７年度ま

で取り組んできた事業を後退させることのないよう、継続実施するための予算を計上いた

しました。さらに国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計におきましても、医療

費等の増加に対応する予算措置を行いました。町としましては、町民の皆様の健康と福祉

の向上のため、これまで以上に各種健診や保健指導などに力を注いでまいります。 

第３「みんなが支えあう福祉のまちづくり」について。 

町民みんなが高齢者や障がいをお持ちの方などに関係なく、地域全体でお互いの人格や

個性を尊重し、助け合うことのできる福祉のまちづくりを進めてまいります。まず、障が

い者総合支援関係につきましては、年々予算額が増額していますが、障がい福祉サービス

を受け、地元で自立した生活を営むことは大変重要なことでありますので、各制度に従い、

町の負担する部分について引き続き対応してまいります。また、福祉タクシー券や高齢者

活動交付金、在宅で介護をされている方に対する慰労金や障がい福祉金など、町独自の給

付事業につきましても平成２７年度と同様に給付してまいります。在宅での介護は大変な

部分が多々あろうかと思いますが、少しでも介護を行っている方の負担軽減につながれば

と思っております。国の事業でありますが、臨時福祉給付金につきましても適正に対応し

てまいります。  

第４「人を育むまちづくり」について。 

この町の将来を担う子どもたちが確かな学力と豊かな人間性、他人を敬う心などを身に
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つけ、生きる力を育む教育を推進するとともに、家庭や地域が一体となって子どもを育て

る環境づくりを進めてまいります。また、生涯学習やスポーツ・文化・芸術活動を通じ、

心の豊かさを醸成するための支援を行ってまいります。子育て世代への支援策としまして

は、重点施策として、思い切った支援策を打ってまいります。まず手狭でありました子育

て支援センターにつきまして、新設する防災拠点施設と併設する形で移設新築するよう計

画をいたしました。また妊娠から思春期までの切れ目のない支援を行うため、「飯島版ネ

ウボラ＋（プラス）」を中心とし、保健と福祉、家庭支援の強化に取り組んでまいります。

「ネウボラ」とはフィンランドの妊娠から就学前までの切れ目のない家庭支援施策を言い

ますが、「飯島版ネウボラ＋（プラス）」は妊娠期から思春期までの切れ目のない子育

て・子育ち支援であります。また、子育てを応援してほしい人と応援したい人の双方が、

地域の中で育児の相互援助活動を行うことができるよう、ファミリーサポートセンター事

業を新たに取り組んでまいります。学童クラブにつきましては、現在、七久保小学校の児

童は飯島小学校の体育館まで来ていただき実施をしているところですが、新たに七久保小

学校内で開設し実施するよう計画したところであります。１月の臨時議会でご承認いただ

きました病児・病後児保育につきましても継続して取り組んでまいります。また、第３子

以降の子に対する保育料の無料化につきましても継続いたします。子どもの放課後の居場

所の１つであります子ども広場につきましても継続してまいります。子ども広場につきま

しては、多くのボランティアの皆様にお力添えをいただいておりますことに対しまして、

深く感謝申し上げます。子育て支援を実施するにあたりましては、子育て世代だけではな

く、高齢者の皆さんや企業なども交えた地域全体で子育てを支援する連携体制を築いてい

くことが大切であると考えております。地域全体で実践する支援体制づくりを進めてまい

ります。次に学校教育についてであります。所得の格差が教育の格差とならないよう学校

教育にも力を注いでまいります。新規事業としまして、中学校において放課後や土曜日の

学習の場として、地域未来塾・土曜塾を開設いたします。学びの意欲を一層引き出すよう、

学びたい時に学ぶことのできる機会を提供するとともに、併せて家庭学習の支援をしてま

いります。小学５年生を対象としまして「夢を持つこと、その夢に向かって努力すること

の大切さ」を体感してもらうため、スポーツで活躍している選手やＯＢ・ＯＧを夢先生と

して招く夢の教室事業に取り組んでまいります。その他、個別指導のための教科支援教員

や、発達に特性のある児童生徒へのきめ細かな対応を図るため、小・中学校へ特別支援教

育支援員、また今年度より位置付けて効果の上がっている学習サポーターの配置つきまし

ても、引き続き対応することとしております 

社会的な問題でもある「いじめ」については、８年前より全校で実施してきている学校

満足度調査を通じて、子どもの心の内面に触れた調査を今年度も継続して実施することに

より「いじめ」防止を図ってまいります。生涯学習に関しては、飯島町に伊那県庁が置か

れて平成３０年度に１５０周年を迎えることから、史実に基づき京都から飯島までを歩く

伊那県ウォークを企画しているところであり、その準備のための費用を計上しております。

また、生涯学習推進計画等で掲げた施策を着実に推進し、地域の皆様が生涯学習を通じて

豊かな人生を送ることができ、学んだことが地域づくりに生かされるような社会を作り上

げてまいりたいと考えております。その他、各公民館への支援、文化サロンへの取り組み

等についても継続することとしております。 
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第５「地域特性を生かした産業の創造と振興のまちづくり」について。 

ふたつのアルプスが見える世界一のステージである豊かな自然や、農村環境などの地域

資源を生かし、第１次産業と第２次・第３次産業との連携による６次産業化を含めた産業

振興を目指し、活気・賑わい・楽しみを取り戻し、誰もが住みたくなる活力に満ちた魅力

あるまちづくりを進めてまいります。まず「飯島町営業部」を発足いたします。観光中心

とし、ブランド力の強化、ネット通販、世界一のステージ構想など様々な施策を展開して

まいります。まもなく完成する「道の駅田切の里」につきましては、７月のオープンに向

けて準備が進められているところであります。このオープンに合わせ、買い物弱者対策の

ひとつであり、地方創生交付金を活用して購入した移動購買車の運用を開始することとい

たしました。また同じく地方創生交付金を活用して購入した移動店舗車「キッチンカー」

についても、イベント時の屋台等として貸し出したり、町の特産物等を調理・販売したり

することで、地域の活性化を図るよう準備を進めているところであります。信州の名水・

秘水１５選に選ばれた、越百の水が流れる与田切公園を「水の駅」として整備し、利用者

の増加と越百の水のブランド化を目指してまいります。併せて、与田切渓谷から千人塚公

園の周遊コースを整備し、観光地としての魅力向上を図ってまいります。アルプス花の里

事業としましては、道の駅田切の里等と連携した中での新たな催しを検討してまいります。

その他の施策につきましては、飯島駅前の観光看板の更新、南アルプスライブカメラの更

新とウェブページの公開、まちの駅いいちゃんを中心とした、まちなか活性化への取り組

みなど、継続事業と合わせ様々の事業を展開してまいります。次に、商業への支援策とい

たしまして、新たに町内企業や店舗の特売時の折り込みチラシの発行を支援する、特売広

告宣伝支援事業や情報発信のためのホームページ作成を支援する小規模企業情報発信事業

を計画いたしました。また町内の小中学生を対象に「これあったらいいな」をテーマとし

てアイデアを募集し、実際の開発までを想定した、ものづくりアイデア事業にも取り組ん

でまいります。町内の商店で買い物や飲食を行うことが、活気あふれるまちづくりにつな

がってまいりますので、町民の皆様には是非とも町内商店でのご利用にご協力いただきた

いと思います。製造、建設業関係につきましては、各種制度や各種補助制度を継続するこ

とで経営支援をしてまいります。次に、農政関係の取り組みでありますが、新鉄砲ユリの

産地としての再興を目指し、地域おこし協力隊制度を活用した「農ボーイ・農ガール」と

して農業振興に取り組んでまいります。また、農業の担い手を支援するため、集落営農の

組織強化及び集落営農・複数個別経営の法人化の取り組みを引き続き進めてまいります。

この他、県営事業としてＪＲ水管橋、原井用水路トンネルの改修工事、中央道跨水路橋の

耐震設計測量業務を継続するとともに、県営事業として計画している千人塚公園城ヶ池の

耐震性向上のための改修工事に向けた概要書の作成を町単独事業として実施してまいりま

す。次に、林業関係につきましては、県企業局の助成を受け、林道横根山線の改良工事を

継続して実施いたします。加えて、町の単独事業としまして、林道辰巳ヶ沢入線の改良に

も取り組んでまいります。中央アルプスのジオパーク構想への取り組みと、国定公園化に

つきましては、関係する市町村と連携して進めてまいります。「信州山の日」の取り組み

についても継続することとしています。 

第６「新たな時代の生活基盤と安全安心のまちづくり」について。 

災害に強いまちづくりと快適で活力のあるまちづくりのため、道路・橋梁の整備、住宅、
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環境衛生、交通安全から防災に至るまでの生活基盤整備を進めてまいります。先ず防災関

係についてであります。子育て支援センターと併設する形で、防災拠点施設の新設に取り

組んでまいります。万が一の際には、要配慮者のための避難所として活用することとなり

ます。また、文化館、七久保小学校、飯島運動場、柏木運動場のそれぞれの指定避難所に

つきましてトイレを整備してまいります。さらに指定避難所の照明の改修として、七久保

小学校校庭の照明を整備してまいります。これらの防災関係の事業につきましては、有利

な起債である緊急防災減災事業債を活用し取り組むこととしております。ソフト事業とし

て防災訓練の実施や災害時対応の見直し等を防災の専門家に委託し、更なる防災減災への

取り組みを進めます。このほか、ハザードマップの更新や非常用備蓄品の更新をしてまい

ります。次に消防関係についてでありますが、消防団の日頃の活動に対して改めて感謝申

し上げるところであります。団員の皆さんにあってはこれからも消防団員としての誇りを

持ち、様々な活動に取り組んでいただきたいと思っております。建設、土木関係では、平

成５年度に全線開通しました広域農道、広域２号線の改良等工事につきまして、今年度県

営事業として歩道の整備工事に着手することとしております。なお、中央道を渡る跨道橋

及び跨水路橋の長寿命化工事につきましても引き続き実施することとしております。道

路・交通に関する取り組みでは、循環バスにつきまして利用者の皆様の貴重なご意見をお

聞きする中で、より利用しやすいような運行形態について検討をしてまいります。また、

北街道縦３号線、南田切線の改良工事につきましても継続して取り組んでまいります。そ

の他、道路の維持管理、補修工事については予算を増額して対応してまいります。次に、

空き家の関係についてであります。平成２５年度に町内の空き家について調査を実施した

ところですが、法律が施行され特定空き家について詳細な調査を実施することといたしま

した。 

第７「生活を豊かにする快適環境と循環型のまちづくり」について。 

自然との共生による快適で心豊かな暮らしのできる循環型社会の実現を目指し、住みた

くなるまちづくりを進めてまいります。平成２６年度から取り組みを強化しております、

結婚による定住促進を目指した出会い・婚活推進事業につきましては、より積極的な活動

の展開と利用者の方々が訪問しやすい環境をつくるため、婚活応援ステイハウスの運用を

行います。併せて、真剣度の高い婚活事業の開催に際し、参加者の確保と負担軽減を図る

ため参加費の一部を補助について引き続き行うこととしております。年齢制限のない定住

定職応援補助金を新設し、定住に向けた支援を充実いたします。その他、各種交流事業や

田舎暮らしリサーチ住宅の運用、無料職業紹介所の充実、住宅建設資金への利子補給、住

宅リフォームや空き家提供への補助など、引き続き様々な施策を展開し、出会い・結婚へ

の支援及び定住促進策を推進し、特に人口の社会増を目指した人口増対策を進めてまいり

ます。住宅環境整備の取り組みでありますが、公共下水道事業・農業集落排水事業ともに

維持管理業務が中心となってまいります。下水道施設の有効利用のためにも、つなぎ込み

率の向上は重要となってまいりますので、まだ接続されていないご家庭にありましては、

住宅リフォーム支援補助金を継続することといたしましたので、ご活用いただき、一日も

早く接続していただくようお願い申し上げる次第であります。また景観に対する取り組み

でありますが、良好な景観を守り育てるために必要な目標や目指すべき方向を明らかにす

るため、平成２８年度より２ヵ年をかけて景観計画の策定を進め、景観行政団体への移行
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に向けて取り組んでまいります。水道事業は町民の皆様の生活に直結した重要な事業であ

りますので、引き続き、石綿セメント管更新事業等を計画的に実施し、安全安心な飲料水

の供給と健全な経営に努めてまいります。次に、環境衛生への取り組みであります。上伊

那広域連合での事業となりますが、新ごみ中間処理施設の建設に着手する運びとなってお

りますので、それらの負担金が増額となっているところであります。なお、ごみの減量化

への取り組み、太陽熱利用システム設置補助や太陽光発電システム設置補助につきまして

も継続実施いたします。 

第８「みんなで進める健全で開かれた行政経営によるまちづくり」について。 

筆の高い行政サービス提供は持続可能なまちづくりのため、簡素で効率的な行政経営の

確立と財政の健全化を進めてまいります。財政健全化への取り組みでありますが、町税等

の未収金は平成２３年度をピークに徐々に減少しておりますが、引き続き、税の公平性の

確保と自主財源の確保に努めてまいります。未納に至る理由は様々ですが、納税の義務を

軽視する事案にあっては、徴収対策の強化を図るとともに、県の滞納整理機構への事務移

管についても引き続き行ってまいります。公債費関係では、一般会計につきましては交付

税措置率の高い緊急防災減災事業につきまして、現在の時限措置において最終年度である

平成２８年度に活用するべく計画してきたところであり、子育て支援センターと併設する

防災拠点施設の建設、指定避難所におけるトイレの改修等のため発行額が多額にはなりま

すが取り組んでまいります。平成１９年度から取り組んでいます起債の繰り上げ償還につ

きましては、一般会計及び農業集落排水事業特別会計の２会計において実施することとい

たしました。特別会計を含めた全会計を見通した財政健全化を目指してまいります。人材

育成に関しましては、引き続き、国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所への職

員を研修派遣することとしております。このほか駒ケ根市との人事交流も継続してまいり

ます。併せて人事評価制度につきましても、飯島町の独自の考え方をもって、常に見直し

や改善を加え実施することとしております。これらを通して職員資質と能力の向上を図っ

てまいります。その他、一部外部評価も実施しながら行政評価制度も継続し、行政サービ

ス向上と事務事業の効率化等を図ってまいります。次に、国県関連事業についてでありま

すが、国道１５３号伊南バイパスの建設をはじめ、天竜川、与田切川、中田切川に係る治

水、砂防、西部奥山に係る治山などの国直轄事業及び県道改良、維持管理、農地整備、河

川治山などの県営県単事業につきましても、関係諸機関との連携を図りながら事業促進が

図られるよう要請してまいります。 

最後になりますが、地域おこし協力隊につきましては地域の皆様にご理解ご協力をいた

だく中で、平成２６年度から各種の活動を進めているところであります。平成２８年度に

おきましては継続して活動している隊員に加え、新たに８人の隊員を迎え、総勢１０人で

活動をしてもらうこととしております。 

以上、新年度の施策に関する所信の一端と新年度予算案の大綱について申し上げました。

冒頭でも申し上げましたが、この町に住む全ての人が幸せを感じ、生きがいを持って安心

して暮らすことができる豊かな町にしていかなければなりません。現在の行政サービスの

水準を如何に維持し、新たな住民要望にどのように対応していくかが最大の課題であり、

今まで以上に慎重に見極めていかなければならない状況にある中で、時代の流れを的確に

つかみ、各種補助事業を積極的に活用することはもちろん、交付税措置のある有利な起債
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の活用を原則とした起債事業の実施、また、基金を繰り入れても適切な時期に適切な事業

を実行することが重要な要素であると考えております。私は、町長として町民の皆様の先

頭に立ち、トップセールスマンとして飯島町をＰＲするとともに、「みんなが安心して暮

らせる豊かなまち」を目指してチャレンジしてまいります。そのためにも、町民の皆様か

らの大きな期待と信頼に応えるべく、町長以下職員が一丸となって新たな発想と行動力を

発揮し、町民の皆様との気持ちの融合を図りながら今後の行財政運営にあたってまいりま

す。町民の皆様とその代表である議員各位の格別なるご理解とご協力を切にお願い申し上

げ、平成２８年度の施政方針と一般会計並びに特別会計の予算概要の説明といたします。

ご静聴ありがとうございました。 

 

議  長    ここで休憩といたします。再開時刻を１１時３０分といたします。休憩。 

 

         午前１１時１３分 休憩 

         午前１１時３０分 再開 

 

議  長    休憩を解き会議を再開いたします。 

引き続き各課長から補足説明を求めます。なお説明に当たっては主要な事務事業を中心

に要点を捉えて的確な説明に努めていただくようお願いをいたします。初めに一般会計に

ついて補足説明を求めます。 

企画政策課長  （平成２８年度飯島町の予算概要により補足説明） 

総務課長    （一般会計補足説明） 

企画政策課長  （一般会計補足説明） 

住民税務課長  （一般会計補足説明） 

健康福祉課長  （一般会計補足説明） 

 

議  長    ここで昼食のため休憩といたします。再開時刻を午後１時３０分といたします。休憩。 

 

         午前１１時５８分 休憩 

午後 １時３０分 再開 

 

議  長    休憩を解き会議を再開いたします。一般会計について補足説明を求めます。 

産業振興課長  （一般会計補足説明） 

建設水道課長  （一般会計補足説明） 

教育次長    （一般会計補足説明） 

議会事務局長  （一般会計補足説明） 

議  長    次に、各特別会計について補足説明を求めます。 

健康福祉課長  （国民健康保険特別会計補足説明） 

        （後期高齢者医療特別会計補足説明）  

        （介護保険特別会計補足説明） 

建設水道課長  （公共下水道事業特別会計補足説明） 
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        （農業集落排水事業特別会計補足説明） 

        （水道事業会計補足説明） 

議  長    以上で平成２８年度予算７議案に係る提案説明を終わります。 

        これから７議案について一括して質疑を行います。なお先に決定のとおり、各常任委員

会へ審査を付託することになっておりますので、本日は総括的な事項について質疑される

ようお願いいたします。 

それでは質疑に入ります。質疑はありませんか。 

１１番 

竹沢議員    それではあの総括的な質疑ということで、１つ、財政の見通しに関わる問題で質問した

いと思います。本日、下平町長から１時間１０分に亘り、長きに亘り、３つのチャレンジ

の予算に関わる施政方針演説、予算の説明について拝聴いたしました。３つのチャレンジ

の予算については、町長が掲げている公約に基づく予算というふうに受け止めておるわけ

でありまして、まあマスコミ等の報道によれば、「子育てパラダイスパワーアップ予算」

ということで情報もそのように流れておるようでございます。あの一般会計の予算ざっく

り見ますと、4,780,000,000 ほどの予算でございまして、この中であの地方債ですね、借

金が 490,000,000 ほどでございまして、これは後ほど申し上げる主要な事業に取り組むも

ので、いいかと思いますけれども、ざっくりこの２８年度の予算を執行しますと、町の借

金がですね 5,000,000,000 にだいたい収まるとこういう見通しになるわけであります。そ

れから貯金ですね、基金が現在 1,800,000,000 ほどありますけれども、２８年度末では

1,750,000,000 くらいとこういう見通しだというふうに受け止めておるわけであります。

そこで今日提案もあったわけですけれども、特にですねこの有利な事業債であります緊急

防災減災事業債、これを活用しての予算措置がされておるわけでありまして、この中で子

育て支援センターを含むところの防災拠点施設建設事業、それから指定避難所等々のトイ

レですとか夜間照明などの分の事業も展開されるということで、ここであの大幅に伸びて

おるわけでありますけれども、このこと自体はあの有利な制度を即取り入れるということ

で、たまたまですねこの緊急防災減災事業債がですね２８年度時限で終わってしまうとい

うことで、うまく取り込んだ予算だなというふうに評価するところです。さてそこで、次

への課題なんですけれども、今年度の予算についてまたこれから議論するところでありま

すのでよいんですけれども、この減災防災事業債ですけれども、これがあの一旦なくなっ

てしまうということになると、この財政規模の小さいですね地方自治体では財政運営がこ

れから厳しくなるということでありまして、この制度をですね是非この継続させていくよ

うなそういう取り組みというのは求められてくると、こういうふうに思うわけであります。

そういう意味で、町長はこの制度について今後どうなさるのかということ。加えて申し上

げれば、この管内にそれべしの地元の国会議員の先生もおりますので、こういう方々と

共々にですね国に対してこの制度の継続ということについて働きかけをしていく必要があ

るんじゃないかというふうに私は思うわけであります。このことについて町長はどの様に

これから取り組むのかについてお尋ねいたします。 

町  長    はいありがとうございます。確かにこの防災減災、この補助金については、非常にわれ

われ当町におきまして有利な資金でございます。これを精一杯使うべく予算編成の段階で

各担当者がしっかりこれを使うような計画を立てました。そういうことで、大きなわれわ
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れの懸案の事業が進んだと思います。で、この防災減災事業予算なんですけれども、これ

われわれも本年度２８年度が最後という話は伺っていますけれども、どうしても続けてほ

しいなあということの中でですね、私が町長に就任しまして、最初の国会議員との表敬訪

問の際に、是非これを続けてほしいというお願いをいたしました。で、国会議員の先生か

らは、うんこれは単年度で終わるべき予算じゃないと私も思うから、あの継続されるんじ

ゃないかなあと、こういういろいろ含みを持たせたご返事でございました。まあこれから

もですねあの国会議員の先生方に、こういった支援を一層していってほしいなあと。先日

のＡＰＥＣ２０の中でですね、やはり余力のあるところは財政出動すべきであると、こう

いう方向性を打ち出しております。今までは日本の財務省を先頭にして緊縮財政を謳った

中での予算編成であったんですけれども、今この低迷する世界の経済の中でコップ２０、

何だったっけねあそこの、中国で行われましたね、２０カ国が集まった会議では、やはり

積極財政をして景気を刺激すべきではないかと、こういうご意見が出ておりましたので、

その意見に期待をしつつ、来年度も国会議員に積極的にこの件については申請を陳情して

まいりたいと思っております。以上でございます。 

議  長    他にありませんか。 

９番 

中村議員    ２点程質問いたします。先ずあの町税増の要因は固定資産税であります。まあその内容、

固定資産税の内容としてはどういうあのものなのかを１つお聞きいたします。またあの個

人、法人はいずれも減少していまして、これは前年から２年連続で減少となっています。

その要因が生産人口の減か、または法人の経営の悪化なのか、その辺を町の町民税の実態

をどのように捉えて、そして ２８年度の予算に反映しているのかを伺います。 

        もう１点は、地域おこし協力隊を８人増員するということであります。条件項目があの

町はきちっと定めていると思いますが、もしあの、そういう点、重点項目、何に置いてい

るのかをあの教えていただきたいと思います。あの例えばそれぞれ４カ所ですか、新たに

地域おこし協力隊が配置されるわけですけれども、例えばそれぞれの事業の専門知識のあ

る人なのか、また年齢的なところを制限しているのか等、もしその辺お聞かせいただけた

らお願いします。 

住民税務課長  税の関係でございます。私からお答えをさせていただきます。先ずあの法人税でござい

ますけれども、ここ数年毎年毎年減少をしてございます。事業所の数のまあ減という部分

が大きかろうというふうに思っております。それから個人住民税については人口の減少が

やはり響いているのかなというところでございます。固定資産税の増でございますけれど

も、家屋の新築等によるものの増、それから企業の設備投資によるものの増等が大きな要

因でございます。あと町長の説明のとおり、たばこ税等についてはやはり健康志向のため

の減、軽自動車税については若干税制改正をしてございますので、それに伴う増と、そん

な内容でございます。以上でございます。 

企画政策課長  地域おこし協力隊の関係でありますけれど、あの増員になった形のそれぞれの事業、細

かい部分的なものはまあ総括的に申し上げますと、先ずあの業務ごとそれぞれ希望の業種

を選択していただきました。その中から採用的に合う方、要するに意欲的な方、必ずしも

その専門的ではない方もおられます。けれどあの意欲のある方っていう見方をしまして、

採用の形になっております。ただあの業務的にやっていってみないとそれぞれがわかりま
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せんので、あの全く素人の方もおられます。ですけれど、意欲のある方を採用する計画で

おりますので、あのそれぞれが頑張っていいただけるんではないかなぁというように思っ

ております。総括的には以上です。 

議  長    他にはありませんか。 

１番 

本多議員    国保会計でお尋ねします。毎年度、基金繰入金で歳入の調整をしていますけれども、過

去にはですね最終的には補正で基金をおとしています。それで要するに収支はとんとんと

いう形になっていますけれども、今回 50,000,000 が基金繰入でいくということは、保険

料の収入が減るという形でよろしいんでしょうか。 

健康福祉課長  おっしゃるとおり保険料収入も減ってまいるというふうに考えております。それとあの

飯島町はですね、平成２１年度のリーマンショックのときに税率を上げたっきりでそれか

ら変えておりません。で今まで一般会計の法定内の繰り入れでやってこられて、基金の取

り崩しもやらないときもございましたし、できるだけ健全経営をということで３０年度ま

ではできるだけこの状態を維持をしていきたいということもございます。３０年度になり

ますと財政基盤は県一本化になるという予定でございますので、まあ基金は町へ残るとい

うことでございますので、そこら辺まではこのままいきたいということもございまして、

こういう予算になっております。保険料の収入減というのはもう、まあ被保険者等の減と

いうのがございまして、そういう格好になってまいります。それからあの本年度のですね

あの繰越金がですね、まあ来年度予算 100,000 円しか見込んでございません。というのは

今のところちょっとそういう予定でおりますけれども、まああ若干もう少し出るんじゃな

いかという予想は持っておりますけれども、そういうことも含めましてですね、こういう

基金の繰り入れを 50,000,000 とさせていただいて、一応まあ予算を作成させていただい

たということで、まあ見通し的にはですねもう少し良くなるかなというふうには思ってお

ります。以上でございます。 

議  長    他にありませんか。 

７番 

三浦議員    今日のあの町長から施政方針もいただきましたが、その中で在宅医療また在宅介護がこ

れから中心になっていくというふうにあのなっていくわけですけれども、飯島町では医療

の環境は不十分だというふうに認識をしております。でまあそういう中では現実が突き付

けられてくるというふうにあの受け止めております。であの心配なのは低所得者の皆さん

の命や暮らしに影響が出てくるんではないかということです。で、今回のこの予算書を見

させていただきまして、その部分では少し予算的に不十分かなというような気持ちがして

おりまして、まあいう現実が突き付けられていくなかではあの支援施策とかそういうこと

も検討しなければならないというふうに私は思っているわけですけれども、その辺の考え

についてお聞きをしたいと思います。 

町  長    この予算の中で運営してみて、またいろいろとその中で精査し、状況を把握する中で、

いろいろ改革ができたらいいかなというふうに思っております。 

健康福祉課長  あのまあ２８年度予算につきましてもですね、介護・医療連携というものをですね見据

えて一応予算編成をしたつもりでございまして、あのまだ具体的にですねそこら辺のとこ

ろがですね上伊那関係でも出てきておりません。いろいろ会議等がございまして、そこら
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辺のところをどうするかということがこれから始まってまいりますので、そういうのを見

ながらですねまたご意見等いただければ大変ありがたいなというふうに思われますのでよ

ろしくお願いいたします。 

議  長    はい他に。 

１０番 

坂本議員    飯島町営業部なんですけども、まあこれはまあ町長が今年度新しく行うということで、

まあ儲かる飯島町へのチャレンジという中からこの営業部というのが出てきているわけで

すけれども、トップは町長ということで、まあこの中を見ると一般の方と役場職員で構成

されるということになっておりますけれども、もう少し突っ込んだ形をお尋ねしたいんで

すが、このだいたい何人ぐらいで、これはまあ課とは違った動きをするということだと思

うんですけれど、あのまあ担当はまちづくり推進室ということになっておりますが、内容

を見ますと農業的な分野、それから観光、それからまあ定住促進的な部分も含めた中での

その政策提案ということだけにのみならず、あの実際にそれを担っていくということなの

か、それともある大きなその政策的なものをここで作って、実際動くところは各課のその

細かい部分に係に任せるということなのか、そこら辺はどの様になるんでしょうか。 

町  長    飯島町営業部についてですけれども、ここはですねまあ本部長が町長ということですけ

れども、副本部長を民間から、もう一方の副本部長、あるいは呼び方が事務局長になるか

もしれませんけれども、の方が行政の出身者ということの中で、地域おこし協力隊の方を

１名、それと事務処理等で１名、時にそんな感じで発足していきたいと思っております。

やる内容につきましては、まずは地域住民の皆様からのアイデア、こんなことをやりたい、

これを売り出したい、というものをその会議に上げていただきます。でそれが数人集まっ

て、ああそれいいねって大きな輪になったときにプロジェクトチームができるかと思いま

す。そしてプロジェクトを中心にそれが実行していく方を予想されますけれども、その時

に法的な縛りがどうあるのか、資金的援助は行政的な資金援助はどうあるのか、という部

分については行政からの担当出向者に出てきていただいて、そこでお話をして検討してい

くということでございます。まあ具体的なブランドづくり、それとか観光のまあ進め方で

すね、いわゆる先ほどより千人塚と与田切、その他飯島町には傘山等里山資源、こういっ

た資源があるんですけれども、これをどのように有機的に結び付けるのか、それはやはり

例えばお花畑のプロジェクトもその中に入るんですけども、そういったものは例え作った

としても物に過ぎませんから、お花畑という物に過ぎません。で、お客さまが観に来たと

きに、そこで感動と異空間、それと元気、これを与えられるそういう観光地にしていきた

い。これはやはりそこに携わる人間、人との交流がいかにそこにあるかということだと思

います。そういう物質的な観光資源を整える、これでびっくりさせるという部分も重要な

んですけれども、もっともっと重要なのはそういった観光に携わる理念、何をお客様に伝

えるかとこういったところを共有しながら、行政と民間が共有しながらお客さまをお迎え

したいと、そしてその感動によりリピーターが更に増えるような形にしなければならない

なぁというふうに思っております。形をつくっていくと同時にその中へ血の通った魂も入

れ込んでいく、そういった部分に飯島町営業部がなっていけばいいなというふうに思って

おります。以上です。 

議  長    他にありませんか。 
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８番 

浜田議員    極めて総括的な質問をさせていただきます。あの新町長による新施政方針が示されて初

めての予算ということになるわけですけれども、まあその一方で予算編成の作業は昨年か

ら続いていたというふうに認識しております。そういう意味でですね、新町長の査定の下

で例えば変更された、あるいは新たに付け加えられた、こういった事務事業が特に特徴的

なものがどれであるのか、それからそこで査定の中で組み替えられた予算総額というのは

だいたいどの程度であるのか、つまり今回の予算の中で新町長の思想が反映された金額と

いうのはどの程度なのか、ということについて、非常に大ざっぱではありますけれどもご

説明をいただきたいと思います。 

町  長    私が町長になって初めての予算編成にまあ立ち会ったということでしょうか、あの私の

３つの柱の事業が総額でいくらになるかという計算はちょっとしておりませんので、これ

はあの今応えるのはできないんですけれども、あの私がですねマニフェストの中で３つの

柱の下にそれぞれ４つずつの具体的な事業を挙げさせてもらいましたけれども、その多く

がですね、飯島町が私が町長になる前に検討し計画しておりました第５次総合計画の後期

５年の分の部分とダブル部分もありますし、それとか「まち・ひと・しごと地方創生」の

戦略会議に基づくものもダブっておりましたのでですね、あのお陰様でと言うよりか、ま

あありがたいことに、先人たちのそういった積み重ねの事業がちょうど私のマニフェスト、

公約等とダブっておりましたので、意外と多くのものが実現できてきたかなあというふう

に思っております。で、その中で一番、額の多いのはですね、あの子育て支援センターの

新築でございます。まあこれは 200,000,000 ほど掛かるんですけれども、これはあの私も

それを挙げておりましたけれども、予算編成の中というよりも私が登庁して各課の課長さ

んたちといろいろお話する中でですね、やはり教育委員会としてもそれはどうしてもそれ

は過去、経過は過去というよりも長期計画に載っていることなんですけども、それを早め

にやりたいと、こういう熱意と私の思いが一緒になって、そういった子育て支援センター

の新築というものが前倒しで実現できたと、いうようなことがまあ特筆すべきことかなあ

というふうに思っております。あとはあの第１の風通しのいいチャレンジというのは、内

なる固めの表現でございまして、やはり子育て支援に関わるいろいろな事業を教育委員会

を中心に行われますけれども、まず内なる固めを先ず進めていきたいと、で、儲かる飯島

町へのチャレンジ、３番目に田舎暮らしランキング日本一、これは準備を整えて次第次第

に実現していきたいなというふうに思っております。以上でございます。 

議  長    はい他には。 

        （なしの声） 

議  長    はいなければこれで必要を終わります。 

議案を付託するに当り各常任会の審査区分について事務局長から申し上げます。 

        宮下事務局長。 

事務局長    （審査区分説明） 

議  長    お諮りします。予算７議案の委員会審査区分については、ただいま事務局長説明の審査

区分のとおり決定することにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第１８号議案から第２４号議案までの平成２８年度予算７
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議案については、ただいまの審査区分により各常任委員会へ審査を付託します。 

 

議  長    次に日程第１５ 第２５号議案「飯島町農業農村活性化施設の設置に関する条例に基づ

く道の駅田切の里の指定管理者の指定について」を議題とします。 

        本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第２５号議案「飯島町農業農村活性化施設の設置に関する条例に基づく道の駅田切の里

の指定管理者の指定について」提案理由の説明を申し上げます。平成２６年度繰越事業に

よります国の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を受け、今月竣工を迎えます飯島町

地域資源活用交流促進施設道の駅田切の里について、平成２８年４月から準備期間を含め

施設の管理及び運営を、効果的かつ効率的に行うにあたり、株式会社道の駅田切の里を指

定管理者として指定するため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものでありま

す。この施設はご承知のとおり、地元の農産物や加工品を中心に取り扱う販売、加工、レ

ストラン等の機能を持った地域活性化のための拠点となる施設であります。細部につきま

しては担当課長から説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご議決を賜りますよう

お願い申し上げます。 

産業振興課長  （補足説明） 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第２５号議案を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第２５号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１６ 第２６号議案「飯島町農業農村活性化施設の設置に関する条例に基づく道

の駅花の里いいじまの指定管理者の指定について」を議題とします。 

        本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第２６号議案「飯島町農業農村活性化施設の設置に関する条例に基づく道の駅花の里い

いじまの指定管理者の指定について」提案理由の説明を申し上げます。道の駅花の里いい

じまにつきましては、平成２４年４月１日から平成２８年３月３１日までの４年間、道の

駅花の里いいじま利用組合を指定管理者として施設の管理運営を行っております。道の駅

花の里いいじまでは条例の設置目的を達成するために、利用者へのサービスの向上、及び

施設の効果的かつ効率的な運営を図りながら管理運営を行っており、指定期間満了後、引

き続き５年間指定管理者として指定するため、地方自治法の規定により議会の議決を求め

るものであります。なお２８年度からはこの利用組合との協議によりまして、食堂、パ

ン・ジュース加工、米ショップ、売店につきまして、施設の使用許可は町の行政財産使用

許可により行うことになります。ただいま申し上げました施設の使用料は指定管理料とし
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て、従来、利用組合の指定管理会計の収入となっていましたが、この部分を一旦町の歳入

として受けてから利用組合に歳出する方法に変わります。細部につきましては担当課長か

ら説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご議決を賜りますようお願いいたします。 

産業振興課長  （補足説明） 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

８番 

浜田議員    今４つの施設は一旦別の、直接そちらに支払うという話でしたっけ？ 例えばそのパン

のところは今経営していないように見受けられるんですけれども、こういったあたりどの

ように処理にするんでしょうか。 

産業振興課長  今、パンの加工施設につきましては店を閉めておる状態でございます。今現在次の利用

していただく方を選定中でございまして、公募をこれから差し上げて、入っていただく方

と行政財産の使用許可で使っていただくという形を考えております。 

議  長    はい他にありませんか。 

４番 

折山議員    ちょっとその行政財産の貸付団体と、それから指定管理者の選定する部分とこう別れて

しまうと形態がですね、道の駅全体として盛り上げていこうとか、いろんなイベントをど

うこうしようというのはまた別の話になるのかどうか、ちょっと機能低下が懸念されるん

ですがその点いかがでしょうか。 

産業振興課長  それぞれ行政財産使用許可を出す団体の皆様につきましては、管理組合には入っていた

だくように考えております。従いましてあのあそこの一帯のいろいろな施設がございます

が、いろいろやっていくには管理組合が全体的なものを見ながらやっていくという形をと

らないと、一体性がないというふうに考えておりますので、組合には皆さん入っていただ

きますが、施設の利用の許可だけ町を通してやるというふうに考えておりますのでよろし

くお願いいたします。 

議  長    他にはありませんか。 

１０番 

坂本議員    利用組合が団体の指定管理者となるということなんですけれども、現在マネージャーが

いるわけで、マネージャーは統括として全体を見ているということだと私は思っていたん

ですけれど、マネージャーの立ち位置はこういう状況の中ではどういうふうな形になって

くるんでしょうか。 

産業振興課長  マネージャーの業務についてはこれまでと変わらずに、全体を見てやっていただくこと

が多いかと思います。ただ先ほど申し上げましたとおり、経営という部分につきまして

個々の経営になっておりますので、これまでもマネージャーがそれぞれの経営に対してな

かなかあのこう指導というか支援をしていくことが難しかったということもございます。

そういったことで今回このような形を取らさせていただきますので、よろしくお願いしま

す。 

議  長    はい他にありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 
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（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第２６号議案を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第２６号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    ここで、議事進行についてお諮りします。これから提案になります第２７号議案から第

３０号議案までの４議案については、いずれも公の施設の指定管理者の指定についての議

案であり、同一の団体を指定管理者とし、同一の指定期間を設定したいとのもので関連が

あります。先に決定のとおり、一括して提案理由の説明を求め、それぞれの案件ごと、質

疑、討論、採決を行うことといたします。 

 

議  長    それでは、日程第１７ 第２７号議案から、日程第２０ 第３０号議案までの４議案に

ついて提案理由の説明を求めます。 

副町長     第２７号議案から第３０号議案まで、４議案一括して提案理由の説明を申し上げます。

飯島町農業農村活性化施設道の駅本郷につきましては、利用者のサービスの向上及び施設

の効果的かつ効率的な運営を図るために、また千人塚公園につきましても利用者のサービ

スの向上及び施設の効果的かつ効率的な運営を図りながら適切な管理を行っていくために、

与田切公園につきましては、都市公園条例に基づく与田切公園区域と公園条例に基づく与

田切公園区域とを合わせまして、これらの条例の設置目的を達成するため、また飯島町文

化館につきましては、飯島町文化館の管理を効果的かつ効率的に行っていくために、各施

設とも平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの１年間、一般財団法人まちづ

くりセンターいいじまを指定管理者として指定しようとするものであり、地方自治法の規

定により議会の議決を求めるものであります。細部につきましては担当課長から説明申し

上げますので、よろしくご審議の上、ご議決を賜りますようお願いいたします。 

産業振興課長  （補足説明） 

議  長    提案理由の説明がありました。 

        初めに、第２７号議案「飯島町農業農村活性化施設の設置に関する条例に基づく道の駅

本郷の指定管理者の指定について」の質疑を行います。質疑はありませんか。 

１１番 

竹沢議員    私の聞き間違いなら申し訳ないんですけれども、４議案そうですが、提案説明の中でこ

のまちづくりセンターいいじまについて、一般社団法人というふうに説明したように私聞

いておりますけれども、議案は一般財団法人と書いてありますが、どちらが正しいのでし

ょうか。 

産業振興課長  大変失礼しました。私の補足説明の中で一般社団というふうに申し上げましたが、一般

財団法人の間違いでございます。訂正してお詫びいたします。 

議  長    他にありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第２７号議案を採決いたします。お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第２７号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    次に、第２８号議案「千人塚公園の指定管理者の指定について」の質疑を行います。質

疑はありませんか。 

８番 

浜田議員    千人塚に関しましては、例えば紅葉園の町取得等ですね、千人塚に関わる変更があった

と思いますけれども、この対象地域は従来どおりなんでしょうか。それからここは例えば

バンガローとかこの辺りを含むのかどうかお尋ねをしたいと思います。 

産業振興課長  紅葉園とかバンガローにつきましては、今回の指定管理の業務の中にはちょっと考えて

おりません。別の利用を考えておりますので、今年度まで指定管理をお願いしてきた業務

を来年度やっていただくというように考えております。 

議  長    はい他に。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第２８号議案を採決いたします。お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第２８号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    続いて、第２９号議案「飯島町都市公園条例に基づく与田切公園及び飯島町公園条例に

基づく与田切公園の指定管理者の指定について」の質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第２９号議案を採決いたします。お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第２９号議案は原案のとおり可決されました。 
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議  長    次に、第３０号議案「飯島町文化館の指定管理者の指定について」の質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第３０号議案を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第３０号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第２１ 第３１号議案「飯島町滝ヶ原地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の

指定について」を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第３１号議案「飯島町滝ヶ原地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定につい

て」提案理由の説明を申し上げます。飯島町滝ヶ原地区高齢者支えあい拠点施設につきま

しては、地域介護福祉空間整備事業により飯島町が事業主体となって整備した集会施設で

ございます。平成２１年７月の供用開始から有限会社アグリネーチャーいいじまを指定管

理者として指定し、管理運営を行ってまいりましたが、この３月末をもって指定管理期間

が満了になることから、地方自治法の規定に基づき、引き続き有限会社アグリネーチャー

いいじまを指定管理者として指定を行うものでございます。なお指定期間は平成２８年４

月１日から５年間でございます。細部につきましては担当課長から説明を申し上げますの

で、よろしくご審議の上、ご議決を賜りますようお願いいたします。 

産業振興課長  （補足説明） 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第３１号議案を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第３１号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    ここで、議事進行についてお諮りします。これから提案になります第３２号議案から第

５７号議案までの２６議案については、いずれも公の施設の指定管理者の指定についての

議案であり、各耕地・自治会を指定管理者とし、同一の指定期間を設定したいとのもので

関連があります。先に決定のとおり、これを一括議題とし一括質疑・一括討論・一括採決

を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 



 - 29 - 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第３２号議案から第５７号議案までの２６議案を一括議題

とすることに決定しました。 

 

議  長    それでは、日程第２２ 第３２号議案「上ノ原地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理

者の指定について」から、日程第４７ 第５７号議案「針ヶ平地区高齢者支えあい拠点施

設の指定管理者の指定について」まで、以上の２６議案について、一括して提案理由の説

明を求めます。 

副町長     ただいま一括上程されました第３２号議案から第５７号議案までの２６議案につきまし

て、一括して提案理由の説明を申し上げます。これらの公共施設につきましては、いずれ

も国県補助金等により飯島町が事業主体となって整備いたしました集会施設ございます。

最寄りの耕地または自治会を指定管理者として指定し、管理運営を行ってまいりましたが、

この３月をもって指定管理期間が満了となることから、各集会所の管理及び運営を効果的

かつ効率的に行わせるため、引き続き同一の耕地・自治会を指定管理者として指定を行う

ものであり、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。なお指定管理

期間はいずれも平成２８年４月１日から５年間でございます。細部につきましてはご質問

により担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご議決を賜ります

ようお願い申し上げます。 

議  長    これから２６議案について一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから２６議案について一括して討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第３２号議案から第５７号議案までの２６議案について一括して採決します。

お諮りします。本２６案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 

従って第３２号議案から第５７号議案までの２６議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第４８ 第５８号議案「飯島町道路線の廃止について」 

        日程第４９ 第５９号議案「飯島町道路線の変更について」 

        以上、第５８号議案及び第５９号議案の２議案につきましては、いずれも町道路線の案

件でありますので、これを一括議題といたします。 

本２議案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第５８号議案飯島町道路線の廃止について、第５９号議案飯島町道路線の変更について、

一括して提案理由の説明を申し上げます。まず廃止につきましてご説明します。廃止をお

願いします町道「深山連絡支４号線」は同一地権者の民有地に接する全長１５．４メート

ル、平均幅員２．５メートルの町道であります。当該地権者から町道を廃止しその土地の

譲渡、払い下げにつきまして申し出があり、調査したところ本郷区、本郷第４耕地の同意
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を得ており、建築基準法上の接道などの支障もないことから廃止のお願いをするものでご

ざいます。次に変更につきましては、道路改良工事などにより道路区域が変更となった路

線について、道路法第１０条第３項の規定により、町道荒田線ほか１４路線の道路区域変

更をお願いするものでございます。詳細につきましてはご質問により担当課長から説明さ

せますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。 

議  長    これから質疑を行います。質疑は２議案一括して行います。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論は２議案一括して行います。 

討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第５８号議案「飯島町道路線の廃止について」、第５９号議案「飯島町道路線

の変更について」、以上２議案を一括して採決します。お諮りします。本２議案は原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第５８号議案及び第５９号議案は原案のとおり可決されま

した。 

 

議  長    以上で本日の日程は全部終了しました。 

        本日の会議を閉じ、これで散会とします。ご苦労様でした。 

 

散会時刻 午後 ３時０５分 
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本会議再開 

 

開  議    平成２８年３月７日  午前９時１０分 

議  長    おはようございます。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布

のとおりです。 

        ここで議長から申し上げます。 

会議出席職員の変更について、宮沢総務課長の一身上の都合から、本日の会議以降、各

会議につきましては総務課長に代わり、総務課中原課長補佐が出席する旨、下平町長から

連絡がありましたので、ご報告いたします。 

 

議  長    日程第１ これから一般質問を行います。 

通告順に質問を許します。なお一般質問は通告制ですので質問趣旨に則り、明確に質問

するようお願いをいたします。 

それでは、３番 久保島 巌 君。 

３番 

久保島議員   それでは通告に従いまして一般質問を始めてまいります。今回、私は平成２８年度予算

における町長の想い、また１０人に増えます地域おこし協力隊の件、いいちゃんバスをな

んとかうまく運用できないか、以上３点についてご質問をさせていただきます。先ず、平

成２８年度予算編成にあたってチャレンジする予算と位置付けて、風通しの良い行政への

チャレンジする予算。儲かる飯島町へのチャレンジする予算。それから田舎暮らしランキ

ング日本 1 へ挑戦する、チャレンジする予算。と、さらにプレス発表では「子育てするな

ら飯島町」と、子育てパラダイス・パワーアップ予算と、まあいろんなキャッチフレーズ

が出てきたわけでございます。まあ新規事業もですねかなり数多く盛られまして、今まで

できなかったことをこの際だから、うんと持ち上げましょうと、いうことにちょっと見え

ないこともないんですが、住民要望に応えるという姿勢については大変評価すると、歓迎

するところでございます。ただですね、いわゆる町債、一般会計におけるものでも昨年対

比だけで３６％増ということになってまいります。で５０億越えてしまいました。まあ５

０億のところを行ったり来たりしてたんですけれども、ちょっと減ってきたんですけれど

ね。特別会計まで入れると１２３億、そして債務負担行為も含めますとですね、まあそれ

が約今のところ２１億ぐらいございますので、１４４ですかね、そのくらいになるんじゃ

ないかなと思います。でこれからですねまだ昭和伊南総合病院の建て替えというようなこ

ともちょっと視野に入れていかないといけないなというふうに思うところでございまして、

ちょっと心配だなというところでございます。子育て支援センターの件につきましてはで

すね、大変以前から話題に載っておりまして、有利な防災減災事業債を使っての、まあこ

の年度最終年度ということもあって載せたんだということでございます。その点もちょっ

と考慮するとですね痛しかゆしというところもありますけれども、この先を見るとですね

この選択がよかったのかどうかということがまだちょっと今の段階では判断するわけには

いかないなというふうに思います。まあどこかでですね決断しないといけない、やるぞと

いうふうに言わないといけないわけですよ。まあここは町長の決断ということがポイント
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になってくるだろうというふうに思います。もしかするとですね、町長もお話してました

けれども、防災減災事業債も延長になるかもしれない。そうすると２８年でなくてもよか

ったかもしれないということもあるでしょうし、それから地方創生がらみでもっと有利な

補助金なり助成金が出てくるかもしれないという中で、来年２８年度にやるぞと決めたと

いうところ、長期の見通しをどういうふうにつけておられたのか。それからですね、公約

実現のためにここはちょっと踏ん張ってやるぞというふうになされたのか、それとも関係

職員からですね強力にプッシュされて、町長が「じゃあやるか」というふうになったのか、

その辺をちょっとお聞きしたいところだなというふうに思います。下平町長就任３カ月で

ですねかなりこの大きなものを盛って来たということ、これについては大変評価するとこ

ろなんですが、下平イズムが発揮できたのか、町長の想いが反映できたのか、この辺につ

いて先ず最初にお伺いをしたいと思います。 

町  長    おはようございます。３月定例会の一般質問今日から始まります。またひとつよろしく

どうぞお願いいたします。１番バッターの久保島議員にお答えしてまいりたいと思います。

大きく平成２８年度予算は下平イズムを反映できたかと、先ずそういうお尋ねでございま

す。私の公約である「風通しの良い行政へのチャレンジ」「儲かる飯島町へのチャレン

ジ」「田舎暮らし日本一へのチャレンジ」、この３つのチャレンジを予算編成方針の重点

項目と挙げて予算編成を行いました。従来から取り組みをしてきました施策は尊重して継

続して、丁寧に進めるようにした上で新たな施策を盛り込んで、政策実現に向けて第一歩

を踏み出すことができた予算かなというふうに思っています。あのそれでまあ今回私も就

任まだまだ３カ月ですよね。今走り始めたばかりで最初の予算ということでございます。

もちろんですね、あのこの予算は各課の今までの継続、そして今ある問題、これを解決す

るための各課から当然予算編成、事業が出てきます。これは今までの課長さんたちの経験

の中から、飯島町の歴史の中から積み重なったもので表面に出てきたものをやろうと、も

ちろんそれも基本計画に基づいたことの中での事業計画、そして予算を組んできたと、大

筋はそれだと思います。でそこで今回私が新町長として３つのマニフェストを掲げて登場

してきたわけなんですけれども、職員の皆さん方にはですね２度、３度に亘って、私の選

挙の時に町民の皆様に申し上げてきたと同じようなことを説明して、こういうつもりで町

長になってきたんだと、住民の皆さんのこういう要望を後ろ盾に町長になってきたんです

と、こういうお話を当然しました。それであの、その想いをですねやはり課長さんたちが

汲んでいただいてですね、汲んでいただいたというのは、この私の３つの想いの具体的な

事業を掲げたんですけれども、それは今まで作られた５カ年計画の遡上にも挙がっていた

もので、それが順番が後になるか先になるかと、こういうことの中で采配をしていただけ

たのかなというふうに思っております。ですから今回久保島議員がおっしゃるとおりに、

あの多くの私の掲げた具体的な事業が実現できる運びとなっております。で、大きくは子

育て支援センター、これはあの箱物でですね２億円というお金が掛かるんですけれども、

これもあの５ヶ年計画の中で大きな中で、いよいよこの子育て支援センターが必要な時期

がくるぞとこういう大きな計画がありました。それで私もこの選挙という１つの行政の活

性化という住民の意見を取り入れる機会が良い機会があったわけなんですけれども、そう

いうところで大勢の方と語る会をやる中で、また若い奥さんと膝を交えて接する中で、ど

うしてもその小さい乳飲み子とちょっと元気になってきた子どもたちが一緒に暮らして、
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同じ場所で飛び交っているのはいかがなものかなと、こういうご意見を伺ってきておりま

したし、そういうのをお話したところですね、この子育て支援センターに限っては、教育

委員会もまさにこれはもう手をつけなければならないんだろうなという思いが一致しまし

て、多分計画ではもう少し後かなというふうに思っていたんですけれども、じゃあこれや

ろうよということ。それでたまたまそれは予算付けもあります。ただ思いだけではできま

せん。どういう予算があるのかなと調べたときに防災減災という国からの支援のお金があ

りまして、これは非常に有利だと。まあ最初は起債に頼るんですけれども、その起債もだ

んだんに国からの支援で帳消しになっていくと。こういう有利な予算だもんですからまあ

私もそういうことを教えていただきました。そういう中で今度財政関係の課長さんたちが

いろいろ今までの、もちろん先ほど久保島議員が言われたように負債部分もあります。そ

れで償還の順番もあります。そういった中で今これがチャンスだろうとこういう判断の下

で、こういう大きな事業をさせていただきました。まあそれにつけても負債もありますけ

れども、逆に基金というものが皆様方のおかげでですね、この長い飯島町の行政の運営の

積み重ねということで、基金もございましたんで、時にそれに使えるお金もあると。まあ

こういう時に使おうじゃないかということもありましてですね、思い切って今回の目玉と

なる子育て支援センターという運びになったわけでございます。まあ総じて私がすべて立

った予算でははっきり言ってございませんし、今までの課長さんたちがやらなければなら

ないこと、そして私の想い、これがある程度噛み合わさった部分、私の３つのマニフェス

トもありますけれども、一番最初、内なる固めとしての風通しの良い行政、風通しの良い

行政の中から内なる固めをして進めていきたいんだということで、先ずは子育て、教育、

医療、介護、福祉、そしてインフラ整備、まこれをやっぱし継続性のある行政サービスと

して内なる固めをしなきゃならないだろうなと、先ずこれ第一に考えておりましたんで、

先ず物を売って出るという飯島町が、儲かる飯島町のチャレンジというのは外へ出る、打

って出る、それで田舎暮らしランキング日本一というのは外から呼び込む、こういう対外

のことよりも先ずは内なる固めをしたいなということの中で、今回特に子育て支援センタ

ー、教育という部分に配慮した予算になったのかなというふうに思います。 

久保島議員   かなりですねうまく歯車が噛み合ってですね行ったのかなと。それにつけてもまあ今後

の財政についてはですね非常に注視しながらいってもらいたいなというふうに思います。

われわれもですねそういうところは監視していかなければいけない、それはもちろんわれ

われの任務でございますので、しっかり視ていきたいというふうに思います。今町長の方

からですね２番の目玉は何かという話なんですが、もう出てしまいましたけれども、まあ

いいです。今年度のですね先ほどお話ありましたように、その子育て支援センター、それ

から避難所をですねトイレ、まあグランドも含めて各地域のものをやっぱり防災減災使っ

て整備する。それから七久保小のグラウンドの照明、これもまあ防災減災の関係なんです

がやると。Ｂ＆Ｇについては財団からですね補助金をもらって大幅な改修を行うと。文化

館の舞台の改修、それからこれは目玉であります１つだと思いますが飯島町営業部の発足。

それから田切道の駅の関連。そしてまあ農地付き住宅の研究なんかも盛られています。で

今年ちょうどですね飯島町発足６０周年ということでここらへんの事業もたくさん盛られ

ているということでございまして、まあ予算規模はあの小ちゃくてもですね重要な課題と

かが、新しい取り組みとかっていうのも出てまいっております。まああの２９日の予算上
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程の時にもですね、総括質疑の中で同僚議員からも２８年度の目玉事業はなんだよとのお

話もございまして、ただいまもお話ございました。一押し事業は子育て支援センターとい

うことでございますけれども、その他にも多分目玉の事業あるんだろうというふうに思い

ます。町長どんな思いでですね今年度その事業を押しているのか。また、内なる固めとい

う話もございましたので、重なるかもしれませんが簡単で結構ですのでお答えいただきた

いと思います。 

町  長    まああの今回、一押しの目玉の商品は何かということの質問の中では、やはり「子育て

支援センターの新築」一語に尽きるかなというふうに思っております。であの儲かる飯島

町へのチャレンジをする予算というのもですね、全然手を付けないわけではありませんで、

これはあの飯島町営業部というのを立ち上げて、その中で飯島町をいかに売るか、ブラン

ドづくりや観光、そういったものに町民の皆さんと行政が共同で一緒に知恵を出して行動

するという場面を作りまして、で現実的なものに持ち込んでいくと、こういうことを準備

してまいります。具体的なことについては、それ以降だんだんに具現化して皆様方の目に

見えるような形になるのかなというふうに思っております。それで後あの田舎暮らしラン

キング日本一というのは、今までも定住促進これについては頑張っていただいておりまし

て、ご存じのとおりに田舎暮らしランキングの中で住みたい町で１０位に入るとか、そう

いう成績も残しております。これはまあありがたいことでどんどんどんどん押し出して売

り出していかなきゃならないんですけれども、引き続き都市との交流という切り口の中か

ら定住促進を進めていきたいというふうに思っております。それでおっしゃるとおり、今

年はあの飯島町６０周年、町政発足６０周年を迎えます。でこれはあの２つの捉え方があ

るかなというふうに思います。まあ過去の積み重ね、過去に感謝する。今ある飯島町、そ

れと未来へのスタートということかなと思います。大事なのは未来の新しいスタートのき

っかけにしたいということです。まあ行政も６０年。それは確かに大事なことでね、われ

われの飯島町というのは６０年の歴史があるんだぞ、しかしこれは骨董品ではございませ

んので古けりゃ価値が出るというものではございません。やはり行政というのは、私はあ

の新鮮なものだと思っています。生鮮食料品を扱っているような感じかなと、その都度そ

の都度、腐らないように鮮度をもって行政に臨んでいかなければならないなというふうに

思っていますんで、これを６０周年を契機に更なるスタートをしていきたいというふうに

思っております。あの１年間通じて飯島町のお住まいの皆さんがなるべく多くの方が参加

できるような博覧会を年間通じて行いたいし、ある秋、総まとめで大博覧会ということを

催してですね、みんなが参加できる形を作っていきたいと思っています。この具体的なこ

とについてもやはり行政と住民の皆さんが一緒に、こんなことできるんじゃないかなとい

うことを意見を伺いながら進めていきたいというふうに思っております。 

久保島議員   非常にですね新しい回転が始まるのかなというふうに期待もするところでございます。

そこで１の３に入りたいと思いますが、現在、町のキャッチフレーズはですね「ふたつの

アルプスの見えるまち」というふうになっております。実は私５年前にですねこのフレー

ズについては否定的でございました。というのはですね、われわれ町民には「ふたつのア

ルプスの見えるまち」というのはイメージできるんですよ。で誇りに思っていますし、町

民のみなさんもそう思っている、私も思っています。だけども都会、東京を始めですね都

会の人たちに皆さんにそれを話すとですね、それがどうしたんだと、何のことだと、だか
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らどうなんだと、いうことの答えが返ってきてしまうんですね。でとにかく俺の友達にで

すね「おいでよ」ということで来てもらったんですね。そしたら「あ、解った」と。来て

みて初めて解るんですよ。でこの、来てみて初めて解るのはキャッチフレーズとはいえな

いんですね。それに飛び付いてこないとキャッチじゃないので、そうするとですね私は５

年前に町政の施策がわかるキャッチフレーズにしたらどうですかって前町長にかみつきま

した。前町長はですね、この類いまれない風景を日本中に知らしめていきたいんだと、そ

ういう思いだということで、まあしょうがないかなということで私も折れてしまったんで

すが、町長もおっしゃっているように、確かにこの世界一のステージなんですけれども、

それはいいんですよ。だけどもそれは来ていただいて見ていただいた結果だというふうに

私は思っているんですね。で、この地にですね山好きでよく通っている方とか、ビジネス

でその来訪されている方は知っているんですよ。良いとこだと。私も会社の取引先のあれ

からですね、こんな距離感の良いところはないと。安曇野へいってもですね山は遠過ぎる。

伊那市へいけば近過ぎる。まあ他所のことは言っちゃあいけないね。飯島のこの距離感っ

ていうのは非常に素晴らしいということを言うんですが、それは天気の良い時だけ。昨年

の暮れに起工式のあった県外から進出してくれる大きな企業の会長さんも、「こりゃあす

ごい景色だね」と言いました。感嘆の声を上げて。起工式の日に初めて景色のことが解っ

たんですよ。２つのアルプスが解ったんです。で飯島町に進出する決め手じゃあなかった

ということですよね。２８年度の予算の中には、町長プレス発表の時にはこんなことを言

ってたんですね。子育てするなら飯島町、先程も私言いました「子育てパラダイスパワー

アップ予算」というフレーズも出てまいりました。私はねこれに飛び付いたんですね。思

い切って町のキャッチフレーズ変えたらどう、と。「子育てパラダイスいいじま」でいい

じゃんと。定住促進を進めていく移住促進を進めていく観光客を呼んでくるっていう中で、

サブタイトルにはもちろんね、その２つのアルプスが見える町を載せといてもいいですよ。

だけども本当は子育てパラダイスだということをドンと訴えていけばだれでも解る。日本

中、世界にはちょっと日本語が通じないかもしれないけれども、解るはずなんですよ。そ

れで自然環境がいいんだ、子育て環境がいいんだっていうことが解るというキャッチフレ

ーズになるんじゃないかなというふうに思っています。田舎暮らしランキング日本一にも

つながってくるだろうというふうに思うんですね。で少なくとも町のホームページにはで

すね、このキャッチフレーズ載せたいなあというふうに思っているんです。ちょうど今改

革をしていて、だいたい出来上がったというふうに聞いていますので、是非リニューアル

していくときにはこの「子育てパラダイスいいじま」をですねドンと謳ってもらったらい

いかなと思っています。また検索場あたりにも引っかかるようにしてもらうとね、効果が

あるのかなというふうに思っています。私はあの「ふたつのアルプスが見えるまち」を無

くせと言っているわけじゃなくて、その上にですね、上にっていうのはなんですけれども、

この５年の施策として「子育てパラダイスいいじま」を是非アピールしていきたいという

ふうに思っているんですが、町長のお考えをお伺いいたします。 

町  長    飯島町のキャッチフレーズについて、飯島町は中央アルプスと南アルプスの２つのアル

プスを望むことができ、神様が与えてくださった飯島町の財産であります。これは不変の

ものだと思っております。飯島町は本当に世界一のステージであるなあというふうに思っ

ておるところでございます。「ふたつのアルプスが見えるまち」というキャッチフレーズ
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は、まさにその世界一のステージを表現するものであります。また、子育てパラダイスと

いう表現は、平成２８年度における予算の１つのキャッチフレーズとして、子育て支援を

さらに充実し若者に飯島町をＰＲする１つの目玉として捉えたところから発想したもので

ございます。どちらも飯島町にとって大切なポイントでありますので、その取り扱いにつ

いてはご意見を賜りましたことを参考にして、ＰＲの戦略の中で検討してまいりたいと思

いますけれども、やはりおっしゃるとおりに、キャッチフレーズというのは本当に大事な

もんだなというふうに思っております。私が記者会見、いや皆様方に議員の皆さんに今回

の予算を紹介して、一言といったらまたあの報道の方々もお見えになったときに、その場

面ではいろいろしゃべるんだけれども、心に残るワンワードっていうのは常に頭の中に置

いておかなきゃならないと私は思っているんです。新聞記者、ニュースメディアの方々に

もお話しますけれども、私の言うことが全部載るわけじゃないんですよね。大事なキーワ

ードがポンと載るわけですから、この記者会見ではどの言葉を売ろうかなということを常

に私頭に入れております。でそれを使ってくれれば誠にありがたいということで、今回は、

子育てするなら飯島町、子育てパラダイスパワーアップ予算と、こういうふうにあのお話

したんですけれども、それは１つの素材だと思います。子育てしたいというニーズのおら

れる方に対して心を打つようなワンワードで訴えたいキャッチフレーズだと思います。ま

だまだ飯島町にはいろいろの資源もありますし、文化もありますし、まあお蕎麦だったっ

て、梨やリンゴだったって、お米だっていろいろあるんですけれども、やはりそれぞれ売

り出すにはワンワードのキャッチフレーズ、心に残るキャッチフレーズが大事かなと思っ

ております。まあそういった大きな中でこのアルプスというものを活かしてワンワードで

解るようにするってことは非常に大事なところかなと思っております。「ふたつのアルプ

スが見えるまち」っていうのは映える町と駒ケ根とですね、だいぶダブってしまってどこ

に差があるのかなということがあれです。しかし我々が先付けたという自負もあるらしい

ですな飯島町の。駒ケ根が変えろよというような感じがあるかもしれません。しかしあの

もう一歩上を行く数段上を行くようなキャッチフレーズ、私も常にこう考えていますいろ

いろの中で。そういったことも今後のまちづくりの中で取り入れていきたいなというふう

に思っております。とりあえずはこの「子育てパラダイスいいじま」、こういったものを

ご意見をいただきました。まあホームページにもその部分にもしっかりと目につくように

載せて、そういった方々の心をキャッチするキャッチコピーにしていきたいなというふう

に思っております。 

久保島議員   はい、是非ですねその辺をアピールしてもらって、子育て世代はですね数多く移住して

来られるとよろしいかなというふうに思います。まあ子どもがですねあのいるところ世界

っていうのは、やっぱり年寄りも、私もそうですが、楽しいもんでございますので、是非

どうもその辺がキーワードになるのかなというふうに思っています。それでは次にまいり

たいと思います。 

        ２番目ですが、地域おこし協力隊の件でございます。私がちょっと最初に提案をしたも

んですから、どうも何回も私がするので担当課長の方はですね、いぶかしく思っていらっ

しゃるかどうかというふうに思います。それはまあご勘弁をいただいて、申し訳ございま

せんがまたもう１回やらさせていただきます。そもそも地域おこし協力隊は総務省が規定

いたしました移住・定住促進のひとつの形、一環で、３年間助成金を付けるのでお試しで
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移住してみたらどうですかっていうシステムだというふうに思っています。つまり移住・

定住の１つの形ということですよね。現在２名に加えて８名の新規の採用を計画している

ところでございます。３年後の定住を目指して基本づくり・基礎づくり・仕事づくりとい

うことをしていかないと、３年経ったらさようならということになりかねない。何度も聞

いて申し訳ないんですけれども、今度こそ、来年度こそ３年後に自立でき定住できるのか

と、そういう対応をされているのかということについてお伺いをしてまいりたいというふ

うに思います。それぞれの協力隊員のどんな仕事をしていくのかということについてもち

ょっと話をいただけたらというふうに思います。現隊員もですね残すところあと１年にな

ってしまったんですね。で、彼らが３年後の後１年後にちゃんと自立できるのかっていう

ことになると非常に疑問だというふうに思っています。その辺の対応ができているかどう

か。前はですねそのちゃんと意向を聴いているというようなお話もありましたけれども、

本人たちに言わせると、どうも十分に聞いてもらっていないということもおっしゃってい

る。今後ですねこの１０名が適正に生かされるかどうか、この辺についてお伺いしたいと

思います。 

町  長    地域おこし協力隊制度は都市から地方に生活の拠点を移して、地域おこし協力隊として

採用して、農林漁業の応援、住民の生活支援などの各種地域活動の業務に従事しながら、

地域への定住を図る取り組みとして理解しております。平成２８年度からは現在の隊員に

加えて新しい隊員を増員し、１０名の地域おこし協力隊を任用することとなります。そこ

で新しい隊員の採用にあたりましては、まず飯島町営業部、農業へのチャレンジの部分。

道の駅田切の里との連携する部分。まちなか活性化の部分。というように具体的なテーマ

にテーマをもって募集応募をいたしました中で、それぞれのテーマに先ず意欲があること、

また活動終了後も町への定住の意思があることを確認させていただいた上で、今回の８名

を採用することになりました。また協力隊員の活動の中には活動終了後の自立や起業に向

けた活動も併せて行っていただくことも想定しております。町としても移住・定住促進の

１つの形としてこの制度を適正に生かしながら、町への定住促進に大きく期待を寄せてい

る任用となっております。私も面接をさせていただきました。それぞれ、この部分で協力

したいという項目に沿って志願してきた皆様方でございます。あの例えば農業については

テッポウユリの産地の再興を願っておるわけなんですけれども、もうその正しいテッポウ

ユリをやってもらいたいんだけれどと、こういうふうな形。それでそれが将来的に収益性

の上がることだなあというようなことも、まああの現場の方々ともお話をしながら、そう

いう希望を持った中でスタートしていきます。まあもちろん３年の中にね、どういうこと

があるかわかりませんけれども、まずはそのスタートはそういったわれわれのニーズと、

隊員になって来られるこの飯島町のシーズというものが合致した中での採用になったかな

というふうに思っております。まあご心配いただくことは十分留意しながら進めていきた

いと思っております。 

久保島議員   現在２人の隊員につきましては、町長面談されて大丈夫、定住に結びつけるというふう

にお考えでしょうか。 

町  長    あの２人についてお話したことがございます。それであのやっぱここの町で事を起こし

てという想いを本人からも聞いております。ですからそんな形になるように、いろいろの

斡旋とか紹介とか人のつながりとかそういうことも紹介しておりますので、そのように進
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んでいけばいいなというふうに思っております。 

久保島議員   はい是非ともですね定住に結びつくようにご尽力をいただきたいというふうに思います。

さて２番目の２－２にまいってまいります。今町長からですねお話のございましたように、

各場面でございます。細部についてはちょっとお伺いしたいと思いますが、駅前に飯島町

営業部を設置するというのに１名。それから、まちなか活性化のまちの駅にも１名という

ことでなっています。この辺の関連性がちょっとよく解らないなと思っています。飯島町

営業部はどこに設置されて、業務内容はまちの駅とどういうふうにこう区別されるのかな

というところ。それから過日２９日の本会議の折にですね、総括質疑の中で飯島町営業部

って何なのという話がございました。で町長は町民からアイデアを吸い上げて、それに賛

同した住民プロジェクトが立ち上がる、それに対して行政手続きや資金調達などのお手伝

いをしていく、そういうものだというふうにお答えになられた。私はそれを聞いていてで

すね、あれ、そうしりゃあ、まちづくり推進室とえらい変らねえなというふうに思ったん

ですね。大変申し訳ないんですけれどもその辺の意味がよく解らない。で積極的に外へ打

って出ていくんだというふうに私イメージしていましたので、今のところまた内なる固め

という話もございましたけれども、今のところ要するに庁舎から出て駅前に設置して、町

民が寄り易くするんだよというようなイメージなのかなというふうにもちょっと思ってい

るんですね。で、プレス発表にやっぱりございまして、まじいい元気道場というのがござ

いまして、これも新聞では取り上げられておりまして、認識の共通や人材育成を図り具体

的な事業展開につなげる勉強会をしていきたいということなんですが、これはどこでだれ

が行うのかなというところです。で、営業部の担当は隊員も含めてけっこう人用があるん

ですが、その方が３年後じゃあどういうふうに自立していくのかなというのがちょっと心

配なんですね。また、まちの駅の協力隊員も１人ということになっていますけれども、今、

現状でもまちの駅は１人じゃとても回っていかないんですね。パートさんでもいいので最

低２人いる。まあ交代要員もあるし時間も長いもんですから。そうするとその隊員もです

ねそのずっと勤務していたんでは、自分の自立のための活動できませんので、３年後どう

なるかなということも心配をされています。併せて２７年度はまあ、まちの駅の補助金が

ございましたよね。来年度から無くなってしまうということになると、協力隊員以外の経

費等は全部町で負担するということになってまいります。花の里も残っている、田切の里

も今回まだあります。いいじまマルシェもちょっと厳しいよと。まちの駅というふうにど

んどんどんどんですね町の負担が増えていくのではないかなと心配をしています。まあ私

がこういったこれをまとめますとですね、営業はどこに設置して、まちの駅とはどういう

関係性があるのか。それから営業部は何をするんです。先ほどもちょっと話がありました

ことなのか、それとももう少し積極的に打ち出していくのか、それからそれらの隊員はで

すねじゃ３年後どういうふうに自立していかれるのか。で、まちの駅の運営っていうのは

継続的にうまくいくのかどうか、その辺も含めてお答えをいただきたいと思います。 

町  長    先ず、飯島町営業部の場所は飯島駅周辺の空き店舗等の活用を計画しています。役割は

住民の皆様やここに配属する役場職員と一緒に、飯島町を売り込むための様々な施策、ア

ルプスのお花畑構想や農地付き格安住宅の研究など、儲かる飯島町へのチャレンジ、外へ

押し出す戦略に取り組んでいきたいと考えています。次に、まちの駅ですけれども、協力

隊員には基本的にこのまちの駅に常駐いただくようにしたいと思っております。役割は自
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元住民の皆さんや商工会、地域づくり委員会、また、まちなか活性化協議会と協力して、

まちなか活性化の実践を業務としていくこととしております。まあどちらかというと外へ

飛び出すというよりも、あの、まちの中の賑わいのことを区やその商工会の方々と共にや

っていきたいなという住み分けを考えております。そして、まちの駅への正規職員の配置

は今のところ考えていないということでございます。で、ご心配いただいております飯島

町営業部につきましてはですね、あのまちづくり全体のトータルデザインをそこで進めて

いきたいなというふうに思っております。それはあの町にも行政の方にもありますあのま

ちづくり推進室とダブるんじゃないかということなんですけれども、住民の最前線で住民

が気安くできて、そこでプロジェクトをそこの場でこう話合える地元に密着した中で、そ

ういう場所でやっていきたいなというふうに思っております。それはあの年中といいます

かお店というかその事務所が開いているわけですから、常に来られるような状況の中で戦

略を練っていきたいんですけれども、あの「まじいい元気道場」というのを今開催してま

ちづくりの基本理念をみんなで共有していきたいと、それで進め方もそれに沿ってみんな

が同じ方向性を向いて、飯島町という１つの観光のステージを作り上げていきたいと思っ

ているんですけれども、やはりその住民の皆様と行政の意識が理念が共有されていなけれ

ばならないかなというふうに思っています。その部分の勉強会とか具体的に進めていく手

法等も元気道場の中でやっていくんですけれども、その具体策を具体的な飯島町の資源が

ありますよね、先ほど言った観光にしても商業にしても農産物にしても、いろいろの部分

で今も立ち上がっているものもあります。さらにそれを外へアピールしてもっと売ってい

くにはどうかという具体的なことまでそこでやっていきたい。それで飯島町営業部という

のは最終的には私一般社団法人として、そこでちょっと利益が生まれていく形にしていき

たいなというふうに思っています。であの物を作るだけじゃなくて物を売ることが一番あ

の苦しいことです。大事なことです。なかなかできません。考え方でこんな新製品ができ

たというのは、いっぱい世の中に新製品出来ているんですけれども、それが売れて残って

本当にブランドになったということは数少ない。やっぱりそれは戦略的にやらなきゃいけ

ない。それで売ることもやらなきゃいけない。売る場面については飯島町営業部がインタ

ーネット通販の窓口になる。飯島町営業部、例えば商品名を出して申し訳ないんですけれ

ども楽天の市場みたいなところへ飯島町営業部というものを出してですね、そこへ農産物

それぞれページが与えられるような形の中でやっていければいいかなとそんなような思い

をしております。まあそういうようなことを総合的に戦略から実現するまで飯島町営業部

で具体的にやっていきたいなと。専門にそういうふうに考えております。 

久保島議員   だいぶ分かってまいりました。ご期待をいたします。私もできることがあれば協力いた

します。まあそれはともかくとして、３番目にまいります。３番目ですね、下平町長は町

長選の時のリーフレットでですね、定住自立圏構想っていうのを謳っておられました。地

域連携ということでだったと思います。定住自立圏構想はですね中心市を中心に設定して

の隣接の基礎自治体が連携していくというのはでございます。定住自立圏構想の中心市っ

ていうのは人口５０，０００人以上ということでなっていまして、まあ最低でも４０，０

００ということになっています。そうしますと駒ケ根はですね３２，０００ちょっとです

のでできないと。伊那市が６９，０００余ですからこれはまあ対象になってくる。飯田市

が１０４，０００ですね、ということでまあこの辺もいいと。それで近隣ということであ
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ればですね伊那市、飯田市以外は考えられないんですが、町長はどういうふうに、定住自

立圏というのを考えておられたのかなというふうに思ってお伺いしたいと思います。まあ

飯田市とはですね実は山の頂上の辺でつながってはいるんですが、まあ道路や田畑ですと

かね生活圏でつながっているわけじゃありませんので、伊那市には直接つながっていない

ということになると、宮田、駒ケ根を巻き込んでこないと伊那市とは定住自立圏構想はで

きないと。伊那市はすでに箕輪と南箕輪村と連携を組んでいます。まあ広域連携というこ

とであればですね上伊那広域もあるし、伊南行政組合もあるわけでございまして、それと

は別のもんだなあというふうに私はちょっと感じたもんですから、先ず町長がこう、あの

時というか、今もそうでしょうけど定住自立圏をどういうふうに進めていかれるおつもり

なのか、まずそこの点だけ簡単に触れていただきたいと思います。 

町  長    私がパンフレットの中で定住自立圏構想という文言を入れた覚えがあります。あのそれ

はですね根底の中では、まあこういう少子高齢化の中で町自体がこう縮小していくという

行政の中でね、飯島町独自にあれもこれもすべて飯島町が揃えるっていう時代はもう来な

いんだろうなと。それで近隣市町村と連携しながらそういった行政課題に対応しなければ

ならない時代であろうということを総称してですね、１つの形として定住自立圏構想とい

う文言を書きました。それは今思えばですねこの４市町村の中での連携、あるいは広くは

上伊那広域との連携ということにそういうことに尽きるのかなと思っています。であの伊

那市にはもう定住自立圏構想と正式名を打って３市町村でそういうものを立ち上げました

けれども、それにはちょっとまた距離が、距離があるというか間がね、町がいくつも挟ま

っていますんで、隣接していうという部分ではないんですけれども、まず大事にしなきゃ

いけないのは、まず飯島町はこの近隣４市町村、宮田、駒ケ根、飯島、中川、という関係

の中で、お互いに何ができるか、何を望んでいるのか、どういう問題点が一致するのかと、

そういうことをよく精査した中で具体的な事業に取り組んでいきたいなというふうに思っ

ております。ということで定住自立圏構想という大きな考え方は、今独自でなかなか行政

が進んでいかないんで、お互いに協力しなきゃならない時代ですねということの表現でご

ざいますのでご理解いただきたいなというふうに思います。 

久保島議員   はい安心いたしました。私も町長のおっしゃるとおりだというふうに思います。このま

ず伊南４市町村がですねタッグを組んでいけばかなりのことができるんじゃないかなとい

うふうに思っています。実は過日２月１９日の伊南行政組合の議会、平成２８年度第１回

議会ございまして、その中の一般質問でですね駒ケ根市議から、まあこれも定住自立圏構

想を活用しというふうな話をされましたが、いいちゃんバスに駒ケ根市民が乗るようなこ

とはできないか。また中川の循環バスに飯島町民や駒ケ根市民が乗車できることもできな

いかという話がございまして、杉本組合長はですね定住自立圏構想においては要件があっ

てできないけれども、公共交通として伊南４市町村が協力し合う有効な施策だというふう

に考えているというふうにお話になられました。まあどんな方法があるのか、どんな連携

があるのか、今後考えていきたい検討していきたいと。各市町村のですね担当者を中心に

検討していきたいというふうなお話がございました。そこで町長はこの連携をどういうふ

うに考えておられるのか、そして町としてですねこの検討を早急に始めた方が良いんでは

ないかというふうに私は思っているんですね。で、早い時期にこの検討会を立ち上げるな

り、４市町村とですね協議会を持つようにした方がよろしいんかというふうに思いますけ
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れども、町長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

町  長    いいちゃんバスの定時路線であります昭和病院線において、町民の皆様から駒ケ根市内

の施設や店舗等が利用できるよう望む声が多いというのは聞いております。利便性向上や

バスの有効活用の面からも私もその必要性を感じておるところでございます。具体的には

現行の昭和病院線の運航路線を一部変更して、駒ケ根市内において乗車や下車の取り扱い

を行うようにすることが考えられます。駒ケ根市では定時路線運行の循環バスを廃止して

しまったことから、いいちゃんバスの昭和病院線の運航を一部変更することにより、飯島

町民は元より駒ケ根市民にとっても便利性の高い循環バスになると考えておるところでご

ざいます。これを実現するためには、まず町内の商業者やタクシー業者の理解がまず必要

であると思っています。加えて駒ケ根市のタクシー業者はじめ市民の理解が必要であり、

その上で飯島町と駒ケ根市との間で運行に関する調整・協議を進めていくことが必要にな

ってくると思っております。一方、先般の伊南行政組合の２月議会定例会におきましては、

当町のいいちゃんバス、中川村の巡回バス、この有効活用や伊南地域の交通網確保に向け

た取り組みに関しての一般質問がございました。質問に対して組合長の杉本駒ケ根市長は、

市町村を超えての共同運航については市町村間をはじめ様々な調整が必要であったため、

これまで実現できなかったとしております。２番目に伊南地域の交通網確保に向けては伊

南行政組合の共同業務として取り組む方法と、市町村間で連携協約を結んで取り組む方法

の２つがあると。それで適正な方法を今後検討していきたいということで組合長は答弁し

ております。また伊南地域として公共交通事業に取り組む意義や必要性について、４市町

村が共通の理解を深めていくことが大切でありますし、できる限り早い時期に担当レベル

で研究に着手したい旨を答弁しております。これらを含めて私としては伊南地域の研究に

参加する中で、町の考えを主張しながら調整を進めてまいりたいと思っております。 

久保島議員   終わります。 

 

議  長    続いて、４番 折山 誠 君。 

４番  

折山議員    それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。前回１２月定例会ではあの町長

ご就任直後ということで、私の方もまああの、私これまでずっと町のリーダーである町長

に対してのみの質問をずっと続けてまいりました。前回もそうだったんですが、ちょっと

まあ３カ月、４カ月経過したということで、若干あの中身の方へ入らさせていただきます

ので、あの町長に代わってあのまあ町長をどんな考え方で補佐をしているのかというお立

場の皆さんにお答えをいただいても結構でございますので、よろしくお願いいたします。 

        それでは質問項目１ 、新年度予算編成にどう臨んだか。これ先程の久保島議員に対す

るお答えの中でだいぶご答弁されている部分もございます。あの重複で結構でございます

のでお答えいただければと思いますが、質問要旨１－１、新年度予算編成手法に民意反映

の新しい取り組みはあったか、ということで伺うんですが、町長の公約それからまあ施政

方針いろんなことをみますと、お花畑構想ほか町長の掲げた各種の政策の多く、これはあ

のべースに住民協働が欠かせないものだなあというふうに私は認識をしております。そこ

でこの度の新年度予算編成に新町長なりの手法を取り入れて、あるいはまた工夫をされた

のかどうか。もしくは副町長以下職員の従来通りのお手並み拝見ということを決め込んで
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おられたのかということで尋ねようと思ったんですが、町長は先程のご答弁の中でですね、

選挙公約あるいは選挙を通じた中で多くの会議を重ね、民意を受け止めてきたと、それを

まあ編成前に課長の皆さんに伝えて想いを共有する中で予算編成に臨み完成させたと、こ

ういったご答弁がありましたんでそれでよろしいのかどうか。さらに何か工夫された点が

あればお答えください。 

町  長    折山議員の質問にお答えしてまいります。まず最初、新年度予算編成についてその手法

について、民意の反映の新しい取り組みはあったのかとこういうご質問でございます。ま

ああの先程も述べましたけれども、やはりあの町民の皆様には何回もちょっとお話した方

がわかりやすいかなと思いますけれども、まあダブってお話させていただきます。あのや

はり私今回こういう形が出来たのはですね、大きくは役場の課長以下職員の皆さんの今ま

での事業の積み重ね、想い、継続性、というものが十分表れているのかなとそのように思

っています。まずこれを５カ年計画や地方創生の飯島町の戦略の中へこういったものを汲

み取りながら行政に組み入れていくということは大変大事なことかなというふうに思って

おります。それを私のこの３つの公約、具体的な事業について、これはここへ使えるぞ、

これはここへ使えるぞと、いうことを組み込んでいただきまして、私はそれを組み込んだ

のを見て非常に感謝したと、こういうような状況でございます。先ほどの予算的なものも

基金的なものも過去の行政の方々の遺産ということで受け止めておりますので、私が今度

２８年度新たに新しいものを始めるということではなくて、大きな部分は引き続きの中で

この飯島町の基本的な財政、行政運営というものは成り立っているというふうに理解して

おります。大きな手法の違いというものは無いと思っております。 

折山議員    次の質問要旨１－２、初めて編成に望み積み上がった予算編成を前に今思うことは何で

しょうか。質問要旨１－３、新年度予算執行の町民に向けた意気込みを問う、これについ

て一括してお伺いいたします。あのやっぱり予算編成っていうのは本来あの町民の皆様と

の合意ができてやれることが一番いいと思うんですが、まあ手続き上とか量的な部分、な

かなかそういうわけにいかないのがあの今も、以前もそうだったかなというふうに思うわ

けですが、努力は必要だと思うわけですね。新年度予算の実質的な審議っていうのは今後

委員会審査を経て行っていくわけですが、過日の町長の施政方針から新年度予算は先程も

出ました営業部の発足、学童クラブの場所の拡大、道の駅の整備、低迷する商業振興とし

て広告宣伝支援、子育て支援センターの移設新築、こういったような、あの一部継続のも

のもあるわけですが、あの構想継続のものもあるわけですが、多くはですね町長のまあ新

しい発想の中から生まれた、あるいはその体制の中から生まれてきた内容が随所にはめら

れておるということで、先ほどの久保島議員同様あの受け止め方はその効果に期待をした

いなというのが大勢かなという印象を受けております。しかしながら、新町長初体験の予

算編成、これはあのちょっと私も想像がつきませんが、限られた財源の中で多様で量的に

も住民ニーズというのは大きいわけです。それに応えていかなければならないのが行政ト

ップなんですが、そういうまあプレッシャーの中での大変な作業を過ごされた日々であっ

たかというふうに思います。目の前の課題に対してなんとかその要望に応えていきたい、

これはトップとして当然だと思うんですが、しかしながら限られた財源の中でこの要望は

我慢してくださいと、その予算をもって緊急のこちらの方を対応しなければならないとい

ったような、そういう作業を繰り返してこられたのかなということで、いくら頑張っても
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いつの時代の予算でも要望の叶えられなかった町民から見ると、それは不満であるとか諦

めの内容を含んだ予算であります。それを経ていま理事者も予算編成に関わった職員も成

案に至った安堵感とともにですね、そういったまあ身の疲れもあるでしょうし、心の疲れ

もある今だというふうに思います。で、これからお尋ねするのはですね、やはりあの新し

い年を町民一丸となっていい町づくりのために向かっていくため、そのひとつ機運を盛り

上げる、今町長の胸に去来しているワンフレーズが先ほどマスコミ向けでなくて町民向け

のワンフレーズがあったら、是非ここで町民に同じ思いを共有していただく、そのことで

住民協働をさらに進める、そういったことで一言ありましたらご発言下さい。 

町  長    はい、今あの折山議員がおっしゃられたとおりに、まああの深いところを理解したわけ

ではございませんけれども、あの町民の皆さんのすべてに応えられるという予算ではなく

て、今できる限りのことをやったということでございます。今までの継続で、何だまたで

きんのかという思いもあるでしょう。しかしそれはだんだんにという部分になってきてし

まうと思います。しかし新しい町をつくっていかなければならないという部分では、あの

そういうことをまあ差し置いても協力してまたこっちの観光にということも、お金をそち

らの方へ投じなければならないという痛しかゆしのこともあるんですけれども、まあ町が

そっちの方も発展しながら余力をつけて、町も整備もしていくよとこういうまあ両方の車

輪を動かさなければならないかなというふうに思っております。そういった思いの中で是

非とも町民の皆さんには今後とも益々ご協力をいただかなければならないんですけれども、

あのありがたいことにワンフレーズちょっと紹介せいとこういうご期待をいただきました

んで申し上げますとするとですね、ここは３つあるんです。申し訳ないふたつひとつじゃ

ない３つありましてね、英語で申し訳ない。チャンス、チェンジ、チャレンジ、この３つ

のＣ、もう一度言います。今がチャンス、変わるチェンジ、挑戦しようチャレンジ、この

３つを心に刻んで町民の皆様方と新しい飯島町、活力ある飯島町を作っていきたいなとい

うふうに思っております。町民の皆様の総力を挙げてチャレンジしてまいりたいと思って

おります。 

折山議員    はい、ちょっとあのどうも私は横文字が苦手なんだか、今はあんまり心を打たれません

でしたが、いずれにしてもですね、あのみんなが気持ちを１つにしてまちづくりに向かっ

ていかなければならない、今度の新年度予算についてもまあこれから審議になる部分であ

りますが、多くはそんなに皆さんの要望でなくてもそのような想いで組み上がってきたも

んだということを、町民の皆さんもやっぱりしっかり受け止めるべきかなというふうに思

います。 

        質問事項２、「信州蕎麦のふる里いいじま」づくりを問うという項目へ入らせていただ

きます。現在、手打ち蕎麦の会や町内店舗、一部農業法人、株式会社が協議会を発足しま

して、県や町の支援をいただきながら飯島町を信州そばの故郷として情報発信をし、活動

をし、活力あるまちづくりを進めようとする、そういった行動がここのところずいぶん定

着をしてまいりました。民間が主導する行政との協働であります。この協議会及び構成員

個々、これはあの構成員というのは、例えば里の菓工房さんでありますとか、わが蕎麦道

場でありますとか、蕎麦の会、こういったような個々の構成員も各種のイベントを開催し、

町の内外に飯島ファンをここのところたくさん作ってまいりました。特に手打ち蕎麦の会

の活動は活発で、今年度の総会資料を見ますと今年度の総会ですから去年の２６年度の実
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績が出ております。２６年度１年間の実績として町内外で８７回の事業を行っております。

延べ４，３００食を打ち提供しております。これは膨大な量でございます。会発足後のこ

の３年間で大きなそういった実績を積み上げて参っております。また今後を展望しますと、

この７月オープン予定の道の駅田切の里、この運営のやっぱり蕎麦のコーナーございまし

て、全面協力するという形の中で大きな魅力づくりに関わっている団体でもございます。

またあの会員による、ある会員ですが、完全予約制という新たな蕎麦店の開店、これもも

う直近で具体化をしてございます。こういったようなことを続けながら更なる町の発展、

これに結び付いていくのかなというふうに期待できるものでございます。そこで「信州蕎

麦のふる里いいじま」をさらに進める基盤づくりとして、行政に是非担っていただきたい

役割２点をただいまからご提案申し上げます。そのことに対する町長の考えを伺ってまい

りたいと思います。 

        初めに質問要旨２－１に入ります。行政と民間協働で「信州蕎麦のふる里いいじま」づ

くりが進んでおります。主要道路や観光拠点へのサイン表示と申しますか表示板設置、看

板、こういったものを是非する必要があるんではないかということについて伺ってまいり

ます。飯島の蕎麦を広めるために有志住民とＪＡや町の協働による地道な活動、これによ

りまして全国ネットのテレビ放送や地方新聞に度々ここのところ取り上げられてまいりま

した。その結果、「信州蕎麦のふる里いいじま」が割合全国にメジャーなものとしてなり

つつあります。まだ一部マニアの間なんですが、少なくとも蕎麦通の蕎麦愛好家の間では

メジャーなものとなりつつあります。この２７日なんですが、どうも町を通さずに連絡き

たんですが、飯山市からあのやはりあの市職員が同行いたしまして、２０名ほどのある特

定の地域の住民の皆さんが蕎麦の会の活動でありますとか、関係店舗、これのまあ運営の

視察研修に飯島を訪ねて来ていただきます。まああの時間があればね町長表敬訪問してい

ただければ、まあ折り合えばよろしいかと思うんですが、これも町の方でいろんなところ

で情報発信をしていただいた部分もありまして、あのマスコミメディアばっかでなくてで

すね、そういった効果の表れかなというふうに思うんですが、蕎麦による地域おこしでは

よくあのこういうことを聞きますよね。なんとか蕎麦の里とか、なんとか蕎麦発祥の地、

伊那はあの発祥の地ですよね、それを標榜しております。こういったものをキャッチフレ

ーズとする自治体ですとか地域が全国に結構あるはずです、そういうように思います。し

かしながら信州蕎麦の種籾となる玄蕎麦を生産しているのは飯島町なんですね。ほぼすべ

てなんです。としますと「信州蕎麦のふる里といったらこれは飯島町、他のところが言っ

ちゃあいかんよというようなほど個性の感じられる飯島町でのみフレーズとしてこう訴え

ていけるものではないのかなというふうに私は考えております。そこでより当町の個性を

伴う蕎麦のイメージを高め定着させていくために、先ほど申し上げました、ある程度デザ

イン的に優れた表示板の設置を求めるものでございます。できるだけ町内いたるところに

設置できればいいんですが、やっぱり費用対効果こういったものを考える必要があります

ので、ちょっと提案いたしますと、県道飯島飯田線から町道広域線、駒ケ根のいわゆる上

街道の両玄関口、境、ここ。それからまたあのその沿線の情報発信拠点である「道の駅花

の里いいじま」、上街道ではこの３カ所ぐらい。でまた下の伊南バイパスございます。国

道では中川境とやはりあの駒ケ根方面からの玄関口となる道の駅田切の里、この辺りでや

っぱりそういう表示板。それからあのやはりあのＪＲ飯島駅、七久保駅、こういった２カ
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所当たり、ＪＲの駅っていうのも今はやはりここを２つのアルプスが見えるということで、

ご承知いただくかどうかわかりませんが、わざわざそれを観るためにＪＲを乗り継いで駅

へ降り立って、例えば近くのおそば屋さんで飯を食いながら次の電車で行くとか、飯島で

あればそこら辺の食堂でご飯を食べて次に行く、こういった旅をされる方が私も初めて営

業していて気がついたんですが結構多いわけであります。で、駅は大事なんです。でまあ

そういったところへ２カ所、合計６カ所ほどを提案をいたします。市町村境にはよくある

「ようこそ信州蕎麦のふる里飯島町へ」といったようなフレーズがいいのかな、またあの

道の駅などの情報発信拠点は是非ともですね、やっぱりあのいわゆる種籾になるこう玄蕎

麦、玄蕎麦の生産地はここですよというやっぱりあのＰＲの表示があると効果的かな、な

んでふる里なんだろうということがご理解いただけるのかなあというふうに思いましてご

提案を申し上げます。ご答弁をいただきたいと思います。 

町  長    もう飯島町町民ではもう知らない人はいないというぐらいのご活躍をいただいておりま

す蕎麦の会の皆様方には、大変感謝しております。飯島町もやはり大きな今地域資源、特

産ではなく文化、人材も含めて大きな地域資源になってきておるのかなというふうに思っ

ております。お話をお聞きしますと年８７回、４，３００食とこういう方々に蕎麦を振る

舞われておるということで、折山議員も最初からのチャーターメンバーということで頑張

っていただいております。あのまちづくりをこういう形で取り組んでおられるグループい

くつかあります。あのやはり住民の皆さんが主動をして自分たちでやるんだというエネル

ギーが基本にある、行政主導ではなくて住民が俺たちやるぞっていう方々が集まってきた

というのは非常に貴重なその立ち上げの仕方でもあるし、今あるまちづくりの組織のまあ

模範とすべきそういう団体かなということで私は評価しております。あのこれからも飯島

町のまちづくりのためにいろいろやっていく方々がアイデアを持ってスタートするわけで

ございますけれども、やはりそういった熱意っていうのは、住民の熱意っていうのは継続

していただくことが一番世に出るし、売れるポテンシャルを持った地域資源になるのかな

というふうに思っております。ですからこの火はまあ消えろって言っても消えないぐらい

のエネルギーがありますから、しっかり支援していきたいなというふうに思っております。

現在、国道や県道には市町村境に飯島町という看板が設置されていますが、飯島町へ来て

いただく方々に向けた町をＰＲするような看板ではありません。全国的にはカントリーサ

インと呼ばれるその市町村の特産品や観光地などをイラスト化して市町村名と一緒に表示

しているところがあります。道路敷地内ですと国や県の占用許可が必要となることや、看

板や柱等の規格も定められておりますとこういうことでございます。道路敷地以外であれ

ばそういった規制はありません。どちらの方法にせよ飯島町や飯島町の特色をアピールす

ることは大切なことだと思っていますので、町のイメージアップを目指して、検討してま

いりたいと思っております。その文言、キャッチフレーズ、ワンフレーズ、心に残るワン

フレーズについてはまた、「うーんこれいいな」というようなことをまた考えていただい

て、皆様方熱意のあるところで考えていただいて、そういったものがドンと出ると、それ

もインターネットやパンフレットに全部それが言葉が出ていくと、こういう形になってさ

らに拍車をかけていきたいというふうに思っております。引き続きの皆様方のご尽力をお

願いしたいところでございます。 

折山議員    次がまあちょっと大事な、まああの要望ではなくて求めてまいりたいと思うんですが、
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質問要旨２－２、その里づくりの基盤として製粉所を民間で構想しております。行政支援

を求める。この要旨に移ってまいります。私もあまり詳しくないんです。蕎麦の食味の良

し悪しを決めるのは製粉の良し悪しで決まるという人がいます。もちろんそのできている

玄蕎麦の良し悪しもあるんですが、まあそれらの過程が大事なんですが、どうしても製粉

という過程をないがしろにできないという人が多いわけです。もちろんあの蕎麦打ち技術

も大事なんですが、その材料となる蕎麦粉の良し悪しは蕎麦の里づくりに大きく影響をし

てまいります。何でかって言えば、美味しい蕎麦を提供するのにいい玄蕎麦を使い、いい

蕎麦粉を使い、美味しい蕎麦を作る、そういうことをしなければ人は集まってきませんし、

里にはなりません。またあの地元産の蕎麦と小麦で小麦粉、これを使わなければ、まちづ

くりにはちょっと積極的なまちづくりとは言えないような気もします。やっぱり地元の物

を使う。現在、当町のお蕎麦屋さんの多く、蕎麦の会、蕎麦粉販売店、こういったあのと

ころの皆さんは宮田村と上郷にある製粉所を利用しております。近くではあのこの２軒な

んですね。で今みんな心配しているんですが、両製粉所とも設備が極めて老朽化してきて

おります。それからまたはそれを扱って下さる方が高齢化、あるいはちょっとあの病弱と

いったようなまあ、いろんなまあご事情がございます。で、ちょっと先行きがちょっと不

透明かなというのをこう肌でなんとなく感じるわけですね。で、仮にこの２カ所が閉じて

しまったとき、これは高遠か諏訪の方までいかなければならないことになるわけです。こ

のことによりまして上伊那の製粉所を必要とする関係者、やっぱり同じような不安を抱い

ているというふうに想像ができます。またいくら設備が立派でありましても、良い蕎麦粉

を作るという情熱と、その情熱に裏打ちをされた技術がある方がやらなければいい蕎麦粉

はできません。幸いに蕎麦の里づくりのために製粉所運営を展望してくださっている町内

の会社がございます。社長は現在市場調査など近隣のニーズを推し量りながら、着々と構

想を練ってくださっております。是非あのこの機運をですね行政が後押しをしてください

まして、地元産の蕎麦粉、地元産の小麦粉、地元で製粉したこういった材料でさらに美味

しい蕎麦を作って、この里づくりに拍車をかけていくべきと考えます。是非有利な国庫補

助事業を探していただく、またその適用、手厚い町の支援、これを求めて町長のお考えを

伺ってまいりたいと思います。 

町  長    蕎麦に関係する多くの個人、団体等の皆様には、蕎麦を活用して町の活性化に向けた多

くの活動をいただいており大変感謝を申し上げます。先程申しました。蕎麦は挽きたてが

最も美味しいと言われます。今回、製粉所を整備し、より良い品質の蕎麦を使用した美味

しい蕎麦を提供したいと、こういう構想かとお察し申し上げます。飯島町は蕎麦の種を採

取することを行っており、町の大きな魅力のひとつと捉えておりますので、どの程度の規

模を計画されているかは存じませんが、場合によっては国や県の補助制度が活用できれば

と思っております。構想が具体的になりましたら町へも一言ご相談いただきたいというふ

うに思っております。いずれにしてもいかに本物かということは、飯島町ですべてできる

ということが本物の価値、１００％本物だということが言えるのかなというふうに思って

おります。そういった装備は必要かなというふうに思っております。それでなおかつです

ね期待を込めて言えば、蕎麦を美味しく食べれるんだけれども、例えばお土産に持って帰

れる蕎麦まんじゅう、甘党の好きな人にはですね、お土産にここで作った蕎麦まんじゅう

があるよと、そこら辺の温泉地でやっている小麦粉ばっかのじゃなくてですね、蕎麦がし
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っかり入った蕎麦まんじゅう、これをちょっと考えて名産品のひとつにして、お土産とい

うことでサプライズ、観光の中にサプライズ必要なんで、そういったものを合わせた中で

観光の幅を広げていきたいなというふうに思っております。またご一案ください。お願い

いたします。 

折山議員    はい、あのそうですね力を合わせて良い蕎麦の里づくりを進めていければというふうに

思います。今のあの蕎麦まんじゅうなんですが、あの町内のとある菓子製造会社、ここは

あの新蕎麦の時にはその粉を使ったやっぱり菓子を作り、販売しているというようなこと

で、少しずつやっぱりそっちの方面もあのここで蕎麦の製粉ができればですね進むと思い

ます。併せてそういったところへ発展していければなと思います。次の質問項目に入って

まいります。 

        質問事項３、三鷹台アンテナショップの運営を問う、ということで、これも何回もやっ

ているような気がいたします。アンテナショップの件では計画時と運営後の二度に亘って

一般質問で提案し、伺ってまいりました。質問要旨は１つでございます。新年度からのア

ンテナショップ営業日縮小は、新しく吹き始めた風を遮断することにならないか、という

ことなんですが、町長には後ほど伺うことといたしまして、初めにこのショップの立ち上

げとその後の運営に所管課長として関わってこられた副町長に伺いたいと思います。町に

ご縁があって三鷹台に開設されたアンテナショップの本来の目的は何だったんでしょうか。 

副町長     それではご質問にお答えします。三鷹台のアンテナショップですけれども、アンテナシ

ョップの名前のとおり飯島町を売り出していくというための施設でございます。ですので、

そこで販売する物はもちろんでございますけれども、情報あるいは交流、そういったとこ

ろを深めていくための施設ということで設立したものであります。当初はまああの飯島町

の特産品を販売しながら、飯島町をＰＲしていきたいというところで始めましたけれども、

なかなかそれでは同じあの現地では農産物たくさん生産しておりますし、飯島町の特色あ

る物をいかに売っていくかというところで研究を重ねてきたところでございます。またあ

の飯島町の情報発信についてはテレビのモニターを設置しながら、飯島町の四季折々の状

況を発信したり、あるいはあの店員の皆さんによるＰＲを進めてきたところでありますけ

れども、なかなかその情報発信の部門がきちんとできなかったというところが反省の課題

でございます。 

折山議員    はい、本来の目的は町を売り出していくための情報発信、情報交流、こういったまあそ

れを深めていく施設であったというふうにお答えをいただきました。では縮小する理由は

何でしょうか伺います。 

副町長     アンテナショップそのものを縮小するわけではありません。これはあの営業日数を精査

しながら進めていくということでございますので、あの今まではまあ平成２６年の１０月

１７日にオープンしたんですけれども、その時は町の職員が赴いて週末の営業ということ

でやっておりました。であの平成２７年の４月からはその結果を受けまして毎日月曜日か

ら土曜日までを営業して進めてきたわけですけれども、その２つの違いはですね、１つは

あの試験営業の時には町の職員が町のいろいろな情報やあるいは農産物を販売しながら、

町の想いをきちんと住民の皆さんに伝えて営業してきたというところがありますけれども、

本格的な営業になりまして、向うであの従業員を雇いまして営業してきたんですけれども、

なかなかその想いが伝わらなかったというところがあります。でまあいろいろな研修を重
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ねていただいたり指導してきたんですけれども、なかなか思うように飯島町の情報発信や、

こちらの意図しているものが伝わらなかったということがありましたので、新年度の予算

編成の中ではもう一度原点に戻って飯島町をどの様に売り出していくかというところを検

討する中で、営業日数は縮小しますけれども、やはり本来の職員がある程度出向いてきち

んと飯島町をＰＲしていくということ、それから飯島町の持っているポテンシャル、農産

物のポテンシャルですけれども、そういったものをきちんと向うの方に訴えながら物を売

っていきたいということで、営業日数を縮小というかあの精査する中で、対応してもう一

度当初の目的を進めていきたいということで日数を縮小したというところでございます。 

折山議員    聞いている人はよく分からないと思うんですね。ショップの縮小ではない、営業日の縮

小だというんですけど、ショップって営業していて初期の本来の機能を発揮するんで、営

業してないときはそこに無いに等しいっていうことですよね。無いんですよ。建物はある

かもしれませんけれどもショップが無くなるんですよ。だから機能そのものがもう縮小し

たということですよね。でその理由は何かと問うたらお金ではないと、職員の思いが伝わ

らなかったからもう一回営業日を精査して実施する。ちょっとあの私にはなかなか一問一

答の理解のできないお答えだったという気がしますが、ちょっと時間が迫っているんで端

的にお答えいただきたいんですが、精査するとかまあそれじゃ副町長なりに考えてこれの

所期の目的を達成するために一番大事なことは何だと思います？ 端的にお答えください。 

副町長     先ずあの飯島町を十分に知った者がきちんと飯島町のＰＲをしていくことだと思います。 

折山議員    まあそうですね。あのもうちょっときちっと言うと人が大事だということですよね。そ

の人を大切にしていかなきゃいけない。町がそのいわゆる働いて下さる方を大事にするか

ら、向こうも飯島町が好きになって飯島町のために一生懸命働こう、こういう気持ちにな

るんでしょう？ と私は思うんです。ところが今店長さんはこちらの方の方だとお聞きす

るもんでいいんですけれど、採用された方は当初大きい目的を持って町内研修を受けて、

さあやるぞっていう気持ちになってあそこで頑張られていたということをお聞きしており

ます。また優秀なそういった女性職員がいるんですが、なかなかその女性職員の能力を発

揮する環境にはないということもお聞きしております。そういったことを一つ一つ点検・

是正をしていかなくて、思いが伝わらないというのはちょっと働いてくださっている方に

対してあまりにも失礼ではないかなと。もうちょっと働く人を大事にする、そういう環境

でなければ、何をしてもうまくいかないのかなということを申し上げて、是非、年度の途

中でも結構ですから、そこで一生懸命飯島町のために働いて下さる方の環境整備に取り組

んでいただいて、昨日までは６日勤務でした、この４月からは２日勤務です、パートさん

お願いします、一生懸命になる気持になるかどうかちょっと分からないんで、まあそうい

ったことのコミュニケーション十分とりながら、進めていただきたいと思います。目先の

決算だとかそういうものに囚われて、長期的な展望をもって始まったこの政策を事業を短

期の収益主義で無にはしてはならないというふうに感じます。 

町長にお聞きします。町長の施政方針要旨１０ページ、お手元になければ朗読します。

１０ページにこうあります。第１「ふれあいときずなを広げるまちづくり」町民の皆様や

企業、行政が対等な立場で協力し、自助、共助、公助の実践によるふれあいときずなを広

げるまちづくりを推進してまいります。その１つとして、まず昨年、東京都三鷹市にオー

プンしたアンテナショップ「信州いいじまマルシェ」を継続して運営することとし、飯島
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町産の安全・安心な農産物や加工品等の販売を通じて、都市と農村との交流促進、情報発

信等を図ることといたしました。この言葉を聞いて町民はどう受け止めるでしょうか。先

程の副町長のお答えのように、営業日を精査して２日間に縮小しというようなイメージで

取るでしょうか。これ違いますよね。しっかりと前年継続するということは前年と最低で

も同じ形態運営のことを言うんですよ。前年度よりも小さくするっていうのは国語的には

縮小っていうんですよ。それでこれこういう表記を町長の施政方針として町民に訴えると

すると、私が感じるのはちょっと言葉を汚く言えば詐欺じゃないですが、ちょっと誤った

表記で町民に誤解を与えることにはなりはしませんか。もし副町長の言うとおりに新年度

やっていくんであれば、「これこれこういう理由で営業日を縮小します、機能を縮小しま

す、それについてはご理解をください、こういった手法でもってそれを補てんし、更に効

果的な情報発信に努めてまいります。」こういった方針でないと誤ったこれは公表になる

かと思いますので、是非そこのところは縮小ではなくて町民の期待するとおり、１年です

よまだ始めて。これからじゃないですか？ 頑張って収支トントンにし、心と心の交流の

中でこちらへも来ていただき、飯島町からも向こうへ行く、これが交流でしょう？ ２年

目から交流できればいいじゃないですか。進めましょうよもっと。是非こんな取り組みを

求めて町長のご答弁伺います。 

町  長    三鷹台のアンテナショップの件でございます。このアンテナショップというのも、これ

今このインターネットの活用がいま盛んなころ、実店舗でアンテナショップを持つという

ことがなかなか難しいなあというふうに思っております。町の説明にしても商品の説明に

しても皆様方どうでしょうかね、普段買い物するときにブランド名を聞いたりなんかして、

それからインターネットで調べて、そこへいくとよーく詳しく写真とか説明があってなる

ほどなあと、説明力とか表現力とかアピール力っていうのはインターネットというのは非

常に誰もができて、大きな効力を発揮して広範囲のそういうファンをつかまえることがで

きるということが片やある。片や一方、実店舗を持つ中でそういうアンテナショップ運営

していくということは非常になかなか難しいなというふうに思うところでございます。最

初の試験期間それで本格運営を１年やったということ中で、まあ今も試行錯誤、そういっ

たものが試行錯誤ではないかなというふうに思っています。基本的には飯島町を売ってい

く、飯島町をよく解っていただくとこういうことを大きな使命としてそこにはあるかなと

いう、これはもう同じこと。そういったことで続ける継続するということは私も今は理解

しております。それでですねあのその店舗の運営の仕方なんですけれども、１つの方法と

してあの意外性のあるというかね、希少価値、希少性を売るという手法もあります。これ

は限定感のあるもの、希少感のあるもの、日にちを限って売るもの、年中無休でずっと売

る商売とかそういったお店もあるでしょう。しかし飯島町がですねあの場所へ行ってこれ

ぞって売る時に、最初のオープンやなんかはねこうあのそういうインパクトがあるからお

客さんがお見えになるかと思いますけれども、１週間に金・土、飯島町の採れたての野菜

が満載してきてそれが全部売り切れてしまうということ、そうすると毎週、金・土、信州

から来た野菜をこぞって買いに来るという希少性、限定性を売るということもひとつかな

と。まあそこで魅力をまずそこで発信できることが大事。そうするとそれを求めて、飯島

町って何ぞやっていう人が余計興味を持って来ていただくと、こういう手法も1つのやり

方としてあると私は思っております。ですから今回いろいろの経験の中で、売る物も途切
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れてしまいますし、そういうことで１年中お店を開けているのが困難だということで、ま

あ従業員の皆さんがどういういきさつで辞めたかっていうのはまたあの今の課長さんにお

尋ねいただければ、それぞれの都合の中で、まあその都合の裏にはいろいろのことがあっ

たんだと思いますけれども、お辞めになられたということの中でですね、そういうことも

ひとつの限定性を売るということも１つの売り方かなあと、あの１つの例で言うと、塩羊

羹、岡谷でやっている。午前中しか店を開けないと、１日１００本しか作らないと、それ

に殺到すると、そういったことで１年中、羊羹作って始めた人よりもガッとそれが盛り上

がって知名度を上げてくるとこういう手法も手法としてはあるわけでございます。ですか

らまあいずれの手法を取るかはそれぞれの判断になるかと思いますけれども、飯島町の場

合にはこの１年半経験した中で、もう一度今度ふんどしを締め直してその２日間に集中し

てお話すると。なおかつ交流、三鷹台との交流、やっぱしお店だとするとですねあそこで

全国の交流の窓口というわけにはいかないでしょう。ですから三鷹台の方々とどういう関

係を持つかということなんですけれども、それもやっぱし大事です。物を売ってたり興味

を持っていただくと同時に、そういう方々とどういうふうに根まわししてお付き合いがで

きてご縁を結んで飯島町へ来ていただくかと、こういうことをやらなきゃいけない。ちょ

うどあそこはですねあの日本獣医生命大学校がある場所でございまして、飯島町には大変

お世話になっております教授、名誉教授の方々はおりましてですね、その地域の中で根付

いて企業経営者等々、次世代に向けての戦略等を、ちょうど飯島町営業部みたいなことを

やっておられるそうでございます。そういったところへですねやっぱし出向いて、まあや

っぱしこれは町長トップセールスいきたいと思いますけれども、そういった関係でご縁を

つなぎながら、片方の飯島町を売っていく交流をするということをやっていきたいなとい

うふうに思っております。 

折山議員    ちょっと私が聞いたのは、縮小するっていうのは町長の施政方針とは離れているんでは

ないですかということと、先程から町長は言っていらっしゃいますよね。とにかく儲かる

飯島町やるために打って出るんだと、打って出るせっかくの拠点を前町長が新しい風とし

て吹かせたんですから、新町長がそれを止めてどうするんですか。是非、勢いを増さして

くださいよ。是非拠点として大事に看て下さいよ。で、ご自身でやっぱりノウハウあられ

るんですから、是非現地を訪ね、交流をし、それで私知らなかったんですが職員辞めちゃ

ったんですか？ そういう情報を一切聞いておりません。ただまあ町長のおっしゃるとお

り職員が辞職したとするならば、それはあまりにこの１年間の処遇の動きを見ていれば、

自分自身を大事にしてくれた町なのかどうか、今度はその方は飯島ファンじゃない、アン

チ飯島になるんじゃないでしょうか。是非まあ人の気持ちというものを大事にした施策で

進めていただきたいと思います。 

        ちょっと議長のお許しをいただきまして、今回５つの項目を用意いたしましたが、最後

の五番目、これちょっと大きなテーマでありまして、投げかけて終わりというわけにはい

きません。時間も押してまいりましたのでここでは今回はやらないということでよろしく

お願いいたします。 

それでは次の質問項目、質問事項４、町と町民の町道除雪エリア分けは適正か、このこ

とについて伺ってまいります。質問の前に今年あの降雪が少なかったからでしょうか、二

度ほどの降雪時、今までになく除雪車が早く動いてきてくれて、ちょうどタイムリーな時
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間帯で通勤通学者、七久保駅へ通うのにずいぶんと助かったのかなということで、これは

町のお取り組みであれば大変あの良い取り組みが進んでいるというふうに思いました。ま

たつい先日なんですが、私の自治会、未加入者の若いご夫妻がいるんですが、近隣の除雪

も行いますから是非町の補助を受けて除雪機を購入したい、結構数十万円の高価なもので

す。で当自治会は役員の皆さんが、自治会外の人なんですがそれを快く引き受けて、その

代わりしっかり近隣をかいてね、ということで申請事務を町へ行っていただきました。こ

ういったことを続けていくとやはりあの未加入者と自治会、こういったものの関係構築、

より信頼関係が深まっていいのかなという思いと同時に、未加入者が自治会に頼んででも

数十万円の投資をして除雪をしなければならないほど、やはりあの地域の除雪っていうの

はそれぞれに大きな負担が掛かっているという実態も改めて思い浮かびました。つい大き

な声を出したものですから喉が渇いてすいません。 

そこで質問要旨４、町の除雪エリアに不満を持つ住民がおります。住民の合意形成が必

要ではという質問に入ってまいります。これは住民の声です。この道は町が除雪する、こ

の道は住民が除雪するというエリア分けは毎年その理由とともに住民に公表し、地元合意

の形成に努めていますか。所管課長に伺います。端的にお願いします。 

建設水道課長  除雪協力につきましては、やはり住民の皆さんの協力がないとこの飯島町の安全安心な

道路交通の確保がすることができません。除雪の範囲につきましてでございますけれども、

各耕地・自治会への周知の関係でございます。毎年除雪シーズン前の１１月に除雪協力に

つきまして、全区会・耕地・自治会へ生活道路と通学道路、消火栓回りなどの除雪協力と

用水路や竹林等の点検について、町道除雪路線を添えて文書にて依頼してございますので

よろしくお願いします。 

折山議員    はい、時間になったら中断してください。この方の言っているのはこういうことなんで

す。あの幹線道路って年々新しくできたりして変わっているでしょう。だったら果てしな

くできていくこの負担をしていたらそれはもう町も負担できない、タイムリーな除雪にな

らないじゃないか。なぜなら町内にある除雪機動力は年々増えていくわけではないんだか

らと、こういったようなことなんです。で是非増えたら減らすことも住民の皆さんに理解

をいただかなきゃならない、あの道路が変わって交通量が落ちたとしたんならあのやっぱ

りその部分は減らしていかなきゃならない、こういった思いで言ってくださっております

ので、是非エリア分けの見直しをお願いします。 

議  長    時間です。 

折山議員    申し訳ありません。ちょっと聞こえませんでしたので。 

終わります。 

 

議  長    ここで休憩といたします。再開時刻は１１時１０分といたします。休憩。 

 

          午前１０時５６分 休憩 

          午前１１時１０分 再開 

 

議  長    休憩を解き会議を再開します。一般質問を続けます。 

２番 滝本登喜子 さん 
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２番 

滝本議員    では通告に従いまして質問いたします。平成２８年度のあの施策の三本柱の内の１つ、

儲かる飯島町へのチャレンジについてです。１つ目、女性、お年寄りの知恵を生かしたブ

ランドづくり、特に食についてですけれども、要旨１－１になりますが、女性や高齢者の

加工グループが基になりまして起業独立した例があります。他に２つの加工グループがあ

りますけれども、加工施設での活動であり後継ぎも少ない現状であります。現グループの

育成と拡充、また新たなグループ育成をどう進めるか、について質問いたします。皆様の

多くがご存じだと思いますけれども、平成７年に道の駅本郷で「ふるさとの味飯島」がオ

ープンいたしました。これは平成５年に営農センターの呼びかけで特産品づくり研究会が

発足し、飯島の名産品、特産品を作ろうとお母さんたち１６名で活動が始まりました。そ

して飯島でとれる特色のある食材でいろんな材料の試作を重ねた結果、本郷に道の駅がで

きるということで、飯島は米どころであり伝統の郷土食、五平餅の店「ふるさとの味飯

島」としてお母さんたちが企業したのです。また同じころ漬物グループ「若葉の会」と

「味噌加工研究会」が結成され、現在の加工施設での活動が始まり、また平成１４年ころ

だったと思いますけれども、七久保道の駅「花の里いいじま」の開設に伴い、ジャム、ジ

ュース加工のグループ、そしてパン屋「ブレッドいいちゃん」これらも女性のグループが

基になり独立いたしました。ですがこれらのグループ発足以来、現加工施設利用グループ

はありません。今のグループはこれからの飯島町営業部での取り組みにどう関わることが

できるのか。現グループの独立をどう考えるか。グループ会員の減少に対してどう取り組

むか。名産品、特産品加工グループの育成をどう図るか。お考えをお聞きしたいと思いま

す。 

町  長    それでは引き続き滝本議員のご質問に答えてまいります。女性やお年寄りの知恵を生か

したブランドづくりについてということでございます。ご質問のとおり現在飯島町の農産

加工グループにつきましては、１つのグループが法人化して独立しておられます。どの加

工グループも、当初は１つの目的を持って集まり活動されてきました。しかし設立から数

十年経過し、メンバーの皆さんの高齢化が進み、飯島町の伝統的な農産加工品の味を受け

継いでほしい若い世代の方がなかなか入会されないという状況にあります。町でも加工グ

ループの育成支援を目指し、今年度、「いいじま火曜塾」と題した講演会を４回開催して

まいりました。来年度もできる限りグループ育成のための支援を行ってまいりたいと思っ

ております。加工グループの皆さんが最初１つの目的、もしかしたら趣味から始まるかも

しれません。でこういう物ができて売りたいねということの中で、独立起業、企業化した

と。起業というものは生業を起こすということですね。起業独立した例もあるということ

でございます。でそれがまああの飯島町の商店も工業も農業も跡継ぎ問題というのがどこ

でも問題かなというふうに思っていますけれども、基本的にはまずは儲かることかなと。

利益が出ることがひとつの励みになるということ、ましてやこれは企業ですから利益が出

なければならないということ。先程もあの久保島議員の時にも申し上げましたけれども、

やはりモノづくりは誰でもできるんだと、それを売るということが非常に難しいというこ

とでございます。どこでもそうです。それで飯島町営業部の出番になるんですけれども、

そういったものづくりをされて企業化されて商品を作ったという方については、やっぱし

売る場面も提供していきたいなと、そういったところでお力添えができたらいいかなとい
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うふうに思っております。 

滝本議員    はいあのご理解をいただいているところではありますけれども、現あるグループの独立

ということに対しまして、それを独立の支援するということが最短の道では今ないかと考

えておりますが、そこら辺の取り組みはいかがでしょうか。 

町  長    支援はあの各いろいろの加工施設等がございますので、そこら辺が利用できるようにし

ていきたいなというふうに思っております。で、出来た製品の販売に協力したりですね、

宣伝を打つというようなことは今までも行政の産業育成の中でやっておることと思ってお

ります。引き続きご支援していきたいというふうに思っております。 

滝本議員    では２番目の質問にまいります。あの関連になるかと思いますけれども、今ある農産加

工施設の有効活用についてお考えをお聞きしたいと思います。現施設の設備の補充改修な

どで対応し、また新しいメニューも開発し、需要を見込んだ上で新施設の加工施設をつく

るということはどうか、ということでございます。今度出来ます田切の里にも加工施設が

できるということですけれども、今ある現施設を補充加工ということでお伺いいたします。

であの現施設での２つのグループの利用状況でございますけれども、過去３年間の平均で

１３０日の稼働日となっています。漬物の生産量は年平均で５１０キロですが、会員の入

れ替わりや自家野菜の栽培の減少で年々減少してきておると聞いております。味噌加工で

は年間自宅分４００キロと合わせて１，９００キロ、「まめずらあ」というあの豆を加工

した商品ですけれども、これは年間１５０キロから２００キロということでございます。

またあの施設の保健所の許可についてですけれども、漬物と味噌と菓子製造はとってあり

ますけれども、これから生産増を図るためには機械や保管の設備は十分でありませんので、

漬物については本仕上げ前の材料を絞る機械、また流し台など。味噌については保管場所

のエアコンなど冷蔵設備の取り付け、改修、あるいは冷蔵コンテナの導入など、また免許

に関してですけれども他の免許、お惣菜とかお弁当などが取れるような機械や調理道具の

補充、調理室の改修を求めたいと思います。これらの施設が整えられれば生産量を増やす

ことができ、販路の拡大につながれば新施設の建設も見えてくると思っておりますがいか

がでしょうか。 

町  長    現在、役場西庁舎の農産加工室では、２つの加工グループが許可を取って年間を通じて

商品づくりを行っておられます。今後新たな加工グループ等が利用したいというご希望が

あれば、新たな施設整備が必要となることが考えられます。新たな施設を建設する前に西

庁舎の農産加工室の改修等が可能か、また道の駅「花の里いいじま」及び道の駅「田切の

里」にも農産加工施設がございますので、造られる予定でございますので、それぞれの施

設経営者と協議しながら加工施設の有効活用を検討してまいりたいと思っております。町

がこういうことでお手伝いできるのは、ある程度最初立ち上げて商品ができるところでし

ょうね。でそれが今度拡販拡大となっていく時には、やはりそれぞれの企業化をしている

わけでございますから、企業努力というものがそこに出てこなければならないなというふ

うに思っております。そういった部分まで町がやっていますと町が経営しているような感

じになってしまいますので、町としてはそういった方々にできるだけ多く参加していただ

けように、その施設もこのグループだけ占用ではなくて、多くの方が使えるような加工施

設にしていきたいというふうに思っております。いずれにしても今ある加工施設を有効利

用することをまずは考えていきたいと思っております。 
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滝本議員    はい、それらの施設の有効活用をお願いしたいと思いますが、あの先程の話にもありま

したように、農産加工の学習会ということで火曜学校が開かれましたね講演会が。それは

また継続されていくということですけども、それに関して具体的な実践的な方法のやり方

っていうのもまたグループの方に勉強の機会を与えていただければありがたいと思います。

次の質問に入ります。 

        食のブランドづくり、名産品の開発をどのように進めるかということでございますが、

ダブる点もあるかと思いますけれども、現加工グループでの対応は会員も少ない中、難し

いと思われますが、どうお考えになりますか。 

町  長    食のブランドづくり、名産品の開発をどのように進めるかというご趣旨でよろしいんで

しょうか。 

滝本議員    はい。 

町  長    お答えします。ブランドづくりとよく言われますけれども、１つのものをブランド化す

ることは大変なことだと身をもって感じております。ブランド化の第一歩はまず売り出す

物を作らなければならないと。町で言えば特産品開発それも１つだと思います。まず物づ

くりから。物づくりの次はどうしても「売り出す」ことだと思います。そこではやっぱし

ネーミングも必要になってくると思います。販売経路も必要になってくると思います。販

売方法こういったものがミックスして戦略が立てられるというふうに思っております。せ

っかく作ったものが売れなければ、自分だけブランドだと思っていても世間の人が認めな

いわけですから、ブランドにはなり得ないと思っています。この売り出すことが大変であ

り、最も重要なことになりますので、このことが行政の中でやっていては限界があります

ので、飯島町営業部がその売り出す役割を町民の皆様と戦略を一緒に立ててその役割にな

っていきたいというふうに考えております。町では特産品開発に補助をする制度がありま

すので、これも是非ご活用いただきたいと思っております。 

滝本議員    では次の要旨にあります２番ですが、観光振興と都市の交流を結び付ける具体策はとい

うことでございますが、１つ目として、今ある古民家を改修して民泊、ゲストハウス、農

家レストランなどとして、都市と農村の交流を図るという考えはございますか。先程もお

話にありましたキャッチフレーズ、ふたつのアルプスが見える飯島町ということですけれ

ども、自然、風景をバックに古民家などを改修し、そこで農業体験などを行うということ

は可能でしょうか。まず売り出す拠点を設ける必要があると考えております。お尋ねいた

します。 

町  長    町も都市との交流により流入人口を増やすことを考えています。その手法にはいろいろ

あると思いますけれども、議員から提案いただいた手法もその重要な１つではないかと考

えています。実例としましては田切地区でＩターンして来ていただいた方が建物を取得し

て蕎麦店を開業したり、取得した蔵を活用して喫茶店を開店させたり、といった実例もす

でにございます。行政が直接古民家を改修して民宿、ゲストハウス、農家レストランなど

を経営することは、直接経営することは難しいと考えておりますけれども、町としまして

もリフォーム補助金も含めて定住促進関係の支援を設けておりますので、このような制度

を活用していただき、民間主動で取り組んでいただければと思っております。なお平成２

８年度から都市との交流事業の１つとして、三鷹市の「信州いいじまマルシェ」を基点に

都市住民の皆様に来町していただくように交流事業を新たに取り組んでおります。そうい
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った方々にも農家レストラン、民宿等が今後観光をしていく上で非常に重要になってくる

と思います。大手のホテル、旅館が来ればそういった問題は叶いますけれども、やはりこ

の地に根付いた方々が、古民家で民宿あるいは農家レストランということを開店する情緒

というものが大変この景色には合っているのかなあというふうに思います。それにつきま

しても空き民家の問題もありますけれども、そういった方々が積極的に事業を展開できる

ように改修等の補助をしていきたいと思っております。 

滝本議員    またですけれども、２月に行われた大縁会では、飯島の良いところは自然、山が美しい、

水が美味しい、星がきれい、農産物が美味しい、ゴミ出しシステムが良い、季節のイベン

ト特に町中の神社で花火が上がる、などの話が出ました。これらを生かす方法を是非打ち

出すことを求めたいと思います。またイベントと重なると思いますけれども、農業体験プ

ログラムの作成とか、四季を通じての各種のイベント、それらをどうにかして町の方でも

計画を立てていただければと思っておりますがいかがでしょうか。 

町  長    ただいま滝本議員が挙げられました飯島町の特性、これはまさしく飯島町の売りになる

商品かと思っております。これらを中心に観光のメニューとして活かしていけるかと思い

ます。１泊コース、２泊コース、３泊コース、そういったようなものが体験を含めた中で

観光資源として活かされるのではないかと思っています。飯島町は何もないと、しかし何

もないけれども、そういった田舎暮らしのいろいろな暮らし方が体験できる面白いものが

ある、これは都会の方々には受け入れられるものかなというふうに思っております。そう

いったものが年間いろいろな形で出てきて、四季折々に活かされた観光、しいてはまちづ

くりができればいいなと思っています。しかしまちづくりの原点は観光客のために町があ

るわけじゃなくて、移住者のために町があるわけじゃなくて、今住んでいる人たちが楽し

いということが根底になければこれは成功しないと思っております。ですから今いろいろ

の、私はこんなことできるよ、こんなこともできるよ、そういう方々が素材を持ち寄って、

まちづくりの全体の１つの歯車、素材となって、これがパズルのように組み合わされるこ

とが大事かなというふうに思っております。 

滝本議員    是非これのイベントなど、今まであるイベントなども精査しながら実行していってもら

いたいと思います。２番目の２つ目でございますが、アグリネーチャー、紅葉園の運営・

活用をどう考えるかということでございます。上ノ原地籍にありますアグリネーチャーは

現在、橘学園と関わっておりますけれども、町や営農センターなどと連携をとり、よりよ

い運営と有効活用を図ることを求めます。まあ最初ここで建設が始まりました当時は、町

や営農センターも関わってきたと思いますけれども、あのちょっと年度はわかりませんけ

れども、途中から橘学園の運営に代わったと聞いております。あの年間を通してっていう

お客様の受け入れ体制っていうのは、まあ夏は橘学園の学生が主に来ておりますけれども、

やはり冬となりますと、あれだけ高い高地ですので雪の影響もあり、あまり活用はされて

いないということで、これらをどういうふうに考えるかということでお聞きいたします。

あのアグリネーチャーはまた農地も広くあり、馬の厩舎もあり、また御嶽山に通じる里山

ですけれども、西の中央アルプスに抱かれて目の前は南アルプスや町内を一望できる素晴

らしい場所でございます。町長のおっしゃる世界一のステージの要素は十分に備えている

と思っておりますので、町民の里山としてこの付近一帯を整備してはいかがかと思います。 

町  長    アグリネーチャー、紅葉園の運営活用をどう考えるかというご質問でございます。アグ
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リネーチャーいいじまは農業体験交流施設として施設整備し、有限会社アグリネーチャー

いいじまが経営しております。町は直接経営に関わっておりませんが、都市農村交流を進

める中でご協力いただきたい施設の１つと考えております。単なる宿泊施設ではなくて、

飯島町の自然を生かした農村ならではのいろいろな体験ができ、地元の安心安全で新鮮な

農産物を使った食事がいただける施設として、都市住民を迎えられるような運営をしてい

ただければと願っております。可能な範囲で私どもも支援してまいりたいと考えておりま

す。また千人塚の紅葉園につきましては現在施設利用者の応募を行っておるところでござ

います。いくつかの問い合わせをいただいておりますが、いろいろな提案が今のところご

ざいます。千人塚公園は町の重要な観光地のひとつと思っておりますので、周辺環境とマ

ッチした企画を提案いただいた方と交渉して進めてまいりたいと思っております。宿泊施

設というのが、観光事業を進める上で一番のボトルネックになっております。今でも４～

５０人の団体さんが来られますと１カ所の宿泊施設で収容しきれないということでござい

ますので、町内の宿泊施設いくつかに分かれてしまうと。下手をすると中川の望岳荘さん

にもお手伝いしていただけなければ全員が収容できないというようなことでございます。

そういった場合にはですねやはり観光のこれからのネックになってくると思いますけれど

も、まああの人が入ることによって、そういったもののビジネスチャンスを捉える方々が

自然に出てくるかなというふうに捉えております。大きな資本はある程度の人数が入り込

まないと設備投資のチャンスにはならないかと思いますけれども、しかし農家民泊という

形の中で住民の方々がそういうご協力等願えるならば、まずはそういったところも有効活

用できるのではというふうに思っております。いま行政というよりもその日本の政治の中

でそういった民泊についての規制が非常にやわらくなってきて、お店を開きやすい状況に

なってきておりますので、そこら辺も研究しながら多くの方々に民泊・民宿、農家レスト

ランのような体制に協力してくれる方を求めて支援してまいりたいというふうに思ってお

ります。で、あそこら辺のアグリネーチャー一帯、非常にいい素材がありまして景色もよ

ろしいですし、場所もあります。まあお花畑構想の一環でもそこには挙がってきておりま

すけれども、そういった形の中でその千人塚もそうです。そういったいろいろのお話があ

ります。今後トータルの観光、循環できる滞在型の観光というものを目指してそういった

素材を十分生かしてまいりいたいと思っております。 

滝本議員    では次の質問に入ります。先程の久保島議員の質問と重複した部分もあると思いますけ

れども、飯島町の駅前に飯島町営業部を設けるということでございましたけれども、「ま

ちの駅いいちゃん」との関係は先程のことで理解はできましたけれども、今あるその「ま

ちの駅いいちゃん」の中に協力隊員が１名入るということですがね、あのそれについてあ

のそこで活動していく上で、今あるその「まちの駅いいちゃん」では狭いと思いますし、

今現在利用している方々、子どもたちとか、また会議などに利用している団体があると思

いますが、そういう方たちに対しての対策ということはどうお考えでしょうか。そしてま

た、トイレ休憩のためにですねあの大型バスのなどがたまに来ることがあります。駅前の

トイレとかご利用のためですけれども、そういう人たちになんとか飯島町のＰＲというこ

とで、あそこら辺一帯をお土産品を売るテント村などの設置などということを考えてはい

かがでしょうかと思いますが、どうお考えでしょうか。 

町  長    「まちの駅いいちゃん」が昨年オープンしまして、あの多くの方々が利用されているか
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と思います。昨日も地元のお酒の試飲会等やられて、そういう人寄りのできる機会を提供

できる場所になっておると思います。普段では中学生が来てあそこで宿題をしたり、学年

の違う者同士の交流も進んでいるんで、まあ大きな地域のひとつのコミュニティーの場所

を形成しているかなというふうに思っております。そこであの今回あそこで協力隊の方々

にお手伝い願うんですけども、非常に面白い考え方をお持ちの方でした、私があの面接し

た上でね。マクロビオティック関係に趣味があったりですね、カフェ等も後には開きたい

ということでございまして、将来に希望を持ってその任に当られるんですけれども、そう

いったこともその中で生かせればいいなというふうに思っております。あのしかしそれを

体制をガチッと掲げてここでおやりくださいってもう最初からそこへ初期投資するわけに

もいきません。まあそういった方々があそこに滞在してくれることによって飯島町の方々

も刺激を受けながら、ああそういうことがあるのねと手法とか知識も得られるかと思いま

す。そういったことで町全体がレベルアップしていっていただければいいかなというふう

に思っております。それでバスでお立ち寄りでまあトイレ、残念ながらトイレだけじゃ悲

しいんですけれども、寄られる方がおられるということはやっぱしチャンスでございます。

ビジネスチャンスと捉えた中で、まずあそこの「いいちゃん」のところでも販売する物も

充実してあの棚を埋めていただければいいかなと思っております。まずは今の施設を有効

活用し、それが足りなくなって弾けて大きくなるということは非常にありがたいことかと

思っております。それを期待しております。 

滝本議員    はい、時間も押してまいりましたので次の質問に移ります。３つ目でございますが、風

通しのいい行政へのチャレンジということで、子育て支援と地域福祉についてでございま

す。１つ目、子育て支援事業にある子育て勉強会を祖父母や地域の人々を対象にして開催

する講座など、また交流を図りながらお互いの子育てを学び合う座談会などの機会を設け

てはどうかということでございますが、教育長にお伺いいたします。 

教育長     子育て勉強会につきましては、本年度初めて取り組みを始めたところでありますけれど

も、２回実施いたしました。８０名を超えるあの多くの皆さんに参加していただきました。

この結果を受けてですね来年度はさらにあの回数を増やして実施してまいりたいというふ

うに思っております。またあの参加者の拡大ということについてでありますけれども、あ

の参加いただいた方のアンケート調査をいたしましたが、その結果やっぱり地域や企業の

皆さんとのこの連携が必要ではないかなというご意見もいただいておりますので、地域全

体で子育てを応援するといいますか、まあそういう意識を高めるために祖父母に限らずで

すね、多くの方々に参加を呼びかけたいというふうに思っております。ただあの一方にお

きましてはこういう時代の流れでしょうかね、あのかつてはですねやはりあの地域みんな

で仕組みを作る以前にですね、子育てを応援するこう気風といいますか、そういう風土が

あって、それがいつの間にか失われていってしまったという非常に残念に思うところであ

ります。あの子育て中の親をですね、あるいはその家庭を孤立させないという意識のもと

ですね、そんな育て方をしていちゃあだめだよとかね、いうようなことがこう気軽に言え

た気風がありましたし、まあ私が小さいころといいますか私の近所におっかない方がおら

れてですね、その家の前を通るときにはやはり緊張した思いがあります。またですね、気

軽にですね子育ての用品といいますかそういう用品を交換し合うといいますか、まあそう

いうことの仕組みを作る以前にですね、そういうこう気風といいますか風土があったのが
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いつの間にか失われてしまって、このような学習会をしましょうというのは非常に残念に

思っておるところであります。あの町長の子育てパラダイスというのはですね、やはり仕

組みや制度をつくるのではなくて、もっともっとですねお互いが自分のこと、自分の子で

はないんだけれどもやっぱり地域の子どもであると、それをみんなで育てるというそうい

う意識が盛り上がることが、一方において子育てパラダイスであり、いろんな人を呼び込

むこう基になるのではないかなというふうに、ちょっと議員の質問の答弁を考えながらち

ょっと思ったところでありますので、そんな風土を来年以降もですね作り上げていきたい

というふうに考えております。 

滝本議員    それでは次の質問にまいります。発達支援センターの設置状況はということでございま

すが、飯島町健やか親子２１の計画に、発達支援センターの設置を進めるとありましたが、

どうなっているのでしょうか。お聞きいたします。 

町  長    発達支援センターの設置状況はというご質問でございます。発達支援センター構想につ

きましては、平成１７年４月１日施行の発達障がい者支援法第５条、発達障がいの早期発

見等に市町村の役割として、母子保健法及び学校保健安全法に基づく健診・相談等により

早期発見に十分留意すること。適切な支援を行うこと。早期に医療・療育を受けることが

できるよう助言や紹介をすること。必要な保育を行う。等が挙げられております。よって

その考え方に基づいて発達支援センターを設置してきております。なお詳細につきまして

は教育長から申し上げますのでよろしくお願いいたします。 

教育長     発達支援センターにつきましては教育委員会も関わっているところでありますので、お

答えをしたいと思います。飯島町においてもですね、母子保健等でまあ発達に特性のあり

ます、あるといいますかまあ最近の発達障がいも含めて多様な子どもがいるということで

ありまして、保護者の支援についても少しずつ取り組み始めていた時期であります。子ど

もたちが育つ中で３歳以降、保育園、学校と切れ目のない支援を総合的に行うことを目指

して、町では飯島町次世代育成支援行動計画の後期計画、平成２２年度から２６年度であ

りますけれども、その中に発達障がいの支援として発達支援センターの設置を検討し着手

することといたして現在に至っているところであります。その具体的な内容につきまして

は教育委員会関係については教育次長から、その他の関連することにつきましては健康福

祉課長から申し上げますのでお願いいたします。 

教育次長    それでは教育委員会が実施しております事業について申し上げます。平成１９年度から

保育園児ソーシャルスキルトレーニング教室「たけの子クラブ」、平成２０年からは保育

園巡回相談、また子どもカルテを県等に先駆けて検討して平成２１年度から作成してまい

りました。平成２７年度からの子ども子育て支援事業計画でも、このことに引き続き取り

組んでいくこととしております。発達支援関係につきまして毎年事業を見直しているとこ

ろでございますけれども、平成２８年につきましては各事業につきましても見直している

ところでございます。保育園の言葉の相談の拡大などを予定してございます。以上でござ

います。 

健康福祉課長  それではあの健康福祉課関係の発達支援関係の事業について説明をさせていただきます

けれども、発達支援センター構想から１０年を過ぎております。その前からでございます

けれども、乳幼児の検診、育児相談、での支援を従来からやってきておりました。それに

加えましてですね、それ以降、遊びの広場、言葉、それから心理関係、行動等の発達の専
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門家によります個別相談を実施をしてきております。それからまあ施設関係でございます

が、施設の利用ということで「つくし園」それから飯田の「ひまわり」それからいろいろ

多岐にわたっておりますので医療機関の紹介等も加えまして進めてきたところでございま

す。またあの平成２５年からは子育て支援を含めた「かるがもクラブ」という事業を立ち

上げまして実施をしてきております。それと２５年には保健センターが西庁舎に拡大をい

たしましたので、発達支援センターという看板をここに置いてございまして、それに合わ

せましてまあ健康福祉課関係から教育委員会関係のそれに携わる職員の専門研修、それか

ら相談業務の支援の関係につきまして研修を受けて内容の充実を図ってきております。い

ずれにいたしましてもですね、あの発達障がい支援の関係つきましては生涯に亘る支援が

必要になる場合が多くなってきているというふうに思われますので、引きこもり支援も含

めまして、飯島の未来ある子どもたちのためにですね、それぞれの発達・発育に応じた質

の良い保健・医療、それから教育、それから福祉の支援というまあ就労まで含めましたそ

ういう支援が必要になるかなと思いますので、適切な時期にそういう支援が受けられます

よう、発達支援センターを中心に各課担当が役割分担をしながら今後も進めてまいりたい

というふうに考えておりますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

滝本議員    はい次の質問にまいります。子どもの健康づくりの食育事業についてでございますが、

食生活改善協議会で活動しております「早寝・早起き・朝ごはん」の中の、朝ご飯を食べ

る習慣の小・中学校また青年にまで広げる対策を求めます。平成２７年度の教育委員会の

アンケートによりますと、朝ご飯を時々、またはほとんど食べない子は全体で約４３名と

なっております。これらの問題は子どもたちだけの問題ではなくて、家庭での役割も大変

大きいと思いますけれども、学校や地域での取り組みが何とかならないかと思います。飯

島町版ネオボラ＋(プラス)の中での家庭支援として具体的な対策の考えはありますか。 

教育長     食育に関わることでありますけれども、あの今お話にありましてように、生活まあ朝ご

飯といいますか朝食を摂るということに限らずですね、子どもたちの生活習慣の確立運動

のひとつとして、保育園児それから小・中学生に対してですね、これまで生活実態に関わ

るアンケート調査を毎年実施してまいりましたし、その結果を家庭の方にも通知をして内

容を知らせております。学校の取り組みということでありますが、中学校ではあの学校保

健委員会を活用して、自らの生活をですね家族とともに生活習慣を見直すというそういう

学習に取り組んでおります。来年度の新小学１年生に対してでありますけれども、「早

寝・早起き・朝ごはん」の啓発用の鉛筆とそれから文科省からのパンフレットを贈る予定

であります。まあ１年生、低学年のころから「早寝・早起き・朝ごはん」を心掛けていた

だくと、意識をこう喚起するということはあの引き続いて取り組んでまいりたいというふ

うに思っております。青年に向けてというご提案でありますけれども、青年になりますと

なかなかそれぞれのライフスタイルが形成れている時期でありますので、いろんな意味で、

いろんな場面で啓発、あるいはあの生活習慣の見直しを図るよう努めてまいりたいと思っ

ておりますが、まあこれはあの教育委員会のみだけに関わらず、やはり地域の皆さんとそ

れからあのそれぞれの皆さんで団体で共にですね一緒に取り組んでいっていただくという

ことが一番ではないかなというふうに考えております。まあいずれにしましても大事な事

項でありますので、教育委員会としましても生活習慣の好ましい生活習慣の確立運動につ

きましてはこれからも続けていくところであります。 
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滝本議員    はい、あのアンケートの結果を踏まえて、これからの具体的な対策ということについて

是非お考えいただきたいと思います。以上で質問を終わりとします。 

 

議  長    ここで昼食のため休憩とします。再開時刻は午後１時３０分とします。休憩。 

 

          午後１１時５９分 休憩 

          午後 １時３０分 再開 

 

議  長    休憩を解き会議を再開いたします。休憩前に引き続き一般質問を行います。 

１番 本多 昇 君 

１番 

本多議員    それでは通告に従いまして、１、発電施設設置手続きに関する規則について、２、平成

２８年度予算について、３、柏木運動場周辺の整備構想について、４、空き家等の対策に

ついて、以上４件の質問をいたします。１番目の質問です。発電施設設置手続きに関する

規則について、この規則は飯島町において自然エネルギー基本条例の規定に基づき自然エ

ネルギーを活用し、発電施設及び施設建設に伴う送電等の付帯設備の布設等を行う事業者

が順守すべき事項や実施すべき手続きを明らかにするとともに、住民の意思が適切に反映

されることを目的に、平成２６年２月１４日に制定されました。以降、町内において本規

則に基づく主に太陽光発電事業が複数開業され施設が建設されました。この質問について

課題、実例等を具体的に発言する時間がありませんので、私の検証結果を資料として提出

しましたので参考にしていただきたいと思います。 

        １－１の規制制定に関わる事後の検証を行ったか、の質問です。施行後２７年１１月１

３日規則の一部改正がありました。事業等の着手にかかる許可です。第７条を追加しまし

た。それは１項は、町は事業者から提出された計画書及び同意書の内容を審査し、その事

業の実施に問題がないと判断した場合、発電施設等の設置許可書を事業者に対して交付す

る。２項、事業者は許可書を受理後、事業を着手するものとする。当初より重要で必要だ

った規則です。２５年１２月２７日、発電施設に関するガイドラインの施行から２６年２

月１４日の地域自然エネルギー基本条例と設置手続きに関する規則は制定施行まで１カ月

半のスピードでした。規則に対する想定外の不備は仕方がなかったかと思います。しかし

１年と９カ月も経っての追加です。これは規則制定に関わる事後の検証が行われていなか

ったと考えます。行っているとすれば制定後どのような検証をしたのか町長にお伺いしま

す。 

町  長    それでは午後の１番バッターということで本多議員の一般質問にお答えしてまいります。

飯島町自然エネルギー活用発電施設設置手続きに関する規則がありますが、これは平成２

６年２月１４日より施行しております。また届出制から許可制に規則を改正し、平成２７

年１１月１３日から施行しております。この規則は飯島町地域自然エネルギー基本条例の

規定に基づき、建設等を行う事業者が順守すべき事項や実施すべき手続きを明らかにする

とともに、住民の意思が適切に反映されることを目的としたものでございます。発電施設

の容量が１０キロワット以上の新設、増設、または大規模な改修を行う場合の太陽光発電

施設、水力発電施設等の施設を対象としております。また景観等に著しい影響を及ぼす恐
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れがある地域として、建設を行わないよう協力を求める区域を抑止区域として定めており

ます。具体的な内容につきましては担当課長よりお答えいたします。本多議員もいろいろ

精査していただきました。また役場側からの具体的な内容をご説明申し上げます。よろし

くお願いします。 

住民税務課長  それでは若干手続きについてご説明を申し上げます。あの手続きといたしましては発電

施設設置計画書の届出、それから太陽光発電施設の場合には建設する場所から１００メー

トル以内を含む区・耕地・自治会の住民に対しての事業説明、それからその説明に対して

地元の同意、それから提出されました計画書、同意書の内容を審査して施設の設置許可書

を交付して事業着手になります。今議員言われたとおりでございます。また規則には建設

にあたっての基準として土地利用の基準、それから環境基準を定めてございます。建設後

将来に亘って善良な管理を約束をしていただくために、飯島町さわやか環境保全条例に基

づく環境保全協定を締結をいたします。さらに発電施設廃止後の適正な処理を規程をして

ございます。条例・規則の制定後から事業者からの問合わせが増加しております。その中

でも手続きの仕方が複雑で分かりにくいといった意見もあり、町のホームページで条例・

規則及び手続きのフローチャート等を掲載をして、それぞれにご案内をしてまいりました。

しかしながら事業者の皆様が条例・規則を十分理解をしているのかと言われれば、まだ理

解が十分であるとは言えないというふうに認識もしてございます。手続きに不備のある業

者も若干見られます。まあこの規則は施設の設置を規制をしたものではございませんので、

自然エネルギーを活用した発電施設を推進するためのまあ手続きを規定したものでござい

ます。規則の性格から検証しますと、規則の内容そのものは概ね良いというふうに判断を

しておりますが、ただし先ほど議員から指摘されたとおり、規則の周知等についてはまだ

課題があるのかなとそんなふうに感じているところでございます。以上でございます。 

本多議員    あまりまあ検証していなかったように捉えましたけれども、次の１－２の質問です。規

則設置に関する課題はないか、の質問です。私は大きく３つの課題があると考えています。

１つに、事業者及び住民の規則の認知度です。ほとんどの住民、事業者がその内容を理解

していないのが現実です。それにより規則に則らない自然エネルギー利用が横行するなど、

設備の乱立とそれに起因するトラブルが発生します。２つ、第６条、事業説明会及び同意

の説明不足です。地域住民に対する説明内容が不足し事業説明会の用をなしていません。

災害などの被害が発生した場合に責任区分が不明確になるなど、公共設備や近隣住民財産

の損傷と補償などのトラブルが発生します。３として、発電設備の基礎強度の問題です。

外観判断によりますが堅牢な基礎を施工していないと思われる自立型太陽光発電設備があ

ります。台風、大雨などにより発電パネルの飛散、雨水氾濫などで周辺設備に被害を与え

ます。私が考えた課題は３つですが、規則設置に関する課題はないか町長にお伺いします。 

住民税務課長  今３点ほど大きなご指摘をいただきました。あの私ども確かに、特に規則の認知度等に

つきましてはおっしゃられるとおりだなというふうな理解もして、できるだけＰＲもして

おるところでございますが、なかなか十分ではないというふうにご指摘をされたとおりで

あるとも思います。あの特に事業者の皆さんが手続きをしていただく中で、あるいは規則

の内容を確かに十分に理解をされていない面があり、事前着手をされた事例もございまし

た。また地元同意をその取り付ける過程におきましても、紛争とまではいきませんけれど

も、揉め事が起きた事例もございました。最終的には同意を取り付けていただいて事業着
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手をしております。まあしかしながら地元同意の場面で揉め事が起きた場合、円滑に解決

する仕組み等が必要であるということも認識をしてございます。平成２７年度における太

陽光発電施設の申請件数につきましては２６件でございます。このうち規則に基づく手続

きが完了し事業着手しているものが２５件、この２５件のうち設置が完了をいたしまして

稼働をしている施設が１２件ございます。あとの１件は地元同意の調整中でございます。

設置に関してでございますが、現在、町に発電施設等の設置計画書を提出していただいて

時点で、設備の設置に関しての資料も同時に提出をしていただいております。その内容の

確認方法としましては、まず１点目に、経済産業省のガイドラインあるいは一般社団法人

太陽光発電協会の１０キロワット以上の一般用電気工作物太陽光発電システムの基礎、架

台の設計施工のチェックリストと留意点というそういう資料がございます。それと照合さ

せていただきながら、適正であるかそうでないかという判断を今させていただいて、それ

で良しということになれば許可ということにしてございます。ただし設置後の管理面にお

きましては、町外の事業者が設置した施設で草刈りの苦情が３件ございました。それから

パネルの角度についての苦情が１件ございました。これらにつきましては設置事業者に連

絡をし対応をさせていただいております。まあ課題を整理させていただきますと、先ほど

議員からご指摘された部分もそうだというふうに思います。特に地元同意を取り付けると

その手続き上での円滑な説明、十分な住民の皆さんの理解、そういう部分をやはりもう少

し強化していく必要があるかなとそんなふうにも考えておるところでございます。またあ

の一部につきまして、設置の規制についての声もあるということも事実でございます。以

上でございます。 

本多議員    はいわかりました。それでですね１－３なんですけれども、課題の対策及び規則の修

正・追加の提案なんですけれど、私が考えた対策案ではですね、１の問題については、事

業者及び住民の規則の認知度については規則の広報掲載、ホームページアップ、説明会開

催といった手法では一般の住民の認知度向上は期待できません。一般住民は規則を知らな

いという前提で規則の順守のため対策を打つ必要があると思います。１つとして、一般住

民向けのＰＲは、太陽光発電を事業開始する方は飯島町が制定した規則に従う、このこと

に限定して繰り返し行うことで規則の存在を認知させる。２つ目、事業主として町へ相談

に来た時点で詳細に説明を行い規則を順守させる。３として、区会議員、自治会長、耕地

総代など特定の者に対しては詳細の説明会を開催し規則を認知させる。 

２つ目の問題としまして、第６条事業説明及び同意の説明不足については、規則に基づ

き十分な事業説明をすることを必須とする項目を示し、事前に事業者に説明する。１つと

して、事業説明会で出された意見だけでなく説明した内容を議事録として作成し提出させ

る、６条の２項の修正です。２として、事業説明会の最低必須説明項目を書式化する、詳

細にですね。３として、発電施設等の設置計画同意書様式第３号に添付する確認書を詳細

に書式化すると。 

３として、発電設備の基礎強度については法規制から逃れている場合、災害に認定され

ない程度の強風でパネルが飛散するような手抜き工事が横行するため、専門知識を持つ有

識者を通じ、特に風圧に対する基礎と本体強度の条件を規則へ追加、もしくは別段に設定

する必要があると思います。これは規則の追加です。 

以上対策案を提出させていただきましたが、町長の考えをお聞きします。 
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住民税務課長  今大きく３点ほどご指摘をいただきました。あの私共もこの規則を制定して以後、この

規則の周知の内容あるいは十分な理解をしていただいて地域の皆さんとトラブルがないよ

うな、そんな施設ができることを望んで取り組んできております。今、議員３点ほど指摘

されておりますその内容については私共も十分検討させていただき、できるだけ地域の皆

さんとのトラブルがなく将来に亘って善良な管理ができるような、そんな内容の規則を目

指して検討してまいりたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。 

町  長    ただいまあの本多議員さんからはいろいろの状況を調べていただいて、その中から課題

を持たれて、そしてそれだけじゃなくて対策案まで導いて、今回このリポートを提出され

たということで、そのご苦労に敬意と感謝を申し上げます。まああの今こういう地域のエ

ネルギーを地産地消という形でブームになって、こういう建設が盛んなんですけれども、

やはりそういう状況になってきて、やっぱしルールが必要だろうなと、これをしっかりし

なきゃいけないなと、いろいろの問題が危惧される場面が出てきておると思います。そこ

ら辺はあの本多議員さんと同感でございます。今後それがうまくみんなの認識として理解

されて、このエネルギーがうまく活用できたらいいなと思っておりますので、また今後と

もいろいろとご指導の程お願いしたいというふうに思います。 

本多議員    はい、恵み豊かな自然を有する飯島町、素晴らしい自然景観を失うことなく事業主と地

域住民が安心して自然エネルギーの活用ができるよう、町は対策をとっていただきたいと

思います。次の質問に入ります。２番目の質問です。平成２８年度予算について、午前中

の久保島、折山両議員の２８年度予算に関する質問で、私も町長にお尋ねしたかったこと

の一部を聞くことができました。本日まあ４番目で大変よかったと思っております。私は

長期的視点で物事を見た場合、地域おこし協力隊員が１０人となる、人数は適正か、活用

に問題はないかを質問します。地域おこし協力隊に来年度から８名が加わります。予算書

によると飯島町営業部に１名、新鉄砲ユリ産地の再興に３名、道の駅田切の里の施設の管

理に３名、元気なまちづくり推進事業に１名が配属されます。すでに２名は出会い婚活推

進事業、新エネルギー普及事業にそれぞれ配属され実績を上げています。１０名の協力隊

になります。地域おこし協力隊に関する予算は 40,719,000 円です。地域おこし協力隊の活

用は町の財政負担がなく良いことだとは思いますが、活動期間は１年以上３年以下になっ

ております。１０名は町の正規職員の１割に相当する人数です。財政負担がないからとい

っても私は多過ぎると感じております。協力隊員は優秀な方々であると思いますが、公約

した新規事業をすべて地域おこし協力隊に委ねてしまうように感じられます。地域おこし

協力隊に頼り過ぎではないのか、今の職員では対応できないから、財政負担がないから活

用するのか町長にお伺いします。 

町  長    地域おこし協力隊についてのご質問でございます。人数は適正かと、活用に問題はない

かとこういうご質問ございます。平成２８年度からは現在の隊員に加え、新たな業務に隊

員を増員し、全体で１０名の地域おこし協力隊員を任用することとなります。隊員の人数

は大きく増えることとなりますが、それぞれ地域の課題に即した具体的な業務をもって採

用しており、人数においてもそれぞれの業務に対応する適正な任用と考えております。ま

た町が国の支援制度を最大限に活用し、地域の活性化や定住促進を図るという点において、

積極的で有効な取り組みと考えております。基本的にこの地域おこし協力隊員の制度とい

うのは、ありがたくて積極的に使うべしというスタンスでおります。と申しますのは、新
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たな事業に参加して新しい外からの知識を交えた中で、新しい息吹を吹かせるという部分

において、そこに興味のある外から飯島町を見ておった方々に中に入っていただくという

部分では大きなメリットがあるかなと、そこら辺に期待しておるわけでございます。です

から仕事の内容については大きく期待します。その半面やはりまあ補助があるといえども、

当初の予算額は大きくなってきます。これに見合う成果を出さなければならないというふ

うに思っております。これが負担が多くてこれ失敗じゃねえかと言われないように、この

８名の方々共々われわれも一緒にですね、この人材が生かせて将来に向かって飯島町の大

きなプラスになるような成果を残していきたいというふうに思っております。 

本多議員    新規事業が立ち上がった後、この制度がなくなったことも含め、長期的視点で物事を見

た場合に職員の適材適所の配置、あるいは職員定数の見直しも含め、地域おこし協力隊に

頼らない体制づくりも検討すべきだと思いますけれどもいかがですか。 

町  長    もちろんあの職員の資質が上がること、まちづくりに職員の力で十分できるよという体

制も確かに必要で、今後しっかりとそういった部分の育成、職員教育というものに力を入

れてまいります。ちょうど今回、飯島町営業部というものを立ち上げなら「まじいい元気

道場」というまちづくりついての方向性を一致させ、職員も住民の皆様も方向性を一致し

てこの観光を中心にした町をつくっていくという部分を相互理解しながら、外部の人たち

のエネルギー、それで元々町内におる方々の意識付け、こういったものがよく噛み合わさ

った部分でその方向性を捉えていきたいと思います。これを機会に、いま役場の職員の皆

さんが人員的にも年代が過渡期になってきておる状況も発生しております。ですからその

部分を埋めるという意味においても、いろいろの知識を吸収する中でまちづくりの方向性

というものを職員一丸となって取り組む中で、その中で人材を育成していきたいというふ

うに思っております。 

本多議員    前回のですね、人口目標１５，０００人の一般質問で、町長は目標を与えることが人間

にモチベーションを与える指導の方法だと思っているとそういうお答えがありました。地

域おこし協力隊にすべて任せておけば職員のモチベーションは上がりません。今の仕事だ

けやっていけばいいと、仕事の効率化なんて関係ないと、私は職員が思うのではないかと

思いますが、そうは町長思いませんか。 

町  長    私の１つの意気込みとして１５，０００を立てました。それは１つの私の到達したいと

ころでございます。今度それを具体的に一歩一歩階段を踏んでいかなければそこには到達

しないと思っています。今の段階ではやはり人にお助けいただいて、そういう方々のお力

を借りて、住民の皆さん、それで職員の皆さんともに一歩ずつ進んでいきたいというふう

に思っております。長期的に見て３年後、４年後にはりっぱにその部分ができるんじゃな

いか。決して職員の力を侮ったとか見下したとかそういうことではございません。大勢の

知識が集まって、内部だけの職員だけの町民だけの思い込みだけでまちづくりをしていく

よりも、ある意味、外部からのいろいろの刺激、要素の見方かあると思います。そういっ

たものを取り入れながらいくことが戦略的に腰の強いまちづくりになるかなと思ってます

ので、職員の皆さんを決してないがしろにしているわけではございません。ともに力強い

足腰を鍛えていきたいとこういう念願でございます。 

本多議員    はいよく気持ちはわかりました。新規事業を今の職員体制で実施することができれば大

変素晴らしいことだと私は思っております。次の３番目の質問です。柏木運動場周辺の整
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備構想について。この質問は飯島ＦＣと飯島町総合型スポーツクラブが２７年９月に提出

した柏木グラウンド、Ｂ＆Ｇ体育館周辺構想についての提案書により質問します。当然所

管の部署、理事者はすでに検討されていると思いますのでお尋ねします。私も２６年６月

の定住促進についての一般質問において、飯島町の知名度をアップするには施設の充実が

大事ということで、柏木運動場の面積を２倍に拡張する提案をしています。この場所は中

央アルプスと南アルプスが展望できる景観の素晴らしい場所です。他の地区から来た人た

ちもこの場所の景観に絶賛しています。 

        ３－１です。町南部防災拠点として施設の設備を質問します。柏木運動場は避難地に、

Ｂ＆Ｇ体育館は避難所に指定され、防災施設としては体育館発電施設の設置とヘリポート

の完備がされています。与田切川の氾濫で大規模な災害が発生した場合、町が分断されま

す。七久保、本郷地区の避難場所の重要な拠点となります。そのため防災拠点として機能

強化を図る必要があります。５項目が提案されています。１、大型車両の乗り入れができ

る道路用地の確保。２、ヘリポートと駐車場を分離するための用地の確保。３、体育館の

外トイレと手洗い場所の設置。４、非常時に備えて井戸の設置。５、体育館の屋根に太陽

光発電の設置。体育館の外トイレは２８年度に予算計上されました。整備計画を立てて構

想に基づく場所に設置してほしいと思います。５項目について検討結果を町長にお伺いし

ます。 

町  長    続きまして、町南部防災拠点として施設の整備をということでございます。柏木運動場

に絡んだお話なんですけれども、総合型スポーツクラブの皆様方から柏木運動場周辺の整

備に関して、本郷、七久保地域の防災拠点としての機能を備えた施設整備の大変貴重なご

提案をいただいたことは承知しております。順次整備が必要なことも私も認識しておりま

す。防災拠点施設整備の考え方については詳細を担当課長から説明申し上げますのでよろ

しくお願いいたします。 

総務課長補佐  それではあの議員のご指摘のとおり、町では現在、Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館を避難施

設として制定しております。また柏木運動場を避難地として指定しております。また駐車

場はドクターヘリのヘリポートとしても指定しております。災害時には本郷、七久保地区

の重要拠点となることが想定されます。災害時は柏木運動場周辺も大型車両の通行が当然

予想される中で、近くには幹線道路も整備されているわけでございますが、この避難所へ

のアクセス道路は車同士のすれ違いも難しい狭い道となっております。防災面からも拡幅

の必要は感じております。ヘリポートについては平成２７年１年間で３件の利用がござい

ました。現在のヘリポートは駐車場の一部に表記して設定しておりますが、今のところ大

きな問題は起こっておりません。また万が一、ヘリポートに一般の利用者が駐車してあっ

て車の移動が難しい場合においても、運動場への着陸という形をとります。本来はヘリポ

ートと駐車場の完全分離が理想でございますが、柏木運動場等の日中の利用頻度とヘリの

年間着陸実績を考えますと、今のところもう少し様子を見ていく必要があると考えられま

す。その他災害の関係でございますけど、どんな災害におきましても、まず１に水とトイ

レが非常に重要になってまいります。提案であった一帯を総合的な整備にするにあたって

は、防災面で十分な配慮が必要と認識しておりますし、その中で災害時にも対応可能な屋

外トイレの整備が優先順位が高く、他に水や電源の確保等も重要な課題と捉えられており

ます。いずれにしましても平時は日ごろから利用している方に使いやすく、また災害時に
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は避難の拠点になることを町民や利用者の皆様にご理解いただきながら、体育館、運動場

を含めた多目的なスポーツ施設として、整備に併せて使える防災拠点として順次整備して

いくことが大切と考えております。以上でございます。 

本多議員    はいわかりました。では３－２、多目的スポーツ施設として設備拡充を、の質問です。

柏木運動場周辺は飯島町の中でももっとも人々の交流が多く、２つのアルプスの絶景は他

市町村には見られない魅力的な場所にあります。毎年県内外から柏木運動場に来られる人

たちは、ほとんどの人がすばらしいロケーションの中でサッカーをしている環境に驚き、

感激され帰っていきます。このような立地条件を利用し飯島町を代表する多目的野外スポ

ーツ施設として施設の改善が計画的に必要です。９項目が提案されています。１、トイレ

の新設と手洗い場所の新設。２、ふれあい広場整備と広場西側の駐車場用地の確保。３、

グラウンド拡幅よる用地確保、多目的野外スポーツ施設の設置。４、人工芝の設置。５、

太陽光発電によるナイター照明の設置。６、グラウンド東側土捨て場を駐車場に整備。７、

プールの利用効率向上と交流施設との位置付け。８、Ｂ＆Ｇ体育館のロビーのレイアウト

変更と模様替え。９、柏木周辺の自然体験空間と交流の場としての施設空間の利用。トイ

レの新設は２８年度予算に計上されました。現在のグラウンドのサイズが中途半端なため

各種大会等に使用できません。合宿等の要望にも応えられません。グラウンドの拡張から

スタートしていただきたいと思います。９項目について検討結果を町長にお伺いします。 

町  長    今度は柏木運動場周辺を多目的スポーツ施設という捉え方です。先ほどは防災拠点とい

うことで同じ場所ですけれども今度はスポーツ施設としての視点でのご提案をいただきま

した。有意義なご提案、非常に興味深いご提案をいただいております。細部については教

育長の方からご説明させていただきます。 

教育長     所管で関わるところでありますのでお答えいたします。柏木運動場の立地条件等を生か

した多目的スポーツ交流施設の提案、道の駅などの観光面での利用を見据えたものであり

ます。実現に向けて町民にとっても町にとっても良い方法を研究し、整備計画を作成して

いきたいというふうに思っております。繰り返しになりますけれども、あの屋外トイレに

つきましては２８年度予算で計上したところであります。提案で１番目にグラウンドの拡

張という要望が、これはあの以前からも出されておりまして、それについては承知してお

ります。まあ防災減災事業を活用した形での今回につきましてはトイレ整備を優先させて

いただきました。これからはあの詳細な場所、設置等についてですね、来年度早々総合型

スポーツクラブの皆さんのご意見をお聞きしながら、運動場の利用者が快適に使用でき、

かつ災害時にも活用できるよう整備をしていきたいというふうに思っております。ただあ

の９項目の提案、あれもこれも一気にというわけにはまいりません。優先順位をですねど

こにあるのか、緊急性、必要性、それから利用度、直接にはあのクラブの皆さんの要望等

を踏まえながらですね、多面的・多角的な視点で検討し、要望について応えて行きたいと

いうふうに考えております。 

本多議員    はっきりとこれから検討していくということで理解しましたのでよろしくお願いします。

提案と要望については今答えていただきました。柏木運動場とＢ＆Ｇは町民の利用度が多

く、他の市町村からの参加も多く、今後も利用者の増加が見込まれます。景観も素晴らし

くスポーツをするには最適な場所です。お金がないことは分かっております。あらゆる補

助金を精査し、町の知名度のために提案をさらに進め町民の願いに応えていただくことを
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要望して次の質問に入ります。 

        ４番目の質問です。空き家等の対策について。空き家対策については２５年９月、２６

年６月、２７年６月、３回私は質問しております。今回で４回目です。上通り自治会でも

問題となっていた特定空き家等に該当する廃屋２軒の内、１軒が相続人の理解により本年

２月に解体作業が完了しました。もう１軒は法的手段によらなくてはまったく対応するこ

とができません。ようやく２８年度予算で特定空き家抽出現地調査ということで 1,968,000

円が計上されました。これからやっと調査する形です。質問です。空き家等の対策が進展

しない要因と今後の方針は、の質問です。空き家対策特別措置法が２７年５月２６日に全

面施行されました。法の背景には適切な管理が行われていない空き家等が、防災、衛生、

景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産

の保護、生活環境の保全、空き家等の活用のための対応が必要であるとなっております。

この法律により市町村は特定空き家等に対しては徐却・修繕・立木竹の伐採等の措置の助

言または指導・勧告・命令が可能となり、さらに要件が明確化された行政代執行の方法に

より強制執行が可能となりました。２８年度の税制改正では、相続で空き家となった土

地・建物売却時の税負担を軽減する、空き家にかかる譲渡所得の特別控除の創設が税制改

正大綱に盛られました。国も税制面から対応を考えております。２７年４月現在ですが、

長野県１４の市町村が空き家の適正管理に関する条例を制定しています。箕輪町も４月よ

り条例が制定されます。空き家等の対策が進展しない要因と今後の方針を町長にお尋ねし

ます。 

町  長    続きまして、空き家対策の問題でございます。ご質問の空き家の対策につきましてです

が、平成２５年度に国の緊急雇用事業を活用して、空き家の概数の把握を目的に実態調査

を実施いたしました。結果につきましては、空き家が１９１物件でございます。うち２１

物件が危険建物であるということを把握しております。その後の対応としまして、移住相

談としてニーズの高い空き家提供の呼びかけを行っておりますが、所有者が特定できる物

件につきましては除去、取り払いですね、や適正管理のお願いをしてきたところでありま

す。しかしながら空き家提供につきましては、見ず知らずの人に貸出はできない、また親

せきが集まる機会があるため、などといったそういうご家庭の事情で、また除去や適正管

理につきましても、相続や解体費用等の問題でできないケースが出てきております。こう

いう中で対応にまことに苦慮をしているのが実態でございます。具体的な取り組み等の内

容につきましては担当課長から説明申し上げますのでよろしくお願いいたします。 

住民税務課長  ただいま議員言われたとおり、空き家対策等の推進に関する特別措置法が制定をされて、

それが具体的に施行されております。空き家等の所有者あるいは管理者が空き家の適切な

管理について、これは第一義的な責任を有することを前提としておる法律でございます。

ただし法第４条におきましては、住民に最も身近な行政主体であり個別の空き家等の状況

を把握することが可能な立場にある市町村、この市町村が地域の実情に応じた空き家等に

関する対策の実施主体としてこの法律では位置付けられております。あの議員言われたと

おりでございます。それを受けまして町といたしましては空き家対策にかかる庁内の連絡

会議を昨年の７月の２９日に実施をして調整をしました。空き家対策計画及び協議会は飯

島町では設けないと、それから庁内で横断的な対応の強化を図ります。空き家対策特別措

置法で対応し町独自の条例・規則は設けないということを昨年確認をして、組織規則の一
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部改正を行っております。関係部署で定期的な情報共有をして対応すること等、実施体制

を整えてまいりました。また空き家等の管理についてのチラシ等を隣組回覧や全戸配布に

よりまして啓発活動も行ってまいりました。ただなかなか思うようにうまく進んでいるの

かと言われれば、まだまだというところは認識をしてございます。今後の空き家対策とい

たしましては、庁内の実施体制は整いましたので、来年度におきまして、より正確な空き

家の把握をするための実態調査を計画をしてございます。この実態調査は建築士等の専門

家に依頼をして、町内の空き家の所在の把握、特に特定空き家といわれる危険建物の状況

の詳細な把握、空き家等の所有者の意向、これらを調査をするものでございます。でこの

調査に基づきまして空き家等に関するデータベースを整備をいたして、空き家等及びその

跡地についての活用の促進に努めてまいりたいとそんなふうに考えておるところでござい

ます。 

本多議員    初めて聞いたんですけれど、いま２７年７月２９日に条例は作らないということで今初

めて聞いたんですけれど、これは作らないということを我々議員にも報告ありましたかね。 

住民税務課長  特に報告はしてございませんけれども、あの経過については既存のできた法律の中です

べて対応ができるということを、その段階で判断をさせていただきました。ですから新た

なものは作らなくて法律の中で全部対応ができるということで、そういうふうにいたしま

した。 

本多議員    そうすると空き家等の適正管理に関する条例を作らないということは、町では国の法律

でできるということになるわけですか。 

住民税務課長  はいあの法律の中で当然町の職員が立ち入り検査もできますし、あの極端なことは行政

代執行もその法律の中で町ですることもできます。ですから新たに条例を作るのではなく

て、その法律の中で対応していくと、それは十分出来得るということで判断をさせていた

だきました。 

本多議員    とにかく今遅れをとっているわけですので、できるだけ早く、早くという言い方はない

んですけれど、きちんとあの空き家等の対策をしていただきたいと思います。それを要望

して終わります。 

 

議  長    ９番 中村明美 さん 

９番 

中村議員    それでは通告に従いまして一般質問を行います。１番、人口増対策に「住んでみたい・

住んでよかった・住んでもらってよかった」となるまちづくりを。この項目の中で２件質

問いたします。①県が発表の２０１５年の年間人口増減結果によると、飯島は社会増に比

べ自然増が低いことが分かる。未来を展望する中のひとつとして若い世代が好む住宅環境

づくりが重要。重点プロジェクトに沿った中で、町内建築業界などと検討を。について具

体的に質問をいたします。本年１月３０日付長野日報に県が発表した２０１５年の年間人

口増減によると、県人口は１年で１０，７３５人減少で、これは２００２年から１４年連

続、その内自然増減では８，９２７人減と、２００４年以降減少数が最も多い結果。一方、

社会増は３７０人減で２００１年から続く転出超過の中で、減少幅が最も少ない結果にな

ったとあります。市町村別では１３２人増の軽井沢町など２町５村が人口増、社会増は５

２９人増の南佐久郡川上村など１８市町村、自然増は人口増の南箕輪村、１人増の宮田村
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など４村、また南箕輪村、川上村、東筑摩郡山形村は自然・社会とも増えております。で

は、上伊那地域の人口増減は伊那市３７８人減、駒ケ根市１６２人減、辰野町２４７人減、

箕輪町９９人減、南箕輪村５９人増、中川村６６人減、宮田村６４人減、当町はと言いま

すと５人減と想像を絶する少ない減少結果でした。社会増では飯島町６４人増と、南箕輪

村１９人増の２町村との結果でした。定住促進の効果が出たのではと感じる次第です。し

かしこの結果から見えるのは、当町は社会増減では増えているが、出生率が低いことが見

てとれます。イコール若い世代が少ないとも言えます。その要因は今定例会本会議での予

算質問でも確認いたしましたが、製造人口の減少による個人町民税の減収結果となって現

れていました。先ず町長に伺います。２０１５年の人口増減結果の内容を確認し、当町の

実態をどのように分析されたか伺います。 

町  長    それでは中村議員にお答えしてまいります。人口問題でございます。あの有線テレビで

ご覧の町民の皆様にもこの人口問題についてですね、自然増減、社会増減とこういう言葉

が使われます。あの自然増減というのはお年寄り、いやそうですねお年寄りだけじゃいけ

ませんね、あのお亡くなりになったと、自然にお亡くなりになられたマイナスのことです

ね。逆に赤ちゃんが産まれれば自然に増えたということです。この２つの要因、減る要因、

増える要因というのが死亡なのか出生なのかと、こういうのが自然の人口増減に関わる要

因でございます。一方、社会増減という言い方があるんですけれども、これはあの社会的

な要因すなわち、飯島町へ何かの都合で引っ越しされて転入されて来た場合、これが増に

なります。それから何かの都合で社会的要因で転出されたと、これが減の要因になります。

ということで自然増減が増えたか減ったかと、社会的増減が減ったか増えたかと、こうい

う今のお話でございますので、ご理解まず予備知識としていただきたいなというふうに思

います。その中で飯島町は、先ほど中村議員がおっしゃりましたように、自然増減の部分

はですね高齢化のまあ要因が多いと思うんですけれども６４人のマイナス。産まれる方よ

りも亡くなった方のほうが多かったと、マイナス６４人とこういう結果でございます。そ

れで一方、転入されてきた人が、出ていった人、その差引がプラス６４人ということは、

飯島町へ入ってきた転入された方が６４人多かったとこういうことでございます。ですか

らマイナス６４、プラス６４ということで数字的には、チャラなんてそんな下世話なこと

じゃなくて、プラマイゼロとこういうことになったわけでございます。あのマイナス５と

いうのはあの職権でというかあの職員が、これはまあ実質登録されているけれどもいない

な、ということで削除した部分ということらしいので、まあ数字的にはまあプラマイゼロ

かなというふうに思っております。こういった状況は先程言ったように、自然減、社会減、

両方とも減ということが大きな世の中の流れの中で、飯島町は社会増という結果を得るこ

とができました。この結果は「ローマは一日にして成らず」これが数年の短期的な特効薬

で増えたというふうに私は思っておりません。長年の飯島町の行政施策の努力というふう

に思っております。特に定住促進室というのは一早く、５年前になりますけれども飯島町

が設置して、飯島町に移住・定住してほしいという活動を続けてきた結果が、議員と同じ

ように、できたのかなというふうに思っております。併せて飯島町もその子育てパラダイ

スというまあキャッチフレーズを付けたいぐらいに、子育て支援というものが整ってきて

おりますので、そこら辺の評価もあってこういうまあ良い成績、今までにない良い成績、

今までにないというのは毎年だいたい１２０人ぐらいの減があったわけでございます。そ
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れが一気にゼロになったということでまあ喜んでいるわけですけれども、これが一過性に

ならないように続いていけばいいなあというふうに思っております。いずれにしても今の

この数字というのは今作ったものじゃなくて、１０年前からコツコツと積み重ねた行政の

結果であるというふうに捉えております。まだ足りなかった部分はまた次に質問してくだ

さい。ときこの辺で第１回目の返答といたします。 

中村議員    はい、長年の町の努力の結果であるという分析でありました。しかしながらあの若い世

代というかですね、あの出生率が低いというところは町として今後の対策に、あの子育て

支援対策も入れていくわけですけれども、やっぱり定住推進にあのあたってもですね、ま

あ町はＩターンとかＵターンに向けては重きを置いてきたわけですけれども、その半面こ

の地域に産まれ育った地元の若い世代に対する定住策が弱かったのではないかと私は個人

的に感じます。町の伝統を継承するためにも、地元の若者が住みたくなるような住宅地の

開発に重きを置くことも大事ではないでしょうか。そして取り組みの中ではこの地域の若

者が好む定住条件とは何なのかを精査していくこと。地元の建築業者との土地等の検討。

月々ローンも低額で組めるなど若い世代向け住宅地構想を喫緊課題として検討することを

求めます。この若い世代の定住増は言うまでもなく製造人口増、出生率アップ、ひいては

町民税増収にも影響が及びます。わが町の未来に明るい希望が持てるような人口増対策で

なければなりません。従って実施計画重点プロジェクトの充実した住環境と働く場の確保

の内容に沿った取り組みの中で、若い世代向け住宅構想を地元建築業者と今後進めていく

ことを考えますが、それについての所感を伺います。 

町  長    ご質問の中でまあ社会増は嬉しい半面、自然増があるではないかと。これをもう少しプ

ラスにすればもっと増えるとまあおっしゃるとおりでございます。まあその要因をご指摘

いただきました。人口状況を鑑み今後の飯島町の将来を展望するにあたっては、特に若者

定住と子育て支援を進めていかなければならないと思っております。ご質問にもありまし

たけれども、若い世代が住む住宅環境作りにつきまして様々なニーズが考えられますが、

現在も民間主導により個別に宅地開発が行われているところですが、町土地開発公社分譲

地の斡旋や飯島町住情報ネットワークを含めて、若者に選ばれる住宅環境作りと物件情報

の拡充に努めてまいりたいと思います。併せて役場内関係課の連携と町の重点プロジェク

トでございます定住促進プロジェクトによる内部検討と並行して、ご提案のありました町

内建築業界などとのそういう検討につきましても、建築業者はじめ建設業者、不動産業者

などを取りまとめて、お手伝いいただきまして、民間事業者の皆さんの意見交換や連携を

今後ともしっかりと図ってまいりたいというふうに思っております。 

中村議員    それでは是非あの重きを置いて迅速な対応を求めまして②の質問に移ります。町の行政

区である４つの区では少子高齢化社会にあって、未来を展望する中で数々の課題を抱えて

いる。区・耕地・地域づくり委員会の人員確保、区の財産運用、区間の壁などである。こ

れは次世代が住んでよかったとなるためにも喫緊の課題として受け止め、取り組むべきで

しょう。大変これはあの難しい課題でありまして、私も悩んだ末の、しかしながらいつか

やりたい、いつなの、、今でしょうということで勇気を出して質問をいたします。この質

問は、風通しのいい行政へのチャレンジに通じるとの観点から伺います。「飯島は一つ」

とよく聞きます。しかし益々その思いから離れていくようでなりません。どうしたらよい

のでしょうか。ずっと考えてきた課題のひとつです。言葉では多く発せられるものの、改
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善への本気度が感じない。区に任せておくしかないのだとの思いなどでしょうか。また耕

地・自治会においては特にＩターン者に耕地費等で理解されないことで耕地未加入世帯が

増えています。飯島発足６０周年の節目の年を機会に区の体制を見直すための検討を開始

すべきと考えます。午前中の町長の答弁でも未来を考えるきっかけにしたいというような

前向きなご発言もございました。「人と緑かがやくふれあいのまち」とだれもが実感でき

るものにするために、課題に真正面から向き合い、行動を起こしていくことを強く求める

次第です。この質問を行うにあたり、４区の区長さん方に実態、課題など大まかですが伺

ってきました。１つは少子高齢社会で未来を展望する中での区の課題では、耕地・自治会

から高齢者世帯増や世帯数の減少により役員を出すのに苦慮していること。役員がいない

ため公民館事業に参加できないところも出ている。現に耕地・自治会世帯数は格差を見ま

すと飯島では１５６世帯、一番多いところと１番少ないところの格差が１５６世帯、田切

は５５世帯、本郷は２７世帯、七久保は１６５世帯との格差があります。また地域づくり

委員会ではほとんどが当て職に頼るしかなく、そのため任期１年のところが多いため地域

づくり事業が進まない。また特定の人たちで行っている事業のようでもあり、地域住民へ

の浸透がしていない。これではこの趣旨である協働のまちづくりとは程遠いことになりま

す。そして区会に関しては各区の財産などの運用は高齢化が進む中で維持し続けられるか

が難しい。区が耕地と町のクッション役になっている。区会は果たして必要なのか。時代

と共に町から区・耕地への付託項目が増えているので大変になってきている。例えば太陽

光設置の判断を耕地総代に、その時の総代さんは責任の重さに困っているとの、以上が主

な課題でした。そして伺う中から各区長さん方は飯島４区が１つになって町が発展するこ

とを願っていることが非常に感じ取れました。町はこのような４区での課題、区間の隔た

りをどの程度認識しているか伺います。 

町  長    続きまして、まあ町の行政がコミュニティーの隅々までに行き渡るための組織、いわゆ

る区・耕地・地域づくり、そういった組織への時代の流れとともにこの少子高齢化とこう

いう時代もまあこの波を受けているわけなんですけれども、そこでのいろいろの問題が出

てきていると、まずはどういう認識でおるのかと、こういうことかと思います。今議員よ

り少子高齢化社会に関係しますいくつかのご質問をいただきました。はじめに区・耕地・

地域づくり委員会の人員確保につきましては、町からのお願いしている役員とまた区・耕

地・自治会などでの選出される役員、委員等を含めますと人数的に多くの方々を今まで例

年とおり選出してといただいております。こういう人口減少や仕事の多様化の中、選出に

は非常に苦労されているなあというふうに私も耕地におって思いますし、いろいろの方々

にお話を聞く中でも今そういう問題が出てきているなあということは認識しております。 

中村議員    はい、町長も認識しているということがわかりました。区をはじめ町内組織のあり方を、

今町長も言われましたが、時代に沿った仕組みに整えていくことが大事ではないかと思い

ます。町の１０年、２０年先の将来を見通し、次世代も住んでよかったとなるための責任

が私たちにはあると感じます。今後の検討事項を私なりに考えてみました。耕地・自治会

役員は世帯数の状況に対応できるよう編成する。例えば２つの耕地から１人にするなど、

公民館事業に参加したい人が耕地に関係なく参加できるようにも考えていく。必要か否か

内容の精査も必要であると思います。区の事業等、高齢化時代背景を考える上でどうある

べきかもしっかりと検討をしていただきたいと思います。例えば区独自のイベント事業は
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別として、区の負担軽減を図るよう事業会計は町１本にできないか。その理由は道路、水

路、山林を耕地・自治会の単独のものとの考えを変え、全町民の生活を支えるものと捉え

る考えからです。現に町民にとっては町民税を納めているのにその他に各耕地では地元道

路整備において道路費を収めるとか、区費内容にも理解できない、二重に払わされている

と感じているようです。都会から定住された皆さんはもとより、最近では地元で暮らして

きた人の声もあることからこのように思います。また少子高齢化であること、非農家世帯

の増加により区会議員が行っている作業が現体制で安全に自然環境を守っていけるのかが

心配になります。そして地域づくり委員会は町から各地区に、言い方はよくありませんが、

丸投げされた感がいたします。会の名称は定着しつつも活動内容は各区の溝を広げている

ように見えます。それは各区の活性化に取り組むことはよいのですが、その半面、どうし

てうちの区だけ○○なの、など他の区と自分の区を比べて判断する風潮がさらに高まって

いると感じます。 

そこで提案ですが、地域づくり委員会を各区から数名が委員となり会を運営し、その会

では町の基本構想に向けて各区民の認識度を強化、またそれぞれの課題解決に向けた知恵

の交換、知識の交換、教育、文化、環境の改善事業の共有の場としていくようにしてはと

思います。会員から各耕地・自治会へ通じ、住民へ協働のまちづくりへの情報や協力、理

解を深めていくように図る。この目的は区の壁を外し、４区それぞれの文化・芸術・歴史

を尊重し合い、わが町の財産とみんなで誇れる環境づくりを作ることで溝、壁の改善につ

ながるからと考えるわけです。そしてどの区でも千人塚音頭、飯島音頭と孤立の区でそれ

ぞれの区で踊っているわけですけれども、千人塚音頭も飯島音頭なども全飯島の中で踊り

合い、本当の意味で「いいねいいじま」となり、全町民がそろって「ふるさとの愛いいね

いいじま」までを踊り歩くイベントとなっていったらと望むものであります。私が町の未

来を展望する中で検討項目を挙げてみました。この改革は容易でないことはもとより承知

しております。しかし町が現状を把握し未来に希望を持てる協働のまちづくりのためにも

改革を考えます。その一歩として４区の区長さんと申し上げました内容も含め、課題の洗

い出し、意見交換を開始するところから今年度は進めてはと求めますが、ご見解を伺いま

す。 

町  長    町の今度は対応対策ということに及んできたかと思います。町ではなるべく委員会等の

組織について統廃合などの見直しを随時行ってきているところですが、これからも組織の

スリム化等見直しを行いながらお願いをしてまいりたいと考えております。よろしくどう

ぞお願いをしたいと思います。また区・耕地や自治会の役員選出におきましても、会議等

を通じて組織内の見直しなどの検討をお願いしてまいりたいとも思いますが、状況から選

出不可能な状況が生じた場合には、町にとりあえず相談していただければと思っておりま

す。 

次に区の財産運用についてでありますが、４つの区の財産のボリューム、運用、管理方

法もそれぞれ違うところと思われますが、現在も支援団体認可の相談を受けている案件も

あります。まずそれぞれの状況をお聞きしていく中でケースバイケース、また統一的なこ

となどを含み検討をさせていただきたいと思います。区等の事業の運営はそれぞれの団体

沿った活動を進めていただき、町といたしましては深い介入はできないところでもありま

すが、できる限り支援に努めてまいりたいと思っております。併せて転入者と地元住民の
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皆さんがより良い関係を保っていくためにも、転入時においては町、自治組織の特徴や習

慣などについて説明をするなど、更には飯島大縁会等による心が通い合う機会の提供と、

お互いが飯島町に住んでよかったと思えるような事業に努めてまいりたいと考えておりま

す。こういう時代を、こういう時代というのはあれですね、少子高齢化、それと景気が悪

いといっても気忙しいお仕事に出ていかなければならないこういう状況の中で、子育て等

する中で、耕地のコミュニティーの組織が運営されていると思います。飯島町としまして

もこういう区・耕地・自治会、こういう方々のお力添えをいただきながら、行政が本当に

うまく回っているというところも確かでございます。しかしながら半面今まで積み重ねて

きた組織というものが果たしてこれでいいのかと、まあ１０年一昔といいますけれども、

それぞれそれを、組織をつくった時代、また１０年、２０年過ぎておるわけでございます。

果たしてこれが本当に今のまちづくり、コミュニティーの活性化について、本当にどうい

う方法がいいのかということをやっぱし、まあ行政改革も必要ですけれども、町の中のそ

ういったコミュニティーの改革というのも重要かなというふうに思っております。あの各

地区でそういう声が出ているということは聞いておりますし、多分区長さん方もそういっ

たことはお耳に入っていることかと思います。まあ一気にそういうものをね、切ってしま

うということもなかなかこれも町の運営としても難しいことでございますので、皆が同意

する中でそういう新しい時代に対応した町の姿というものを時折にやっぱし考えていく必

要があるかなあというふうに思っております。またそういった区長さんや耕地総代さん方

のご意見を伺いながら、適当な、適当じゃないですね、ふさわしい対応をしていきたいと

思っております。 

中村議員    是非第一歩を踏み出していただきたいと思います。そしてあのこの４区のまあ溝という

か壁というかそういうものを町民もまあ感じて口から発せられるわけですけれども、あの

区のことは区でとかそういうふうにあの町側がこうあの一歩退くのではなくして、やはり

町が１つになるためにあのどういうことが障害になっているのかということを、あの常に

あの耳を傾けるというかあのしていくような努力をしていくことが重要であると思います。

すっきりとした町民に分かりやすい納得のいく４区の組織にすることが下平町長の言う風

通しのいい行政の中にこのことも含まれていると思います。町長の思いは町民現場までの

風通しを考えているのか、この風通しのいい行政というふうにチャレンジですよね、風通

しのいい行政へのチャレンジという中には、要するにこの町民の組織のところまですっき

りとした、血の通った組織といいますか、そうなることを町長は捉えて、風通しのいい行

政ということを思われているのかその辺をお伺いします。 

町  長    はいあの私が申し上げましております風通しのいい行政というのは、まずは行政側の風、

これがやっぱし住民に届くこと。住民からの風、これが行政に届くこと。まあこういう２

つの風を言っております。これが風が通っただけじゃだめなんで、それに伴って具体的な

まちづくりからどういうふうに進むかということが大事かと思います。それには具体的な

いろいろ観光とか農産物とかブランドづくりとか子育て支援とか、そういったいろいろな

要素があります。それもやっぱし組織があって住民に届くことかなというふうに思います。

そういった事業が思いが的確に町民に伝わって、その組織がなくなったから事業がヘタっ

てしまってはだめなんで、事業もしっかり進められるような組織をどういうふうに作るか、

簡単明瞭、簡潔な組織が一番望まれるとこでございますけれども、どうしたふうにいいの
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かというのがしっかり考えていきたいと思います。ですから今のご質問については、隅々

まで風が吹き通ることが私の思う風通しのいい行政ということに間違いはございません。 

中村議員    はいわかりました。それでは２の質問に移ります。子育て支援の充実を図る中で、内面

的（心）の向上も図れる取り組みが重要では。当町の子育て支援の充実は評価したい。今

後、全町民に支援目的の理解が深まるための取り組みが重要。地域の子育ては家庭・学

校・地域がそれぞれ楽しみながら努力をする中で、お互いに感謝の心や社会に貢献してい

るとの確信が持て、人生の希望へとつながるのではと考えます。現社会において内面的向

上が「人と緑輝くふれあいのまち」への大切な点ではないか。について具体的に質問いた

します。 

        町の子育て支援では年々充実が図られており、町の誇れる事業のひとつと言えるでしょ

う。平成２８年度の予算計上で子育て支援センター移設事業は、子育て世代の皆さんが待

ちわびていたこと、また移設場所も子育てに適した環境だと感じます。ネウボラについて、

昨年１２月の一般質問で紹介しましたが、当町は医療連携が課題かなと思っていたのです

が、次年度の飯島版ネウボラプラスが実施できることは、子どもを育む世代の思いに迅速

に対応されたと高く評価いたします。その他にもファミリーサポートセンター事業、七久

保放課後学童クラブ新設、地域未来塾、土曜塾、病時病後時保育など新事業が盛り込まれ、

更なる子育て支援環境の充実への予算が考えられています。支援の充実は未来の飯島町、

日本の国、ひいては世界の平和を築く人材を育てる上でとても大切な事業と考えます。今

後も子どもの成長にとって必要か否かをしっかりと判断し、支援事業の向上を図っていく

ことが必要でありましょう。そして支援と並行して大切であるのは、心の内面的向上を図

っていくことと考えます。それは子育て支援の充実イコール健全な子育てにつながるとは

限らないからであります。支援主旨を深く見極めることができないと目先の損得で楽な方、

得する方へと流されやすくなってしまう傾向があると思うからです。そうなると自分の目

線で物事を判断するようになり、どこかでありましたが、子どもを理由に自分の利益を優

先するようになることもあります。従って内面的向上を図ることに重きを置いてほしいの

であります。その根幹にあるのは感謝の心であると考えます。まずは自分が支えられてい

る現実に感謝ができる心を持てること。その心が深いほど恩に報いていくことの大切さを

自覚し、夢や希望への勇気がわいてくるのではないでしょうか。また便利を優先するばか

りでなく、苦労、努力も親子の成長には必要でありましょう。地域住民も支える子育て支

援です。みんなの思いや期待に応えられるものとなるためにも、心の質を高めることに努

めていくことがこの事業の意義を果たす上で不可欠であると考えます。教育長の内面的向

上を図ることへの重要性についてお伺いいたします。 

教育長     町長の施政方針演説の中にも触れられてありますように、子育て支援と地域福祉をまあ

重要な柱と考えているわけであります。これらの子育ての環境整備に終わるだけではなく

てですね、今後のまあ地域の関係する多くの皆さんが、やっぱり子育て中の皆さんにも出

来うる範囲でですね、出来る限りのことをしていただく、すなわち先ほどの議員の質問に

も答えたようにですね、地域みんなで地域の子どもを育てるんだという当事者意識を持っ

ていただくことが大事ではないかなというふうにも考えております。そうした背景をです

ね踏まえて、いま議員はまあ内面的な意識の向上も重要ではないかなというご指摘であり

ますけれども、あのこういう施策をですね作るとですねその当時は大変よかったと、例え
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ばですね９年前に初めて子育て支援センターが東部保育園の一角にできた時にはですね、

ああ、あの願いが叶ったと良かったという声は確かに承っておりますが、やはり時代とと

もにですねその意識がある日まあそれがあって当然が如くのようにですね、住民の皆さん

といいますか、それはまあ一部であろうけれども、まああのあって当然というような意識

が確かに生じてくることはまあ事実であります。だからといってですね、こういうのを作

ったから感謝してほしいという私は上から目線で、その利用者に問うつもりはありません。

あの必要な施策を必要に応じてやっていくと、その背景にはですね利用者、あるいは子育

て中の皆さんの声を可能な限り反映して作っていくということでありますので、まああの

それが心の内面というものなのかどうかわかりませんけれども、つながりませんけれども、

あの困ったときはですねやっぱりお互い様という意識が大事ではないかなというふうに思

っております。この時代ですねある言葉に「少欲知足」というのがあります。足るを知る

というんでしょうか、あのやはりできる範囲で作って、皆さんの住民のためにまあ貢献し

ていくわけでありますが、すべてが叶うわけではないというところをお互いに確認し合っ

てですね、やっていくということが大事ではないかなというふうに思っております。以上

です。 

中村議員    はい、感謝ということが上から目線という、ちょっと捉え方が私はあの、ちょっと私は

認識が違うんですけれども、感謝ということは常に私たちは生きている上でその心を持ち

続けていかなければならない。まあ支援が、支援を受けている側だから感謝、支援をして

いる側も人のためになっているという、その人のためになっているんだという喜びへの感

謝、これが常々頭の中でしょっちゅう思っていろというわけではないですけれども、根底

の中にこれがあって初めて協働のまちづくりが進んだり、町の発展ができていくのではな

いかというふうに私はあの思っている次第であります。町民の中にはですね最近の支援事

業にちょっと理解ができないとの声を聞くことがあるんです。その理由は親の責任が薄れ

ていくのではないかとの心配からなんです。心の質、これが私は支援が厚くなったりして

いくときに、やっぱり心の持ち方、これが心の中に感謝があるかないか、支援する側もさ

れる側も、教育長が先ほど言われましたけれども、まあ支えたり支えられたり、これが世

の中の常であります。そういうことへの感謝は皆が持つということが重要だというふうに

思って、心の質ということを言っているわけであります。この心の持ち方がよくないとこ

のようなことが懸念されます。例えば先程、教育長が言われておりました支援、補助があ

って当たり前との認識に立ってしまうことです。他の地域をみると当町よりさらに厚い支

援を行っている自治体も多くあるのが現実です。１つが満たされると次その上を上と比べ

同じ環境を要求し、満たされないと不満になります。こうなると支援・補助の充実・拡充

とはどこまでを言うのか、ということも疑問になってきてしまいます。そういうときには

しっかりとした、必要なのか否かというその質が、心の質が大事であるというふうに思い

ます。またこんなことも懸念されます。子どもの学力向上への学習環境の充実事業が趣旨

を履き違えると、親が子どもの学力に対し学校や塾に頼りきりとなったり、また結果が思

わしくないと責任追及しトラブルになりかねません。そうなったらせっかくの支援事業も

本末転倒です。従って心のレベルを上げることの重要性が不可欠に他ならないと考える次

第です。そして親・家庭の責任を果たすための、親や家庭が責任を果たすための努力、地

域の慈しみの心で支援をする努力、教育現場の学力向上と子どもの個性を伸ばすための努
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力、をそれをそれぞれの立場の中で楽しみながら支え合える町であってほしいものです。

そしてそのような形になってこそ飯島町の子育て支援環境の充実になっていくのではない

でしょうか。このような考え方、もう一度教育長にお伺いいたします。 

教育長     あの誤解のないようにあの受け止めていただきたいと思いますけれども、あの私どもは

ですね、決してその作ったから感謝してほしいというようなことをですね、求めているつ

もりは毛頭ありません。ちょっと言葉の行き違いがあったかもしれませんけれども、私ど

もは行政はですね、やるべきことをその時の重要度に応じて、あるいは住民のニーズに応

じて可能な限り、予算の範囲の限りでやっていくということが大事じゃないかなというふ

うに思っております。それからですねその上においてですね、やはりそれぞれの立場の皆

さんがですね、それぞれの役割があるわけで、それぞれの役割をきちんと果たしていくと

いうことであります。このことはまあ先程も言いましたように、お互い様の考えではない

かなというふうに思っておりますし、あの内面的な向上ということはですね、外から押し

付けるものではなくて自らが発信する、内面から生じてくるものというふうに私は考えた

いというふうに思っております。以上です。 

中村議員    はい、すべてがやはりあのいろいろと建物もそうですけれども、一つ一つの事業の中で、

まあ道路もそうですし、そういうところでですね、今ある環境に住民がそれぞれ一緒に今

暮らしていることに感謝とそして協力し合うということの喜びを感じている飯島住民にな

るよう、是非あの教育委員会もそのような取り組みをしていくことが重要と考えます。内

面的向上を図ることは支援事業すべてにおいても重要と考えます。どうしても福祉や支

援・補助というものが弱者にとったり、またそういう人たちにはなくてはならない重要な

ものであります。しかしその傘の下に甘えてしまって、本来の個人の力が発揮できなくな

ってしまったら、それはまたその人にとって不幸な生き方になっていくように感じます。

町長はこの内面的な向上ということの考え方、そしてこの現社会においてですね正と悪が

錯綜しすぎて正しいものの見極めが困難な時代であります。であるからこそ行政が先頭に

立ちこの内面的な向上を図り、人と緑輝くふれあいのまちを作り上げていくことを求める

次第ですが、町長はどのようにお考えか伺います。 

町  長    なかなか哲学的な話になってまいりました。やはり人間が生きていく限りは報恩感謝だ

と思います。恩に報いてそれに感謝すると、これは人間としての基本、世界どこに行って

もこれは通用しなきゃならないし、この精神を持っていなければ人と人との付き合いはで

きないだろうというふうに思っております。教育長がおっしゃったのはこれに今度は輪を

かけて、行政のやったことを謙虚に謙遜してとらえているのかなというふうに思っていま

す。いろいろサービス・環境・福祉、非常に社会そういうことでですね今良くなっており

ます。もちろん住民としては感謝の気持ちがあって受けとってほしいと思います。しかし

行政側としては、「おおこれやってやったぞ」ということではなくて、皆様方の税金を使

っていい形の中で使いましたという皆様方のおかげですという、これも感謝のひとつの感

謝の裏返しだと思うんですよね。教育長のおっしゃったのはその謙遜、謙虚さの表れた言

葉かなと思いまして、お二人は同じことを言っているなというふうに思いました。 

中村議員    はいあの町長から哲学ということを言われましたけれども、人間あの生きていく上でや

はり哲学を持っている人は強いということを私は申し上げておきたいと思います。ですか

ら今の世の中にこういう心の質を上げるということを町も心がけてほしい、そして町民に
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もそういうふうにですね伝わっていくような、浸透していくようなそういうお互いに協力

し合うまちづくりになっていくためには、基本にそういう感謝の心と、そしてそれを報い

る心ということを、あって、すべての事業が始まっていくのだということを是非とも事業

の中でも取り組みですね、協働のまちづくりを進めていくことを強く要望いたします。再

度伺いますが町長いかがでしょうか。 

町  長    おっしゃるとおりでございます。 

中村議員    では是非ともそのような取り組みを、力点を置いていただきますよう要望いたしまして

質問を終わります。 

 

議  長    ここで休憩といたします。再開時刻を３時２５分といたします。休憩。 

            

          午後 ３時０８分 休憩  

          午後 ３時２５分 再開 

 

議  長    休憩を解き会議を再開いたします。一般質問を続けます。 

        ５番 橋場みどり さん 

５番 

橋場議員    それでは今日最後の質問を通告に従いまして質問いたします。１つ、国際化について、

それから男女共同参画について、防災についての３つの質問をさせていだできます。最初

に国際化についての質問です。飯島町は国際化に乏しいと言われてきております。また近

くにＪＩＣＡ、駒ケ根青年海外協力隊訓練所があるのに、中学生などの留学などがないの

はなぜか。と町民からも言われております。飯島町は地域でも一早く、昭和５０年にブラ

ジルのフェラース市と姉妹都市を結んでおり、フェラース市の庁舎落成セレモニーにも平

成２３年に参加・交流しております。平成２６年１１月にはブラジル、フェラース市の衛

生局長ルイス・ギオモン氏が来町し、より交流を希望されて帰られました。またこれまで

の国際協力会のパキスタン、ムルフン村のりんごプロジェクトに関わってきています中で、

パキスタン国の事情によりパキスタン国への入国が難しいことから、ムルフン村よりりん

ご栽培に関するあの道具の必要なものが送ってくださいというような要望があったのです

が、道具によってはこれを武器になるとみなされることから、これを送ることができない

ような状況にもありました。そんな時にですね在日パキスタン大使館からムルフン村への

協力をお願いしたり、また身近な東京にある大使館へ町の情報を発信することでより交流

を深めていきたいと思う中で、在日パキスタン大使館と関係を築いてきております。その

結果、平成２６年１１月にはパキスタン、アーミル駐日大使の来町が実現し、大使には、

飯島町はリトルパキスタンであると、他の町村にはない違った温かさがあったということ

で喜んでお帰りいただきました。よろこんで帰っていただきまして、その後も交流が続い

ております。また一番残念でたまらないのは、東京オリンピックに向けてホストタウン構

想がございます。その構想へも飯島町は手を挙げておりません。県内では駒ケ根市、佐久

市が１次登録し、上田市、安曇野市、下諏訪町が２次審査に入っています。オリンピック

参加国、地域の文化を学び学校を挙げて応援する１校１国運動で、１９９８年長野大会か

ら始まって以降、日本初の試みが世界に浸透しており、世界的にも高く評価されています。
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子どもたちにスポーツを通じて文化交流をし、子どもたちに夢を与えるチャンスでありま

すが、ホストタウン２次募集に手を挙げてほしいと思っていますが、手を挙げていただけ

るのかどうかわかりません。それぞれの地域住民が国際化に向かっているのに一向に進ん

でいるように見えない。なぜこういうチャンスを捉えていくことができないのか、本当に

忸怩たる思いです。これまでも一般質問しておりますけれども、そのお答えも「国際化待

ったなし」「町も乗り遅れないように交流を進めていく」「身近に駒ケ根青年海外協力隊

訓練所という貴重な機構があるので連携を深めながら進めたい」というお答えがありまし

たが、未だ連携を深め進めているとは思えません。今まで多くの外国籍住民が住んでいた

のが、あっと言う間に減っております。それでも多数の外国籍住民やこの地に家を構えて

住んでいる方など２００人余りいます。今朝のニュースでも県内にも中国籍、フィリピン

籍がまた増えてきているという報道もございました。今後も人口減や労働力の不足から外

国籍住民が増えることは予想されますし、外国籍は重要な力となります。町長の心意気の

人口１５，０００人を担う一端でもあります。しかし外国籍の皆さんが住みやすい町と言

える町でしょうか。町の企業も海外に進出しておりますし、外国籍住民の存在は地域経済

と地域社会の担い手としても大切な存在です。これからの時代、国際化なくしては大きな

遅れをとることとなります。駒ケ根青年海外協力隊訓練所が、これからＪＩＣＡと言わせ

ていただきますけれども、駒ケ根にある利点を生かし連帯を深めながら位置付け、教育の

中でも一緒に進めていくことが必要ではないかと考えます。国際都市交流は町おこしにと

って大きなチャンスと力となります。町長のお考えをお聞きします。 

町  長    それでは一般質問初日の最後のご登壇ということで橋場みどり議員にお答えしてまいり

ます。国際問題、橋場議員のライフワークとなりつつある看板テーマかなというふうに思

っております。いつもいつも掘り下げたご見解をいただき敬意を表するところでございま

す。それでは、町としましては外国籍住民の皆さんが安心して生活できる支援や、地域住

民が国籍に囚われず互いに文化を共有できる国際交流等に力を入れて取り組んでいきたい

と考えております。１つ目の外国籍住民の生活支援では災害の安全確保対策として、災害

時避難看板の設置、災害発生の対応マニュアル冊子の配布、また町の情報の提供支援とし

ては町広報紙、町政要覧等の一部で英語表記などを採用してきております。その他、小・

中学校に外国語活動支援員としてＡＬＴを配置し言語教育支援を行ってまいりました。２

つ目の国際交流事業としてはＪＩＣＡや飯島町国際協力会等と連携して、国際交流事業中

学生体験入隊、国際貢献運動等を実施してきております。また国際姉妹都市のブラジルの

フェラース市とは交流を続けてきております。今後も引き続き国際化を施策に位置付けな

がら多文化共生社会の推進に努めてまいりたいと思っております。国際化について町の位

置付けという意味での私の考えを申し述べました。 

橋場議員    ちょっとよくわからなかったんですが、今までと同じようにしていくということでしょ

うか。 

町  長    ベースは今までの事業が基本となると思います。そしてまあそれに加えて時折にまたご

意見を伺う中で、新たな対応ができればというふうに思っております。 

橋場議員    わかりました。が、スマートインターの開通やリニア中央新幹線の開通を見据え、また

東京オリンピック、パラリンピックでの交流の拡大、地方創生事業を活用して進めること

によって、この地域に交流人口、定住人口を増やし、地域の活性化を図っていくことにな
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りますけれども、メディアの報道からも多国籍観光客が見る街並み、人々の暮らし、治安

などこれでいいのか、こんなものかと思っていたことに新たな発見が生まれ、外国籍住民

や外国籍の視点から活発なまちづくりにつながっております。来て見たらよかった、住み

たくなった、住んだらなおよかった、安心安全な町の地域づくりがより進みます。地域に

住む外国籍住民、外国籍観光客の動きやニーズの変化をとらえて誘客に取り組むことは重

要な課題です。国際交流が町おこしにとって大きなチャンスなんですが、今までと同じよ

うなことをやっていて果たしてこれでいいんでしょうか。トップセールスマンである町長

です。セールスマンというのは可能性を見つけたところに即飛んでいってつなげていくっ

ていうのがセールスマンだと思うんですけれども、こういう可能性のある部分に全然取り

組んでいっていないんですけれども、トップセールスマンとして町長はどんなふうにこれ

からやっていくんでしょうか。 

町  長    ご質問の国際化についてと、こういう大きな捉え方の中でいささか私どもの答えている

範疇とですね、橋場議員の質問されている部分がちょっと噛み合わないところが出てきて

いるのかなというふうに思っております。あのただいまのそういうオリンピックを控えた

り、パラリンピックあったり、インバウンド、こういう中においてどういう対応を、具体

的な対策を打っていくかということについての、検討については今回ここに用意した答弁

の内容ちょっと違ってきております。でまああの人口増を増やすために外国人の排除をす

るわけではありませんけれども、どこかの大統領みたいに。それはあの大きな流れの中で

捉えるべきだと思いますけれども、観光についてはやはり中国のそういったインバウンド

の方々が盛んに見えております。しかしこれもいま中国がそういう景気の状態であったり

するもんですから、私としてはですね、この流れがいつまで続くかなというふうに捉えて

いないんですよね。即その対応、外国人に対して日本人が来るまでの対応もできないのに、

外国籍の対応を積極的にせよということはちょっとまた順番が違うっていうような気がし

ております。もちろんそれはあの英語表記とかパンフレットとかそういったものの努力は

しなきゃいけないと思いますけれども、今までどおりでいいとは思っていませんし、それ

は一歩一歩進めて体制を整えていかなければならないなというふうに思っております。決

して今までどおり去年のとおりにやっていくという私の思いではなくてですね、時折にご

意見をいただいたなかで、またＪＩＣＡと協力しながら、何ができるかということを施策

として取り入れていくことが大事かなというふうに思っております。 

橋場議員    はい、あの噛み合わないというのはちょっと私も理解できないんですけれども、あのち

ょっと私の言い方が悪ければあれなんですけれども、あの町で位置付けをね、どうするの

かなというまだ質問でしたけれども、位置付けをしていただくことによってこれが学校教

育にも広がり、また地域の方の国際理解にも広がっていくということで、そこのところで

私はお聞きしたんですね。でその中でだんだん広がっていけば、そこからまた観光面にと

か、または定住にとか、広がっていくのではないかというところでお聞きしましたが、ま

あ今までどおりやっていくということであれば、そこら辺までは広がっていくのはなかな

か難しいのかなというふうに捉えました。そういうことでよろしいんでしょうか。 

町  長    あの今までどおりやっていくということは、これからは今までどおりのこと以外のこと

はやらないということではございませんので、今までどおりの力の入れ塩梅とこういうこ

とで、新しい事業も同じように増えていくかなというふうに思っております。どういうふ
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うに答えていいのかちょっと苦慮しておりますけれども、具体的なご提案をいただければ

ですね、またあの橋場議員さんからの国際化という捉え方を町の行政にどういう形で取り

入れるべきかと、いうようなことの具体的なご提案もいただく中で、それを加味していく

ということも大事かなというふうに思っておりますので、ご意見もお待ちしておるという

ところでございます。 

橋場議員    次の質問にもちょっと絡んでいくんですけれども、あの海外協力隊のＯＢ、これはあの

職員の中にいるということは町長もご承知じゃないかと思います。でその職員もいるんで

すけれども、その職員がじゃあ今まで経験してきたことをその場で生かせるような部署が

あるのか。また部署がなくてもその経験を生かした活動ができているのかというのはまあ

本人の資質にもよると思いますけれども、そういう部署をね、作っていただけることがひ

とつは必要じゃないかなあというふうに私は感じているので、その位置付けという意味で、

どこかそういうところを作っていただけたらなあということがあります。それと外国籍の

方が相談しに行きやすいというようなこともありますので、その辺のところから位置付け

をということ。まあつまりどこかにそういう部署を作っていただければ一番いいのかなあ

というふうに思っております。 

町  長    質問をしたいんですけれどよろしいでしょうか。 

議  長    はい、逆質問結構です。 

町  長    あの具体的にまあお話になってきておるかと思うんですけども、青年海外協力隊を卒業

された方が飯島町の方もおられると。そういうことをある適当な場所へ配置をしたらどう

かということなんですけれども、できればですね具体的なこういうご提案をいただいて、

こんなことを考えておるんだけれどもどうかと、そういうご意見をいただきたいなという

ふうに思うんですけどもいかがでしょうかね。 

橋場議員    はいわかりました。今あの町の方でもですね企業が海外へも進出しております。そうい

う中でですね、あの地元の企業でも働き、またその地元企業の彼らのあの技術や能力、特

に語学はあのグローバルな展開を図る上では必要なことですよね。大変必要なことです。

そういうものを持ったあの協力隊のＯＢですとかＯＧっていうのをまあ身近なところから

アピールして、身近な協力隊にアピールして、じゃあ町に来ていただくと、でその方たち

にそういうところに協力をしていっていただけるというようなことになれば、町の企業で

すとかまたあの町の行政の中でも、もうちょっとこう国際的な発展があるんではないかと

思います。駒ケ根市でもあれですよね、あのネパールのポカラ市に職員を派遣したりして

おります。ですので、物ですとかあの特産品を外に出すだけではなくて、今はもう能力で

すとか、能力の構築とかそういったことで職員、人を、外にあの出したりということをし

ていますよね。だからそういうことをしてとにかく町にそういう語学が達者な方、特別な

というかその企画だとかそれから活動、あのそういったことにあの一からやってきている

わけですから協力隊員は。そういう方たちの力をお借りすることができればいいのかなあ

というふうに思っています。だから身近なもうＪＩＣＡとそういう変転でもっとアピール

をして、こちらに引き込むようなことをされていったらどうかというようなことも考えて

います。 

町  長    はい、なるほど腑に落ちました。そういうことは非常に大切かと思います。あの今私企

業訪問をしておる最中でございます。今まで１０何社か今回っております。そういう中で
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ですね、まあ景気を伺ったりいろいろなお話をしたりする中で、もちろん定住促進のお話

をするときにどうしても企業の紹介をしなければ片手落ちになるんだと今は。定住をする

と同時に仕事も斡旋すると、こういう態勢で臨んでおるとこういうお話をいたします。で

すから企業様方からですね、どういう人材が欲しいのかというようなことも話をしており

ます。なるほどねえ、そういうときに飯島町の近くに駒ケ根にＪＩＣＡという組織があっ

て、そこで卒業された来た方々国際知識もあるよと、言葉も堪能であると、こういう方々

の情報も合わせることにおいて企業がそれを受けていただけると、こういう機会も得れる

かなあ、なるほどと思いました。それで定住促進室の方の窓口でもそういったことや、産

業振興課の中でも各企業にそういったご案内、そういったというのは青年海外協力隊を経

験された人間の雇用ということも含めてご紹介してまいる機会が持っていきたいというふ

うに思っております。 

橋場議員    そういう意味ではですね、今年１人、町出身の訓練生が帰ってまいりますので、是非そ

の報告会もする予定でございますので、そういう報告会には職員の皆さんも是非多数出て

いただいて、どんな活動をしてきてどんな成果を上げてきたのかというようなことを是非

あのいっしょに勉強していただければと思います。で企業がまあ本当に求めるあの人材の

マッチングは本当に難しいと思いますけれども、地域のネットワークや体制を整えて、本

当にＪＩＣＡと協力、連携しながらやっていただけるということは、地域の国際化にもつ

ながってまいりますので、それから人材育成などにもつながりますので、是非、位置付け

ていただいてですね、広がるようなふうに持っていっていただきたいなと思います。 

        それから次の質問ですけれども、学校教育にも取り組んでいただけたらということです。

私たちはグローバル化が進んでいる中で、すべての人々が分け隔てなく能力を発揮できる

社会や、国籍、文化の違いや障がいの有無にかかわらず、あらゆる人々が力を合わせて生

活する社会をつくるために力を注いでいます。これからの時代を生きる子どもたちは多く

の外国籍と交流が増えていく中で、臆せず積極的にコミュニケーションをとる態度、国際

感覚が必要とされます。先ほどよりＪＩＣＡがあることを身近にあるということを言って

いるわけですけれども、ＪＩＣＡでは訓練生が志願した思い、それから訓練生が派遣され

る国の文化、語学、それから日本の国際貢献やボランティアの内容、国際理解教育の一助

として先ほど町長の方のお話もございましたけれども、学校交流ですとか体験入隊をして

おります。体験入隊は途上国のことを学びパソコンのスカイプを通じて任国にいる隊員と

話したり、昼食は訓練所の食堂で途上国の食事を隊員とともにして学びます。ボランティ

アの必要性を参加体験から学び、書き損じはがきの収集や使わなくなったピアニカの回収

をし、途上国へ送る活動に発展しています。駒ケ根協力隊を育てる会でも広く世界に目を

向け、世界の中の自分を考え、その体験を通して自分の進路を考える機会にしてほしいと

の願いを持ち、中学生の体験入隊もしています。ＪＩＣＡの担当者も機会に恵まれている

ので是非多くの生徒さんに参加をしていただきたいと、来ていただければ協力はいくらで

もしますということをおっしゃっておられます。ＪＩＣＡと学校の交流をしながら国際理

解を教育の場でもっと取り組むべきではないかと思っておりますが、町長と教育長のお考

えはいかがでしょうか。 

教育長     学校に関わる内容でありますので、私の方から先にお答えをしたいと思っておりますけ

れども、あの私はこう考えるんですね。国際化というのはそれは目的であると。で国際交
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流というのはですね、国際化、つまり国際感覚を育て磨くための手立てであるというふう

に整理して考えています。すなわち国際化とは何かといいますと、外国へ出ていってです

ね日本のことを語れる子どもをつくるということだというふうに思っています。まあその

ための手段として英語を学んだりですね外国語を学ぶわけですけれども、交流はあくまで

も手段であります。で学校の中に国際交流というまあ国際教育といいますか、まあいろい

ろことはありますが、限られた時間の中で人権教育、それから福祉教育、キャリア教育、

健康教育、様々な教育活動がありまして、まあその中に国際理解教育も重要な柱として取

り組んでいるわけでありますけれども、あのあくまでも私どもが子どもたちに教えるのは

ですね、あの英語がしゃべれる子どもをつくるのではなくて、例えば外国から来た外国の

方々にですね、日本の文化、もっと言えば飯島の文化を誇りをもって話せるそういう感覚

が国際感覚であり、国際化だというふうに私は考えたいというふうに思っています。で、

その手立てでありますけれども、今あのご指摘のありますようにＪＩＣＡの職員もですね、

昨年度は飯島小学校、七久保小学校にもおいでいただいて、任国の活動についての報告を

していただいたり、その国の話をしていただいたりしたこともありますし、直近の例では

ですね、駒ケ根市の観光協会の方のお世話で中国杭州緑城育華小学校、これは私立の小学

校でありますけれども、おいでいただいてですね受け入れてくれないかというお話があり

ましたので、国際交流、国際理解につながるということで、１月の末にですね受け入れを

して学年交流をいたしました。あの現状はですね、あの今申し上げたようにですね、なか

なか他の限られた時間の中で授業をするわけでありますから、なかなか継続をしていくと

いうのは難しいわけでありますけれども、あらゆる教科を通じてですね日本人としてのア

イデンティティーを育てる、その延長として国際感覚を身に付けた子どもを育てるという、

そういうのが肝要ではないかなというふうに考えて進めているところであります。はい以

上です。 

町  長    まあ教育長と私ということでございましたので、答えをいま頭の中で準備しておりまし

たのでご披露申し上げたいと思います。あのまあ学校で国際化を推進しろということなん

ですけれども、まあ学校教育の中で国際人を作るということかと思いますよね。私ねあの

教育長さんのお話と通じるところがあるんですけれども、日本人の国際化というのは外人

のお友達があって外国語がしゃべれてということではないと思っています。私、モンゴル

に２０年行ってきまして、それで中国人、ロシア人、モンゴル人、ドイツ人、韓国人、全

然通訳なくて１つの食卓を囲んで食事会をしたことがあります。どうやってしゃべるんだ

という感じだったんですけれども、それはですねやっぱしなけなしの、私なんか英語なん

か得意じゃないですよ。でも少ししゃべれるだけのワード英語の単語だけで自分の思いを

通じる、これはやっぱしね、積極制というかね、日本人であるこのアイデンティティーを、

この場で俺が何を言いたいかということを駆使して相手に伝える、こういうことができる

ことが僕の思う国際化だと思います。日本人は中学、高校生と英語を習う機会があります。

更にまあ小学生から習わせようということも盛んになっているようです。やっぱし日本語

というものをしっかり持った中で、日本の歴史というものを持った中でそういうツールを

使うべきなんですけれども、中学、高校の英語で十分使えるんですよね。生きていけるん

です。それ以上のことをべラべラべラべラしゃべらなくても、この単語を組み合わせるだ

けで十分自分の意思は通じるなというふうに思っております。その熱意、目つき、相手の
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目を見てしっかりと握手して話をする、自分の思いを伝える、これが真の国際的な日本人

というふうに思っております。国際化というのは逆に言うとグローバル化ということです。

これは今ＴＰＰにしてもそうですけれども、全面的にグローバルがいいのか、いやそれと

もナショナリズム、国には国の生き方、文化があって国境もあるんだと、こういうことも

今はそのグローバル化の半面そういった考え方も取り戻す時代になってきております。ま

ずは国際人であるべき前に日本人であるべきと私はこういうふうに思っております。 

橋場議員    私も全くそのように思っています。ですので子どもたちにそういう言葉が通じなくても、

こちらから一生懸命日本語で、それから知っている単語で伝える。で向うも一生懸命聞い

てくれようとする、そういうこう心と心のぶつかり合いというか、つながりですね、それ

ができた時の感動っていうのは町長もお分かりだと思います。そういうことを子どもたち

に感じていただきたいんです。それが国際化だと思います。あの本当に外へ出ると日本の

ことは何にも知らないわけですよ。向うで相手に聞かれても日本のことを何ひとつ答える

ことができない恥ずかしい思いもしてきております。そういうことのためにしっかり日本

のことは勉強していただきたい。それと同時にそういう先ほどから午前中も哲学の、ああ

先ほどですね中村議員から哲学のお話もございましたけれども、やはり日本の、日本のと

いうかあの人間の根底にあるのはやはりそういったあの基本的なものは心だとか思いやり

だとかそういうことだと思うんです。人種が違っても色が違っても一生懸命話す、一生懸

命聞いてくれるという中でこう解り合った感動というのはとても大きいと思いますので、

是非そういうね、感動を子どもたちに与えるようなあの教育をしていただきたいなという

ことを切に願っております。 

それでは次の質問に移ります。男女共同参画の取り組みについての質問です。スイスの

シンクタンク、世界経済フォーラムが２０１４年版男女格差報告によると、日本は１４２

カ国中１０４位でした。下から数えた方が早いような順位です。首位はアイスランド、フ

ィンランドです。町は４項目で１位という発表が報道され、議員も１名増え、これはうれ

しいことですが、まあ目に見えるところのまあ女性議員が増えたとか、女性幹部の割合が

増えていくということは本当にあの歓迎しうれしいことでありますけれども、目に見えて

いるところだけを増やしてもこれはあのなかなか浸透していってはいない、浸透している

とは思えないんですね。世界でも低い順位の背景には、３月５日の新聞でも、セクハラ被

害３割、マタハラも２割を超すとの報道があったところですが、セクハラ、パワハラ、マ

タハラ、の３大ハラや、企業、官庁で働く女性幹部の割合が増えないことが背景にあると

されています。町でも男女共同参画プランにより啓発しておりますけれども、その取り組

みもなかなか浸透しておりません。女性の幹部登用はなぜ進まないか。なぜ話をしても断

られるのか。女性の社会参加はなぜ進まないのか。受けたくても受けられないからです。

まだ男は仕事、女は家庭の固定感から役割分担意識が変えられない、その上に介護まで加

わっています。長時間勤務、突発的な出勤、男性中心とした労働が根付いているんです。

家庭で家事・育児・介護を任されがちな女性には不利な環境です。だから女性は管理職に

は無理だという価値幹が残ってしまっています。では今の若者たちはどう考えているんで

しょうか。県の高校生の意識調査によりますと、世の中は男女平等だと思いますか？の問

には、１，９３４人の回答者のうち平成２４年は全体で４４．６％、平成２６年は４９．

５％が平等だと答えておりました。しかし２６年には半数が平等だと答えました。で法律
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や制度の上では平等か？という問いには、平成２２年には４６％、平成２６年には３７．

３％が平等であると答えましたけれども、２２年に比べて下がってきております。だんだ

ん平等ではないと感じてきているわけです。社会全体として平等であるか？の問いには、

平成２２年は２７．８％、平成２６年は２１．４％が平等であると答えています。社会全

体でも平等ではないと思っています。男は仕事、女は家庭という性別により役割を固定す

る考え方についてあなたはどう思いますか？の問いには、平成２２円は２５％、平成２６

年は３１．４％が反対しました。２６年の県民意識調査では反対、どちらかというと反対

とした人は５５．４％で、女性に比べて男性の方が性別により役割を固定する割合が高く

なっているとしています。あなたの理想と考える将来の働き方に近いものを選びなさい、

の質問では、仕事と家庭を両立した生活のできる働き方をしたいが、女子４９．９％、男

子が３９％、全体で４４．３％、半数が両立した働き方を望んでいます。将来子どもを持

った時、子育てをどのように行っていきたいかでは、夫婦ともに育児休業をして子どもを

育てる、が男子４８．５％、女子が４０．５％です。男子の方が多かったことに私は驚き

ましたし、それだけ男子も一緒に子育てをしたいんだなあということが理解できたと思い

ます。で続いて男女共同参画社会の中で実現したい社会はどれか、の問には、男女ともに

仕事と生活の調和がとれている社会にしたいが女子は５８．５％、男子は５５．１％、全

体で５６．５％でした。仕事と家庭を両立し夫婦ともに子育てをしたいと若者は思ってい

ます。将来若者か望む社会にしていくためには、私は地域社会からもっと啓発を進めるべ

きだと思っています。家庭・区・耕地・自治会・公民館活動などからです。ここから始ま

らなければいつまで経っても性別による役割の固定観念は払しょくされないと考えます。

ところが、男女共同参画社会づくりの実現に向けて力を入れるべき県の取り組みについて、

では、仕事と育児や介護を両立させるための支援策を充実するという施策に６９．２％と

最も高く、様々な分野でのチャレンジする女性に対する支援を強化するが３９．２％、男

女の平等と相互の理解や協力について学習を充実するが３５．５％でした。女性が社会参

加するには女性の支援策の充実はもちろん必要です。職場でも急激に子どもを持っていれ

ば熱が出て帰ってきて欲しいというような電話も入るわけですね。おばあちゃんが具合が

悪くなったから来てほしいというような電話も入ると思います。そうしたときの助けるた

めの、回りが助けるための準備というのも必要です。しかし地域社会が男女の平等と相互

の理解や協力について学習を充実する、ここが今まだまだ浸透していないところなんです

けれども、そこが一番低くなっています。アンケートを実施し結果から数字だけ見て実態

を知らないような結果に驚きます。若者が仕事と家庭を両立したいと願っています。若者

たちが願う生活をするために、今よく浸透させるための啓発はより必要だと思います。将

来のために支え合い社会参加していくには、まず地域社会から理解され、地域社会から社

会参加していかなければ「無理無理」という女性の価値観は変わっていかないと思います

し、「町はやる気がないのね」という町民の声もあります。今後どのように取り組みをし

ていかれますか町長と教育長にお聞きいたします。 

町  長    ２番目は男女共同参画についてでございます。今後の取り組みなど町長の考えはという

ことでございます。昨年の９月に県の事業を活用して実施させていただきました男女共同

参画地域づくり講座では、様々な職業や年代の方から、こうあるべきといった一致した意

見が出ることはなく、男性は仕事、女性は家庭といったそういう意識は社会変化の中です



 - 57 - 

でに変わってきており、また意識を変えざるを得ない状況もあるのではという意見もいた

だいております。こういった中で、来年度、町の懇話会では成人者対象に実施しているア

ンケート同様の意識調査を、仕事と子育てが中心となる３０歳から４０歳の世代等へ実施

し、世代間による変化を分析し今後の推進や啓発などの参考にしていくことを考えており

ます。その結果については広報でお知らせしていく予定でございます。また来年度も県の

事業などを活用した講座や講演会を行い、広く住民の方に参加していただきたいと考えて

おります。なお男女共同参画プランの検証や住民アンケート等も実施し、平成３０年度に

策定する飯島町男女共同参画プラン「心をつなぐまちづくりパートⅤ」に反映したいと考

えております。 

教育長     それではですね私の方からは学校教育と社会教育に分けてお答えをしたいと思います。

社会教育につきましては今町長が答えたような事業を中心に、これはあの前回にもこのよ

うな質問をいただきましたけれども、地味なあの活動であるけれども着実にですね、同じ

ような内容であってもですね、進めていくことが肝要ではないかなというふうに思ってお

りますので、またご協力をいただきたいというふうに思っております。学校教育はですね、

もうすでに男女共同参画の理念に基づいてですね、様々な教育活動が行われておりますし、

仕組みもですねもうすでに男女混合名簿を作成しておりますし、とりわけ中学校ではです

ね、あの私ども中学の時代は男子は技術、女子は家庭というふうに分かれていましたけれ

ども、今はあの女子もノコギリで木を削りますし、カンナを扱いますし、ハンダごてで電

子部品を作成しますし、男子もですねミシンも扱いますし、すべてにおいてですねもう男

女の区別なくですね、そのような内容でもうすでにこれはもう以前からでありますけれど

も、そのような教育活動をしているわけでありまして、まあ男女共同参画、ただそれが社

会に出たときにどうつながっていくかっていう、そこの接点が大きな課題ではないかなと

いうふうに思いますけれども、まあ最近のあの若いお父さん、お母さん方を見るとですね、

かつてほど男は男の仕事、女は女の仕事という垣根はですね、若い皆さんには薄れてきつ

つあるのではないかなと、まあ実証的なデータは持ってはおりませんけれども、私の感覚

としてですねそんなように考えております。これはまあ学校教育のひとつの成果かなとい

うふうに思っておりますが、まあこの方向で進めていくことがよいのだろうと私は考えて

おります。 

橋場議員    いろいろ取り組みを考えていただいているようでございますので、女性が是非、輝ける

まちになるような風を吹かせていただければと思います。次の質問ですけれども防災につ

いての質問です。地球規模での気候変動によるものか台風が頻繁に発生し、局所的な大雨、

更には大型化する傾向が見られます。またプレートの移動や過去の地震記録から、日本列

島は巨大地震がいつ起きても不思議のない時代を迎えています。町民の生命と財産を守る

安全・安心のまちづくりにおいて、地域におけるリスク管理、危機管理が必要な時代とな

っております。与田切川、中田切川に架かる橋が落下、建物や住宅の崩壊、火災発生、更

には活断層の隆起や陥没、道路の寸断、堤防の決壊による水害、これらが同時一斉に発生

する可能性もあります。これらの災害に対しての対応策はされてきておりますけれども、

一旦災害が発生したとき、いつ逃げるのか、耕地・自治会に入っていない方の避難指示、

安否確認はどうするのか。平日の昼間に起きたとすれば年寄りだけです。自分が逃げるの

に精いっぱいです。要援護者の対応はできません。このようなことはあの同僚議員たちが
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何度もあの質問しているわけですけれども、この例年の訓練、もう毎年参加しているわけ

ですけれども、これを見ていると災害が発生したときには本当にどうなるのかっていう、

この訓練は大丈夫なのか、この訓練をやっていればいいのか、というような不安が毎回や

っぱりあの不安に思うわけですけれども、町民も本当これは皆さんそういうふうに思って

いると思うんですけれども、この災害が発生したが時の対応策というのは今どこまで出来

ているのかお尋ねいたします。 

町  長    災害対策はできているが発災時、災害が発生したときにですね、即対応が可能かどうか

とこういうご質問でございます。災害時の即対応が可能かどうかは災害の種類や規模、発

災の時期などによって大きく変わってくるかと思われます。大雨などあらかじめ警報や特

別警報などで被害が予想される災害は、職員の初期対応が可能となりますが、地震などの

突然発生する災害においては参集する職員も同時に被災者となる可能性もありますので、

初動の対応が困難な場合も想定されます。そういった場合まで想定して参集した職員が少

ない場合でも、初動が取れるような体制を整えていく必要があると考えています。一方、

各地区の自主防災会におかれましては、これまでそれぞれが独自に創意工夫をした訓練を

実施していただいてきております。引き続き地域の実情に合った訓練、どの災害にも共通

する基本的な訓練や実戦的な訓練を重ねていくこと。更には自主防災会の役員が避難でき

ない場合や、避難できた人数が少ない場合も想定しての訓練を重ねることで、発災時の初

動対応は可能になると考えています。いずれにしても命が無事であってこその次の行動に

移れるわけでございますので、日ごろから災害への備えを怠らず、発災時にはまずは自ら

身を守った上で、次の対応に移っていただきたいと思います。訓練でできないことは本番

でも出来ないと言われています。これらを最重要課題と捉え、今後もそれぞれでの立場で

実践的な訓練を工夫していく必要があり、町からもその方法で提案していきたいと思いま

す。細部については明細については課長の方からご説明いたします。 

総務課長補佐  即対応できるよう日ごろの訓練が絶対的と考える中で、発災時の職員の対応につきまし

ては、地域防災計画をもとに策定いたしました職員初動マニュアルに従って行動すること

になっております。このような発災時からの行動を時系列的に記載しており、常日頃から

これらの行動を頭に入れておく必要があります。発災直後から即対応していくには職員研

修等を通じて、実際の災害を想定した訓練を繰り返して身に付けることが欠かせません。

発災時はまず行わなければならないものとしましては、災害情報の収集と住民への呼びか

け、続きまして災害対策本部の設置、住民の安否確認や道路などのインフラ被害状況の確

認、避難所の設営と適切な誘導などが挙げられます。住民の皆様がすぐに行動を起こすに

は地域のことをよりよく知り、災害の状況に応じて自ら命を守る行動ができるかどうかに

かかっております。日ごろからの準備を通じまして自らの命を守る術を習得して、自らの

役割を知り、様々な知識や技術を身に付けていくことが極めて重要なポイントとなってお

ります。町民の皆様におかれましては、ハザードマップや防災ガイドブックなどの被害時

を想定した心構えをし、災害時には先ず自分を守る自助、また近所隣りとの声を掛け合う

近所、また自主防災会組織における平常時と災害時の準備を整えた活動の共助、これらが

あって地域防災の力となるわけでございます。防災には限界がありますが、過去の災害か

ら学び適切な対応を講じることで減災は可能になると考えております。事前の整えと災害

時の的確な行動によって被害を減らすことを地域でどれだけ進めていくかが、地域防災は
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地域づくりといわれる由縁と思います。以上でございます。 

議  長    時間です。 

橋場議員    時間がまいりましたのであの省かせていただきますが、身近なところでですね、辰野町

の特定非営利活動法人。 

議  長    時間です。 

橋場議員    すみません。終わります。 

 

議  長    以上で本日の日程は終了しました。これをもって散会とします。ご苦労様でした。 

 

          午後 ４時１６分 散会 
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本会議再開 

 

開  議    平成２８年３月８日  午前９時１０分 

議  長    おはようございます。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布

のとおりです。 

 

議  長    日程第１ これから一般質問を行います。 

通告順に質問を許します。なお一般質問は通告制ですので質問趣旨に則り、明確に質問

するようお願いをいたします。 

１１番 竹沢秀幸 君 

１１番 

竹沢議員    おはようございます。通告に基づきまして一般質問を行います。今回は４項目について

質問を行ってまいります。さて平成２８年度予算案は去る２月２９日提案があり、今後各

常任委員会において審査が行われるところであります。それとも連動いたすわけでありま

すけれども、国の地方創生加速化交付金と新型交付金、これはあの地方創生推進交付金と

申しますけれども、この確保によりますところの施策の実現ということについて伺ってま

いりたいと思います。国の２７補正予算では地方創生加速化交付金１、０００億円につき

まして、これは１億総活躍社会実現の緊急対応として加速化交付金を創設をいたしまして

予算化しました。この交付率は１０分の１０であります。飯島町は信州上伊那の地域力向

上推進事業として定住促進の事業として、１つは情報発信の事業。２つ目は、お試し住宅

など受け入れ態勢の確立。３つ目、働き方の改革としての無料の職業紹介事業などを想定

しております。また２つ目の事業として中央アルプスジオパーク構想を活用した観光地域

づくり連携事業といたしまして、特産品の開発、それからパンフレット作成、誘導標識の

設置、登山道整備などを想定しておると思います。これにつきましては飯島町を含む６市

町村の連携事業であるわけであります。この大きく２つの加速化交付金につきまして、ま

あ本日時点で国からの詳細の内示がないかもしれませんけれども、町として今後、臨時議

会等を召集して補正予算案を提案し、次年度へ繰り越すことも含めまして事業展開すると

いうふうに受け止めておるところであります。そこで本地方創生加速化交付金の活用によ

る事業内容と予算規模、それから今後の議会招集を含めた日程案、それから特にこの飯島

町として国が期待する効果として求めておるところの目に見える地方創生の実現について、

町長はどのようにこれから寄与していこうとしているのかについて先ずお尋ねをいたしま

す。 

町  長    おはようございます。２日目の一般質問となります。よろしくどうぞお願いいたします。

竹沢議員の一般質問に答えてまいりたいと思います。地方創生加速化交付金事業としては、

現在２つの事業を国に要望しています。まず信州上伊那の地域向上力推進事業につきまし

ては、上伊那の市町村の連携による移住・定住対策の事業となっております。上伊那の市

町村、県、広域連合と連携した情報発信や就職支援など、これらを行いながら各市町村の

特色を生かした移住受け入れ態勢の整備を行っていきます。飯島町では、お試し移住の推

進としてトレーラーハウスを整備し、移住に興味のある方に町での移住体験をしていただ
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く事業を計画しています。連携市町村全体の事業費は全部で 90,000,000 円であります。う

ち飯島町では 20,000,000 円余りの事業となっております。続きまして、中央アルプスジオ

パーク構想を活用した観光地域づくり連携事業につきましては、町のシンボルであり最大

の観光資源である中央アルプスを最大限に有効活用するためのジオパーク化国定公園化の

推進と、観光交流人口の増加、観光産業の底上げを図る事業でございます。中央アルプス

に関係する上伊那の６市町村と連携した事業となり、具体的には中央アルプスの日本ジオ

パーク認定に向けた取り組みや、モデルツアーの造成、効果的な情報発信、旅行者や登山

愛好家の利便性向上のための環境整備などを考えており、また飯島町ではこれらに併せジ

オパークに関連した特産品の開発を行う計画でございます。連携市町村全体の事業費は約

60,000,000 円となっておりまして、うち飯島町では 10,000,000 円余りの事業となっており

ます。なお現在国に申請中で、交付決定となった際には補正予算として議会に提案させて

いただく予定でおります。よろしくお願いします。 

竹沢議員    只今答弁いただきました。国からの内示等ありました暁にはですね、早々に議会を招集

していただいてご提案いただき、また議会としてもまたその段階で十分審議を尽くしてい

きたいとこんなふうに思うところであります。続いて２８年度の国で予算化しているとこ

ろの、２８新型交付金、地方創生推進交付金、予算額 1,000億は事業ベースで2,000億の事

業がスタートすることになります。国は地方創生の進化のための新型交付金、地方創生推

進交付金を創設をしたところであります。これは３つのタイプの事業がございます。まず

は先駆的タイプということで、官民共同や地域政策連携など先駆的な取り組みへの支援、

これにつきましては計画認定期間が５年で、町の場合事業費は 200,000,000 円で交付金が

100,000,000 円とこういうことになるかと思います。次に、隘路打開タイプ、これは市町村

などが既存事業で隘路を発見し打開するための取り組み支援ということで、計画認定期間

が３年で、町の場合は事業費 50,000,000、交付金が 25,000,000 ということになるかと思い

ます。３つ目の横展開タイプ、先駆的いろいろ事業の横展開で、すそ野を広げていくまあ

事業、というような支援ということでありまして、これも計画認定期間が３年で、町の場

合事業費 50,000,000、交付金 25,000,000 ということになるかと思います。でこれについて

は、市町村の場合にはですねこの３つのタイプのうち２つのタイプを申請することが出来

るということになっております。で、これらの新型交付金なんですけれども、地方財政措

置につきましてはソフト事業は５割が普通交付税、で残りの５割は特別交付税、特交で措

置されることになっております。それからハード事業につきましては地方債の充当率が９

０％、交付税措置が３０％ということで、ハードの方はちょっと低くなっておるところで

あります。またこの交付金を受けるためにですね、地方創生の事業につきまして地域再生

計画の作成と申請を行いまして、内閣総理大臣の認定を受けることが必要とされておるわ

けであります。また本事業はＫＰＩ、これは重要業績評価指標を設定をいたしまして、Ｐ

ＴＣＡサイクルを整備すること。また各事業年度におきまして、外部の有識者や議会の関

与などを含めた中での効果の検証を行って、これを公表するということに合わせて、国へ

報告するというふうにされておるところであります。これらにつきましては去る１月１４

日、内閣府地方創生推進室よりあきらかになっているところでございまして、まあ以上が

２８年度から始まる地方創生の新型交付金ということに合なるわけであります。さてそこ

で、下平町長が目指す３つのマニフェストに基づく３つのチャレンジの政策が動いていく
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わけでありますけれども、この国が言う３つのタイプの先導的事業について、町長はです

ねこれをどのように選択をして、まあ少なくとも３年後を見据えたですね、の施策という

ものがこの事業の対象になるわけでありますので、公約を果たしていくという立場におい

て、どのように取り組んでいくのかについてお尋ねをいたします。 

町  長    ２８年の新型交付金、いわゆる地方創生推進交付金という新しい国からの交付金につい

てのご質問でございます。内容につきましては今、議員がおっしゃられたとおりのもので

ございます。地方創生は地域における人口増につながるあらゆる取り組みのことであり、

地域の活性化、定住促進、子育て支援、産業振興、安全安心なまちづくり等、総合的な取

り組みとなります。この地方創生の取り組みにつきまして、国からの支援は先駆性を国が

認めるもの、かつ、他の補助金の対象とならないものに限られており、取り組み全体を支

援の対象とはしておらないということでおります。このことから現在も町ではあらゆる分

野の補助事業や町の単独事業を駆使して、地方創生に取り組んでいるということになりま

す。平成２８年度から創設されると言われる地方創生新型交付金につきましては、残念な

がら未だ国から正式に示されておりませんが、現時点の情報では、従来の要件に加え地域

再生計画の確定と日程が必要となり、またその補助率も２分の１と従来に比べて低いもの

となっております。しかしいずれにしましても地方創生新型交付金につきましては、議員

がおっしゃるとおり、今後、国から示される制度の内容を精査した上で有効な活用を積極

的に検討してまいります。また３つのチャレンジ施策につきましても、新型は交付金に限

らず、あらゆる分野の補助等も視野に入れた中で、町として最も有効な方法で具現化して

いきたいと考えております。よろしくお願いします。 

竹沢議員    はい、２８新型交付金につきましては取り組んでいただけるという方向だと思うんです

が、ちょっと関連してお伺いしたいんですけれども、飯島町は地方創生総合戦略を策定い

たしました。で、長野県もそうですけれども、県も策定しましたが、その後の動向を踏ま

えてその総合戦略の見直しを行っております。で、飯島町も確か当初あのこれを決定する

時にですね、今後の動向等であの必要があれば町の総合戦略そのものも見直しをするとい

うことを伺っておるわけですけれども、そこら辺の見通しについてはいかがでしょうか。 

企画政策課長  総合戦略につきましては策定の段階でご報告したときに、あの今議員の方からもお話が

ありましたように、内容によっては変更もあるという形であります。またあの県の方の連

携の分も含めてありますので、この３月後半になりますけれど戦略の推進会議を開催させ

ていただきまして、その変更内容等ご協議いただく計画でおりますので、またあの変更に

なった部分については議会の方にも報告をさせていただく予定でおりますのでよろしくお

願いいたします。 

竹沢議員    それでは次の質問に入らさせていただきます。もう数日後に東日本大震災から５年を経

過するわけでございます。まあここ数日のテレビ、新聞等々でも５年を振り返ってのいろ

いろの報道もございます。ＮＨＫの日曜討論でもこの話題が取り上げられて討論されてお

るところでございます。まだまだその復興後５年ということで各市町村、国の支援も受け

ながら復興支援を行っておりますけれども、例えば高台へ移転するという問題についても、

また仮設住宅に住んでいる方も、また汚染された放射能の関係が除染されても、外へ５年

も離れておると元へ戻れないとか、いろいろ苦渋の生活をしておる現状があるのかなあと

思うところであります。国を挙げて早期に復興されることを期待するわけであります。個
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人的なことですけれども、宮城県の南三陸町とご縁がございまして、飯島の町クラブなど

とも被災地を支援したりして応援しておるところでございまして、今度３月の２０日の日

に七久保で御柱の山出しがございますけれども、そこへ三陸町の方たちを招待して勇気づ

けようかなというふうに個人的には取り組んでおるところでございます。さて、宮田村に

おきましてですね、この放射性物質を含む汚染された廃棄物の処理の問題について、問題

になりまして村を挙げて運動が展開され、署名活動も行われ、県に対してこう申請があっ

た場合に、県の方で許可をしないようにということを取り組んでおりますし、また我が町

議会でもその陳情に基づく意見書を県知事及び県議会議長に提出したわけでありまして、

また１０万人の署名ということでわが町も含めて署名運動に取り組んでおるところでござ

いまして、まあ国で示す基準をクリアしておればこれも通ってしまうのかなあという一抹

のこの不安もあるわけですけれども、こうした問題そうは言ってもあの下流域にもいろい

ろ影響もあるわけでありまして、まあ真剣に取り組んでいかなければならない課題だとい

うふうに思うところであります。まあそこであの町でどうしていくかということについて

の話ですけれども、飯島町においてまあ放射性物質に汚染された廃棄物などの処理展開が、

そういう事業がですね行われないように規制する、まあそうした取り組みも必要じゃない

かということでありまして、宮田村におかれましてもまた駒ケ根市におかれましても、関

係の条例がですねまあ整備されてきておりまして、まあ条例の中身を見ますと完璧にその

規制するというわけにはいかない内容になっておりますけれども、事前の届け出義務です

とかそういうところである程度あの具体的に示しておるところであります。そこで飯島町

さわやか環境保全条例が現在あるわけですけれども、これの中身を点検していただいて、

その中にですね今申し上げた部分がある程度規制ができるような条文の整備、また同規則

を含めてですね改正する必要があるんじゃないかなというふうに思います。で宮田村では

あの地下水については別の条例を制定しまして、地下水を保全するという条例を制定した

わけですけれども、あのそういう方法によらなくても我が町の「さわやか環境保全条例」

がございますので、その中に例えば地下水の保全の問題についても、条文で明記するとい

うような改正手法をとってですねやっていったらどうかなということを思うわけでありま

す。この趣旨についてはあの十分ご理解いただけると思いますし、また町長の指示で今日

まで検討しておるんじゃないかというふうに期待をしておるわけでありますけれども、こ

の課題について今後どのように取り組んでいくのかについてお尋ねいたします。また関連

がございますので、まあ先に耕地・自治会をお願いして署名活動を現在展開しておるわけ

で、３月末集約ということかと思いますけれども、中間的にどのくらい今署名が集まって

おるかについても、関連いたしますので併せてご答弁をいただきたいと思います。 

町  長    はい、最初に竹沢議員が触れられました東北大震災、まああの長い年月が経ちますけれ

ども、なかなか元の生活にもどらないと、こういう状況につきまして、同じ日本人として

なかなか悲しい思いでおります。その中で竹沢議員、個人的な活動といえども、そういっ

た方々を応援しようと、今度の御柱に招いて勇気付けたいと、そういった地道な活動につ

きまして非常に敬意を払うところでございます。また引き続きそういったご支援をしてい

ってあげれば、私としてもありがたいなというふうに思っております。よろしくどうぞお

願いいたします。 

        かねてより問題になっております放射性物質の廃棄の問題でございます。放射性物質に
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汚染されました廃棄物処理業の規制に関するご質問でありますけれども、議員の言われる

のは廃棄物に含まれる放射性セシウムが８,０００ベクレル以下であり、国でいう廃棄物を

安全に処理するための基準以下のもの、いわゆる一般廃棄物といわれるものでございます。

こういうことと理解しております。宮田村、駒ケ根市が整備した条例は環境保全条例であ

ります。これは環境保全の基本理念の中に、自然環境と水資源の保全を位置付け、事業活

動等に関する事前協議に廃棄物等の処理業を加え、当該事業施設を許可制にするよう整備

するものでございます。駒ケ根市におきましても同様の内容であります。更に宮田村にお

きましては地下水を公共性の高い公水として、公の水として、共同して地下水の保全等に

努めることを基本理念とした地下水保全条例を新たに制定しております。そういう近隣の

ことを参考にしながら、条例の制定等、細部につきましては担当課長より、また先ほど１

０万人署名をやっておる最中なんですけれども、今の中間報告等を含めまして課長より答

弁をさせます。よろしくお願いします。 

住民税務課長  条例の制定に関しましてでございますが、あの条例の制定に関しましては議員もご承知

のとおり、自治法上２つの制約がございます。１つは、地方公共団体の事務に関すること

であることということで条例制定権の範囲を示すものでございます。これは条例の対象は、

地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとさ

れている地方公共団体の事務でございます。地方公共団体の事務じゃないものは条例を制

定することはできないというものでございます。２つ目としまして、法令に違反しないこ

とということで条例制定権の限界でございます。これは法律の接線でありまして、法律と

条例が同一対象領域を規制することに関しまして、競合し両者に衝突が起こる場合は法律

が優先的に適用されるというものでございます。また一般廃棄物も産業廃棄物も事業者が

廃棄物等の処理施設の設置をする場合の許可権限は県でございます。このように廃棄物の

処理事業の規制には多くの課題がございます。まあしかしながら豊かで恵まれた自然環境

や水関係を守り、将来に亘りましてその恩恵を享受できるように、そして住民の平穏な安

心な生活環境を守り、健康で安心して住み続けられる地域づくりを進めることは行政の責

務でございます。当町におきましても、今議員ご質問のとおり早急に検討してまいりたい

と思っておりますのでよろしくお願いをしたいと思います。 

それから１０万人署名でございますけれども、昨日現在の集計でございます。農業団体

におきましてはＪＡを通じて署名を取りまとめ、事業所関係につきましては商工会の皆さ

んにお世話になり署名を取りまとめ、一般には耕地総代・自治会長さんにお願いをして署

名を取りまとめてございます。昨日現在の集計でございますが、４，７４０名、今現在署

名が集まってございます。当初２月末ということでございましたけれども、３月末まで期

限が延長されましたのでまだ時間があります。できる限り地域の中にまたお願いをして、

署名をいただいてない方についてはお願いをするようなこともしてございます。現状でご

ざいます。よろしくお願いします。 

竹沢議員    条例の関係ですが、あの抽象的なご答弁でよくわかりませんが、具体的に検討していた

だきたいので中身についてどれだけ検討しておるかわかりませんが、お尋ねしたいと思い

ます。町長の答弁にありましたけれどその、１つはその我が町のさわやか条例の中でです

ね、基本理念としてその地下水の保全ということを文言に明記してやるべきところが１つ

ポイントかなあと思います。それから放射性物質云々のこともありましてですね、あの条
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例の中にその届け出義務の業種をですね明確にして、その中に１つとして廃棄物及び放射

性物質に汚染されたは廃棄物などの処理事業を行う者、というのを１つの届出義務の業種

としてくっきりとですねさせた中で、条文の中に事前にこの事業を行う場合に事前協議を

させるようなそういう手続きを取るというそういう協議制、こうしたものを文言に入れて

いく必要があるのかなあと思うんですけれども、ここら辺の考え方、条例改正どこに手を

加えていこうとしておるのかについてお尋ねします。 

町  長    はい、こういうものを規制する条例というのは、なかなか素人では及ばない文言の使い

方というのがあるのかなというふうに思っております。こういう条例の制定に向けて準備

をしていきますけれども、やはり法の専門家、弁護士等にしっかりと相談しながら、こう

いった条例をつくるべきかなというふうに考えております。そういった中で、今までまあ

おっしゃられた竹沢議員のような内容もしっかりどの様に入れられるのかと。条例として

そういったものを入りづらくする、そういった条例ができればありがたいというふうに思

っております。今後またいろいろとそういった面で情報等いただければありがたいという

ふうに思っております。 

竹沢議員    今の質問の前にあの申し上げた部分の中でですね、地下水の保全はあの町長答弁にあり

ましたけれど、宮田の場合には地下水保全は別に条例を定めてですね制定しておりますが、

飯島町としてはその地下水の保全の部分についてはですね、先ほど申し上げたように現条

例の中の理念で謳うことも元よりですが、あの宮田におけるような地下水保全の条例みた

いなのを、さわやか保全条例の中に組み込んで改正をしていくのか、ということについて

の考え方と、今縷々これからの取り組みの概要についてはありましたが、あのスピーディ

ーに行うというね取り組みもひとつ必要なわけで、すでに宮田も駒ケ根もおやりになって

いるわけでね、まあちょっと飯島町は取り組みが遅いんじゃないかなという率直な感想で

ありますので、具体的にいつまでにこの条例化を図っていくのかについてお尋ねします。 

町  長    そういった条例の基本理念というものも、やっぱし地下水を含めるのかどうなのかとい

うことも含めて、やっぱし専門家の知識が必要と思います。これはですね早急にまあ新年

度ということになりますけれども、新年度早急に取り組まなければならない課題と認識し

ております。 

竹沢議員    はい、時期は明確でないけれども、まあ新年度に取り組んでいくということであります

ので、専門家の知恵も拝借してですね、きちんとした条例の改正をいただきたいと思いま

す。次に３番目の質問に入ります。下平町長は２月２９日新年度予算編成を提案するにあ

たりまして、１時間１０分に亘る長時間、施政方針演説をなされました。また報道関係に

対しては２月１８日予算の記者会見を行ったわけでありまして、まあその中で昨日からも

出ておりますけれども、例えば「子育てパラダイスパワーアップ予算」「飯島版ネウボラ

＋（プラス）」「まじいい元気道場」「農ボーイ・農ガール」「トレーラーハウス」「い

いじま博覧会」などでですね、まあトップセールスマンとして町長の得意なキャッチフレ

ーズやキャッチコピーなどをですね一人歩きさせないように、まあ着実な予算執行をかじ

取りをしてもらいたいということで申し上げたいと思います。 

        平成２８年度の一般会計予算ですけれども、まあ先の総括質疑でも申し上げましたが、

まあ分かりやすく申し上げますとですね、町の借金と貯金の関係でありますけれども、飯

島町の各世帯と比較した場合にですね、町の財政の予算額は 4,780,000,000 円、累積の借金
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が 5,000,000,000円、貯金である基金が 1,810,000,000円ありまして、１年間の予算額よりも

借金の額の方が多いというのが町の台所の実状でありまして、まあこの中で住民要望に応

えての事業実施、借金を減らしてですね貯金を増やしていくというまあ財政運営は極めて

厳しいというふうに町長思っていると思います。話は違いますけれども、われわれ議員も

あちこち研修に視察に行っておりますけれども、例えばあの赤字再建に陥るような町がご

ざいましてですね、そういう町の財政状況、取り組みも勉強してきました。まあその中で

はまあ理事者、職員、町民がですね痛みを分かち合って再建に頑張ってきたと、こういう

町村もあるわけでありまして、全国にいくつかそういう苦悩を越えてきた町村の生き様と

いいますかね、そういう経験といいますか、そういうものもわれわれは学んでいかなきゃ

いかんのかなというふうに思っておるところであります。まあ今回、下平町長初めての予

算ということでありまして、細かいことは申し上げませんけれども、平成２８年度が時限

であるところの、まあ交付税措置が高い国の緊急防災減災事業債この有効活用などですね、

していただいての予算編成がまあ特徴だというふうに思うわけであります。まあこれは町

長が言う「飯島版のネウボラ＋」の子育て支援センターと防災拠点施設の事業ということ

で評価できるものかなというふうに思うわけであります。ただあの今後ですねこうしたあ

の緊急防災減災事業債のような有利な制度を活用するにもですね、冒頭の説明にもあった

かと思いますけれども、例えばその実質の公債費比率などですね、こういう比率がですね

低くて健全な財政運営をしていかないと、こうした事業債もですね貰えないということで、

どこかのお隣の市じゃあこういうのを手を挙げても貰えないというのが財政をきちんとし

ていないと、ということになるわけであります。でそこであの先程申し上げたとおり、町

長がトップセールスマンとして町の中へ向けて、また外へ向けてもそうだと思いますが、

３つのまあチャレンジ予算をですね、この議会で議決がされた場合に具体的に執行してい

くわけでありますけれども、キャッチフレーズやキャッチコピーが一人歩きしないように

是非かじ取りをお願いしたいなあと思っております。で施政方針演説の中で町長も言って

おりますけれども、国の動向を注視しながら地に足を着けたまちづくり、そしてみんなが

安心して暮らせる豊かな町を目指してのチャレンジ予算のかじ取りをしていくということ

かと思います。あのいくつかの例を挙げてキャッチフレーズなりキャッチコピーのことも

触れましたけれど、そこら辺の細かいね、部分の自分の想いですかね、そういうものを含

めて、少し町長のこれからやっていこうとしておる取り組みの姿勢を、より具体的に説明

していただけますか。 

町  長    まあ台所事情の厳しい中で事業をやっていかなければならないと、まあ公約を達成して

いかなければならないということでございます。あの借金をどんどんどんどん減らしてい

くことに重点をおけばおくほど、やらなければならない事業が今度は逆に少なくなるとい

うことの中で、借金を返しながら事業も行っていくと、こういう両刃の剣を歩いているよ

うな、剣が峰を歩いているような行政運営なのかなというふうに思っております。まあこ

ういった状況はしばらく飯島町では続いておりまして、その中でもやはり子育て支援等、

各地域に比べると引けを取らない飯島町というものが出来上がってきておりまして、この

住みたい田舎暮らしのランキングで全国で１０位に入ると、こういうような地域の皆さん

日本国内の中から評価をいただいているということもあります。まあそういう厳しい剣が

峰の行政運営というものがしばらく続くのかなあと思っております。まあそれにそれを助
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けていただくのが国の交付金、補助金というものです。まあこれを有効に使いながら目的

を達成していきたいなということでございます。そういうことでですね、いくつかのキャ

ッチフレーズが出ております。まああのこういったキャッチフレーズが一人歩きしないよ

うにということです。もちろんそのとおりでございます。私どもはその内容が大事であり

まして、きちっとした成果が出ることを最大の目標としております。まあその表現として

キャッチフレーズ、耳に聞き慣れやすいそういうキャッチフレーズを使っているわけなん

ですけれども、まあそれはそれとして、事業を売る、町を売るという部分ではまあ必要な

部分かなというふうに思いますので、そのように捉えていただければありがたいと思って

います。まあ一番今回力を入れましたのは、やはり子育て支援の関係でございます。これ

はあの「子育てパラダイスいいじま」というまあキャッチフレーズをしっかりと使わせて

いただく中でですね、子どもが０歳から就学するまで、いやそうじゃない、０じゃなくて

婚活の部分から飯島町が支援しております移住・定住、そういったものを考えますとです

ね、赤ちゃんが育って産まれるまでから、そこからまた０歳から高校生が受験する予防注

射、ここまでまあいろいろな角度の支援があるわけでございます。こういったものをなか

なか町民の皆さんが一見して分かるようなものがちょっと無いのかなと、いろいろの支援

があるんです。これをちょっと一表にした今ものを作って教育委員会の方で作っておりま

す。こういう「木」を作ってですねこちら側が子どもの支援、こちら側が親の支援、それ

でこの幹が生えておりまして、その地下の部分ではあの婚活の支援というようなことから、

ずうっとこんな感じで飯島町が支援してますよ、外から来た人がきちっと見えるような形、

やっぱしそういうお金を使っておりますので、そういう税金がこのように使われて有意義

に使われているっていうことをアピールすることも大事かなというふうに思っております。

事業を進める一方で、よく分かる内容を町民の皆さんに知らせていくことが大事かなとい

うふうに思っております。まあいくつか具体的にあの事業を一つひとつ捉えて言えばまあ

お時間もなくなるんですけれども、まあ皆様によく分かる事業の内容を説明をしながら、

堅実な飯島町の財政運営・事業運営というものを行っていきたいと思います。よろしくど

うぞお願いします。 

竹沢議員    それじゃあの堅実なかじ取りを求めるものであります。最後の質問に入ります。ゼロ予

算で「風通しのいい行政へのチャレンジ」のまあ取り組みとして５Ｓ運動を提案します。

役場総合案内開設もですねまあ定着してきて、あいさつも励行されてきているということ

で評価するところでありますけれども、あの町民の率直の声をちょっと紹介します。あの

もう総合案内所はいらないんじゃないかなっていう声ですとか、役場へですね来る人の中

で、どこへ行ったらいいかわからないという人が幾人いるんだろうかっていう、そういう

あの単純なあのお声もあります。それからこれはあの、これも率直な声かもしれません。

今の町長は以前の長野県知事に似ているんじゃないかとそういうあの率直な声もございま

す。まあこれらについて町長どう受け止めておるかはともかくとしまして、まあ総体とし

てあのあいさつも励行されてきたので、次のチャレンジとしてね提案をしていきたいと思

っております。まああのこの時期にこうした問題を懸案しなきゃいけないというのをの背

景も若干ご理解いただけるんじゃないかと思います。５Ｓはまあ民間企業でもやっていま

す。まあ３Ｓ運動にプラス２つ付けたのですけど、整理、整頓、清潔、清掃、しつけ、な

どであります。あの役場の中では人材育成の一環としてまあ「ほう、れん、そう」ですと
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かまあいろんな形の中でね、取り組みをしておると思いますけれども、あの現状の取り組

みについてはまた副町長からお答えしていただければと思います。であの「しつけ」５Ｓ

の中の「しつけ」というところについてあの是非取り組んでほしいということで、これは

上からじゃなくてまあ横断的にやってほしいなと思うわけでありまして、町民のですねあ

のこれはごくわずかな少数意見の町民の声ですけれど、先日私のところへ来ていろいろお

話ありました。であの例えばですけど、日々まあ職員はですね役場や他の公共施設へ通勤

して働いておるんですけれども、あの施設は自分の家だと思って働いてほしいということ

です。でその施設に不具合があるかどうかを仕事中に日々点検して、もし例えばトイレの

ドアなんか、ある施設の障がい者のトイレのドアは重いそうなんですけども、重かったら

例えば油を差して回してみるとかですね、不具合があったら業者に点検してもらって直す

とか、まあそういうことも必要じゃないかと。それからですね、窓口へ高額医療費の申請

にきたそうなんですけれど、書類の書式、これは点検してみて、高齢者が見たときに細か

い字でよく読めないと、そうしたらそれじゃ、その時にその何か言い訳したそうでありま

して、これは要するに一定の定めがあってやむを得ないことだと言ったらしいんですけど、

そうじゃなくて、ちょっと書きにくくてごめんなさいと、今後例えば様式を大きくすると

かね、字を大きくするとか、そういうのをちょっと考えてみますね、とかね、そういうア

ンサーがあってもいいんじゃないかということでございました。あのこれ１つの事例です

けど、その町民の方がおっしゃっていたのはあのまあ行政のことについてですね悲観的な

ご意見を持っておる方なんで無理もないかもしれませんが、要は願うところはあの日々役

場の職員の方が行政サービスをして努力していらっしゃるのは分かるんですけども、いろ

いろの仕事を通じですね、あの町民の皆さんが、役場の職員にお世話になってよかったな

というふうになってほしいというふうにおっしゃっておりました。あの町長、副町長以下

まあ職員教育しっかりおやりになっていると思いますけれども、あの５Ｓは単なる手法で

ありますので、そのこと自体はどうのこうのはいいですけれども、あの町長の二の腕とし

て働くですね職員に対して、町民の皆さんに本当に喜んでいただけるような、そういう職

員教育を是非やっていただきたいなと思うわけで提案したわけでありますので、見解をい

ただいて質問を終わりたいと思います。 

町  長    私はこの行政の運営というのは、ひとつのまあ豪華とは言わなくても、お客さんが乗っ

ている客船をある目的地に向かって運行している仕事かなあと。まあ私はまあ船長という

ことになるでしょうね。そして役場の職員はその中のやっぱしスタッフであるというふう

に思っています。お客様の中にはいろいろのご要望が当然あるでしょう。でスタッフはそ

れにしっかりと応えて快適な船旅を目的地まで共に行かなければならないと、いうことだ

と思っています。まあ船ですから機関の部分、これは建設水道関係があるでしょうね。そ

れで住民税務とか商工、まあいわゆるサービス関係ですね、サービスの行届いた豪華客船

ということになると思います。やはりそういったあのサービスを前提とするには、まずは

人間同士そこに同じ船に乗っているわけですから、お家でも同じ顔を合わせていてもやっ

ぱりあいさつから始まるということは大事なことだと思っているんです。あのカウンター

越しに半信半疑で飯島町に来られる方に対して、まず「おはようございます」というふう

に声をかけるということは、人間の最初の垣根を取り払うことでもありますし、その方の

ご要望を聞いてちゃんと丁寧に応えるということはですね、やっぱしこれはご家庭でも子
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どもにでも「おはようございます」「おやすみなさい」こういうあいさつで始まってあい

さつで終わるということは大事なことであると。これをやっぱし乗組員とお客さまが中で

いろいろのいざこざが無いように、ひとつの心をひとつまとめて目的地へ行くという部分

で、まずそこら辺が基盤になるのかなというふうに思っております。まあ総合案内はいら

ないといふうにおっしゃられましたけれどもですね、もちろん役場の中でどこへ行けば何

があるって知っている方もおられますでしょう。その人はまあ当然あのどんどんどんどん

迎えられますよ。しかしそのときにやっぱしおはようございますということ、もちろん、

おばあちゃんたちが来たときには、その心持ちを慮ったそういうサービスというのが必要

であろうし、雨が降ってきたら気をつけて帰ってねと、こういうところから町民からの風

が吹き、行政からも吹き、その風が同じ方向を向いた中で、ひとつのまちづくりというこ

とが融合できる、民間の知恵と行政の知恵が融合した中で新しいまちづくりが出来ていく

という、まず私はそれが基本だと思っております。決して田中康夫という人間を私はどう

いう人間だったかわかりませんけれども、その方の別に真似をしているわけではなくてで

すね、私は今までの人生を歩んできた中で、やっぱし行政と住民はこうあるべきという１

つの理念、哲学を持った中での一つひとつの行動、そして職員の皆さんにもそういうお話

をしております。まあそこら辺をご理解いただければありがたいというふうに思っており

ます。５Ｓ運動も当然必要でございます。整理・整頓という基本的な日本の文化、職場の

清潔さを保つ部分において、それをやっぱしあの心持ちに現れますから、ごあいさつする

ときに。机の中がバラバラでぐちゃぐちゃでそんな対応ができるとは思えません。そうい

ったことも基本的には大事だと思いますので、５Ｓ運動にもしっかり取り組んで今後いき

たいと思います。そして十分な行き届いたサービスが住民の皆さんに届けられるように頑

張ってまいりたいと思っております。 

 

議  長    次に、６番 堀内克美 君 

６番  

堀内議員    それでは通告に基づきまして一般質問を行います。今回は営農センターが３０周年を迎

え、また地域複合営農への道の改定を行ったことを踏まえまして、営農センターを預かる

者として、農政問題を中心として、２点についてをお伺いをしていきたいと思います。ま

ず１点目として農業農村づくりについてをお伺いをいたします。先日は営農センター３０

周年記念式典を開催をいたしましたところ、下平町長はじめ多くの皆様にご出席をいただ

き無事終えることができました。３０年の営農センターの活動を振り返り、改めて地域複

合営農への道を基本として元気なまちづくりを目指した農業農村づくりにスタートが切れ

たこと、このことを参加者の皆さんと確認できて感謝を申し上げておるところでございま

す。またこの飯島モデルの集落営農方式は全国のモデルの１つとして注目を集めておりま

すが、このことは今まで３０年間町が農業を町の基幹産業として位置付けられて農業農村

づくりを進めてきたこと、このことが証明されている、そんなふうに思います。また営農

センターは農業振興はもちろんとして、地区営農組合や担い手法人などを通じたそれぞれ

の地区の地域づくりへの取り組み、コスモス祭り、生き物調査などの町の情報発信や都市

との交流などに農業者が自ら取り組み、まちづくりの一端を担ってきたからこそであると

いうふうに考えます。農業が衰退すれば町は存在価値を失いかねない、そんなふうに私は、
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そのくらいに農業は大事なものだというふうに思っております。そこで下平町長にはこれ

からも農業を町の基幹産業として位置付けた農業農村づくり、これに取り組んでいかれる

かその点についてをお伺いしたいと思います。 

町  長    それでは堀内議員の一般質問に答えてまいります。先日は営農センター３０周年、誠に

おめでとうございました。発足以来多くの方々が飯島町の農業について先進的な取り組み

をしております。これも全国から評価を得る事業になってきておりまして、今まさに農業

の転換期を迎える中においても耐えられる足腰の強い地盤を今作ってきておるのかなとい

うふうに思っております。まあそういった方々のご尽力に対しまして、今改めて敬意と感

謝を申し上げる次第でございます。また引き続き堀内議員も今そのトップに立っておられ

る方でございますので、よろしくご尽力のほどお願いしたいと思います。 

それでは、２つのアルプスに抱かれた天竜川、与田切川、中田切川等、多くの清流によ

り与えられた豊かな自然や田園の恵みは、私たちのかけがえのない財産であり誇りでござ

います。この自然が多くの生命を宿し、遠い昔から今日まで私たちを潤し、活力を与え続

けてきていただきました。この豊かな自然を守り将来へ引き継いでいくためには、農業の

役割は極めて重要と考えております。またわが国の農業農村は農業者の減少と高齢化、農

業所得の減少等により極めて厳しい状況にあり、食糧自給率の向上と農村の維持保全を図

りつつ、農業を再生することが大きな課題となっております。このような中で当町は地域

複合営農の考え方の中で、町、ＪＡ、農業委員会、農業センター、地区営農組合や各法人、

各農業経営者、農地水環境保全管理協定運営委員会、等々、この方々の連携の下、農業振

興及び農業農村の持つ多面的機能の保全・継承に地域ぐるみ、組織ぐるみで取り組んでい

かなければならないと思っていますし、そのようになっておると思っております。このよ

うに考えるとき農業はまさに町の基幹産業であると私も認識しております。 

堀内議員    はい、まあそれぞれ今までにも確認をいただきながら、そのことを基本として農業農村

づくりを進めてきておりますので、今後もそんな考えで是非取り組みをお願いしたいと思

います。続きまして飯島町の営農センターの取り扱いについてをお伺いしたいと思います。

ちょっと過去を振り返らせていただきますが、営農センターは昭和６１年９月１８日付の

規則第１５号、飯島町営農センターの設置及び運営に関する規則、これによりまして長期

的かつ総合的な農業農村の振興を図るための組織として飯島町営農センターを設置する。

まあそういうことで設置をされておりまして、町の機関となっております。平成２０年ま

ではその体制で続いてきたところですが、まあ２３年間営農センターは町の機関として続

いてきたところですが、２０年度において営農センター規則が一部、一時廃止された時期

がありました。２１年度１年間は任意組織ということにまあ、言ってみればまあ格下げと

言っていいかどうか知りませんが、そんなような状況になりました。またその次の年に営

農センターの持つ公共性につきまして私も特にお願いをしてまいりましたし、再認識をい

ただきまして平成２２年度から再び町の組織として復活をしまして現在に至っております。

ただこのとき任意団体となったために町の一般会計予算から除外をされまして、以後は現

在まで営農センター予算は町の会計では持たれておりません。農業者の互助組織である、

構成員は同じですが、飯島町農業再生協議会、ここへの補助金が運営費としての補助金が

1,000,000円が交付されているだけであります。２７年度にはまあ地域複合計画の計画費に

ついて上乗せいただいておりますが、通年はそんなふうになっております。この組織は営
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農センターより、飯島町農業再生協議会のことですが、営農センターよりも古くて昭和４

８年頃、米の転作の互助組織として発足して、それからは幾度も名称が変わりまして、現

在は国の方で各町村の組織についてこの農業再生協議会というのが統一された名前でそれ

ぞれの町村で運営されているものと思っております。まこの組織は農業者の負担を主体と

して運営されております。それで事業内容については農業振興事業としては地区営農組合

支援や転作作物の支援、あるいは特産品の支援などに農業者の皆さんの負担の中からそれ

ぞれ支援をしております。またそれ以外には町の有害鳥獣防止対策事業、農村活性化対策

としてのコスモス祭、東京クラブ生協などとの生きもの調査、あるいは三鷹のいいじまマ

ルシェ、米俵マラソン、それらにつきましても支援を申し上げておりますし、飯島手打ち

そばの会の設立の際にはご支援を申し上げて、まあ農業関連ではありますが、直接農業生

産に関わらないまちづくりに関する事業にも関わってきております。それから平成３０年

に予想されます国の生産調整廃止、自主的な生産調整移行、こうなったときにはこの再生

協議会の農家負担というのが非常に厳しくなってくるのかなと、大幅な見直しに迫られる

のかな、こんなふうに思っております。また方向を変えてみますと、営農センター委員は

町長委嘱の委員であり、営農センター活動は町で責任を持っていただくのが筋だというふ

うに私は考えます。すぐにとは申し上げませんが、平成３０年度のまあ米の生産調整の廃

止という厳しい状況を見据えた中で、営農センター予算については町の一般会計に計上し

ていただいて、営農センターの事業と町の農業振興を一緒に進めていただく、まあ再生協

議会事業につきましてはわれわれ独自でそれぞれ運営していく、そんなような二本立にし

ていただきたいというふうに考えております。そこで営農センターの予算を町の一般会計

に計上していただくということで、そういう考えが町長にないかお伺いをいたします。 

町  長    営農センターの事業の中でいろいろご腐心いただいておるということをまあお伺いいた

しました。あの町としての予算組みのことでございます。現在、営農センターの予算は町

として設けていない状況です。おっしゃるとおりでございます。農業再生協議会に対して

これにつきましては町から年 1,000,000円の負担金を支出いたしております。農業再生協議

会は営農センターと組織構成を同じとしているという認識の中から、予算的にも一本化さ

れております。営農センターの必要経費についてもこれらの会計から支出されているとの

ことですので、現行どおりの事務処理でお願いしたいと考えております。現行の処理によ

るメリットもあるかと思いますのでご理解をいただきたいと思います。 

堀内議員    ちょっと認識が違うんじゃないかなと私は思いますが、組織構成が一体ということでは

ないんです。例えば年の初めの総会、農業再生協議会の総会とこれは議長を立てて総会を

やります。それから営農センター委員会の総会は会長が議長で運営する。２つの組織は一

緒じゃないんですよ。たまたま町の方のその平成２１年度に町の機関から外したときに予

算を外した都合で、そういうことで町からは補助金で再生協対応と。それが現状ですので、

それともう一つあの先程も話をしましたが、町長委嘱の委員会で費用弁償を他所から出て

いる委員ってありますかね。たぶんないんじゃないかな、そういう意味では町長には任命

責任がありますし、当然運営費は必要ではないかなとそういうふうに思いますので再度ご

答弁をお願いします。 

町  長    認識が違うんではないかということで、やっぱしあの思いの違うところが役場と現場の

委員会の方々と違うのかなと、やはりそこら辺はまたあの意見を交わしながらいろいろ精
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査しながら、お互いが納得いくことにしていかなければならないと思います。まあそうい

った意見交換の場所を持ちたいと思っております。 

堀内議員    はいあの、内容についてはご理解をいただけたと思います。まあこれからそれぞれ検討

をというお話ですので、期待をして次の質問に入りたいと思います。続きまして、農業農

村づくりの課題について何点かをお伺いをいたします。まず第１点としては、まあ一番の

問題ですが農業者の担い手問題です。農業者の高齢者対策とも併せてなるものと思います。

まず２つのことについてその中でお聞きしたいと思うんですが、まず１つは、現在の農業

者の高齢化に伴います農業後継者、現在、農業をやられている方の後継者の定着、これに

ついての町の支援をお願いしていきたいというふうに思います。Ｉターンなどの皆さんに

はまあ国の制度も含めて、農業団体の制度もありますし多くの支援策が用意されておりま

す。ただ、地域で農業後継者になる方、あるいはＵターンで帰られてくる方、この皆さん

にはどうもその皆さんに比べて支援策が少ないのかなとそんなふうに感じております。特

にその地元で農業に、あるいはあの企業に働いていて自分の家へ入って親の仕事を継ぐと

いう方もおるんですが、同じ農業用作物をやるとなかなかいろいろの支援がもらえないと

いう、そんなようなところもありまして、厳しいところがあります。それで町としてその

国との、例えばＩターンで来る皆さんとの差を町としてカバーした支援が考えられないか、

そんなように思います。ですので、そんなことで農業を飯島町の現在の住民の人でやって

みたいと、継いでいきたいという人に、ついての支援を１つとしてお答えをいただきたい

と思います。 

        またもう１つとしましては、まあ都市との交流、まあこれは町長が推進している事業の

１つですが、都市との交流からの後継者確保、これもまあ有効な手段というふうに思って

います。町の予算を見ますと平成２８年度には地域おこし協力隊としてまあ新鉄砲ユリの

後継者づくりを計画されておりますが、問題はその来られる皆さんが今までに飯島町をど

のぐらい知っておるか、これがそのどうも定住というものについては、やっぱりそこらの

ところが非常に最後には、いざ定住というときには最後に支障になってくるということを、

それぞれのいろいろの立場からの皆さんからも聞いております。そこでまあこの交流、こ

れにつきまして農業体験交流、まあ農作業、田植えとか稲刈りとかりんご狩りとか、そん

な農業体験を通じてまず交流をすると、交流人口を増やした中でその体験の中から地域を

理解する、その中で、飯島へ行ってじゃあ農業をやってみよう、まあそんなような人を探

し出すというのも、確かに遠回りかもしれませんが、定着率ということを考えると数段上

がるんじゃないかなと、まあそんなふうにいろいろの皆さんの話からそんなふうに聞いて

います。またこれ北信のある町の事例ですが、地域のまあ耕地や自治会が都会から若者を

招いて、集会所に泊まってもらって、その来た若者と一杯飲みながら地域のみなさんと懇

親会をすると、その席を通じて若者の意見をお聞きして、それを地域に取り入れたり、そ

の人たちを呼び込こもうと、そんな取り組みをしているところがあると、そんな話もあり

ます。当然、町は定住促進は早くから取り組みを重視しておりまして、他所からも視察に

見えられるようなところでございます。ただ農業体験交流というのがちょっと飯島は少な

いのかな、そんなふうに考えておりますので、まあ営農センターでも当然やらにゃあいけ

ないと思いますが、町も一体となった取り組みをもう少し進めたらどうかなと、そんなふ

うに思いますのでお願いしたいと思いますし、下平町長には「いーら」の理事長として豊
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富なご経験をお持ちでございますので、都市との交流からの担い手づくりについて、それ

から先ほどの地元の後継者の支援、この２つについてをお伺いをしたいと思います。 

町  長    農業従事者の高齢化につきましては深刻な問題と捉えております。後継者対策としては

新規就農者の確保や法人等の担い手組織の育成などが必要不可欠となっております。町営

農センターでも積極的に取り組んでいただいておりますが、町の立場でもしっかり対応し

てまいりたいと思っております。こういう基本的なスタンスでございます。その中で定住

促進をするにおいても、飯島町や田舎というこういう環境の中で、都会からのニーズに応

えるシーズ、必要に対するネタがそろっているのかなと思っています。都会の方々はあの

コンクリートの中でもう辟易として人間回帰、本来の人間の姿に戻りたい、こういうニー

ズや、それから田園回帰ですね、そこで田舎で畑仕事、土に触りたいんだと、こういう大

きなニーズがあるということはもう今では明確になっておるところでございます。ですか

らそういった都市からの移住希望者の方々にどういうシーズ、ネタ、種を提供するかとい

うことは１つのわれわれの課題だというふうに思っております。その中において小さな農

業から体験してみると、こういうこと。それでまあそれが慣れてくれば少し大きめの農地

をもっていくと。こういうふうに段階的に進んでいくことが確かに、今、議員さんがおっ

しゃられるような段階としては必要なことかなというふうに思っています。それでこの農

業資源というのを観光に使う、体験観光に使うということなんですけれども、今一番観光

でもネックになっているのは宿泊場所がないと、こういうところでございます。昨日もご

質問の中でありましたけれども、農家民泊をしたいんだけど、公民館、空き家等を有効利

用したいんだけれどもなかなかはそういう状況にはなっていないだとこういうことでござ

います。今あのご提案いただきました公会所を使って泊って、そこで地元の人たちと、ま

た農家のプロの方々と触れて交流を深めたらどうかと、ああなるほどねえと、やはり今い

っぱいあちこちに新しい公会所も出来ましたし、そういったところを利用すればいいのか

な、で、民宿の許可っていうのが今日本政府ではそれを緩やかに、民宿として提供できる

法律に改正しているということを聞いておりますので、そういった公会所、集会所といっ

たものが利用できるかどうか、よく精査した中でですね、それを活用できれば飯島町にい

っぱいある。何百人来ても大丈夫だ、空いている時間をそれに使えればいいなあというふ

うに思っております。まあこんなことも考えながらまちづくりに農業を生かしていきたい

と思っております。なおもっと政策的に明細につきましては担当課長よりご説明申し上げ

ますのでお聴き取り下さい。 

産業振興課長  それではあの具体的な政策というか、につきまして私の方からご説明申し上げたいと思

います。自分の農業経営を引き継いでくれる後継者、こういった方々への確保対策ですが、

国の政策では、親の今まで行ってきた経営にとは別に新たな品目に取り組まない限り補助

金が貰えないというような制度になっています。営農センターや町では新規就農者に対し

まして、こういった国の支援をできるだけ貰えるような経営となるようなふうに話をしま

して、指導しておるところでございます。またあの町の農業再生協議会では平成２７年度

からこれまで新規の農業者の認定農業者のみとしていました就農支援金 100,000 円、この

要件を緩和いたしまして、規模にかかわらず親の農業を継いだ場合には本人の申請により

支援を行っておるというところでございます。資金的には十分な支援ではないかもしれま

せんが、技術的指導などで新しく就農される方に支援をしてまいりたいというふうに思っ
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ております。また都市との交流事業の中で新規就農者を確保する点につきましては、今後

検討してまいりたいと思いますけれども、その１つの策として平成２８年度から地域おこ

し協力隊制度を活用しまして、３大都市圏から町に移住していただき、町の農業振興に努

めていただくこととしております。具体的には全国屈指の産地でありました「新テッポウ

ユリ」この生産者が現在５名ということで激減しております。早急に対策が必要というこ

とで栽培技術の継承、また産地復活に向けた後継者として採用いたしたところでございま

す。協力隊に対しましては現在、テッポウユリを生産している生産者の方々が里親として

協力いただくこと、またＪＡ花卉担当者、関係団体による全面的なサポートを行う予定で

おります。地域の皆様との交流も積極的に行っていただき、担い手として活躍していただ

くことを期待しております。また３年後には自分で畑を確保していただきまして、「新テ

ッポウユリ」を生産を自ら行って所得を確保し定住してもらうということを期待している

ところでございます。以上です。 

堀内議員    まああのそれぞれの後継者対策は考えておるんですが、私は町の取り組みをお聞きして

おりますので農業再生の取り組みは私も十分承知して私もやってますので、お答えは町の

取り組みをお答えをいただきたいと思います。まあ町長も新しい取り組みを検討しようと

いうお考えのようですので、とにかく担い手対策は農業がだめになるか存続できるか一番

大事な問題ですので、先ず農業対策のトップとして取り組んでいただきたい、まあそんな

ふうに思って次の質問に移らさせていただきます。 

次に、５０年に及ぶ国による米の生産調整が平成３０年度には廃止される、まだ決定に

はなっていませんが、まあ概ね決定と一緒かな、と思いますが、廃止されようとしており

ます。米は飯島町農業の基幹作物であります。地域複合営農と担い手法人によります土地

利用型農業の柱ともなっております。もし廃止され、米価の引き下げが進めば農業への意

欲が減退して農地の荒廃化が危惧をされます。また農業者組織であります農業再生協議会、

これも米価が下がれば皆さんからいただく負担金をどうしたらいいかっていう問題にもな

ってくるということを考えると、まあ存続の危機にも陥るのかな、そんなふうに思ってみ

ております。まあ今から対策が必要だと思いますのでお伺いしたいと思いますが、国の生

産調整が廃止になった場合、現在の米の出荷体系から見ると農業団体だけでは調整が非常

に難しいんではないかなと、というのは系統出荷以外にも相当の出荷をしているところが

見うけられますのでそう考えております。そこで県や市町村などが農業団体と連携して米

の過剰生産を抑える、そういう対策をとる必要を感じます。まあ米を栽培して飼料米だと

かホールクロップだとか、いろいろの方法がありますので、それで米の栽培ができてある

程度所得が保証されるということになればいいんですが、ちょっとそこらんとこは厳しい

というように私はみていますので、是非そんなことでこの生産調整に生産者だけでなく町

も行政機関が、国はやむを得んとして、行政機関が積極的に取り組んでこの危機を乗り越

えていきたい、まあそんなふうに思いますので、この取り組みについてのお考えをお伺い

したいと思います。 

町  長    国による生産調整の廃止が飯島町に与える影響は、また飯島町としての対策は、とこう

いうご質問でございます。生産調整制度は米の自給調整、米価安定などの観点からも重要

な施策であったと思います。当町の生産調整への取り組みは、農業再生協議会による町ぐ

るみの取り組みによって国からの目標数量をオーバーすることなく達成してまいりました。
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今後は農家自らが考え、生産、販路確保を行っていかねばなりません。町としても意欲あ

る生産者の皆さんへはできる限り支援してまいりたいと考えております。ということなん

ですけども、今、堀内議員さんがおっしゃったとおり、飯島町の農業が米が７０％、８

０％ということであるということです。でそれがまあ系統へ主に流れていると、でＴＰＰ

やこの減反制度なくなって農業改革が行われていく中で、米価の値下げ、価格低迷という

ことはまあ避けて通れないのかなあという、こういう状況になっております。まあそうい

った中でいかに生産性を高めるか、あるいは付加価値のあるものを作るか、ということに

なってくるのだろうと思います。で付加価値のある農作物については、もちろん専門家の

方々が研究されておりますので、それぞれの思いがあるかと思います。そこであの行政と

して何ができるかということなんですけれども、まあそういったことにまあ支援すること

も当然ですけれども、飯島町で採れたものが飯島町の皆さんが食べていただくと。先ず。

それが消費が確保されている、見えているということが大事かなと。今まで系統にしても

生協に販売しているにしても、必ずこの部分は売れるんだと、こういう形をいかに作って

いくかだと思っています。ですからこの９，８００人の胃袋、この胃袋がですねどれだけ

飯島町の農産物で満たせることができるか、ということを、もうそろそろ考えなければい

けないのじゃないかなと。これは米だけに限ることはないと思います。やっぱしいろいろ

の野菜を作らなきゃいけないし、あるいは畜産の方にも手を広げた中でいかなければなら

ないと思います。飯島町が食糧を自給自足できる確率がどれだけ上がるんだと、こういっ

たことがひとつの地域の文化になるのかなというふうに思っておるわけでございます。ま

あ多くの農業者の方々にご理解をいただく中で、そういったことを考えて達成していく、

まずはお米から地産地消をやっていこうよと、こういう動きもあるようでございます。私

も大賛成でございます。それを広げて先ずは飯島町。頼りになる消費者は飯島町の町民で

あると、こういう形が大事かな。あとは余ったものを売るということも大事。で、輸出で

きるじゃないかと、こういうこともＴＰＰの補完の中で政府が言われますけれども、なか

なか難しいことかなあというふうに思っております。それに取り組む人は十分取り組んで

いただきたいと思いますけれども、全員がそういうわけではございませんので、まずはこ

の地域が何らかの組織、でまあ野菜やなんか作ったりすると人手が足りなくなるんですけ

れども、あのリタイアした人たちに草刈りやそういった農作業をお手伝いしていただくっ

ていうようなことも組織、全体の組織の中で考えて、それでそこに払われる賃金ですけれ

ども、それは農作物、米何キロというようなこのチケットといいますか、地域通貨ってい

う言葉にも置き換えられるんですけれども、そういったものを貰って報酬は飯島町の農作

物で貰うと、こんなような循環ができれば自給自足の理想的な町ができるのかなというふ

うに考えております。だんだんにそういった形ができるように、いろいろの方々の心構え、

組織づくりを進めていっていただければありがたいなあという私の思いでございます。細

部につきましては担当課長から説明申し上げます。よろしくどうぞお願いいたします。 

産業振興課長  先ほどあの議員の説明にもありましたけれども、平成３０年度に生産調整が廃止された

場合につきまして、国から今支払われております経営所得安定対策等の交付金の内、米に

関わります直接支払い交付金が廃止されるという見込みでございます。稲作農家にとって

は大変厳しい状況だというふうに認識しております。国には新たな施策をお願いしたいと

思っておるところですが、町としましては生産調整廃止の対策としまして、地域複合営農
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の道パートⅣの第２期計画において、環境共生栽培の米の生産、この取り組みを定めたと

ころでございます。農薬、化学肥料を県の示した基準以下にして生産されたものは、一般

的な栽培方法で作られた農産物より高い値段で販売していきたいというような取り組みに

なっております。パートⅣにはその他いくつかの振興政策を掲げておりますが、この計画

に沿った取り組みを積極的に行っていただく経営者等につきましては、町としても支援を

してまいりたいというように考えております。最大の問題は販路、販売方法かなというふ

うに思っておりますので、この点を真剣に検討しまして農家の所得確保に努めてまいりた

いというように思っております。 

堀内議員    なにか質問する前に全部答弁いただいたような感じがしておりますが、肝心のその米の

生産調整を一緒に取り組んでもらえるのか、そこのところを今お答えいただいたのかね？

もう一度お願いします。 

産業振興課長  生産調整につきましては町も真剣に取り組んでいかなければならないと認識しておりま

す。 

堀内議員    はいそれでは真剣にということは、農家と一体に取り組んでいただくどういうふうに理

解しましたので、そういうことの上で次へ進めさせていただきます。今それぞれ町長ある

いは課長からも触れられておりますが、まあ環境共生栽培、それから地産地消この問題、

農家所得の向上この問題、いろいろと項目別に用意をしましたが、一括してお伺いをした

いと思います。環境共生栽培への取り組みのことについては、平成１９年に飯島町１，０

００ヘクタール自然共生栽培農場基本計画、これを中心に取り組んできました。平成２２

～３年ごろだったと思いますが、自然共生というもので商標登録をしようとしましたとこ

ろ、すでにそういう商標登録がありまして、もう使えないということになりまして、それ

から後、今年までいろいろと検討はしてきましたがなかなか方向がでないというようなこ

とで来ました。またあの自然共生栽培部会というのが営農センターの中にもありまして、

その皆さんともいろいろとお話をしながら、最終的にこの環境共生でいこうということで、

それぞれの了解を得た中で、現在は取り組みの申請を進めております。それでまあこの取

り組みもまあいくらかお金がいりますので、是非ご支援をお願いしたいと思うんですが、

２８年度の町の予算では商店の特売広告に対する支援策が計上されておりまして、なかな

か細かいところまで目が届く予算計上だなとまあそういうふうに思って見ました。是非あ

の環境共生の登録経費も 300,000か400,000くらいは掛かるというふうに聞いていますので、

ご支援をお願いしたいと思いますし、以後はこの販売促進、販売方法、それからこの袋、

包装に使うネーミング、北信のある村では「村長の太鼓判」として結構ニュースとして聞

いたこともありますので、例えば「町長の太鼓判」とか、そんなようなネーミングのこと

も含めてご支援をいただきたいと思います。また地産地消につきましては、われわれあの

米の生産者は自分たちで食べているんで、みんなも食べていると思いましたが、消費者の

皆さんは買って食べていただいている。そうなると飯島の物が飯島の消費者の皆さんに届

いていないということにやっと気がつきました。そんなことで今年から環境共生の米をカ

ントリーのサイロ１本確保して、その米をまず生産して地元の皆さんに食べていただこう

と、で、２～３年はそういう形の下で地元の皆さんに食べてもらって、評判を聞いて、そ

れを商品にしていこう、まあそんな取り組みを始めようということで取り組みを開始しま

した。まあこれにつきましては当然あの生産コストがレス５０といいまして化学肥料、農
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薬を半分にするという栽培方法で、まあこれは県の基準に適した栽培方法を取り入れてお

るんですが、どうしてもコストが上がるということですので、まあ農協の方の話だとサイ

ロ１本で 1,500,000～1,600,000は最低でも生産者の皆さんにお返しする体制ができればいい

なあというようなことを言われておりますので、そのくらいは、それ以上はコストが掛か

るのかなとそんなように思います。あの米の町ですので是非あの米を町の特産化をしてい

くと、そういうためにこの取り組みから販売の方は是非飯島町営業部の方にお願いして、

系統以外を使って、まあブランド等もちょっと厳しいかなと思いますので、系統とも連携

はとりながら是非その販売の方法を進めてまいりたいと思いますので、それらに対する支

援をお願いしたいと思います。 

        それから併せてもう１つ、まあ農業を継続して行うには安定した農業収入、農業所得の

確保が大事ではないかと思います。ちょっと時間もだんだん押しておりますので、多くは

申し上げませんが、まあ直売所等をいろいろ建設して、それらの機会の多くすることに取

り組んでいただいておりますので、それらも含めて、６次産業化含めてのことを手短にお

答えをいただけたらと思いますのでよろしくお願いします。 

町  長    環境共生米ということで登録商標を申請しているということでございます。やはり差別

化するには、やっぱし安全安心、どこよりも安全安心ということは先ず第一義、食料品の

場合には第一義だと思います。多少高くても安全安心をとると、こういう時代になってき

ているかと思います。その方向性は間違っていないのではないかなというふうに思っとり

ます。ただやはりその売り方だと思います。飯島町営業部のお話もありましたけれども、

インターネットで当然ああいう場所はですね非常に農家の顔ぶれの写真も撮りますし、

細々な写真を撮っていけますので、非常に説明力がありますし説得力があります。で多く

の方々が見ます。そういった部分では市場を広げる部分と説明する部分というのは非常に

あの、飯島町営業部の中から通じてネット通販をやればいい機会になるかなというふうに

思っております。ただしその時に飯島町って米の島って書きますから、これは一番その名

前からもう飯の島ですから米ですよね。米を炊けば飯になるんですけれども、ところがで

すねあの以外と米の食べ方ってずさんなんじゃないかなと僕思ってるの。６０キロ 1 表ぼ

ーんと持ってきて全部精米してあるんですよね。私ネットで買う場合にはですね、玄米で

買っているんですよ。それで１キロ、３キロ、５キロ全部真空包装になっている。できる

だけ小さいもの１キロぐらいのものを真空解けばそれ 1 発で終わりですから、それを精米

機にかける。精米機なんて今15,000から20,000ぐらいのもんですよ。そうすると食べるご

とに精米するんですね。酒も蕎麦も同じ、挽きたてが美味いとこういうことだと。米もそ

う。やっぱし飯島町の飯の島に住んでいる人だったら米の食べ方、一番美味い食べ方の推

奨。こういうふうに私は食べているぞということはやっぱしやらなきゃいけないのじゃな

いかなあというふうに思っています。これも文化だと思います。ですから玄米で真空包装

で売る、これはやっぱし今の米を売るについては一番必要な部分かなと思います。もちろ

んネーミングも皆様方いろいろ考えていただいてですね、ワンワードでこの内容がよく分

かると、あのあるじゃないですか「ミヤマシジミ米」とか「フナッコ米」とか、それぞれ

ああフナが育っているんだからさぞ無農薬なんだろうなあ、まあ規定では三ツ星になるで

すからね、５０％というと一ツ星ですかね、そういったことも町民の方々に分かっていた

だいて、そういう企画も町長が認めていくと、こういうことで信用度と認知度を深めてい
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きたいとこういう計画でございますので、私どももそれに協力してまいりたいと思ってお

ります。 

堀内議員    それではそんなことで取り組みをお願いして、次に農村環境の維持保全についてをお伺

いします。平成２５年度の国の農政改革の中で、多面的支払い農地支払制度と、そうです

ね、がスタートをいたしました。平成２７年度から飯島町の協議会では町内のほとんどの

耕地・自治会と地区営農組合が連携しまして、道路の路肩の草刈り、用水路の草刈り等、

維持管理事業を町民共同事業としてスタートをしております。これが町民が一体となって

農村環境対策に取り組むことへの良いスタートが切れたものと私は思っております。この

取り組みの定着は飯島町の環境保全対策を左右する重要な取り組みではないかと思います。

まあ現在耕地対象ですが、耕地未加入者も含めて町民こぞって参加してやってもらえるよ

うに、是非、町長の方からの、町の方からの宣伝が必要ではないかと思います。恵まれた

環境をバックボーンに新産業創出ということでございますので、地域の環境をきれいにし

て土台固めが大事だと思います。耕地未加入者への皆さんへの、わが町の農村環境は皆で

守るんだという取り組みのＰＲを町の方にはお願いをしたいと思います。 

それからすいませんが他の項目と併せて、時間がありませんのでもう１つだけどうして

も言っておきたいので質問させていただきます。千人塚高原の開発についてお伺いします。

名称につきましてあえて千人塚高原と私は言いました。地域のイメージがそんな雰囲気を

醸し出していると思って考えております。町の予算構想はありますが、私の構想は現在の

千人塚公園から日向沢までの里山地帯一帯の開発をしたらどうかと。南東に傾斜した勾配

が非常に緩くて、立ち木を適度に残した形で自然のままで開発すれば、林間リゾートとし

てはいいんではないか、最適ではないかなとこんなふうに思いました。過去にはリゾート

ホテル計画もありましたが、まあ２０年くらい前ですか、そんなこともあった地域ですの

でそんなふうに思っております。１０数年後にはリニア新幹線の開通が見込まれ、飯田駅

からこの地点までは３０分圏内、東京からは９０分圏内にあると思いますので、リゾート

としてのアクセスは最適だというふうに思います。それから千人塚高原は南アルプスの景

観が、町長も言われるように、これ以上にもない景色でありまして、どこにもない最高の

景観であります。また背後に迫る中央アルプスも迫力のあるものです。開発には町が中心

となって民間活用で考えたらいかがでしょうか。以上について２点お伺いをして質問を終

わります。 

町  長    はい、先ずは第１点目からお答え申し上げます。町民こぞっての農村環境保全とこうい

うことでございます。１０年後には販売農家数は現在の半分以下、農家の平均年齢も７０

歳を超えると予想され、飯島町が進めてきた集落営農でも農業農村環境を維持することが

困難になってまいります。農家が減少する中で農業農村をどのように維持していくかにつ

きましては、今後、町、営農センター、農地水環境保全管理協定運営委員会などの連携に

よる検討も必要だと思っております。また非農家で会社を定年退職された方たち、この力

をお借りしまして草刈りや農作業等を実施する作業グループを作るなど、地域全体で農業

農村を守り発展させていく地域づくり体制の構築も検討してまいりたいと思っております。 

        続きまして２点目でございます。リニア時代を控えて千人塚をリゾート地にとこういう

お話でございます。千人塚の再開発につきましては、町として検討していかなければなら

ない重要課題の１つと捉えております。多くの方に素晴らしい景観だと評価をいただく一



 - 22 - 

方で、その魅力を生かしきれていないのが実情だと思っております。紅葉園を取得し新た

な取り組みも始まりつつありますので、平成２８年度中に予定しております観光基本計画

の策定作業の中で、再開発ビジョンについても検討してまいりたいと考えております。ま

た千人塚公園周辺の活用も併せて検討してまいりたいと思っております。以上でございま

す。 

 

議  長    ここで休憩といたします。再開時刻は１１時１０分といたします。休憩。 

 

          午前１０時５５分 休憩 

          午前１１時１０分 再開 

 

議  長    休憩を解き会議を再開します。一般質問を続けます。 

８番 浜田 稔 君 

８番 

浜田議員    それでは通告に沿って一般質問を行います。今回の一般質問は大規模太陽光パネルの建

設にどう向き合うか。こういうタイトルでございます。まあタイトルで概ね質問者の立場

は明らかになっているかと思いますけれども、本当であればですね、どう立ち向かうかと

いうタイトルにしようかと思ったぐらいのことであります。まず最初にあの、先日から本

多議員、それから中村議員も触れられましたけれども、太陽光パネルの問題がですね地域

住民にとって必ずしも歓迎される状況ではないというような流れも見え隠れしていまして、

これに対して町それから住民はどのように向き合っていったらいいのか、こういったこと

を今回の討論の主題にしたいというふうに思っているわけであります。それに先だって、

やはりまず認識を共通にする必要があるだろうというふうに考えておりますので、特に町

はすでに自然エネルギー条例を制定しておりますけれども、まあそれの以降の設置状況、

太陽光パネルのですね。それから出力や事業所の状況など、あるいは地元同意に関わって

どんなあの問題が生じているのか。こういった全般的な状況をご報告いただいて、その後

の議論の出発点にさせていただきたいと思いますので、このあたりついて概括的な認識を

町長からお願いしたいと思います。 

町  長    それでは最後の一般質問となりました浜田議員の質問にお答えしてまいります。町の地

域自然エネルギー基本条例制定後の設置状況はということでございます。設置状況につい

てのご質問でございますけれども、平成２６年２月１４日に条例を施行した後の状況とい

たしましては、発電施設の容量が１０キロワット未満の家庭用太陽光発電補助の対象とな

る設備の件数は１０７件、出力合計では５３９．１６キロワットとなっております。発電

施設の容量が１０キロワット以上の飯島町自然エネルギー活用発電施設設置手続きに関す

る規則に該当する施設は、平成２８年２月現在で５２件、出力合計は、３，９５３．０４

キロワットとなっております。状況、もっと具体的な内容につきましては担当課長から説

明いたします。 

住民税務課長  それでは今の５２件、条例施行後の５２件の発電事業者の中身についてご説明を申し上

げます。町内事業者が３２件、全体の６１．６％でございます。伊南地域の事業者、町外

でございますが、１８件の１５．４％、それから県内事業者６件１１．５％、それから県
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外の事業者が６件１１．５％で５２件となってございます。地元同意につきましては、条

例制定後の施設についてはすべての施設につきまして同意書の提出がございます。このう

ち平成２７年度におきましては、２６件が地元の同意がとれてございます。現在、同意酢

をとるための手続き中のものが１件でございます。この同意に係る付帯条件といたしまし

ては、電気事業法で定めのない５０キロワット以下の案件につきましても安全管理上フェ

ンスの設置をしてもらったもの、あるいは隣接地に密着しないように必要な距離、２ｍか

ら３ｍでございますが、をとって設置をしたもの、それから降雪時の雪かきを協力するこ

とという条件を付けたもの、またフェンスについて景観上、木目調のフェンスを設置する

ものとしたもの、地元への還元のため協力金を支払うということにしたもの、草刈りや見

回りを定期的に実施をするもの、事業の廃止時には元の土地の形状に戻すと、といった内

容でございます。地域によっては地元と事業者で覚書や契約を交わしている事例もござい

ます。また町におきましては規則に定めのあるとおり、飯島町さわやか環境保全条例に基

づいて規程をしております環境保全協定を締結をして、環境保全につきまして指導をして

いるところでございます。実態でございます。 

浜田議員    私の質問がですね条例制定後というふうに限定したので少なく見えるのかなというふう

に思いましたけれども、あのちょっと追加で２つほどお尋ねしたいんですけれども、もっ

とトータルの設置数ですね、それ以前からのものも含めて、もし数字があったらそれにつ

いてもご報告いただきたい。それから今キロワットでご説明されて、多分聞いている方は

どのくらいの規模なのかということもあろうかと思いますので、例えば家庭何件分という

ふうな表現が可能であればですね、そういったあたりもご説明いただきたい。それから今

あの協定については、そこそこ住民の方の意向を汲んでいただいているというふうにも聞

こえましたけれども、一方で私の方では必ずしもそうでないようなあの話も伝わってきま

すんですけれども、その辺は円満に行っているという認識いいのかどうかですね、この辺

りちょっと追加でというか補足でお願いしたいと思いますけれども。 

住民税務課長  それではあの先ず太陽光施設の町全体の設置状況についてお話をしたいと思います。太

陽光発電すべて網羅をしているというわけではございませんが、こちらの方で把握できる

限りの内容において把握をした数字でございます。先ずあの１０キロワット未満の家庭用

の屋根に載って余剰を売電するものでございますけれども、件数で３８３件でございます。

それから１０キロワット以上が１０４件でございます。この１０４件のうち町内が８４件、

町外の事業者の皆さんが２０件でございます。全部合わせますと件数では４８７件が今設

置をされている状況でございます。この設置の規模でございますけれども、１０キロワッ

ト未満の合計が１，４１８．６８キロワット、それから１０キロワット以上の合計が６，

９４６ ．６４キロワット、合計しますと８，３６５ ．３２キロワットでございます。こ

れを分かりやすく説明をということでございますので、年間の発電量に換算をいたします

と９，２００，０００キロワットアワーという数字でございます。で今現在、町内の家庭

用の電力の消費量の総合計を推計をしますと、これはあの環境保全計画より引っ張ってき

た数字でございますが、２０，７００，０００キロワットアワーということでございます。

割り返しますと、飯島町に設置をしてありますすべての太陽光パネルから発電をされる発

電量に対して、家庭用の消費電力量の４４．４％を賄っているというのが実態でございま

す。１０キロワット未満の家庭用のものだけでみますと、１，５６０，０００キロワット
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という数字でございまして、これを２０，７００，０００キロワットで換算をしますと７．

５％、家庭用の太陽光発電では全家庭で７．５％を賄っているというのが実態でございま

す。この数字につきましても経済産業省で出している１件当りのワット数、あるいは地元

の中部電力で出している事業所のワット数、かなり開きがございます。ので一応今の数字

は環境保全基本計画の中の数字で基礎数字とさしていただいたということでございます。

よろしくお願いします。 

浜田議員    実はあの経済産業省が２カ月おきぐらいにデータを公表していまして、私どもが手に入

るのは昨年１０月の時点のまあ市町村別の電力データです。今報告いただいたものとです

ね、私自身が調べたものとの比較をしてみますと、まあそんなに大きな開きはないかなと

いうふうに考えました。昨年１０月飯島町の太陽光発電はですね総量で７，１６０キロワ

ット、これは計算のやり方によりますけれども、１家庭当たり４キロワットだというふう

に考えますとですね、１，８００世帯分５１％ということで、まあ数字的にもほぼ変わら

ないのかなということですので、ちょっと手元の方の私の方の数字でもって今後の話を進

めさせていただいてもですね、そう大きな誤差はないんじゃないかなというふうに思いま

す。でそういうことで、現在の飯島町のソーラーパネルの状況をざっとまとめてみますと

ですね、今課長の方からのお話と私の数字ほぼ似たような結果になりますけれども、現在

の町の家庭用の電力の半分はほぼソーラーパネルで賄われているだろうと。しかもその多

くはですねいわゆる大規模発電、で家庭用はその４分の１を賄っているにすぎないと、こ

んな姿が見えてくるんじゃないかなというふうに思います。でも既にこれは町がこれ以前

に掲げていた新エネルギービジョンや何かの目標をはるかに越えているんではないかとこ

んなふうな気がいたします。それとですね、今の報告にはないんですけれども、建設、ま

あまだ着手していないけれども認定といいますか、経済産業省に認定を申請して認定が得

られているメガソーラーといいますか太陽光パネルの総量がですね、１４，０００キロワ

ットですね、１４メガワット 、さっきのが７，０００でしたから現在飯島町に建設され

ているパネルの約２倍がですね、まあ実際に着手されるかどうかは別にして経産省の認定

を受けている。つまり全体を合わせるとですね、今後現在のパネルの３倍の計画が動いて

いる、これが飯島町の現状ではないかと思います。そうしますと総量で２１メガワット、

全家庭で必要な電力の１．５倍がですね発電されると。これが可能性のある飯島町の姿だ

ろうというふうに思います。面積換算しますとですね、だいたい１メガワットで１． ５

ヘクタールですかね、そういう面積換算でしますと２７ヘクタール、水田、あの基盤整備

のされた水田面積３０ アールで換算しますとですね、飯島町の大きな田んぼの９０枚分、

これだけの面積を太陽光パネルが埋め尽くすと、こんなことになるんじゃないかと思いま

す。ただ一方、家庭用の方は頭打ちになっていまして、多分その全体の６分の１ばかりと

いうことで、大規模のパネルだけがひたすら増え続けるということになろうかと思います。

で家庭用の電力の１．５倍の電力というのは、じゃあ町全体としてどう見えるかというこ

となんですが、飯島町の電力消費構造というのは非常に単純でですね、産業用が２、それ

から業務用、つまりあの商店ですとか役場ですとかまあこういったところが１、それから

家庭用が１、２対１対１の比率になっています。ですので、現在申請まで行われている全

ソーラーパネルがですね、稼働すると２対１対１ に対して１．５はですねソーラーパネ

ルで発電されると、つまり３分の１以上が太陽光で供給されるとこういう姿が、実現する
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かどうかは別にしてですね、一応、経産省の認定は受けているとこんなふうに私の方は見

えましたけれども、この認識でよろしいかどうか、もう一度担当課長から見解を伺いたい

と思います。 

住民税務課長  経済産業省の方から形式認定を受けているものについては、公表してございますので今

議員を言われるとおりの数字だというふうに思っております。ただあの経済産業省の方も

若干変わりまして、形式認定後、着工までの期間があまり開くとそれを取り消すというふ

うに制度が変わってございます。それともう１つは、実際私どものところへどういう照会

があるかということでございます。先ほどの数字以降紹介があるものについては条例や規

則に関して問い合わせがあったものが１０件でございます。その１０件のうち窓口までお

いでいただいて条例等細かく説明を聞かれた方が４件、あと電話での問い合わせが６件と

いうことでございます。この電話での問い合わせについては町内の方が２件、町外の方が

４件、来町された方はすべて町外の方でございます。で、窓口で手続きを踏んでいただか

ないとその先には進めない仕組みになってございますので、先ほどの総計の１４，０００

キロワットの方がすべてくるのかなということはわかりませんけれども、いずれにしても

実態は今のところ１０件ということでございます。よろしくお願いします。 

浜田議員    課長は比較的楽観的なのかなというふうにあの理解しましたけれども、あの今あの町側

の認識も含めてですね、だいたいどんな状況かということは、もう一度まとめますと、今

後はひたすら太陽光パネルが増え続けてですね、先程申しましたように水田９０枚、多く

見ればですね、そのぐらいの町を埋め尽くすような面積に至るんではないかと。これは宅

地面積に換算しますと町の宅地面積３．数平方キロですけれども、それの８％約１割近い、

宅地にばかり建つわけではないけれども、宅地に換算するとそのくらいの面積だというこ

とになります。それから自然エネルギーの活用自身は歓迎すべきことかもしれませんけれ

ども、エネルギーバランスとしてですね元々の計画をはるかに超えて、もっぱら大規模ソ

ーラーにですね一局集中していると。これがいいことなのかということもそろそろ考える

べき時期にあるんではないかというふうに私は考えます。他に太陽熱ですとか、バイオマ

スですとか、あるいは水力ですとか、活用できるエネルギーはたくさんあるはずなんです

けれども、ひたすらメガソーラーに向かっての開発が進んでいると。それと同時に、まあ

先程あのそれぞれ同意を得られたというふうにお話がありましたけれども、私の耳に飛び

込んでくるのは必ずしもそういう話ばかりではなくてですね、地元住民の中に町民の間に

ですね、わだかまりが生じるような事例もいくつか耳にしております。それからもう１つ

は、こういう形でメガソーラーだけが増えますとですね、実は飯島には変電所がございま

せんので、非常に出力の大きい変電所のメガソーラーの傍に建てた家庭用の電力がですね

売れなくなる可能性も当然出てくると考えられます。要するに電圧は高い方から低い方に

流れるわけですから、傍にもっと大きな発電施設ができて消費地が遠くにあった場合には

ですね、発電はしているけれども売れないというケースが起こります。これは実際あの業

者が説明しないもんですから発電しているはずなのにそれだけの収入が得られないという

ことで訴訟問題に発展したケースもあるというふうに耳にしておりますけれども、そうい

ったことがですね先程のように３倍の規模にもし拡大するような場合にはですね、頻発す

るんではないかということを私は懸念いたします。そんなわけで質問項目の中に入れてお

りましたけれども、この姿がですね町長が目指しておられる「田舎暮らし日本一」にとっ
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てですね、プラスというふうに受け止められているのか、マイナスというふうに受け止め

られているのか、まあそのあたりの感触をひとまずお伺いしたいというふうに思います。

いかがでしょうか。 

町  長    今、太陽光パネルがこのままでいくと、という推測の中からのご質問で、まあこのわれ

われの財産と鼻高々に謳って自慢している農地がですね、空から見ると海苔を張り付けた

ような、緑の大地じゃなくて真っ黒な大地になることを想像すればですね、これはもうは

なはだ、こういう町には住みたいと思う人は中々いないんではないかなあ、やっぱし自然

は自然として残して確保していかなければならないなあというふうに思っております。ま

あ国の施策がですね、今は太陽光パネルという１つのこれをビジネスと考えたときに、非

常に有利な方向で今提案されていますから、こういう急速な状況になってきているのかな

あと思います。これも国もこのままで放っておいていいのかという部分も、私も思います

けれども、今想定の中でこの３倍という数値を聞いて、成った暁の空間を想像したときに、

はなはだそういうことでは困るなあというふうに思っております。 

浜田議員    今私も、「みどり輝く」ではなくて「パネル輝く黒いまち」というのはいかがなものか

なというふうに思っておりますけれども、あの次の質問で条例の運用で明らかになった課

題の対策をというのを掲げました。まあただ昨日、本多議員の方から事後検証と一般質問

でですね、基本的な課題については非常に深い指摘がなされたというふうに思っています

ので、少し違った角度から議論してみたいと思います。で、全く独立の３つの出来事をち

ょっとご紹介したいと思います。 

１つは町内の出来事です。これはあの中村議員も一般質問の中で触れられましたけれど

も、あのソーラーパネルの建設にあたっては条例でですね地元の合意をつくる、で最終的

には自治会長、耕地総代等がですね判断をするというふうなことでですね、これは非常に

まあ重荷になっているとこんなお話がありました。まあなぜ重荷になっているか容易に想

像がつくわけですけれども、設置に反対、賛成、あるいは条件についてですね、やっぱり

役員の方が板挟みになるような事例が生じているではないかと。それからあのそうは言っ

てもその土地を管理する人がいないのでそれを理解しなければいけないというご意見と、

一方でそんなものが自宅の近くに建てられたんでは困ると。まあ景観的にも困るでしょう

し、将来的にはですね地価の下落を招くこともあるかもしれないわけですけれども、まあ

そんなことでわだかまりが生じている。それからこれの重荷はもう勘弁してほしいんでで

すね町で決めてほしいと、まあこんな意見も私は耳にいたしました。つまりソーラーパネ

ルの建設がですね、本来の自然エネルギーの活用とは違うところである種の歪みを生んで

いるんではないかということが町の中の議論から垣間見えてきます。これが１つ目の事例

です。 

２つ目、実はあの長野県の職員による政策研究というのがございまして、２年前にスタ

ートして１年前に集結してですね、１年前の１月に研究報告書がまとめられています。で

このタイトルはですね「自然エネルギーの推進と景観保全等のあり方について」こういう

報告書で２０数ページの報告書であります。でまあ比較的北信の方に近い職員の皆さんが

ですね、ワークショップを持ちながらいろんな調査をしたんですけれども、実はこのタイ

トル、つまり「自然エネルギーの推進と景観保全等のあり方」というタイトルから容易に

想像できるように、手放しで自然エネルギーの開発を研究するというのではなくて、むし
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ろ逆の中身でありました。でこの研究の目的ということで３つ挙げられています。１つは、

景観等に配慮した自然エネルギーの普及を図るという目的に対してですね、地域との摩擦

が生じる事例があると。で地域の合意づくりが今後必要ではないかと。で具体的には地域

社会との関係、環境破壊の防止、ルールの明確化、こういったことが課題だろうというこ

とを県の方でもまとめている。しかもですね今時期を申し上げましたけれども、当町で問

題になるより前、要するに２年前にこのワーキンググループを立ち上げてですね、県とし

てもこれは単に放置できない問題だという認識を持っていたということがこの政策研究か

ら伺い知れるということであります。まあその結果、県が非常に強い方針を出したかどう

かということは別ですけれどもね。少なくともまじめに研究した職員の間からの報告はこ

ういう形になっているということで、あの県のホームページからとれますので是非ご研究

いただきたいというふうに思います。ちなみにその中で県内先進事例の紹介が３件ありま

した。先進的にこういう問題に取り組んでいるというとこでですね、１つが佐久市、２つ

目が上伊那郡飯島町、３つ目が飯田市ということで、この辺何が書いてあるか後でご紹介

いたしますけれども、いずれにしても県のレベルでもですね、このメガソーラー一辺倒の

開発に対しては課題視がされていたということが２つ目であります。 

３つ目、先ほどあの町内の話をしました。今県の話をしました。で全国でこのメガソー

ラーについてですねどういう情報が飛び交っているかということを、まあネットでちょっ

と見てみたんですけれども、大変興味深いページがいくつか見つかっています。で１つご

紹介しますとですね、１つは、「メガソーラーをお探しの方相談に合わせて調査します」

と。例えば予算 20,000,000 円、利回り１２％、地域は何処がよろしいですか、関東甲信越

ですか、九州ですか、該当物件を紹介いたしますと。で表に出せない物件もあるので是非

お訪ねください。まあこんな内容のホームページが、あのとってもきれいなお姉さんのに

こにこした顔と一緒にですね貼ってありますね。それからもう１つは例えばこんなことで

すね、副収入が欲しい、安定投資したい、節税目的で投資したい方にですね、例えば 43

円の物件、要するに早い時期に認定をとったパネル、それから 39 円の物件、これもすで

に今よりはるかに高いですね。こういう物件などの物件を多数手していますのでご紹介い

たします。こんなホームページなんです。これを見てどう思われるかということですよね。

つまりここにはですね、地球環境や温暖化やまあこういうものに立ち向かって自然を守ろ

うという認識のかけらもない。もはやメガソーラーはですね投資と利殖の対象に成り下が

ったと。まあこんなことがこの全国規模の広告から伺えるんではないかと。で飯島町の中

でその地域地域で頭の痛い問題を引き起こしているメガソーラーというのはですね、結局

のところこういう全国レベルでも、そこに住んでいる人たちの環境もあるいはその暮らし

方もですね、地域の景観も何にも興味を持たない人たちの間で売り買いされ転売される、

そういうビジネスの中でこの飯島の町の中でもいろんな悩みが持ち上がっているんだと。

これが現在のメガソーラーの現実の姿じゃないかというふうに私はつくづく思ったわけで

あります。で、もちろんそういうことを引き起こすもう１つの一方の原因がありまして、

まあ先ほど農業問題議論されましたけれども、手の入れられなくなった農地があり、ある

いはもう地主さんが不在になって息子さんが東京や都市圏に出ていかれて、あるいはその

先で転売されてしまった等々ですね、有効活用できない土地が広がりつつあるということ

がもう一方の条件になっているだろうと。そこに利殖、転売、様々な目的の資本が転がり
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込んできて、町のいたるところで様々な問題を引き起こしつつあると。ただ飯島町で比較

的まともだと思うのは、先ほど課長の方のお話で、まあそうは言っても町内が８割だとか

６割だというところに食い止められているのはですね、まあそれでも県の先進事例として

取り上げられた一定の規制がある結果ではないかというふうに私は思っていますけれども、

それもいつまで持つのかなということは非常に心配されるわけであります。で、もう一度

繰り返しますけれども、飯島町でも無視できない面積、無視できない規模が近い将来見通

せると。それからエネルギーバランスもやはり考え直すべきじゃないかと、本当の意味で

エネルギーの自給自足を考えた場合にはですね、ソーラーエネルギーというのは必ずしも

安定なものではありません。昼間しかできませんし蓄積できるわけでもない。ということ

でもっと太陽熱ですとか小水力ですとか、あるいは逆にエネルギーを使わない節エネルギ

ーですとか、それから今あの自由化の話がありますけれども、スマートグリッドと言って

ですね必要なところに必要な電力を機敏に切り替えながらエネルギーのバランスを図るこ

とでエネルギーの無駄を省くだとかですね、そういう地域トータルのエネルギーのあり方

というのを設計に取りかかるべき時期にあるんじゃないかということを私はつくづくとこ

の３つの事例を見て感じたわけであります。で、そういう中なんですけれども、現実にで

すねそれぞれの地域にメガソーラーが計画が立ち上がった時にですね、地域の方からのお

話として耳に入るのはですね、町の立ち位置がはっきり分からんということなんですね。

これは自然エネルギーだからいいことなんだという言い方もされるし、それから町として

どうしたいのかというその明確なスタンスも見えてこないということであります。で私と

してはですね、もはや飯島としてはですねここに頼る必要はないんではないか。とりわけ

大規模の開発、特に町外者のビジネスに対してはですね、もっと明確な規制をかけるべき

時期に至ったんではないか、まあこんなふうに思っております。というのは町外の方はで

すね町に何の資産も落としていかないわけですね。要するにむしろ地域に降ってくる様々

なエネルギー、それから地域の電力線や交通網や様々なインフラを利用してそこにパネル

を建てている。で利用するだけ利用してですね上りはみんな他所にもっていってしまう。

一番典型的な例は風力発電の青森、秋田の例です。あそこはあの風力のメッカですね。津

軽海峡を抜ける風で。でここでは風力発電機がたくさん林立しているんですが、それの９

割は東京資本だと言われています。つまり地元には迷惑料が若干落ちるだけで、そこで発

電されたエネルギーは大半東京の方に持っていっていかれてしまう。飯島も下手をすれば

そうなってしまうんじゃないかということを私はとても危惧しているわけですけれども、

先ほど町長の見解は一度伺いましたけれども、今私もう少しあからさまな実態について申

し上げました。ですので今の町の条例をさらに強化する形でですね、特に町外者を中心と

する大規模開発について、もっと強い規制をかけるべきではないかというふうに思います

けれども、見解はいかがでしょうか。 

町  長    この地域の環境保全に関わる大きな問題かと捉えております。バックグラウンドは最近

の宮田の最終処分場、あれと同じようなバックグラウンドがあるのかなというふうに解釈

します。あの宮田の場合もですね農地がいわゆる抵当に入っていてそれを処分しなければ

ならないと、こういうやむにやまれぬ事情があって、で業者に渡ったと、こういうことか

ら最終処分場の場所が設定されたと、こういう背景がございます。で一方、このソーラー

パネルにつきましてもですね、まあ町外業者といえどもその土地を提供するのは町内の農
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業者であると、そういうそれぞれの事情の中でやむを得ずそういう事業が参入してくると

いう環境が出来あがっているのかなというふうに思っております。それであのこの環境と

いうのは飯島町住民が力を合わせて、先ほどの最終処分場と同じく、環境は自分たちで守

らなきゃならないというのが鉄則だというふうに思っております。それで許可についても

耕地・区の方々がご腐心しながらハンコを押す、決断するという場面がせばまれていて、

大変な負担をかけているのかなともお察し申し上げます。まあ飯島としてはですねこの環

境を、先ほど申し上げましたとおりに、世界に誇るステージであると、こういう環境を維

持していくためにも一定のルールを確保していかなければならない時代であると思ってい

ます。それにつきましても、町民の皆様方の意識の高揚、で各地区の区長さんたちのお考

え、住民の皆様、そういった方々の意見を集約した中でですね、時代に沿った、太陽光が

スタートした時代からだいぶ時代が流れてきております。やっぱし時代に沿った条例、規

則に変わっていかなければならないのかなと思っております。その中で先ほどご提案のあ

りました町内、町外というふうに分けた中でですね、そういった規制ができることが法制

上可能であればですね、皆さんのご同意を得てそういった形になっていくのが望ましいか

な。いずれにしても町民がみんなで考えて取り組む問題だというふうに思っております。

町もそういった環境ができればそういった場所を提供していきたいと思っております。 

浜田議員    まあ大変力強い認識が表明されたというふうに思っております。であの先ほど後回しに

すると申し上げましたその県の調査のですね、県内先進事例の報告について一部分を読み

上げたいと思います。佐久市においては佐久市自然環境保全条例の中で５００平方メート

ル以上の太陽光発電設備の設置に際してはですね、地元説明会の実施や市への開発計画の

提出などを規定しており、これに違反した場合の際の罰則規定も盛り込まれていると。対

して上伊那郡飯島町においては、飯島町の自然エネルギーは飯島町民の資源であるとの認

識の下、飯島町地域自然エネルギー基本条例を定めているが、これはあくまでも協力を求

めるにとどまり、罰則規定は盛り込まれていないと。いうことでですね、まず最低佐久市

の真似はしてもいいんじゃないか。何らかの罰則規定を盛り込んでもいいんじゃないかと。

これが１つです。それからもう１つ、提案にありますけれども、町はニュートラルな立場

であると言うんではなくてですね、むしろ規制すべきだという立場を明確に表明すべき段

階ではないかと。これはあのやはり地域で様々な板挟みに遭っている皆さんに対してです

ね、ひとつの表明になるんではないかと思います。で私あの一般質問の通告の中にも入れ

てましたけれども、地域の合意形成にアドバイザー制度というのを考えたらどうかと。昨

日本多議員の方からもですね、もっと周知徹底をすべきであるという話がありましたけれ

ども、この厚い文書を読め読めと言ってもですね必ずしも簡単ではないんで、その全体の

やり方について頭に入っている職員、あるいは知識経験者をですね、その議論が起こって

いるところに派遣して、町の立場も含めてですね強い指導を行って合意形成に協力しては

どうか。これはまだ非常に抽象的な提案ですけれども、むしろ積極的に関与してはどうか

ということを提案したいと思います。 

        それともう１つは、これは私自身もまだ具体的が策があるわけではもちろんありません

けれども、その一方で不在地主や手の入らなくなった農地に対してですね、まあクライン

ガルテンの構想もあるかもしれませんけれども、やはり町として、あるいはその営農セン

ターもふさわしいのかもしれませんけれども、地域として積極的な施策を打っていかない
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と、先程の町長のお話のように宮田と同じような構図を解消することはできないだろうと、

こんなふうに思う次第であります。ということで私としてはですね、以上の３つの提案を

具体的に検討していただきたい。あるいはいただきたいというだけではなくて町民挙げて

検討すべき段階ではないかというふうに考えますけれども、改めて町長の見解をお伺いし

たいと思います。 

町  長    先ほどの廃棄物に関わる問題からのお話がありまして、飯島町の条例を見直しましょう

と、こういうお話がありました。私はその時に新年度よりまあ専門家、法律家、弁護士等

を交えた中で早急に検討するというふうにお話いたしました。この問題も同様、ひとつの

環境を守るという意味において共通点があるかと思います。一緒にですねそういう法的な

専門家、プロとまた各地区でどんなことが行われているのかということを交えた中で勉強

会を開き、また議員の皆様とご一緒にですね、飯島町の条例・規則というものができてい

ったらいいかなというふうに思っておりますので、また今後ともひとつ共々研究していき

たいと思っております。 

浜田議員    先ほどあの、「むら夢楽塾」が開かれまして、松岡先生が講演なさっていて大変印象的

なキーワードがありました。世界中のあの経済を混乱させている新自由主義ですね、非常

に単純な言葉でその特徴を表現されていました。「金だけ、今だけ、自分だけ」まあこれ

以上の表現はないかなと思いますけれども、少なくともその自然エネルギーがですね、こ

ういう動機で突き動かされるようなことがあってはならないというふうに思います。で特

に地域に眠るエネルギーは地域のものだという、まあ町のエネルギーの条例の中でも高ら

かに謳われていると思いますし、それが町外者のですね利潤獲得の手段にされてはいけな

いということも、飯島町に講義に来られた様々な研究者の方も繰り返し口にされていると

ころです。是非先程の町長のご答弁をですね、積極的に推進されることを求めて私の質問

を終わりたいと思います。 

 

議  長    ここで昼食のため休憩とします。再開時刻は午後１時３０分とします。休憩。 

 

          午後１１時５２分 休憩 

          午後 １時３０分 再開 

 

議  長    休憩を解き会議を再開いたします。 

        ここで議長から申し上げます。これから提案となります第６０号議案について、また、

今会期中に提案が予定されております第６１号議案について、昨日開催の議会運営委員会

において、議案の審議方法等が協議されておりますので、議会運営委員長からの報告を求

めます。 

        坂本議会運営委員長。 

議会運営 

委員長     それでは議会運営委員会の報告をいたします。昨日７日の本会議終了後、午後４時３０

分より、町側から町長、副町長、総務課長補佐、企画政策課長に出席をいただき、議長副

議長立ち会いのもと議会運営委員会を開催し、町より本定例会に追加提出されます２案件

についての審議方法等について審議を行いました。追加提出の案件は補正予算案件１件、



 - 31 - 

人事案件１件の２件であります。初めに第６０号議案となります補正予算案件につきまし

ては、本日上程、総括質疑の後、常任委員会に分割付託し、最終日１５日に委員長報告の

後採択することとしました。次に第６１号議案となります人事案件につきましては、最終

日１５日に上程し、上程日即決といたしました。議員各位におかれましては以上をご理解

の上ご協力を賜りますようお願いを申し上げ委員長報告といたします。 

議  長    お諮りします。本案の審議方法は、ただいまの委員長報告のとおりとしたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 

        本案の審議方法は委員長の報告のとおりとします。 

坂本委員長自席へお戻り下さい。 

 

議  長    日程第２ 第６０号議案平成２７年度一般会計補正予算（第８号）を議題とします。 

        事務局長に議案を朗読させます。 

事務局長    （議案朗読） 

議  長    本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    第６０号議案平成２７年度飯島町一般会計補正予算（第８号）について提案理由の説明

を申し上げます。予算の規模につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

82,973,000 円を追加し、歳入歳出それぞれ 4,948,936,000 円とするものであります。今回の

補正につきましては、平成２７年度の決算を迎えるにあたり、事業実績等の見通しにより

必要な補正を行うものであります。なおこれから３月末にかけて流動的な事務事業もあり

ますので、補正をしなければならないものについては精査の上、必要な措置を講じてまい

りたいと考えております。主な歳入の内容としましては、地方消費税交付金 52,000,000 円、

普通交付税調整額の復活分およそ3,000,000円、社会保障・税番号制度システム整備費国庫

補助金およそ 12,000,000 円、平成２７年度国の補正予算対応分の情報セキュリティ強化対

策費の財源として、国庫補助金およそ 6,000,000 円、並びに町債 3,000,000 円、同じく国の

補正対応分の地域未来塾事業補助金におよそ 3,000,000円を計上いたしました。主な歳出の

内容としましては、長野県警察官七久保駐在所及び町消防団第五分団詰所の用地買収費用

に 10,000,000円、飯島町営業部の立ち上げ費用におよそ 7,000,000円、役場の情報セキュリ

ティ強化対策としておよそ 32,000,000円、地域未来塾事業におよそ 3,000,000円を計上いた

しました。その他各種事務事業において決算を見込み、それぞれ計上をいたしました。そ

の他細部につきましては担当課長からそれぞれ説明申し上げますので、よろしくご審議の

上、決議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

企画政策課長  （補足説明）＜総括＞ 

総務課長補佐  （補足説明） 

企画政策課長  （補足説明）＜所管分＞ 

住民税務課長  （補足説明） 

健康福祉課長  （補足説明） 

産業振興課長  （補足説明） 

建設水道課長  （補足説明） 
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教育次長    （補足説明） 

総務課長補佐  （補足説明）＜追加＞ 

議  長    これから質疑を行います。 

        なお本案は議会運営委員長からの報告のとおり、各常任委員会へ審査を付託することと

なっておりますので、総括的な事項について質疑されるようお願いいたします。 

        それでは質疑に入ります。質疑はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        議案を付託するにあたり、各常任委員会の審査区分について事務局長から申し上げます。 

事務局長    （審査区分説明） 

議  長    お諮りします。本案の委員会審査区分については、ただいま事務局長説明の審査区分の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 

        従って、第６０号議案はただいまの審査区分により各常任委員会へ審査を付託いたしま

す。 

 

議  長    以上で本日の日程は全部終了しました。本日の会議を閉じ、これで散会とします。ご苦

労様でした。 

 

          午後 ２時 ８分 散会 
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本会議再開 

 

開  儀    平成２８年３月１５日  午前９時１０分 

議  長    おはようございます。町当局並びに議員各位には大変ご苦労様です。これから本日の会

議を開きます。今定例会も本日をもって最終日となりました。会期中はそれぞれ本会議を

はじめ各委員会において提出されました案件につきまして大変ご熱心な審査にあたられ感

謝を申し上げます。去る２月２４日、２９日及び３月８日の本会議において各委員会へ付

託をしました条例案件２件、新年度予算案件７件、平成２７年度補正予算案件１件、また

請願・陳情案件２件につきまして、それぞれの委員長よりお手元に配布のとおり委員会審

査報告書並びに請願・陳情審査報告書が提出されております。 

        本日はこれらの委員長報告に基づく審議を願うことになっておりますので、議事運営上

諸ルールに則り、慎重にご審議の上、適切な議決をされるようお願いをいたします。本日

の議事日程についてはお手元に配布のとおりです。 

        なお、座光寺財政係長は一身上の都合により欠席する旨、連絡がありました。 

 

議  長    日程第１ 諸般の報告を行います。 

議会閉会中に、社会文教委員会及び議会運営委員会が視察研修を実施しておりますので、

各委員長より報告をいただきます。 

初めに、中村社会文教委員長。 

社会文教 

委員長     おはようございます。社会文教委員会の視察研修報告をいたします。本年１月２１日か

ら２２日にかけて、地域介護、在宅介護、地域医療において、南信地域で先進的取り組み

を行っている阿智村、泰阜村を訪問し研修、また満蒙開拓平和記念館の見学を行ってまい

りました。阿智村は平成２８年１月現在人口６，５５１人、当町と同じく阿智村が誕生し

６０年の節目になります。またスタービレッジ制の事業で昨年の春から秋にかけての観光

客は６３，０００人が訪れ、昨年の倍増加しているとの状況です。研修は社会福祉協議会

で会長の櫻井久江氏のご参加をいただき実態を伺いました。元、清内路村村長をされてい

た方で、説明者としては山下社協事務局長が担当してくださいました。社協の介護保険事

業では訪問介護事業で第二幸寿宛、えんばな、ひだまり、の３つのデイサービス施設、特

別養護老人ホーム阿智荘を運営しています。村内の介護保険事業では小規模でグループホ

ーム、介護保険施設、デイケア、訪問介護ステーション等介護養護施設等もあり、村内介

護施設数などは大変充実しています。社会福祉事業所の運営には国の制度改正に敏感に対

応できる専門職員が配置されており、黒字経営に取り組んでいます。当町も見習う点と感

じてまいりました。介護保険料は県下２番目に高いが、村民からの苦情もなく対象者も村

内に施設があることから施設充実を求めており、８割が施設介護を利用し在宅が少ない実

態です。課題としてはボランティアの若返りであるとのことでした。続いて、元阿智村村

長の岡庭一雄氏から「地域で自治を育む阿智村の実践から」と題して講義をいただきまし

た。 

        泰阜村では松島村長から介護保険事業など村内の実態などを伺いました。人口平成２７
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年度１０月時点で１，７０２人、６５歳以上の高齢者率３９％で、今後の高齢者人口は減

少傾向に向かうとのことでした。介護認定者１１３人のうち在宅介護が８割です。泰阜村

の高齢者福祉に対する考え方は、昭和５９年に診療所に着任した青年医師が築いた、老い

や死の前に医療には限界を感じたことに始まり、逃げられない事実を受け入れ取り組むこ

とに、老いてもずっと健康という考え方から、老いて障がいを持って安心して生活できる

支援策とする。村の調査結果で高齢者は施設より住み慣れた家で最終を迎えたいと望んで

いることから、福祉も在宅福祉を基本に。在宅福祉の基本方針は北欧に学び、ノーマライ

ゼーション、障がい者や高齢者が他の人々と等しく生きる社会、福祉環境の整備実現を目

指す考え方に立ち、介護する側ではなくされる側の気持ちを尊重、そして介護保険を実施

する中で、村独自策として利用料６０％を村が肩代わり、上乗せサービスも村が負担して

います。村は初めから在宅福祉を推進しようとする考え方や理想があったわけではなく、

高齢化が進む中で目の前の課題解決を行ってきただけとのことでした。今後の課題として、

これからの高齢者の終りの住みかはどこなのか、終末期のあり方、介護の質の問題、高齢

者の尊厳を守ることとはどういうことか、介護における人材の問題があるとのことでした。

今回の研修視察では介護施策において阿智村は施設介護が８割、片や泰阜村は在宅介護が

８割と、真逆の取り組みをしている自治体を知ることで、当町の介護支援施策を考えてい

く上で大変参考になりました。介護福祉での取り組みでは時代の流れを的確に把握できる

人材確保と、高齢化が進む福祉を考えていくことの重要性を改めて考え直す機会となりま

した。以上研修報告といたします。 

議  長    次に、坂本議会運営委員長。 

議会運営 

委員長     議会運営委員の視察報告をいたします。議会運営委員会は事務の効率化、ペーパーレス

化をするためタブレットの導入と活用を２年ほど前から研究してきており、この度、平成

２８年度に予算計上させていただきました。この先進地である岐阜県関市の市議会を２月

８日に視察しました。ＩＴ化推進をまとめられた２人の議員の方々からお話を伺いました。

導入時にはコンサルタントによるシステム構築は考えておらず、市販されている機器を使

って、まずは技術の習熟をしながら少しずつ進められております。平成２４年から３年を

かけて２３名の議員の方たちはタブレットを使い、定例会や臨時会、委員会、議員間交流

をしております。実績として平成２６年度は定例会４回、臨時会３回で、紙の節約、約

88,000枚、金額で 307,500円の削減ができております。導入する以前からタブレットを持

たれている方もいて、現在８台が個人所有、貸与が１５台、事務局使用で８台、費用は約

1,270,000円で、その後、Ｗｉ-Ｆｉ設置と電源工事で約 770,000円余りでした。タブレッ

トの破損やセキュリティは貸与者の責任になっています。それでも３分の１の議員の方は

個人責任で資料を印刷しているそうです。今後は本会議場を改修し一般質問でタブレット

使用も考えていきたいと言われておりました。私たちも職員の方たちとともに協力し、町

の経費削減や連絡事項の効率化や、タブレットを使い議員活動の内容を広く住民に公開す

るシステムづくりに精一杯取り組みたいと思いを強くしました。 

        翌日９日は名古屋市内にあります中日ビル４階に長野県の観光情報センターが入ってい

ますので、そこを訪ねお話を伺いました。残念ながら飯島町の観光案内の資料は置かれて

おりませんでしたが、飯島町生産者の商品があり心強く思いました。 
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この施設研修を参考に、次年度は議員のタブレット使用の技術向上やセキュリティの構

築に早急に取り組みたいと思います。また町の経費削減に協力し、様々な議員活動をホー

ムページに素早く公開できるよう努めていきたいと思います。以上報告といたします。 

議  長    それぞれの委員会におかれましては視察研修大変ご苦労様でした。以上で諸般の報告を

終わります。 

ここで暫時休憩とします。 

         

［休憩中 全員協議会］ 

 

議  長    休憩を解き会議を再開します。 

         

議  長    日程第２ 第６１号議案「教育長の任命について」議題とします。 

事務局長に議案を朗読させます。 

事務局長    （議案朗読） 

議  長    本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    第６１号議案「教育長の任命について」提案理由の説明を申し上げます。このことにつ

きましては、この度、教育長として９年間お勤めいただきました山田敏郎氏が３月３１日

をもって退任されることとなりました。ここに改めて長年に亘る、町教育行政に対するご

尽力に感謝を申し上げたいと思います。本日教育長としてご提案申し上げます赤坂耕地の

澤井 淳 氏にはお手元の経歴書にございますとおり、昭和５３年４月より県内の各高等

学校教諭、長野県教育委員会事務局、高校教育課指導主事を務め、平成２２年には長野県

田川高等学校校長として、平成２４年には長野県教育委員会事務局教学指導課参事兼心の

支援室長、平成２５年には長野県伊那北高等学校校長としてお勤めいただいており、人格、

見識とも最適任と考え、この経歴を生かして教育委員会の代表として教育行政の振興に尽

力いただけるものと思っているところでございます。つきましては、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４条第１項の規定により議会の同意をお願いするものであります。

なお任期につきましては、平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日までの３年間で

あります。よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        本案は討論を省略し、これから第６１号議案「教育長の任命について」を採決いたしま

す。この採決は起立によって行います。お諮りします。本案はこれに同意することに賛成

の方はご起立を願います。 

［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立全員です。 

        よって第６１号議案は原案のとおり同意することに決定しました。 

 

議  長    ここで議事進行についてお諮りします。日程第３及び日程第４に係る条例案件は、いず

れも所管の総務産業常任委員会へ審査を付託してあります。そこで本条例案件２件につき
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ましては一括して委員長より委員会審査報告を求め、これに対する一括質疑の後、議案ご

とに討論・採決を行いたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 

 

議  長    それでは日程第３ 第４号議案「飯島町行政不服審査条例」、 

        日程第４ 第５号議案「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」を

議題といたします。 

        所管の委員長から一括してそれぞれの議案に対する審査報告を求めます。 

        久保島総務産業委員長。 

総務産業 

委員長     それでは条例審査の報告を申し上げます。本定例会初日２月２４日に付託されました

「飯島町行政不服審査条例」及び「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例」の２件につきまして、３月１１日午後３時から総務産業委員会を開催し慎重に審議

いたしました。結果、お手元の報告書のとおり決しましたのでご報告いたします。まず

「飯島町行政不服審査条例」に関しましての審議では、審査員は情報公開審査委員が兼務

することになっている、その委員も公開されていない、公開の必要があるのではないか。

それに対し、町長の付属機関ということで公開はしていなかった。しかし内容は非公開の

場面もあるだろうが、委員は公開の妨げはないと思うので近隣の例を見ながら公開の方向

で進めていきたい、と答えがありました。討論では、一歩前進して、行政に対する不服審

査が位置付けられたということに対しては評価する。公正な審査が行われることを希望し

て賛成するとなりました。また関係条例の整備に関しましては、行政として関係の条例を

整えるというものであり、審査の運用を補足するものであるということから適正であり賛

成とする。という意見がございました。議員各位におかれましてはご賛同いただきますよ

うお願い申し上げ、委員長報告といたします。 

議  長    これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        久保島委員長、自席へお戻りください。 

        最初に、第４号議案「飯島町行政不服審査条例」に対する討論を行います。 

討論はありませんか 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第４号議案「飯島町行政不服審査条例」について採決いたします。 

        お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長報告のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 

従って第４号議案は原案のとおり可決されました。 
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議  長    次に、第５号議案「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」に対す

る討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第５号議案「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」につ

いてを採決します。 

        お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長報告のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 

従って第５号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    ここで議事進行についてお諮りします。 

        日程第５以降に掲げる新年度予算案件及び平成２７年度補正予算、並びに請願・陳情案

件につきましては、いずれも所管の常任委委員会へ審査を付託してあります。 

        そこで、新年度予算案件につきましては、一括して各委員長より委員会審査報告を求め、

これに対する一括質疑の後、議案ごとに討論・採決を行いたいと思います。 

        また、補正予算案件につきましても各委員長より委員会審査報告を求め、これに対する

質疑の後、討論・採決を行いたいと思います。 

        請願・陳情案件につきましては、所管委員長より一括して委員会審査報告を求め、これ

に対する一括質疑の後、討論・採決を行いたいと思います。 

        これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。それでは 

        日程第５ 第１８号議案「平成２８年度飯島町一般会計予算」 

        日程第６ 第１９号議案「平成２８年度飯島町国民健康保険特別会計予算」 

        日程第７ 第２０号議案「平成２８年度飯島町後期高齢者医療特別会計予算」 

        日程第８ 第２１号議案「平成２８年度飯島町介護保険特別会計予算」 

        日程第９ 第２２号議案「平成２８年度飯島町公共下水道事業特別会計予算」 

        日程第１０ 第２３号議案「平成２８年度飯島町農業集落排水事業特別会計予算」 

        日程第１１ 第２４号議案「平成２８年度飯島町水道事業会計予算」 

        以上、第１８号議案から第２４号議案までの平成２８年度予算７議案を一括議題といた

します。本案につきましては、それぞれ各常任委員会に審査を付託してありますので、各

委員長から一括してそれぞれの議案に対する審査報告を求めます。 

        初めに、久保島総務産業委員長。 

総務産業 

委員長     それでは平成２８年度予算審査報告を申し上げます。２月２９日に上程の第１８号議案

平成２８年度飯島町一般会計予算分割付託分、第２２号議案平成２８年度飯島町公共下水

道事業特別会計予算、第２３号議案平成２８年度飯島町農業集落排水事業特別会計予算、

第２４号議案平成２８年度飯島町水道事業会計予算につきまして、３月９日午前９時１０
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分より３月１１日午後５時１５分まで３日間、委員全員が出席し、関係各課の課長及び係

長のご出席を願い慎重に審査いたしました。結果、お手元の報告書のとおり可決すべきも

のと決しましたのでご報告いたします。 

        総括質疑におきましては、地域おこし協力隊関係の予算で活動費が決められている、隊

員の創意や工夫を生かすための意見を取り入れているものか？ それに対しましては、活

動費は大枠でとってあるという認識だ、当然隊員の活動に柔軟に対応するように十分配慮

する。次に、飯島町営業部の活動内容は企画だけでなく積極的に営業すべきではないか？

農産物の販路拡大で農家の収入の増も図っていくべきだ。に対しましては、インターネッ

トも使いながら新たな販路拡大も視野に入れていく。次に、千人塚の周遊コースの計画が

予算化されている、桜の手立てやその他開発の意向はあるか？ に対しましては、桜は専

門家の意見を聞きながら桜に限定せずお花畑構想もある。その中で中央アルプス国定公園

化やジオパーク構想もあり、重要なポイントとして今後取り組んでいきたい。次に、道の

駅花の里や、本郷の道の駅など助成金が相変わらず出ている、今後の考え方はどうか？ 

に対しましては、花の里利用組合の難しい話は聞いている。地域一帯の連携があればよい

と思って考えている。今回新たな形になるので見直しもしていきたい。助成し続けるとい

うことには懸念もあるので自立の方向を望んでいる。次に、まじいい元気道場の参加者は

職員研修だったが一般の方も数人入っていた、町民を入れるなら広く声をかけ多くの人に

参加を募るべきだ、今後の姿勢は？ に対しましては、まちづくりの一環でお試しサンプ

ル的に２月１２日に試験的に行った。近場の住民に声をかけ見てもらった。今後は多くの

人に声をかけていきたい。次に、滞納整理機構が委託を盛られている、困難者の強行取り

立ても問題視されている、町では要保護、準要保護の児童が増えている状況にあり、福祉

関係部門との綿密な連携を求めるが？ に対しては、税は公平の原則があるが一方実状も

ある。不幸な結果にならないようにしたい。現状、庁内の関係部門の税制、福祉、建設、

教育などと連携協議会を持っている。現実に執行停止や誓約書の期限延長なども実施して

きたところだ。次に、上伊那広域ごみ中間処理施設の負担金について市町村間で不公平感

がある。見直しの働きかけはどうか？ に対しまして、公平性がどこにあるか研究し、意

見を申し上げるところは申し上げていきたい。次に、移住定住に上伊那広域連携で取り組

むとなっているが、市町村間にはバラつきがあり公平性にも問題がある、返って中部伊那

ブロックの方が有効と考えるがどうか？ に関しましては、上伊那広域連携は予算を確保

するための連携と認識している。市町村に配分されてくるものだ。連携には伊南４市町村

もあるが取るか取られるかになってくる。中部伊那４町村については有力なファクターに

なり重要と考えている。次に、景観計画や下水道事業の経営戦略等にコンサルタントを入

れている。丸投げせずに地域の実状や住民感覚を生かしたものが求められる、また環境問

題や太陽光パネル、地下水保全、放射能物質などの地域で守るための強い規制が必要だ。

に関しましては、放射能物質や地域資源、太陽光パネルには懸念を持っている。法的ガー

ド策を設けなくてはいけないと思っている。それには住民のみならず法律家の専門的な知

識が必要だ。各種計画には職員が自分でできる限り作っていくことを求めている。顧問弁

護士との契約という話が出てきたが？ それに対しては、展望の中にある。また今後必要

性も出てくるだろう、弁護士だけではなく公認会計士の顧問契約も必要になってくるかも

しれない。それから次に、移住定住を進めるためには建設補助金の４０歳未満、Ｉターン
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優遇を撤廃し広げるべきだ？ に対しましては、窓口を広げる意味でも見直していきたい。

ふるさと納税の１ランクアップ事業で１ケタの伸ばせると思うが？ に対しましては、特

産品に絞ったお礼の品の見直しや拡充で地域産業にも波及したい。インターネットも有効

に使い伸ばしていきたい。 

        次に討論で出された意見を申し上げます。一般会計に関しましては実施計画に基づき堅

実な予算となっている。花の里の委託料には執行段階での慎重な対応を求める。また地域

起こし協力隊には適切な活用を要望し賛成とする。新年度において新しい事業を打ち出し

た中で財政指標は順当なものとなっている。限られた枠の中で工夫が見られ意欲も出され

ている。よって賛成するものとする。限られた中で夢を追うものが盛り込まれ住民も力を

得ていけると感じている。よって賛成とする。たくさんのお金を掛けず、たくさんの新し

い事業を盛り込んだことは評価する。営業部本部長は町長ということだ、繁忙の中大変だ

と思うが外に対して営業力発揮に期待し賛成とする。公共下水道事業に関しましては、公

共下水道の加入率がほぼ８０％となっている。今後加入率が大幅に伸びることは期待でき

ないと思うので現状の中で的確な運営を求める。よって賛成とする。適正な予算と認識す

るしかし今後ももしかすると農集排との合併など大胆な見直しが必要な事態が起きるかも

しれない、それらの検討も経営戦略策定の中でされることを求め賛成とする。水道事業会

計では、起債を多く抱えている中で的確な予算と捉える。今後都市計画や移住定住の中で

どこに住宅造成をするかなど計画的に進められることを求め賛成とする。 

        以上質疑でございました。議員各位におかれましてはよろしくご審議をいただき、ご賛

同いただきますようにお願い申し上げ委員長報告といたします。 

議  長    これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。久保島委員長自席へお戻り下さい。 

        次に、中村社会文教委員長。 

社会文教 

委員長     それでは社会文教委員会の審査報告をいたします。当委員会に付託されました第１８号

議案平成２８年度飯島町一般会計予算分割付託分、第１９号議案平成２８年度飯島町国民

健康保険特別会計予算、第２０号議案平成２８年度飯島町後期高齢者医療特別会計予算、

第２１号議案平成２８年度飯島町介護保険特別会計予算、以上４案件について３月１９日

９時１０分から３月１１日午前１０時までの間、関係職員の説明を求め慎重に審査を行い

ました。結果、お手元の報告書のとおり４議案全て全委員の賛成をもって可決すべきもの

と決定いたしましたのでここで報告いたします。 

        審査の内容で出されました主な議案・質疑等を申し上げます。なお質問、町側の答弁等

は質問を「問」、答弁を「答」として申し上げますのでよろしくお願いいたします。先ず

保健福祉課関係では、保健係「問」食育推進事業の所管が教育委員会から保健医療係にな

るが、職員の仕事内容が増える中で計画策定など確実に進めていけるのか。住民組織の力

の活用も考えていっては？「答」重要な事業の１つと考えている。どれだけのものが出来

るかだが、しっかりと内容を見直し作り直していく。「問」国保の医療費額においての県

順位は？「答」７７市町村中４９位、だんだん高い方になってきている。「問」基金の取

り崩しと平成３０年に国保税が県統一時では残金はどうなるか？「答」50,000,000 円切り
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崩しが必要だが残金も残りそう、県統一時も残金はそのまま町のものとなる。地域福祉係、

「問」障害者のショートステイ施設の充実に取り組む考えは、「やすらぎ」で対応できな

いか？「答」現在「まんてん」で行っている。障害者の生活介護は遅れているのでこれか

ら考えていきたい。「やすらぎ」は地域包括補助事業の関係から今のところできない。高

齢者福祉係、「問」介護保険料のランクは？「答」町は中間ぐらいである。「問」特別養

護老人福祉施設の待機者状況は？「答」要介護度３以上の人は０、それ以下での待機者は

９人。「問」地域支援コーディネーターについて？「答」地域の力を借り人と人とのネッ

トワークを作る。今後の課題であり先進事例も見ながら検討していきたい。教育委員会関

係では、先ず子ども室、「問」ファミリーサポートセンター事業委託についての内容は？

「答」コーディネーターは社協職員が適切と思われる。サポーターの募集は町広報、保育

園などで、協力隊員には約２０時間の講習、年１回の会員確認・顔合わせ会・意見交換、

更新などを行う。任期は３年の予定。「問」子育て支援センター移設が文化館駐車場であ

るが、大きなイベントの場合駐車スペースは足りるか？「答」足りないときは役場周辺の

駐車場も使うことで補えると思うが、できるだけ狭くならないように西に寄せて建設する

予定である。生涯学習係、「問」町に既存品のデーター化はしているか？「答」ペーパー

で台帳を作ってみたが不明なものもある。今後データー化を再度検討したい。「問」昨年、

文化館にプロジェクターの要望があったが予算化されていない、その理由は？「答」検討

の結果現状でもできることがわかったこと。またどうしてもという状況のときは県から借

りることもできるため。以上が審査の内容です。 

総括質疑では、「問」保健師は正規、臨時・パートタイマーが従事しているが、正規と

臨時との職員数がほぼ同じ。待遇面を含め充実した保育環境作りのためには賃金面での格

差の改善が必要だが今後どう考えていくのか？「答」正規と臨時との割合は１対１である

ことは承知している。５年ほど前に処遇待遇改善を行った。今後も状況を見ながら対応し

ていく。「問」２８年度予算でトイレの修繕・新設を緊急防災事業で実施することになっ

ているが、当町には公衆用トイレが少ない、この際一般に開放して考えては？ 中央道の

バス停などのように管理委託も含め検討してみてはどうか？「答」今回の改修・新設は運

動場のトイレである。公衆用トイレとして使用していたころは窓ガラスを割られたり、落

書きされたりしたこともあり、今はところ公衆として使用することは考えていない。ただ

管理委託ができるということであれば検討する余地はあると思う。「問」地域福祉総合事

業がこれから始まるということで、保育士さんが十分揃っていない中、新規事業をやって

いくのに大変でないかと思うがどうか？「答」保健福祉課関係では育休中の保育士が２名

のうち、５月に１名、１２月に１名復帰することから、復帰後に事業策定に取りかかる予

定。また教育委員会の子育て支援でも「ネウボラプラス」を実施するために子育て支援調

整官を配置することとした。「問」今の職員体制の中で新規事業が増えてきている。保育

士同様、事務職員も正規、臨時、半々だと思う。同じ仕事内容で待遇に差が生じないよう

にすることや、今後、正規職員の１００人体制を見直していく必要があるのではないか？

「答」現在は同一労働同一賃金のシステムが入ってきているので今後順次態勢を整えてい

きたい。経験年数の長い臨時職員から嘱託化していき、人員確保を図っていきたい。

「問」新町長が就任されて初めての予算で新しい事業が入っているのは当然のことだと思

う。しかし職員体制が変わらない中、予算化した事業を着実に実行していくためには全体



 - 11 - 

のバランスを副町長が見渡していってほしいがどうか？「答」事業全体のボリュームが増

しているのは確かだと思う。ただ職員一人一人も自分で考え、出来ること出来ないことを

判断していくことが必要だと思う。しかし全体的にバランスをとれることは大事であるの

で常に配慮していく。「問」地域未来塾、土曜塾等を実施に当たって先進地を見ると、そ

の塾が子どもたちのたまり場、遊び場になってしまって本来の意味をなしていない事例が

見られる。この事業では本当に勉強したい子、経済的に塾に行けないが勉強したい子、学

校の授業に無い内容等に興味を持っている子、等が本来の目的に沿って勉強等ができるよ

う進めてもらいたいが？「答」その趣旨に則って進めていく。 

賛成討論では、先ず一般会計、昨年より７．２％増の 4,700,000,000 を超える予算。有利

な起債を活用することなどを評価し、職員体制を整備することを期待する。子育て支援セ

ンターは住民要望を反映した思い切った判断として評価する。またこの施設は災害も想定

していることを含め期待している。次、七久保小学校の学童クラブができることで今後に

期待したい。次、介護関係事業について在宅介護、医療、総合事業等、国が地方に押しつ

けた感はあるが、じっくり住民の意見を取り入れて進んでもらいたい。次、子育て支援、

病児・病後児保育、買い物弱者支援、水の駅、在宅支援を前面に出した予算として評価す

る。以上が一般会計での賛成討論。 

国保会計では、社会弱者に対して今まで同様、国保料滞納という親切対応してもらうこ

とを条件に賛成とする。保険給付費が全国で３４番ということで今後の健全経営に期待し

賛成とする。後期高齢者医療保険事業では討論はなし。介護保険事業では制度が変わり、

新しい事業が入ってくる。介護される側の立場に立って事業確立をしてもらいたいことを

して賛成とする。 

以上が主な審査内容の報告です。４議案の議員各位の慎重なご審議をいただき、ご賛同

いただきますようお願い申し上げ報告を以上といたします。 

議  長    これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。中村委員長自席へお戻り下さい。 

        以上で平成２８年度予算関係７議案に係る委員長報告及びこれに対する質疑を終わりま

す。これから議案ごとに討論・採決を行います。 

 

議  長    最初に第１８号議案「平成２８年度飯島町一般会計予算」に対する討論を行います。 

        初めに原案に反対討論はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    賛成討論はありませんか。 

１０番 

坂本議員    賛成の立場で討論いたします。歳入における予算組み立ては、国の動向を的確に捉えた

中での予算編成となっており、その努力を認めるものであります。自主財源の少ない当町

は年々増える「ふるさと納税」を大切な財源と捉え、まだまだ増やすことができると思わ

れますので研究していただきたい。歳出における事業内容は新町長になり約３カ月と短い

間でしたが、後期基本計画に沿った中でマニフェストとうまくすり合わせのできた事業内

容となっており認めるものです。定住促進事業が定着し拡大する中で人口増となるようご
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期待するものであります。またここ数年、お母さんたちから要望のあった子育て支援セン

ターが、防災拠点施設と併設する中で移転新築できることとなり、要望に応えることがで

きました。しかし第３子以降の保育料の無料化に伴い、保育士が現在ギリギリの状態の勤

務体制となっており、人数共々十分理解して今後の改善に努めていただきたいと思います。

また飯島町営業部の事業内容やアルプス花の里事業は具体的な内容が固まっておりません。

今年はコスモス祭りは現在の場所ではやらないと言われました。２０年も続いたイベント

であり、町外県外からの来場者が楽しみにしていると聞きました。もう少し小さな規模で

よいので開催していただきたいと、いくつか要望意見を述べまして賛成といたします。 

議  長    はい他に討論はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第１８号議案「平成２８年度飯島町一般会計予算」を採決します。この採決は

起立によって行います。お諮りします。本案に対する委員長の報告はそれぞれ可決です。

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立を願います。 

        ［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立全員です。 

従って第１８号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    次に、第１９号議案「平成２８年度飯島町国民健康保険特別会計予算」に対する討論を

行います。初めに原案に反対討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    他に討論はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第１９号議案「平成２８年度飯島町国民健康保険特別会計予算」を採決します。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長報告のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 

        従って第１９号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    次に、第２０号議案「平成２８年度飯島町後期高齢者医療特別会計予算」に対する討論

を行います。討論はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第２０号議案「平成２８年度飯島町後期高齢者医療特別会計予算」を採決しま

す。お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長報告のとおり決

定することにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 
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        従って第２０号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    次に、第２１号議案「平成２８年度飯島町介護保険特別会計予算」に対する討論を行い

ます。討論はありませんか。 

７番 

三浦議員    介護保険については制度が見直され、国の総合確保推進法によって行政にとっても住民

にとっても複雑な内容が求められてきています。独り暮らしや老老世帯も増えている中で、

在宅医療、在宅介護が求められていますが、医療、介護を在宅で受ける生活をするには厳

しい環境が飯島町にはあります。こういう中で経済的な負担や心配も深刻になると心配を

されています。是非今までどおり介護に泣かないよう保険料に対してもまたサービス利用

に対しても配慮をお願いしたいと思います。また新たな事業展開もありますので、是非先

行的に実施をしている自治体も見ながら、飯島町に合った計画の策定をお願いしたいとい

うことを述べて賛成といたします。 

議  長    他にありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第２１号議案「平成２８年度飯島町介護保険特別会計予算」を採決します。お

諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長報告のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 

        従って第２１号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    次に、第２２号議案「平成２８年度飯島町公共下水道事業特別会計予算」に対する討論

を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第２２号議案「平成２８年度飯島町公共下水道事業特別会計予算」を採決しま

す。お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長報告のとおり決

定することにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 

        従って第２２号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    次に、第２３号議案「平成２８年度飯島町農業集落排水事業特別会計予算」に対する討

論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第２３号議案「平成２８年度飯島町農業集落排水事業特別会計予算」を採決し

ます。お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長報告のとおり
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決定することにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 

        従って第２３号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    次に、第２４号議案「平成２８年度飯島町水道事業会計予算」に対する討論を行います。

討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第２４号議案「平成２８年度飯島町水道事業会計予算」を採決します。お諮り

します。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 

        従って第２４号議案は原案のとおり可決されました。  

 

議  長    ここで休憩をとります。再開時刻を１０時３０分といたします。休憩。 

 

         午前１０時１６分 休憩 

午前１０時３０分 再開 

 

議  長    休憩を解き会議を再開いたします。 

        日程第１２ 第６０号議案「平成２７年度飯島町一般会計補正予算（第８号）」を議題

といたします。先ほど申し上げましたとおり、本案につきましては各常任委員会に審査を

付託してあります。各委員長から本案に対する審査報告を求めます。 

        初めに、久保島総務産業委員長。 

総務産業     

委員長     それでは平成２７年度補正予算第８号について審査結果の報告を申し上げます。過日２

月９日本会議におきまして付託されました、平成２７年度補正予算第８号につきまして３

月１１日午前１０時４５分から総務産業委員会を開催し、慎重に審査いたしました。結果、

お手元の報告書のとおり、委員会に本多委員より提出されました修正案を可決することに

決しましたのでご報告いたします。内容につきましては、本多委員提出の修正案の２ペー

ジをご覧いただきたいと思います。歳出の項につきまして２款総務費１項総務管理費６目、

企画費を 39,902,000 円を 39,420,000 円に訂正するものでございます。減額いたしました

482,000 円は予備費に充当し、予備費の 35,795,000 円を 36,277,000 円に改めるものでご

ざいます。修正理由でございますけれども、事業コード１１６５の８節報償費及び９節旅

費につきまして、すでに事業着手がされたものであるということから、本補正予算に計上

することは不適当であるとしたものでございます。上程の際に細部説明はなく、事前着手

という事実はですね新聞報道により判明したということも問題視されているところでござ

います。 
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続きまして審査の中で出された主な意見を申し上げます。平成２７年度補正予算第８号

原案は既に執行された事業予算が計上されている、これは容認するわけにはいかない。よ

ってその部分のみ削除修正をすべきである。また以前に条例が決定する前に関連予算の議

決が求められた件もあったと。このようなことがまた再び起こってはいけないということ

で、手続きや原則を無視したやり方には納得できない。予算決定前の事業実施は黙認でき

ないと。今後このようなことは決してあってはならないことを申し添えて、原案の一部修

正に賛成する。意見は以上でございました。議員各位におかれましてはよろしくご審議い

ただき、ご賛同いただきますようお願い申し上げ委員長報告といたします。 

議  長    これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        久保島委員長自席へお戻り下さい。 

        次に、中村社会文教委員長。 

社会文教 

委員長     それでは社会文教委員会に付託されました第６０号議案「平成２７年度飯島町一般会計

補正予算（第８号）」分割付託分について、３月１１日に関係職員の説明を求め慎重に審

議を行いました。結果はお手元の報告書のとおり可決すべきものと決定いたしましたので

ここに報告いたします。審査の内容で出されました質疑等を申し上げます。待機児童の現

状は？ 町側からは現在はいない。３カ月前に要望することで対応する。職員が足りない

場合は募集を行い整えていく。との内容でした。討論はありませんでした。以上審査内容

の報告といたします。全議員の皆様のご賛同をいただきますようよろしくお願い申し上げ

ます。以上です。 

議  長    これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        中村委員長自席へお戻り下さい。 

        以上で第６０号議案「平成２７年度飯島町一般会計補正予算（第８号）」に係る委員長

報告及びこれに対する質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから第６０号議案「平成２７年度飯島町一般会計補正予算（第８号）」を採決しま

す。お諮りします。本案に対する総務産業委員長の報告は「修正可決すべきもの」であり、

社会文教委員長の報告は「可決すべきもの」であります。よって議事の整理上、先ず初め

に総務産業委員長から報告のありました修正案について採決したいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 

        それでは第６０号議案「平成２７年度飯島町一般会計補正予算（第８号）に対する修正

案」について採決を行います。この採決は起立によって行います。 
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第６０号議案について修正案のとおり決定することに賛成の方はご起立ください。 

［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立全員です。 

        従って第６０号議案は修正決議されました。 

 

議  長    次に、ただいま修正決議した部分を除く原案について採決いたします。修正部分を除く

その他の部分については原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第６０号議案は修正部分を除くその他の部分については原

案のとおり可決されました。 

        ここで下平町長から発言を求められておりますので、これを許可します。 

町  長    今般の予算執行につきまして不手際がありましたことをお詫び申し上げます。 

 

議  長    次に日程第１３ 請願・陳情等の処理についてを議題とします。本案につきましては、

去る２月２４日の本会議におきまして総務産業常任委員会へ審査を付託しており、お手元

に配布のとおり、委員長から請願・陳情審査報告書が提出されております。先ほど申し上

げましたとおり、一括して委員長より委員会審査報告を求め、これに対する一括質疑の後、

案件ごとに討論・採決を行いたいと思います。 

        これから委員長報告を求めます。 

        久保島総務産業委員長。 

総務産業     

委員長     それでは陳情案件につきましての審査報告を申し上げます。平成２８年３月定例会初日

に付託されました陳情案件２件につきまして、３月１１日午後１時３０分から総務産業委

員会を開催し、慎重に審査いたしました。お手元の報告書とおり決しましたのでご報告い

たします。先ず、飯島町、芦部喜由さんから提出されました２７陳情１７号「スーパーマ

ーケット誘致の陳情書」につきまして審査報告を申し上げます。同氏に出席をいただき審

査をした結果、本陳情は趣旨採択と決しました。審査の過程で出されました意見、主なも

のについて申し上げます。陳情では具体的店名や場所などが明記されているが、質疑・応

答の中で、飯島区中心地にある食糧品店の拡大・充実でもよいというようなことが分かり

ました。よって陳情の趣旨は十分に理解するものであり、町民の共通の想いであることか

ら飯島地区に中型のスーパーマーケットの出現に対し、町の強力な支援が求められるとい

うことから趣旨採択とすることが適当であるとなりました。 

        次に、平和って何だ・伊那谷代表 角 憲和氏から提出されました２８陳情第２号「真

っ当な改正議論を保障するため、安部首相に真摯な姿勢と歪んだ憲法感の是正を求める陳

情」につきまして審査報告を申し上げます。審査の中で出されました意見につきまして申

し上げます。提出された陳情書は個人攻撃や中傷する内容が混在している。しかし項目の

中に適切な部分もあるので、飯島町議会としてこのまま採択するには問題がある。よって

本陳情は不採択とし、特に、別にですね当議会として安倍首相に対し健全な憲法論議を進

めるよう意見書を提出したらどうかという意見が出されまして、全員一致で賛同いたしま

した。以上報告を申し上げます。議員各位におかれましてはご理解とご賛同をいただきま
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すようお願いを申し上げ委員長報告といたします。 

議  長    これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        久保島委員長自席へお戻りください。 

        以上で請願・陳情等の処理にかかる委員長報告、及びこれに対する質疑を終わります。 

        これから案件ごとに順次、討論・採決を行います。 

初めに、２７陳情第１７号「スーパーマーケット誘致の陳情書」について討論を行いま

す。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        ２７陳情第１７号「スーパーマーケット誘致の陳情書」について採決いたします。お諮

りします。本陳情に対する委員長の報告は趣旨採択です。本陳情は委員長報告のとおり趣

旨採択とすることにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って２７陳情第１７号は趣旨採択とすることに決定しました。 

 

議  長    次に、２８陳情第２号「真っ当な改正議論を保障するため、安倍首相に真摯な姿勢と歪

んだ憲法感の是正を求める陳情」討論を行います。討論はありませんか。 

８番 

浜田議員    この陳情を不採択とし、しかしながらこの陳情の中核的な部分については別途意見書を

提出すべきということで、この不採択にすべきという点で討論を申し上げます。ここに提

出されています文言等はですね、少なくとも一国の首相に対して礼節を弁えたものではな

いというふうに思いますし、議論のそれぞれの論点もですねかなり主観的なものだという

ふうに考えられます。そういう意味でこの陳情書は議会として採決するにはふさわしい品

格を備えたものではないというふうに私自身は考えます。ただその一方で、とかく陳情等

についてはですね、一般住民・市民が提出するという性格上、粗削りなものや何かがある

ということはしばしばあることだというふうに考えます。でその表現が不適切であるとい

うことを理由にですね、その中の本質まで葬り去ることは議会としてはふさわしくないだ

ろうと。そういう意味では可能な限り陳情に盛り込まれた中核的な部分については尊重す

べきであると、そういったことが必要であるというふうに考えて、先のような冒頭に申し

上げたような処理がよろしいのではないかというふうに考えるわけであります。そういっ

たことを含めて、この陳情を不採択とすべきだというふうに考えます。以上です。 

議  長    他に討論ありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        ２８陳情第２号「真っ当な改正論議を保障するため、安倍首相に真摯な姿勢と歪んだ憲

法感の是正を求める陳情」について採決します。お諮りします。 

        本陳情に対する委員長の報告は不採択です。ここで念のため申し上げます。委員長報告

は不採択でありますが、議事の整理上、本陳情の採択について採決をとります。この採決
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は起立によって行います。本陳情は原案を採択することに賛成の方はご起立ください。 

［賛成者起立］ 

議  長    起立０です。 

        従って２８陳情第２号は不採択とすることに決定しました。 

 

議  長    日程第１４ 議会閉会中の委員会継続審査についてを議題とします。 

        会議規則第７２条の規定により、お手元に配布のとおり、議会閉会中の継続審査につい

て各委員長から申し出があります。お諮りします。 

        申し出の事件について、議会閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 

        従って、本件については各委員長から申し出のとおり継続審査といたします。 

        ここで暫時休憩とします。 

        ［追加日程・追加議案配布］ 

 

議  長    休憩を解き会議を再開いたします。 

        ただいまお手元へお配りしましたとおり、浜田 稔くんから１件の議案が提出されてお

ります。お諮りします。 

        本案を日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思いますがご異議ありません

か。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って議案１件を日程に追加して議題とすることに決定しました。 

 

議  長    追加日程第１ 発議第１号「憲法改正の国民的論議を保障するための意見書」を議題と

します。事務局長に議案を朗読させます。 

        宮下事務局長。 

事務局長    （議案朗読） 

議  長    本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。 

        ８番 浜田 稔くん。 

８番 

浜田議員    それでは意見書提出についての趣旨説明を行います。安倍首相は任期中に憲法改正をし

たいとの意向を表明しました。憲法は国の形を定めるものであり、その改正には国民投票

が必須の手続きとなっている以上、十分な国民的論議を保障するために、安倍首相の意図

する改正内容が明確に国民に伝えられる必要があるというふうに考えます。当然のことな

がら、地方議会も憲法の補足法である地方自治法に基づいて運営されている以上、この憲

法の形がどの様なものになるかということは、地方議会にとっても必須の要件であるとい

うふうに考えます。よって下記の３点を具体的に説明するよう求めるものであります。 

        まず第１に、第１次政権以来表明してきた安倍首相の憲法感について。第２、憲法改正

の意図と全容、及び自民党改正草案との関係について。第３、政府は主権者である国民に

従って統治するという現行憲法の骨格をなす立憲主義への考え方について。このことにつ
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いて説明するように求めるものであります。で、これは現憲法を改正する、しないという

立場の如何に関わらず、この憲法を議論する以上国民全体、とりわけ飯島町議会にとって

重要な項目であるというふうに考えるところであります。よって議員全員の賛同を求めて

説明といたします。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

        （なしの声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。提出者は自席へお戻り下さい。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これから発議第１号「憲法改正の国民的論議を保障するための意見書」を採決します。 

        お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って発議第１号は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    以上で本日の日程は全部終了しました。本日の会議を閉じます。 

        ここで町長から議会閉会のごあいさつをいただきます。 

町  長    大変ご苦労様でございました。それでは議会閉会にあたりましてごあいさつを申し上げ

ます。去る２月２４日開会をいたしました３月議会定例会におきましては、平成２８年度

の各会計予算をはじめ、いずれも平成２８年度をスタートするために重要な案件６１議案

を提案させていただきました。議員各位におかれましては、本会議並びに常任委員会にお

きまして慎重審議をいただき、連日に亘るご苦労さまに対して心から敬意と感謝を申し上

げる次第でございます。お陰様をもちまして平成２８年度予算並びに提出案件を、一定の

評価をいただく中で、いずれも原案どおり全会一致で可決決定を賜りましたことに対し、

重ねてお礼を申し上げる次第であります。一部修正もありました。今後の町、町政運営に

あたりましては、本会議や常任委員会の審議を通じて、また一般質問において広範な行政

課題に対しまして賜りました各位の貴重なご意見等を重く受け止めて、町長以下、職員が

一丸となって厳しい中にも希望の持てる元気で活力のあるまちづくりのために、専心努力

をしてまいる所存でございます。 

        さて、先週来、真冬に逆戻りした感もありますが、ふきのとうや桜のつぼみの膨らみ具

合いなど、一層春の訪れを感じるようになりました。今週後半からは小・中学校の卒業式

と保育園の卒園式も控えております。それぞれ新たな希望を持って元気に羽ばたいてほし

いと心から念願をしておるところでございます。議員はじめ町民の皆様方には、平成２７

年度の町政運営にご協力賜りましたことに心から感謝を申し上げ、来たる平成２８年度が

災害もなく、飯島町が更なる発展を遂げられますように一層のご理解とご協力をお願いす

る次第でございます。 

        最後になりましたが、本定例会にご出席を賜りました橋場代表監査委員さん、下島教育

委員長さん、森本農業委員会長さんには、大変お忙しいところを誠にありがとうございま

した。議会はじめ皆様方には益々ご健勝でご活躍されることを心からご祈念申し上げまし

て、３月議会定例会閉会のごあいさつとさせていただきます。長期間に亘りまして大変あ
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りがとうございました。お世話様になりました。 

 

議  長    以上をもって平成２８年３月飯島町議会定例会を閉会といたします。ご苦労様でした。 

 

          午前１１時００分 閉会 

 

 

         上記の議事録は、事務局長 宮下 務の記載したものであるが、その内容の相違ない

ことを証するため、ここに署名する。 

 

 

                 

飯島町議会議長 

 

 

 

                署 名 議 員 

 

 

 

                署 名 議 員 

 




